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7　検討

（1）　板碑 No. 10、11の理解について

板碑 No. 10、11については現況、石質、銘文の筆体などから同一個体と考え、銘文部
分を構成と石肌から上図のように配置してみた。基本的な配置は左右に真言、その間に右
左に願文を配し、「酉」字の存在から中央に紀年銘が刻まれていたと考えた。本板碑群で
は建武三年（1336）板碑以上の達筆であり、その願文後半の「出離生死往生極楽也」と共
通するので前文もその「右志者為過去聖霊」
も近似していると考えられる。位置は本板碑
群の最古の永仁五年（1297）と同じ Ba平場
に造立されている。永仁五年（1297）板碑の
銘文の「聖霊」は達筆と言い難いが、風化が
激しく厳密な比較は困難である。そして本板
碑群の応安二年（1369）以降の略字化した銘
文とは全く異なる。以上からすれば一定の願
文の共通性も考慮し、仮に「達筆」が古手で
あり、南北朝期にしだいに字体の簡略化に向
かうとすれば、鎌倉後期から南北朝初期の年
代の可能性がある。この間で十二支の「酉」

第 52図　No. 10（右）、11（左）の配置復元（拓本）

第 53図　板碑 No. 24の銘文
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が入るのは、永仁五年丁酉（1297）、延慶二年己酉
（1309）、元亨元年辛酉（1321）、正慶二年癸酉（1333）、
貞和元年乙酉（1345）、延文二年丁酉（1357）である。
No. 10板碑の前面には多数の板碑細片が重なっている
と推定され、確認調査がされれば紀年銘部分の板碑断
片などが発見され正確な板碑の全体像が判明すること
が期待される。
本板碑の特徴は、銘文の右に「オンバンウンタラク
キリクアク」の五大虚空蔵真言、左に「オンアビラウ
ンケン」の大日報身真言（胎蔵大日真言）（9）を配する
点にある。このような真言の組み合わせ例は管見では
女川町のみならず周辺の石巻市域では見出すことがで
きない。ただし石巻市吉野町多福院応永 7年（1400）
銘板碑はバンウンタラクキリクアク（金剛界五仏）と
ケンウンラビア（大日報身真言）、ケンカンランバン
ア（大日法身真言）の組み合わせであり、讃嘆句の種
子オンがないものの近似している。また、「バンウンタラクキリクアク」を碑面の左右に
配した例は石巻市牛田如来応永二十九年（1422）銘板碑にある。これは同地にある「キャ
カラバア」を左右に配した応永廿年（1413）銘板碑の流れとして理解されている（10）。「オン」
に着目すれば、早い例として石巻市三輪田の正和四年（1315）銘「オンアビラウンケン」
板碑が知られるが、これは右端一行で、左端には願文が配されている。左右真言配置の板
碑が比較的まとまって見られるのが石巻市尾崎の海蔵庵板碑群（11）である。ここでは貞和
四年（1348）と貞和五年（1349）例があり、種子下中央に紀年銘が刻まれるが、左右の真
言はいずれもアビラウンケンのみである。左右に別々の真言を配する例としては石巻市高
木観音堂応安 8年（1375）銘板碑がアビラウンケン（大日法身真言）を右端、アバンラン
カン（大日報身真言）を左端の組み合わせ、石巻市相野谷源光寺の康正二年（1456）銘板
碑がアビラウンケンを右端に、キャカラバア（五大の種子）を左端に配する例がある。石
巻市皿貝の寛正七年（1466）・文明二年（1470）銘板碑も同様の構成をとっている。この他、
石巻市北上町十三浜では 15世紀前半に「キャカラバア」（五大の種子）、「アラハシャナウ」
（大日応身真言）など真言の左右配置、紀年銘中央タイプの板碑が相当数存在する。総じ
て北上川下流域旧河北町域を主体とした 14世紀前葉の大日如来真言を伴う線刻五輪塔の
盛行の後、同地区から十三浜・長面浦にかけて 14世紀中頃～15世紀に一定数の大日如来

 （9） 川勝政太郎『梵字講話』1980 河原書店
（10） 勝倉元吉郎『桃生・山内氏と板碑』1999桃生町教育委員会
（11） 『海蔵庵板碑群』1999 宮城県教育委員会

第 54図　如来応永 20年板碑オルソフォト
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真言系板碑の分布がある（12）。松葉板碑群の事例はその中に位置づけられ、その初期にあた
ると考えられる。五大虚空蔵真言の主尊である五大虚空蔵菩薩は「増益や息災の祈りに用
いられるが、特に天変地異を除く祈祷にこの法を修する」とある（13）が、その真言は南北
朝期の板碑にはあまり用いられないようである。あるいは金門鳥敏法という「辛酉年の除
災修法」の本尊とされる（14）ことから、将来的に本板碑の紀年銘断片が発見されて、蝦夷
蜂起後の元亨元年辛酉（1321）（15）、鎌倉幕府が滅ぶ正慶二年癸酉（1333）、戦没者の慰霊塔
計画の正式名称が「安国寺・利生塔」と定まった貞和元年乙酉（1345）などであれば金門
鳥敏法にかかわる可能性があるかもしれない。しかし、まずは、塔を立てることによって
仏を供養し、故人・造立者の極楽往生を祈願するという板碑（石塔婆）の目的に沿って検
討していくこととする。「帰命する」意のオンを除いた「バンウンタラクキリクアク」は、
金剛界五仏を配した金剛界成身会曼荼羅板碑として、宮城県内に 10基あるとされてい
る（16）。鎌倉時代の新義真言宗の僧賴瑜（1226～1304）の『祕鈔問答』においては五大虚空
藏法が詳述されており、「祕鈔問答 「此所文意如何　答。此五大虚空藏法歟。五智如來入
寶部三摩地云五大虚空藏歟。五大虚空藏種子。即五佛種子故。」（SAT）と金剛界五智如来
が各々宝部の三昧に入った相が五大虚空藏であり、金剛界五仏の変化身であることを示し
ている（17）。ここでは、「オンバンウンタラクキリクアク」と「オンアビラウンケン」が失
われた種子の仏（大日如来もしくは変化身）を讃嘆する偈と同等の位置付けと考える。真
言宗僧の常喜院・心覚（1117-1180/82）にかかわる『常喜院流大事（伝流）』には「授与
伝法灌頂印可事」として「胎界　内外五股印　満足一切智々五字明　帰命ア・ビ・ラ・ウ
ン・ケン」「金界　大率都婆印　五智種　帰命バン・ウン・タラク・キリク・アク　金剛
名号　遍照金剛（以下略）と記されている（18）。「五字明」は胎蔵界大日真言、「五智種」は
金剛界五仏の真言の意であり（19）、いずれも「帰命」が真言の冒頭にある点でも本板碑例に
共通している。常喜院流は東密と台密を兼ね合わせた事相の派（20）であり、日本密教にお

（12） 『北上川下流域のいしぶみ』　1994　宮城県桃生郡河北地区教育委員会　『石巻の歴史 8』　1999　石巻市　
『牡鹿町史』　2005　牡鹿町　『雄勝町の歴史』　2004　雄勝町

（13） 田村隆照「五大虚空蔵菩薩」真鍋俊照『日本仏像事典』2004　吉川弘文館
（14） 『真言・梵字の基礎知識』1993　大法輪閣
（15） 「レファレンス共同データベース」HPによると『鶴岡社務記録』元亨元年（1321）の項に､「依辛酉、於當

社御修法、正月､ 二階堂別當僧正親玄金門鳥敏法」とある。学問空間 HPの鈴木小太郎氏によると永福寺別
当親玄（1249-1322）が金門鳥敏法（五大虚空蔵法）の修法を行ったと理解されており、本板碑とほぼ同時
代の事象として留意される。また、真言僧が除災のために修するのを例としたとされ注目される（坂口太
郎「東京大学史料編纂所蔵『五大虚空蔵法記』について ─ 後醍醐天皇と後宇多院法流 ─」『古文書研究
72』2011）

（16） 佐藤正人「松島町の板碑」『松島町史　資料編 1』1989 　松島町
（17） 「五大虚空蔵曼荼羅」 『新版　仏教考古学講座　第 4巻　仏像』1976　雄山閣出版
（18） 田中 悠文 , 金森 勉「勧学会共同研究助成報告 常喜院・心覚の教学について :  中世・真言教学研究のため

の基礎作業」『智山学報 45 巻 』1996　中世真言教学研究会
（19） 石田瑞麿『例文仏教語大辞典』1997　小学館
（20） 平井宥慶「心覚」小学館　日本大百科全書（ニッポニカ）
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番号 所在 名称 紀年銘 西暦 主尊 真言 銘文
1 女川町　
御前浜

松葉 不明 不明 不明 オンバンウンタラクキリクアク（右）　　オ
ンアビラウンケン（左）と推定

右志者（為）⊡⊡⊡⊡ 酉/（出）離生死往生極（楽）
⊡也

2 石巻市
三輪田

旧分教場 正和 4 1315 バイ オンアビラウンケン 正和四　五月廿一日逝去

3 々尾崎 海蔵庵 貞和 4年 1348 ア アビラウンケン（左右配置） 貞和二二年⊡月日施主敬白
4 々尾崎 海蔵庵 貞和 5年 1349 サク ? アビラウンケン（左右配置） 貞和五年乙巳二月日施主敬白
5 々高木 高木観音堂 応安 8年 1375 バン アビラウンケン（右端）　アバンランカンケ

ン（左端）
応安八年十月十九日　施主敬白

6 々皿貝 お伊勢山 明徳 3年 1392 バン アビラウンケン（左右配置） 仙（心）/明徳三年壬申/十三年
7 々吉野町 多福院 応永 7年 1400 タラーク キャンウンラビア/バンウンタラクキリクア

ク/キャンカンランバンア
右志者為　応永（七月六月日） 悲母幽儀卅
（三廻之忌景）/乃至法界衆（生平等利益也）

8 々吉野町 多福院 応永 9年 1402 キリーク ［種子の周囲］オンマカーソキャバザラサト
バジャクウーンバンコクソラダサトバン［五
秘密真言］

応（永九）年壬⊡十月廿二日　［右から］右
志趣者相当道吉/禅門七分全得/得成此恵葉/
乃至法界平等利益　施主敬白

9 々十三浜 根古 応永 10年 1403 カ アウーンポローン（左右配置） 応永十年（欠損）
10 々十三浜 長塩谷 応永 10年 1403 バン キャカラバア/キャクカクラクバクアク/ケン

カンランバクアン/キャーカーラーバーアー
（いわゆる「四門の梵字」）

11 々十三浜 長塩谷 応永 12年 1405 サ キャカラバア/キャーカーラーバーアー/キャ
クカクラクバクアク/ケンカンランバクアン
（いわゆる「四門の梵字」）

右志為西願禅門応永十二年十月三日/敬白

12 々桃浦 朴長 応永 15年 1408 不明三尊
＋ナミア
ムダブツ

キャカラバア/キャカーラーバーアー/キャン
カンランバンアン/キャクカクラクバクアク
（いわゆる「四門の梵字」）

右意趣者⊡証元又各々志故也　応永十五一
結衆等　敬白　 道玄　妙金　祐円　⊡⊡　
宗有/⊡⊡　⊡⊡　道善　傳阿　嬰清/妙善 妙泉　
浄一　道清　道仙/⊡善　道斎　道光　⊡泉/
道善　（明）永　妙連　⊡⊡　妙祐

13 々皿貝 お伊勢山 応永 17年 1410 キリーク アビラ（右）ウンケン（左） 応永十七年八月廿四日
14 々十三浜 小泊 応永 17年 1410 サ アバンボローン（左右配置） 応永十七年庚寅三月日
15 々十三浜 根古 応永 18年 1411 キリーク アウーンポローン（左右配置） 応永十八年三月日
16 々十三浜 長塩谷 応永 18年 1411 バーンク キャカラバア（右）アビラウンケン（左） 右志為応永十八年三月廿一日
17 々十三浜 小泊 応永 20年 1413 バン アラハシャナウ（左右配置） 応永廿年十月日
18 々牛田 如来 応永 20年 1413 サ キャカラバア（左右配置） 右志者為応永廿年四月廿日
19 々十三浜 小泊 応永 25年 1418 サク アウーン（右）アバンボローン 応永廿五年十月日
20 々十三浜 相川 応永 29年 1422 バン アラハシャナウ（右端）キャカラバア（左端） 応永廿九年四月日/右志趣者徳性禅尼
21 々十三浜 小泊 応永 29年 1422 ウン アバンボローン（右）アウーン（左） 応永廿九年十月日
22 々牛田 如来 応永 29年 1422 欠損 バンウンタラクキリクアク（左右配置） 応永二十九年七月廿五日施主敬白　道祐七

年忌 逆修善根故
23 々十三浜 地福寺 応永 30年 1423 バン キャカラバア（左右配置） 右意趣者妙善禅尼/応永三十年二月日/⊡⊡三

年忌辰
24 々寄磯浜 熊野神社行

屋跡
応永 33年 1426 アーク アビラウンケン（右）　キャカラバア（左） 右志者為广永三十三

25 々大原浜 中沢 応永 35年 1428 〇〇ク アビラウンケン（右 2）　キャカラバア（左 2） 正阿弥陀仏三十三年 右志者為广永三十五
天/六月九日孝子

26 々十三浜 おいせ峰 正長 2年 1429 サク アラハシャナウ（右端）キャカラバア（左端） 右意趣者　正長二年七月日　道覚禅門
27 々十三浜 根古 永享 4年 1432 バン キャカラバア（左端） 道性禅門/右意趣者　永享四年二月日
28 々十三浜 おいせ峰 永享 5年 1433 タラーク キャカラバア（左端） 道峻禅門　右意趣者　永享五年月日
29 々牧浜 竹浜道 永享 6年 1434 タラーク

＋月輪上
にアバラ
カキャ

月輪下に光明真言 右旨趣者永享六年十月廿八日　相当妙⊡禅
尼第三十三年忌/乃至法界平等利益之故也　
孝子敬白

30 々寄磯浜 熊野神社行
屋跡

永享 7年 1435 キリーク キャカラバア（中央配置） 栄通大徳/第三年塔/婆/永享七/年七月日 施
主敬白

31 々十三浜 おいせ峰 永享 9?年 1437 タラーク アラハシャナウ（右端）キャカラバア（左端） 妙泉禅尼/永享九 ?年四月日
32 々十三浜 おいせ峰 宝徳 4年 1452 タラーク イー・バン・アン/サ・ウン・キリーク・サ・

サク・バイ/カーン・バク・マン・アン・カ・
ア

善根/願主/妙善/逆修/右意趣者/塔婆/一本奉/
造立故也/宝徳二二年壬申四月/七日

33 々相野谷 源光寺 康生 2年 1456 バイ アビラウンケン（右端）キャカラバア（左端） 妙光禅尼/康生二年/八月十九日
34 々皿貝 方谷入山 寛正 7年 1466 サク アビラウンケン（右端）キャカラバア（左端） 寛正七年
35 々皿貝 お伊勢山 文明 2年 1470 キリーク アビラウンケン（右端）キャカラバア（左端） 時文明二年/奉右之趣者/道範禅門　施主敬

白
36 々大瓜 寺崎 明応 10年 1501 サク ナムアミダブツ 相当妙孝禅尼一周忌/追善⊡故也/右志者為/

明応十年四月廿六日
37 々雄勝寺 天雄寺 天正 10年 1582 卍 カキャラバア　バン※下に「心佛及び衆生/

是⊡無差別」
伏以　道棺禅門為也畢意如何施主敬白　依
此功力頓證　即心成佛/菩提平等利益也　

38 々長面 竜谷院 慶長 17年 1612 イーアビ
ラウンケ
ン

バクマンアン（△配置） 慶長十七年子壬三月廿六日　嶽山下総

39 々十三浜 小泊 応永 1394-

1428
サク キャカラバア（右）ケンカンランバンアン（左） 右志趣者応永（欠損）

40 々倉埣 老人憩いの家 永享 1429-

1441
アーンク オンアラハシャナウ（左右配置） 右永享⊡年四月日　⊡⊡禅尼

※ 線刻五輪塔除く　集約対象範囲は女川町、石巻市域の紀年銘のみを掲載。文献は『北上川下流域のいしぶみ』『石巻の
歴史 8』『牡鹿町史』『雄勝町の板碑』

第 55図　女川町・石巻市真言系板碑（紀年銘）表
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ける伝法時の最重要の真言の組み合わせの一つと考えることができる。本板碑の場合、比
較した北上川水系、三陸南部沿岸部の大日如来真言系板碑の中でも碑面構成が種子（推定）
の下に五智真言（金剛界五仏）・胎蔵大日真言の根幹的な真言で大日如来を讃嘆し、その
中に紀年銘、願文を配する点、ランクの高い大型板碑である。極楽往生を願われた人物も
しくは造立者は、有力武士と考えられる。造立指導者は密教僧と考えられるがあるいは造
立者もしくは故人が密教に帰依した人物であったのかもしれない。

（2）　一月輪阿弥陀三尊種子と供花・花瓶を刻む板碑について

宮城県内の板碑の中で極めて珍しいものに一つの月輪内に阿弥陀三尊種子を配し、その
下部に花をさした花瓶を刻む No. 30板碑がある。A平場から脱落したと考えられる板碑
でその A平場には一つの月輪内に阿弥陀三尊種子を配していると推定される No. 23板碑
があり、隣接して倒伏し、月輪のみ見える No. 26板碑も同様の可能性がある。
一つの月輪内に阿弥陀三尊種子を配する例は管見では石巻市矢本町の願成寺の無紀年銘
板碑の例のみである（21）。矢本町域は中世には長江氏が領有しているが、長江氏は年次不明
であるが、女川付近にも領地があったとされ（22）長江氏を通じての何らかの関係があった
可能性もある。
次に仏への供養として表現された花瓶・供花についてである。関東では相当数見られる

（21） 『矢本町史』1973矢本町教育委員会
（22） 三宅宗議『照源寺の創建とその時代』1992　照源寺

第 56図　板碑 No. 30　左 : オルソフォト（反転）
　　　 　右 : 月輪・種子・花瓶拓本

第 57図　 願成寺一月輪阿弥陀三尊
種子板碑オルソフォト
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が、宮城県域では、ごく少数であり、管見では石巻市吉野町多福院弘安六年（1283）銘板
碑（23）、同桃生町新墾神社元亨二年（1322）銘板碑（24）（花瓶は上端のみ残存）、同雄勝町船越
八雲神社正中三年（1326）線刻五輪塔板碑（25）、大崎市岩出山天王寺阿弥陀三尊像板碑（2

基）（26）の 5例（27）及び花瓶を描いた可能性のある石巻市矢本町新山神社弘安五年（1282）銘
板碑 1（28）例を確認しているのみである（第 58図参照）。多福院弘安六年（1283）銘板碑は
キリーク（阿弥陀如来）への供花・供養具として亜字形花瓶（胴部二条線帯）1対で、不
鮮明であるが三本茎の蓮華をさしている。雄勝町船越八雲神社正中三年（1326）線刻五輪
塔板碑は大日如来の三昧耶形である五大種子
を刻んだ五輪塔への供花・供養具としての花
瓶は鶴首徳利形で三本茎。中央未敷蓮華、左
方は剥落。荘厳を尽くした板碑で各輪にキャ
カラバア（五大種子）を配した線刻五輪塔の
上部を天蓋で荘厳して、さらに全体を殊文二
重線帯でくくるという幡のモチーフ（29）とも共
通する頭部平頭で幢形である。大崎市岩出山
天王寺阿弥陀三尊来迎図像板碑 2基はいずれ
も一個ずつの花瓶であるが 1号板碑は鶴首徳
利形、「早来迎」の 2号板碑（30）の花瓶は締め
腰瓶子形の違いがある。後者は胴上部に二条
線帯がある点で多福院弘安六年（1283）銘板
碑にある亜字形花瓶と共通し、その変化した
形である可能性もある。鶴首徳利形の花瓶は
船越八雲神社例に近似するも、より最大ふく
らみが胴下部にある。二つの板碑は同時期と
考えられている（31）が、伝統的な来迎図には未

（23） 石巻市『石巻の歴史　8』1992
（24） 勝倉元吉郎『桃生・山内氏と板碑』1999
（25） 佐藤雄一『雄勝町の板碑』1994
（26） 藤沼邦彦、石黒伸一朗「宮城県の阿弥陀来迎図像板碑について」『伊東信雄先生追悼考古学古代史論攷』

1990　今野印刷
（27） 多福院弘安六年（1283）銘板碑、大崎市岩出山天王寺の図像板碑については石黒伸一朗氏よりご教示を得

たことを謝する。
（28） 佐藤雄一「板碑」『矢本町史』1973　矢本町教育委員会
（29） 磯野治司「板碑の起源に関する一視点」『石造文化財 3』2011　石造文化財研究所
（30） 村田和義「宮城県下の図像板碑」『歴史考古学　第 26号』1990　歴史考古学研究会
（31） 藤沼邦彦、石黒伸一朗「宮城県の阿弥陀来迎図像板碑について」『伊東信雄先生追悼考古学古代史論攷』

1990　今野印刷

第 58図　板碑 No. 30　供花・花瓶部拓本
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敷蓮華をさした徳利型花瓶、鎌倉時代に流行した斜め構図の「早来迎図」には満開の蓮華
をさした亜字形の花瓶と意識的に描き分けられているのであろうか。
次に松葉板碑群の No. 30板碑であるが阿弥陀三尊種子の下に一個の締め腰形の瓶子形

の花瓶が描かれている。天王寺阿弥陀三尊像 2号板碑の花瓶に近似するが肩が丸くなって
いる点に違いがある。これを後出的要素とすれば二基の天王寺阿弥陀三尊像板碑は 14世
紀前葉ころとされているのでそれより下ることとなるが、瓶子としてはリアルな描きであ
り、年代は大きく下げられない。口が欠損しているとすれば 14世紀代の古瀬戸瓶子をま
ねたとしてもおかしくはない。花は瓶子形花瓶の真上に三弁状に見えるが、剥落が激しい
のでその左右にも存在するかも含めて不明である。本板碑の阿弥陀三尊種子は、前傾して
おり、剥落のせいもあろうが、薬研彫り本来の力強さを失っているようにみえる。No. 30

板碑の原位置と推定される斜面上方の A群には、いずれも剥落が進行しており紀年銘は
確認されないものの倒伏している板碑に建武三年（1336）銘の No. 24板碑があり、この
A群の上限が元亨元年（1321）であること、また、銘文の簡略化が進んだ南北朝期後半の
ものとは碑面構成が異なっている点と花瓶の年代観を考慮して 14世紀前葉から中葉頃の
板碑と考えておきたい。
なお、剥落摩滅もあり、花瓶は明瞭ではないものの、秋草と蓮華を表現したとみられる
板碑が前述した石巻市矢本町の願成寺の北方約 3.8 kmの新山神社にある。弘安五年（1282）
銘でア（胎蔵界大日如来・諸仏の通種子）を主尊としサ（観音菩薩）、サク（勢至菩薩）
を脇侍とする特異な種子構成で、天蓋と各蓮座で荘厳する。その下に観無量寿経の「光明
遍照　十方世界　念仏衆生　摂取不捨」の偈（観無量寿経）を配する。花瓶の形は判然と

第 59図　新山神社弘安五年銘板碑オルソフォト（反転）　左 : 主要部　右 : 供花・紀年銘部
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しないが、くぼみとして造形され、紀年銘の左に締め腰瓶子左半分形から菊花と薄 ?、右
に右半分の瓶子形から蓮華が出ているように見える（第 58図オルソフォト参照）。その下

番号 所在 紀年銘 花瓶 花
1 石巻市吉野町多福院
（上図 1）

弘安六年（1283） 亜字形。広がった口縁部から首が
すぼまり肩が張り下部すぼまり底
部は広がる。胴部上半に二条線
1対 2個

三本茎　蓮華

2 石巻市桃生町新墾神社
（上図 6）

元亨二年（1322） 広がった口縁部、細首からしだい
に胴部膨らむが下方欠損　1個

一本茎　蓮華

3 石巻市雄勝町船越
八雲神社

正中三年（1326） 鶴首徳利形 A。末広がりの高台が
付く。上部に二条線。1対だが 1個
欠損

三本茎　蓮華
（中央未敷蓮華）

4 大崎市岩出山天王寺
阿弥陀三尊像 1号板碑
（上図 5）

不明（1322年ごろ） 鶴首徳利形 B。肥厚する口縁部に A
より膨らむ胴下部。末広がりの高
台が付く。上部に二条線。帯状の
二条線が二か所。

三本茎　中央に蓮華
左右に葉

5 同天王寺
阿弥陀三尊像 2号板碑
（上図 2）

不明（1322年後頃） 締め腰瓶子形。胴上部と下部に二
条線帯

三本茎　中央に蓮華

6 女川町松葉板碑群
No. 30板碑（上図 3）

不明 締め腰瓶子形。口縁下部と胴中央
部に二条線帯

三本茎 ?　中央に蓮華

7 石巻市矢本町新山神社 弘安五年（1282） 紀年銘の右側に瓶子形半分、左側
に締め腰瓶子形半分を凹みとして
表現している可能性

右に蓮華、左に菊花、
薄か

※ 2は佐藤雄一『雄勝町の板碑』1994では年不詳とするも中村光一「宮城県北部の板碑天蓋」『石巻文化
センター調査研究報告』1993による。
4、5の年代は藤沼邦彦・石黒伸一朗「宮城県の阿弥陀来迎図像板碑について」『伊東信雄先生追悼考古学
古代史論攷』1990の堂前図像板碑の元亨二年（1322）に近いとする年代観から

第 60図　宮城県域の板碑にみられる花瓶（上図 : 類型　下表 : 年代順）
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に願文には「右造立之志者為先考幽霊　仏果精進兼又法界平等故也」（32）「大施主　平景氏
敬白」とあり、造立者は長江氏が推定されている（33）。長江氏は相模国御家人の長江氏が奥
州合戦の恩賞として深谷保を獲得したと考えられており、この新山神社の一帯はその供養
の場と考えられている（34）。長江氏は本板碑の北方約 3.8 kmの石巻市北村の弘安元年（1278）
銘板碑に刻まれるように鎌倉権五郎景正（1083～1087年）の血統を誇る有力武士であった。
以上のように宮城県域の板碑における花瓶・供花の表出は 13世紀後葉から 14世紀中葉

頃にかけて認められ、極めて少数であったが、密教法具である亜字形の器形（35）の花瓶が
当初からあり、鎌倉末期から南北朝期には徳利形が見られる。本板碑群 No. 30板碑の花
瓶と同一のものは確認できなかったが、天王寺 2号板碑花瓶形の流れである可能性がある
が、より締め腰の瓶子を写実的に描いている。関東地方と比較すると栃木県に本例とやや
近い例が認められた。『田沼町史』（36）を参照すると、南北朝期から室町期にかけて近似す
る例があり、斎藤弘氏の板碑編年（37）では瓶子形は 14世紀中葉から 15世紀後葉に存在する。
また、亀田浩子氏の紹介する諸例（38）を参照すると南北朝期のものにやや近似するが本板
碑例はよりリアルな締め腰の瓶子形となっている点で在地武士団の宗教的環境や暮らし
（古瀬戸瓶子の所有や仏器への転用）が反映されている可能性かある。

8　ま　　と　　め

松葉板碑群は御前湾に突き出す丘陵突端に鎌倉末期から南北朝期に形成された約 50基
（発掘調査＋現況調査）の板碑から成る武士団の供養所・墓所の遺跡と考えられる。震災
復興の事前分布調査で発見された遺跡だが、それ以前の女川町域の板碑総数が 62基であ
るので、女川町域最大の板碑群ということになる。東日本大震災津波で失われた針浜安住
の阿弥陀三尊来迎図像板碑（延慶二年 1309）や震災後、「いのちの石碑」のモデルになっ
たと思われる女川町最古碑建治二年（1276）銘板碑など針浜の板碑群は万石浦を中心とし
た仏教文化を示すものとして従来から知られていたが、発掘調査と今回の現況調査により
御前湾にも在地武士団の拠点を背景とした仏教文化が花開いていたことが判明した。
板碑の仏尊を表す種子は、アーンク（胎蔵界大日如来）1・ア 2（胎蔵界大日如来）、バ
ン 4（金剛界大日如来）、キリーク 2（阿弥陀如来）、キリーク・サ・サク 2（阿弥陀三尊）、

（32） 願文の読みについては野口達郎氏の教示をいただいたことを謝する。
（33） 『矢本町史』1973　矢本町教育委員会
（34） 七海雅人「関東御家人の東北移住」『鎌倉幕府と東北』2015　吉川弘文館
（35） 岡崎譲治「密教法具」『新版　仏教考古学講座　第 5巻』1976　雄山閣出版
（36） 「供養碑塔の建立」『田沼町史 第 6巻』1985　田沼町
（37） 斎藤弘「下野の板碑」『板碑の考古学』2016　高志書院
（38） 亀田浩子　「佐野市立堺小学校所蔵の板碑について ─ 佐野市内における種子・蓮座・花瓶の変遷 ─」『唐澤

考古 30』2011　唐沢考古会
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カ 2（地蔵菩薩）、ウーン、1（阿閦如来ほか）、バク 1（釈迦如来）であり、ア・バンの胎
蔵・金剛界大日如来の二尊種子板碑も 1例ある。全体としては密教浄土教的傾向が強い。
アーンクの永仁五年碑以外の大部分は 14世紀に入るので十三仏信仰の回忌本尊と対応し
ている可能性があるが、銘文との関係では、「七年忌塔婆」の応安六年（1373）銘板碑の
種子はウン（阿閦如来）ではなくキリーク（阿弥陀如来）であり、十三浜などで多用され
るサ（観音菩薩）、サク（勢至菩薩）の種子が確認されないので、十三仏信仰は徹底され
ていない。
真言については、前述した No. 10、11板碑（同一個体とみる）の「オンバンウンタラ

クキリクアク」（五大虚空蔵真言・金剛界五仏真言）、「オンアビラウンケン」（大日報真言・
胎蔵大日真言）のみであるが、本板碑群の密教的要素に相当するとともに一般的な板碑の
真言の組み合わせにはない胎蔵真言・金剛界真言（あるいは五大虚空蔵法）として注目さ
れる。
銘文については、ほとんどの板碑の碑面が剥落している中で 10基の板碑で確認された。

願文の内容がわかるものは 8基、そのほぼ全文を把握できるのは 5基で二つのパターンが
ある。第一は「往生極楽」のフレーズを入れるもの、第二は「七年忌塔婆」、「三年奉相當
忌辰」と回忌年を入れるもので、両者は混用されておらず、第二のパターンは 2基のみで
最上部のD平場の次に高いC平場に限定されている。時期的には両者は分離できないので、
あるいは別々の造立グループの造立の可能性がある。ただし、いずれも 1370年代の板碑
であり、十三仏信仰の回忌本尊は定着していないものの、それに至る十仏信仰が広まりつ
つことを反映していることは、造立の目的より年忌供養であることを優先して願文として
いることに表れていると考える。第一のパターンでほぼ願文全体が分かるものとして
No. 24 （A群）建武三年（1336）銘板碑があり「右志者為過去聖霊/出離生死往生極楽也」
とある。この願文フレーズは板碑に限らず故人の往生極楽を願う石塔、例えば山口県防府
市の貞永元年（1232）銘笠塔婆の曼荼羅下に「右志者為過去尊霊刑阝子中　未時逝去為出
離生死往生極楽也」とある。そして、追善供養の石塔婆である板碑造立開始初期からの基
本パターンであることは、著名な仁治元年（1240）銘群馬県前橋市の小島田の阿弥陀三尊
板碑の「「右志者為過去子息小児幽霊出離生死往生極楽証大菩提也　仁治元年十二月十七
日、橘清重敬白」（39）はもとより、近辺では石巻市永厳寺の建治元年（1275）銘板碑に「右
志者為過去尊高、聖霊相当一百ヶ日忌景　出離生死往生極楽　乃至法界無差平也」の願文
に明らかである。さらに古川市天寿庵の弘安二年（1279）銘板碑には「右志者為過去聖霊
出離生死往生極楽證大菩提也」、石巻市水沼の弘安六年（1283）銘板碑に「右志者為過去
慈父聖霊」、「出離生死往生極楽故也」と刻まれているように宮城県においても 13世紀後
半期の願文の充実した板碑では「右志者為過去〇〇　出離生死往生極楽」が基本フレーズ

（39） 防府市笠塔婆例、小島田の板碑例は、「石造品銘文集（1）」『歴史考古学　第 22号』1988　歴史考古学研究
会
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の一つとなっている。また、戒名を確認できたのは No. 8永和三年（1377）碑の「妙阿禅⊡」
のみである。南北朝期には「妙」は女性が多いが断定できない。戒名を表す板碑は南三陸
沿岸においても南三陸町戸倉神社延文四年（1359）銘「円⊡禅尼」など南北朝期に増加す
る傾向に合致している。全体としては密教浄土教の思想で造立されていると考えられ、検
討した金剛界五仏真言・胎蔵真言板碑は密教、A平場における 14世紀前・中葉と考えら
れる一月輪阿弥陀三尊種子板碑は浄土教色を代表している。
平場とその変遷については A～D平場の順番で変遷していく傾向は報告書で指摘された

通りである。D平場が発掘調査で実証されたように板碑造立のために造成されたと考えら
れるが、鎌倉末期に開始される A群のように 3×1.5 mほどの平場に少なくとも 19基の板
碑が集中していることは、一族ごとの場が固定されていた可能性もあり、棟梁一族とその
他のグルーブの区画を意識した武士団の墓所・供養所の可能性も考えられる。
近隣の板碑群との比較においては石巻市尾崎宮下、長面浦に所在する海蔵庵板碑群（40）

が最大規模（板碑 159基）であるが、松葉板碑群はこれに次ぐ十三浜の長塩谷（96基）・
小泊（76基）板碑群と同様の規模であり、海を臨む斜面に平場を造成して板碑を造立し
ている点で三者に近似し、海蔵庵・長塩谷・小泊板碑群が室町期まで盛行するのに対し、
紀年名でみる限り南北朝期末で衰退している点に大きな違いがある。
最後に本板碑群では No. 19のみ地上高 21 cm、幅 16 cmと小型である（上部が折れた可
能性もあるが）。本板碑群の斜面下半部には近世墓群が営まれており、本板碑群の発見時
にはほとんどが裾部に散乱し、顔だけ出して埋もれているものもあった。近世墓石材のほ

（40） 『海蔵庵板碑群』1999 宮城県教育委員会

第 61図　小型板碑の可能性あるものと B平場（オルソフォト）
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番号 本文
番号 群 主尊 紀年銘 確認状況 形状 長さ 幅 厚さ 銘文 偈・真言、

荘厳

1 13 Ba アーンク
（胎蔵界大日如来）

永仁五年
（1297）

立位（斜位） 頭部は偏アーチ形、
板状

103 45 10 「永仁五年/ 聖霊」

2 27 A ウーン
（阿閦如来等）

元亨元年
（1321）

横位　碑面剥落多 頭部不整ドーム形 95 37 5 不明

3 24 A バン
（金剛界大日如来）

建武三年
（1336北朝）

倒伏　碑面保存良好 頭部平坦に整形
側辺直線

90 39 10 「右志者為過去聖霊/ 
建武三年四月日敬白
/出離生死往生極楽
也」

4 4 C カ（地蔵菩薩） 応安二年
（1369北朝）

立位 頭部さんかく不整
アーチ形

37 16.5 6.5 「右為応安二年」

5 5 C キリーク
（阿弥陀如来）

応安六年
（1373北朝）

横位 頭部平坦、側辺垂直
ほぼ平行

70 23.5 6 「右志者為過去霊/ 
應安六年卯月/七年
忌塔婆故也 敬白」

6 8 Cb 不明 永和三年
（1377北朝）

横位、（剥落顕著・
銘文の上下欠損）

板状 150 44.3 4.5 「右志者妙阿禅⊡/ 永
和三年十一月日/三
年奉相當忌辰」

7 15 Bb バン
（金剛界大日如来）

康暦元年
（1379北朝）

横位（斜面） 不整長方形 154 53.5 10.5 「右志者/ 康暦元年　
未己/出離生死」

8 20 Ab バク
（釈迦如来）

不明 横位 頭部不整ドーム形、
全体は弧状

165 63 11.5 「右志者/ 過去慈父/
幽霊往生/極楽也」

9 21 Ab 不明 不明 倒伏 板状 181 37 5.5 不明

10 22 A 不明 不明 倒伏　側辺露出 頭部破損 76 19～ 7 不明

11 23 A 月輪内に阿弥陀三
尊種子か

不明 倒伏　碑面は下面 頭部破損　板状 83～ 36.5 9 不明 月輪

12 25 A 不明 不明 倒伏（斜面）、ほぼ
完形、表裏不明

尖頭形 121 24 10.5 不明

13 26 A 不明 不明 横位（斜面）、頭部
破損　碑面剥落多

不明 78～ 49 6.5 不明 月輪

14 28 A 不明 不明 基部 不明 51～ 20.0+
21.0

10 不明

15 29 A 不明 不明 倒伏板碑群最下部　
碑面剥落多

不明 69～ 34 21.5 「往生極楽也」

16 30 Ab 阿弥陀三尊種子 不明 横位　碑面剥落多 頭部平坦　地上部板
状

149 42.5 5 不明 月輪　花瓶 1
（花の一部残
存）

17 31 Ab 不明 不明 横位（斜面）
表裏不明

板状 115～ 61 13 不明

18 32 A 不明 不明 横位（斜面）　
表裏不明

不明 63 41 3.4 不明

19 33 A 不明 不明 倒伏（斜面） 不明 76～ 13.5 7.5 不明

20 34 A 不明 不明 倒伏（斜面） 板状 90 31 2.5 不明

21 35 A 不明 不明 倒伏（斜面） 板状 43～ 27 3.5 不明

22 37 A 不明 不明 立位・倒伏（基部） 不明 33～ 31 2 不明

23 38 A 不明 不明 倒伏（基部） 不明 26～ 62 5 不明

25 6 C 不明 不明 斜位（碑面大部分剥
落）

頭部は偏三角形 110 57 8.5 最下辺に「敬白」「八
日」左端に「⊡⊡⊡」

26 7 C 不明 不明 立位、（全面剥落） 尖塔形 101 34.5 12 不明

27 9 Cb 不明 不明 横位　ほぼ完形か
表面のみ露出

不整楕円形 116 36 不明 不明

28 42 Cb 不明 不明 横位　表裏不明 不明 36～ 40～ 1 不明

29 10 Ba 不明 不明 立位 形態不明、接合しな
いが形状、碑面構成
から同一個体

103 26 29 「右志者（為）⊡⊡⊡⊡」 オンバンウン
タラクキリク
アク

30 11 Ba 不明 不明 横位 91 26～ 7.5 「酉/（出）離生死往
生極（楽）⊡也」

オンアビラウ
ンケン

31 12 B 不明 不明 横位 不整長方形 94.5 74 5.5 不明

32 14 Bb 不明 不明 横位（斜面） 不整長方形 83.5 37 5～ 不明

33 16 Bb キリーク
（阿弥陀如来）

不明 横位（斜面） 尖頭形　弧状 150 41 7 不明

34 17 Bb 不明 不明 横位（斜面） 尖頭形　不整楕円形 95 35 2.5 不明

第 62図　松葉板碑群板碑表
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とんどは砂岩であり本板碑群の石材は粘板岩であることから両者の区別は容易と思われた
が、立位のもので判別に悩んだものがある。仮 No. 54（確認長 19 cm確認幅 13 cm確認厚
4.4 cm）は、No. 11の西方約 2 mの木の根に埋まっているのを補足調査の最終日に確認した。
石材は粘板岩とみられ、海側は平坦で平滑研磨されているようであるが種子などは確認で
きず、根の中に入った部分に銘文が残っていたり、本来は墨書などがされていた可能性は
あるが板碑とは認定できなかった。ただし、石材は近似しているので板碑の可能性はある。
仮 No. 55（地上高 43 cm幅 19 cm厚さ 12 cm）は近世墓に関わる土台状の石が集中的に残
存している場所で No. 12の東方約 1 mに立っている。当初、種子状にみえたものは変色

番号 本文
番号 群 主尊 紀年銘 確認状況 形状 長さ 幅 厚さ 銘文 偈・真言、

荘厳

35 18 Bb 不明 不明 横位（斜面） 不明 86 48 6 不明

36 19 Ba 不明 不明 立位 頭部平坦、板状 21 16 7.5 不明

37 36 B 不明 不明 立位（基部） 不明 8～ 20 2 不明

38 39 B 不明 不明 横位　表裏不明 不明 15～ 22～ 2.5 不明

39 40 B 不明 不明 横位　表裏不明 不明 32～ 11～ 不明 不明

40 41 B 不明 不明 横位　表裏不明 不明 25～ 22～ 4.8 不明

41 1 D ア（胎蔵界大日如
来）
バン（金剛界大日
如来）二尊縦位（薬
研彫）

不明 立位、ほぼ完形 板状 150 49 8 不明

42 2 D 不明 不明 立位　剥落顕著　ほ
ぼ完形

尖頭状 119 24 16 不明

43 3 D 不明 不明 立位　剥落顕著　欠
損

110 38 3 不明

44 D ア（胎蔵界大日如
来）　

不明 出土　ほぼ完形 133 40 8 不明

45 D カ（地蔵菩薩）
（薬研彫）

不明 出土　ほぼ完形 頭部偏三角形 95 40 4 「右志者為過去/極」

46 D バン（金剛界大日
如来）（薬研彫）

不明 出土　ほぼ完形 頭部偏三角形 114 27 10 不明

47 D 不明 不明 出土 89 30 6 不明

48 D 不明 不明 出土 124 78 9 不明

49 D 不明 不明 出土 133 78 7 不明

50 D 不明 不明 出土 85 52 5 不明

51 D 不明 不明 出土 170 51 11 不明

※ 41～51は女川町調査（2016）の D群　42は報告書では種子丸彫りとする。43は据え方に台石・接合（旧 No. 3）

第 62図　松葉板碑群板碑表（発掘調査分を含む）（つづき）

第 63図　松葉板碑群法量（全長完形のみ）
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判断し、石材も近世墓石と同様なので板碑とすることは保留とした。なお、粘板岩の断片
には小形板碑風のものもあったが、風化痕跡の認められないものは板碑として認定してい
ない（第 8図 b参照）。小型板碑の有無は本板碑群が 15世紀に及ぶかどうかに関わる指標
として課題である。

9　予　　　　　察

現地では現況調査のための清掃においていくつもの板碑の可能性がある石も顔を出して
おり板碑総数は 50基以上と推定される。女川町域最多の板碑群であり、松葉板碑群が東
日本大震災を契機に発見されたことに感銘を禁じ得ない。従来 62基が確認されていた（41）

中で針浜地区の 17基が最多であったので松葉板碑群の規模は際立っている。しかも後述
するように鎌倉後期から南北朝期に集中しているのが特徴である。金剛界五仏真言と胎蔵
真言と稀に見る達筆の願文にみる密教的大型板碑、一月輪阿弥陀三尊種子に供花する板碑
にみる浄土教的要素といった高度の仏教文化は鎌倉後期から南北朝期における御前湾を拠
点とする武士団が産み出したものであり、御前浜を見下ろす岬から発見された宮城県域出
土銭最多の一万枚を超える 14世紀の埋蔵銭にみられる財力に支えられていたと考えられ
る（42）。従来の調査成果に基づいた万石浦を中心に花開いた板碑文化という評価は、松葉板
碑群の発見によって、板碑造立の初発は石巻湾に近い針浜周辺であったものの、鎌倉末期
から南北朝期にかけての一大中心地が御前浜にあったことが判明した。鎌倉後期から南北
朝時代の御前浜は武士団が一帯を領有して、海産物とその交易などにより活発な活動を
行っていたと考えられる。荒唐無稽に聞こえる百済王敬福伝説の淵源の一端はここにあろ
う。そして室町期に入ると近隣の桐ヶ崎板碑群と同様、板碑造立が途絶することは女川の

（41） 佐藤雄一『女川町の板碑』2001　女川町教育委員会
（42） 銭の枚数は 10572枚　最新銭は至大通宝（初鋳年 1310年）藤沼邦彦・神宮寺千恵「宮城県における一括出

土の渡来銭」『東北歴史資料館　第 18巻』（1992 東北歴史資料館）では年代を 14世紀後半。最新銭が至大
通宝である時期については鈴木公雄『出土銭貨の研究』1999では 14世紀第 2～第 3四半期とする。

第 64図　現況パノラマ（2016年 12月）　下段中央部に永仁五年碑、上段は新国道（発掘調査地）
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他地域との大きな違いであり、政治的変動を検討していく必要がある。原因となる一つの
可能性としては室町期まで造立を続けた針浜に比較すれば街道との接続が弱く、葛西氏期
の拠点との流通において拡大を図ることが困難であったことによるのかもしれない。後述
する千葉大王の王子と配下のものたちが雄勝湾に移動していく伝承は、雄勝の地が北上川
（追波川）河口、長面浦に水陸とも通じる要衝であることから不自然ではない。
本板碑群の最古の板碑は下段のほぼ中央部に立つ鎌倉時代後期の永仁五年（1297年）
銘板碑である。報告書 で述べているように女川町域の紀年銘で知られる板碑造立は石巻
湾の北東に深く入り込む万石浦の東岸、針浜板碑群の建治二年（1276）、次いで北東岸の
大沢安住板碑群の弘安七年（1284）、次いで女川湾の桐ヶ崎板碑群の正応六年（1293）、そ
して松葉板碑群の永仁五年（1297）と展開している。万石浦北西岸の沼津越田の初発板碑
が弘安元年（1278）であり、西側から順序良く板碑造立の風習が伝播するわけではない御
前浜への板碑造立習俗の波及は基本的には石巻市多福院板碑群の建治元年（1275）初発に
はじまる石巻湾岸からの武士団の根拠地である入り江ごとに営まれた連鎖状の「南三陸海
岸部板碑群」形成の一環に位置付けられると考える。今回の松葉板碑群の発見は南三陸町
細浦に至る連鎖状の「南三陸海岸部板碑群」のミッシングリンクがつながったことにな
る（43）。大づかみに捉えれば石巻湾から湾岸沿いに板碑群の形成は北上していくのである
が、けっして順序良く北上するのではなく、ある地域単位のいくつもの入り江の中から一
つが選ばれる。それは漁業圏のまとまりや街道との接点などの経済的利点の大きいところ
に海民的武士団の成長があり、それとともに板碑造立習俗が採用されることとなる。ただ
し、採用後、一気に板碑群形成が始まるわけではなく、14世紀に入ってから、とりわけ
南北朝期に加速的に形成されていると考えている。それは一大霊場化していく松島雄島の
からの再度の波があったのではないだろうか。その段階が南三陸沿岸の「在地霊場」の成
立と考えている。そしてこのような動きは海岸線だけの動きだけではなく北上川水系の武
士団の動きや文化と連動しつつ、総じて独自の仏教文化を開花させていったのではないか
と考えている。今まで宮城県史や東北南部の通史では柱として取り上げられることのな
かった三陸南部の中世史が岩手県側の研究とリンクして東北史における三陸の中世史の重
要性が評価されていくことが期待される（44）。

（43） 田中則和「南三陸町域における板碑・城館の概要」『宮城考古学　第 19号』2017　宮城県考古学会　同「南
三陸町壇の上板碑群 ─ 室町期の「万法一如」偈板碑 ─」

 『東北学院大学東北文化研究所紀要 49』2017　東北学院大学東北文化研究所
（44） 石川日出志「気仙地域の歴史・考古・民俗学的総合研究」（2014-04-01-2017-03-31）では毎年度市民報告会

が開催されていることも高く評価される。
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10　終わりに ─ 伝承と課題

御前浜の南隣の浜である尾浦には「千葉大王の王子」に仕えた地元の有力者が千葉王蔵
の苗字名を下し置かれたという「尾浦屋敷」伝承があり、江戸時代に書かれた『安永風土
記』には尾浦の古称は「千葉大王」に因んだ「王浦」であったと記されている。入間田宣
夫氏は前述の御前浜埋蔵銭の主を「遠島の地頭、北条氏の代官か。具体的には安藤氏の一
族か、さもなくば、千葉大王の伝説に物語られた在地の有力者か」とし、『安永風土記』
で神亀年中天竺釈旦国の千葉大王の王子とするものを、関東の千葉一族が南北朝期に移住
してきたことを反映しているとした（45）。「千葉大王の王子」はやがて雄勝一帯で活躍した
とされるが、私は、御前浜の百済王敬福御所伝承も淵源は同根であり、千葉氏に関わる重
要施設が置かれた可能性もあるのではないかと考えている。ただし、松葉板碑群の板碑造
立は鎌倉時代後期の永仁五年（1297）には開始されているので前述の南北朝期の移住説と
は齟齬をきたすことになる。しかし、石巻市湊にある一皇子神社、弘安六年（1283）「平
朝臣胤常」銘板碑の存在から千葉氏は、鎌倉時代後期には湊周辺に来住していると考えら
れる（46）ので鎌倉後期に御前浜に千葉氏一族が入った可能性もある。ただし、松葉板碑群
のある地域は、鎌倉期には北条氏領に属していた可能性があることからすると安藤氏等の
配下の地元の有力者が南北朝期に至って、移住してきて葛西氏の家臣となっていく千葉氏
の配下に属した可能性の方が無難といえる。尾浦の千葉大王の王子から千葉王蔵の苗字名
を下し置かれたという伝承はその反映かもしれない。いずれにしても後醍醐天皇の皇子南
朝型伝説に彩られた針浜に対して、御前湾一帯を支配した北朝側の武士が姿を現したとい
えよう。また、御殿峠にあった羽黒社の創建が弘安四年（1281）に牡鹿郡の安藤氏が羽黒
山政所から遠島の先達を安堵されていること（47）に関わる可能性もあり、鎌倉期の三陸南
部への羽黒勢力の伸長を示唆するのであるが、前述したように鎌倉期に御前浜を含む追波
川河口の針岡から女川湾北岸の桐ヶ崎までの漁業に関わる祭祀儀式を羽黒派修験が差配し
ているとして、その空間単位が武士団の支配単位を反映していることも考えられる。
その武士団がだれか、鎌倉期から南北朝期の領有の諸相が今後の研究課題となる。いず
れにしても今回の発掘調査と現況調査によって雄勝湾に連なる御前浜に鎌倉末期から南北
朝期にかけての板碑群の内容が明らかとなり、その造営主である居館跡も想定されたこと
は三陸南部中世史を一歩進める礎となると考えられる。
石製の塔婆（卒塔婆）である板碑は、宮城県内では約 8,000基（48）に及ぶと考えられるが、

（45） 入間田宣夫「鎌倉武士団の入部」『石巻の歴史　第 1巻』1996石巻市　尾浦の千葉大王伝説については『宮
城県の地名』1987（平凡社）　同「千葉大王御子の物語によせて」『季刊東北学 27』2011（柏書房）

（46） 七海雅人「中世本吉・気仙地域の論点 ─ 歴史学の立場から ─ （覚書）」『宮城考古学　第 19号』2017　宮
城県考古学会

（47） 大石直正『中世北方の政治と社会』2010　校倉書房
（48） 宮城県の板碑総数の概数としては石黒伸一朗「宮城県の板碑分布数」2008『史跡と美術 785』の 7,000基に
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松葉板碑群のように恐らく 700年間も立ったままだった可能性がある板碑を含み、ほとん
どの板碑が元の場所から大きくは移動していない板碑群は貴重であり、保存されている例
としては東光寺板碑群（仙台市指定史跡）、大門山板碑群（名取市指定史跡）、馬の足塚板
碑群（登米市指定史跡）など極めて少数である。鎌倉・南北朝期の女川の地域史を語る記
録は、ほとんどなく、板碑は貴重な歴史資料である。松葉板碑群が遺存していることは
700年近くにもわたって地元の人々が守り伝えて来たからに他ならない。東日本大震災津
波を契機に発見され、地域の歴史を伝える貴重な歴史文化遺産である松葉板碑群が復興ま
ちづくりとともに保護、活用されていくよう祈念する。御前湾を見下ろす高台に住宅が完
成し、新国道も完成して復興が少しずつ進展しつつあることは喜ばしい。そして、女川を
含め震災を契機として飛躍的に進展しつつある三陸の歴史探求も、リアスの海に生き死に
した先人への供養と未来への指針ともなりうるのではないかと考える。
末筆ながら、今回の現況調査にあたっては震災復興を進める厳しい状況の中にもかかわ
らず、土地所有者の方々、阿部栄喜区長様、平塚英一様、古田和誠様、女川町教育委員会、
宮城県教育委員会、地元の皆様、新山神社土井様、天王寺ご住職様、西條由美恵様他多大
なご協力をいただいたことを謝する。また、碑文の読みについて七海雅人氏、野口達郎氏、
類例・文献について三宅宗議氏、石黒伸一朗氏、齋藤弘氏、石材については永広昌之氏か
らのご教示を得たことを謝する。

加え、松島町雄島周辺海底採集板碑が現時点で新野一浩氏の教示を踏まえれば約 1,000基（破片総数 3,400
点）、田中の南三陸町調査で約 100基増加しているので約 8,000基とした。
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ヨーロッパ商業都市と十字軍国家
櫻　井　康　人

は　じ　め　に

アマルフィやヴェネツィアといった商業都市が、第 1回十字軍以前より主として東地中
海域での交易活動に従事しており、ジェノヴァやピサなどが第 1回十字軍に直接、または
間接的に関わり、十字軍国家の創設において大きな役割を果たしたことは、周知の通りで
ある。これらヨーロッパの都市国家は、十字軍国家を足場の一つとして、さらに大きく飛
躍していくと同時に、十字軍国家の存続にとってもこれらの都市国家の発展は大きな意味
を持ち続けた。
このような商業都市に関して、膨大な研究の蓄積があることは言うまでもない。しかし、
それは主として商業史・交易史・都市国家史といった観点からなされるものが中心であっ
たし、今でもその傾向は続いている。それを端的に示すのが、エルサレムにおいて 1984

年 5月 24日から 5日間にわたって開催された国際シンポジウム「エルサレム王国におけ
るイタリアの諸コムーネ」である。その成果は 1986年に出版物として公にされた（1）。そこ
に収められている 18人の研究者の論考について、少し見てみよう。総論として巻頭を飾
る E・アシュトルの論文「十字軍国家とレヴァント交易」は、商業都市が十字軍国家にお
いてどれほどの特権を得ていったのかを追うものであり、商業都市の発展を主眼に置いた
商業史・交易史・都市史という観点からの成果である（2）。すなわち、現在においてもその
価値を失わないW・ハイトや A・シャウベの成果を継承・発展させたものと言える（3）。続く、
G・ピスタリーノ論文は、ジェノヴァが十字軍国家に対してどのような経済的・軍事的貢
献をなし、その見返りとして特権を獲得していったのかを検討している（4）。同じく、ジェ
ノヴァを中心としたものとしては、M・バラールが海運史全般を、L・バレットは 13世紀
後半に広く地中海域で活動した公証人について、S・オリゴーネは 13世紀半ばの交易史

 （1） Airaldi, G. e Kedar, B. （a cura di）, I comuni italiani nel regno crociato di Gerusalemme, Genova, 1986. （以下、
comuniと略記）

 （2） Ashtor, E., “Il regno dei crociati e il commercio di Levante”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 15-56.
 （3） Heyd, W., Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, 2 Bde, Stuttgart, 1879 ; Shaube, A., Handelsgeschichte der 

romanischen Völker des Mittelmeergebeits bis zum Ende der Kreuzzüge, München, 1906.
 （4） Pistarino, G., “Genova e il vicino oriente nell’epoca del regno latino di Gerusalemme”, Airaldi e Kedar （a cura di）, 

commui, pp. 57-139.
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を扱っている（5）。これらと少し視角を異にするのが B・ケダル論文であり、彼はエルサレ
ム王国史の文脈でジェノヴァの特権文書を扱う（6）。ヴェネツィアに関しては、J・ライリー
=スミスが十字軍史の文脈でティール占領に至るヴェネツィアの軍事活動に着目し、M・
ポッツァはヴェネツィアとシャルル1世・ダンジューとの関係の推移を追い、D・ヤコービー
はこれまで看過されてきたヴェネツィアの商業マニュアルを紹介・分析する（7）。少し幅広
い視野からは、M・ファヴロー =リーリエが 1220年代に締結されたジェノヴァ・ピサ・ヴェ
ネツィア間の休戦協定の背景をエルサレム王国の状況の中で探求し、D・プリングルは旧
十字軍国家領域での発掘調査から交易史を問い直し、G・アイラルディはロンバルディア
と第 1回十字軍との関係についての史学史を紹介する（8）。以下、イスラーム圏をも含めた
地中海域におけるピサの活動・発展の動向を記したM・タンゲローニ、エルサレム王国
におけるアンコーナの特権獲得と交易圏の拡大を描いた D・アブラフィア、商業・交易都
市としてのアマルフィ史を概観した B・フィリウオーロ、第 1回十字軍の時からアンジュー
家支配期までのシチリア王国とエルサレム王国との関係の歴史を解りやすく提示した S・
フォダーレ、13世紀の同時代人によるヨーロッパ世界におけるイタリアの諸コムーネに
対する悪しきイメージを文化史的に展開した S・シェイン、発掘されたアッコン領内の村
落の境界を示す石標についてコメントする R・フランケルの各論が続く（9）。プリングルと
フランケルによる考古学的見地からの研究成果が加わっていることは近年の十字軍国家史
研究の動向を反映しているものの、ケダルとライリー =スミス以外の研究者たちは、十
字軍国家とヨーロッパ商業都市との関係を考察することにおいて、十字軍国家の様相・様

 （5） Balard, M., “Les transports maritimes génois vers la Terre Sainte”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 
141-174 ; Balletto, L., “Fonti notarii genovesi del secondo Ducento per la storia del Regno Latno di Gerusalemme”, 
Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 175-279（以下、“notarii”と略記）; Origone, S., “Gonova, Constatinopoli 
e il Regno di Gerusalemme （prima metà sec. XIII）”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 281-316.

 （6） Kedar, “Genoa’s Golden Inscriptions in the Church of the Holy Sepulcre : A Case for the Defence”, Airaldi e Kedar （a 
cura di）, commui, pp. 317-335.（以下、“Golden”と略記）

 （7） Riley-Smith, J., “The Venetian Crusade of 1122-1124”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 337-350（以下、
“Venetian”と略記）; Pozza, M., “Venezia e il Regno di Gerusalemme dagli Svevi agli Angioini”, Airaldi e Kedar （a 
cura di）, commui, pp. 351-399（以下、“Venezia”と略記）; Jacoby, D., “A Venetian Manual of Commercial Practice 
from Crusader Acre”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 401-428.

 （8） Favreau-Lilie, M., “Friedenssicherung und Konfliktbegrenzung : Genua, Pisa und Venedig in Akkon, ca. 1200-1224”, 
Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 429-447（以下、“Friedenssicherung”と略記）; Pringle, D., “Pottery as 
Evidence for Trade in the Crusader States”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 449-475 ; Airaldi, “I Lombardi 
all Prima Cociata”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 477-496.

 （9） Tangheroni, M., “Pisa e il regno crociato di Gerusalemme”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 497-521 ; 
Abulafia, D., “The Anconitan Privileges in the Kingdom of Jerusalem and the Levant Trade of Ancona”, Airaldi e 
Kedar （a cura di）, commui, pp. 523-570 ; Figlioulo, B., “Amalfi e il Levant nel Medioevo”, Airaldi e Kedar （a cura 
di）, commui, pp. 571-664 ; Fodale, S., “Regno di Sicilia e regno di Gerusalemme”, Airaldi e Kedar （a cura di）, 
commui, pp. 665-677 ; Schein, S., “From “Milites Christi” to “Mali Christiani”. The Italian Communes in Western 
Historical Literature”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 679-689 ; Frankel, R., “I cippi confinari gebovesi del 
Kibbutz Shomrat”, Airaldi e Kedar （a cura di）, commui, pp. 691-695.
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態を解明することを目的とはせず、商業都市史の全体像を描くための材料の一つして十字
軍国家史研究を援用するに留まっている。そして、このような全体的傾向は、現在におい
ても基本的に変わることはないのである（10）。
このような傾向の中において、十字軍国家史を主眼とした上で商業都市との関係を問う
た初めての成果は、J・ラ・モントに帰すことができる。彼の目的は、なぜエルサレム王
国は約 200年の間存続したのか、という問いに解答を与えることであった。その中で彼は、
騎士修道会と同様に諸商業都市も、王国の防衛のために人力を提供する一方で、財産・特
権を獲得していくことにより王国を弱体化させた、すなわち、これらの勢力は王国を維持
すると同時にその滅亡の要素となった、と考えたのである（11）。これに対して、ライリー =

スミスは、従来の研究が商業都市の発展に主眼を置くあまり、在地の状況をまったく考慮
に入れていない、ということを問題点として指摘した上で、商業都市による特権の獲得状
況はラ・モントが考えるほど単純ではなかった、すなわち、十字軍国家の領主たちは、野
放図に商業都市に経済的な諸特権を付与していたわけではなく、様々な形で制限も加えて
いた、ということを示していく（12）。J・プラワーも、商業都市に対して裁判権などが付与
される場合、往々にして様々な条件が付加されて、その行使に制約が加えられていたこと
を明らかにしている（13）。ただし、ライリー =スミスが証明しようとしたのは、決して十字
軍国家は経済面においてヨーロッパの商業都市に全面的に依存していたわけではないとい
うことであり、プラワーが明らかにしたかったのは、十字軍国家に商業都市が所有する「植
民地（colony）」の中の社会的活動の実態であった。すなわち、あくまでも前者は経済史、
後者は社会史という枠組みの中で論を展開しているのである。
以上、簡単に研究状況を見てきた。ここにおける筆者の目的は、従来の研究を逐一否定・
修正していくことではなく、それらが与えてくれる情報を十字軍国家構造の解明という文
脈の中で問い直していくことである。従って、筆者は視角および目的をラ・モントと共有

（10） 主立ったもののみ挙げておくと、Ablafia, “Trade and Crusade, 1050-1250”, Goodich, M., Menache, S. and Schein 
（eds.）, Cross Cultural Convergences in the Crusader Period. Essays Presented to Aryeh Grabois on his Sixty-Fifth 
Birthday, New York, 1995, pp. 1-20 ; Jacoby, “The Venetian Priviledges in the Latin Kingdom of Jerusalem : 
Twelfth and Thirteenth-Century Interpretations and Implementation”, Kedar, Riley-Smith and Hiestand, R. （eds.）, 
Montjoie, Aldershot, 1997, pp. 155-175（以下、“Venetian”と略記）; Id., “The Trade of Crusader Acre in the Levant 
Context : an Overview”, Archivio storico del sannio, n. s., 3, 1998, pp. 103-120 ; Id., “The Supply of War Materials 
to Egypt in the Crusader Period”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 25, 2001, pp. 102-132 ; Id., “Mercanti 
genovesi e veneziani e le loro merci nel Levant crociato”, Ortalli, G. e Punch, D. （a cura di）, Genova, Venezia, il 
Levante nei secoli XII-XIV, Genova, 2001, pp. 213-256 ; Favreau-Lilie, Die Italiner im Heiligen Land von ersten 
Kreuzzug bis zum Tode Heinrichs von Champagne （1098-1197）, Amsterdam, 1989.（以下、Italinerと略記）

（11） La Monte, J., Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 1100-1291, Cambridge, 1932, pp. 224-275.
（12） Riley-Smith,“Government in Latin Syria and the Commercial Priviledges of Foreign Merchants”, Baker, D. （ed.）, 

Relations between East and West in the Middle Ages, Edinburgh, 1973, pp. 109-132.（以下、“Priviledge”と略記）
（13） Prawer, J., Crusader Institutions, Oxford, 1980（以下、Institutionsと略記）, pp. 217-249 ; Id., “Social Classes in the 

Crusader States : The Franks”, Zacour, N. and Hazard, H. （eds.）, A History of the Crusades, 5, Wisconsin, 1985（以
下、“Franks”と略記）, pp. 171-192.
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していると言える。また、結論を先に言うと、大枠においてはラ・モントの見解は正しい
かもしれないが、筆者にとって一番大きいと思われる問題は、彼が商業都市による特権・
財産獲得状況を直線的・累積的に考えている点である。しかし、より重要なのは、その変
遷・変容を追うことであり、そのメカニズムを明らかにすることであり、さらにそこから
十字軍国家の構造を解明していくことなのである（14）。

（14） 本稿で分析対象とする証書およびそれに類する史料は次の通り。Beaugnot, A., “Chartes”, Recueil des historiens 
des croisades, lois, 2, Paris, 1843（以下、Chartesと略記）; Berger, E. （éd.）, Les registres d’Innocent IV, 4 tomes, 
Paris, 1884-1921（以下、Bergerと略記）; Berggötz, O. （hrsg.）, Der Bericht des Marsilio Zorzi, Frankfurt a. M., 
1991（以下、Berggötzと略記）; Blancard, L. （éd.）, Documents inédits sur le commerce de Marseille au moyen âge, 2 
tomes, Marseille, 1884, 1885 ; Bresc-Bautier, G. （éd.）, La cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
Paris, 1984（ 以 下、Bresc-Bautier と 略 記 ）; Bruel, A. （éd.）, “Chartes d’Adam, abbé de N.-D. du Mont-Sion”, 
Revue de l’orient latin, 10, Paris, 1904 ; Camera, M. （a cura di）, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e 
ducato di Amalfi : cronologicamente ordinate e continuate sino al secolo XVIII, 2 volumi, Salerno, 1876, 1881（以下、
Camera と略記）; Chalamdon, F. （éd）, “Un diplome inédit d'Amaury I roi de Jérusalem en faveur de l'abbaye du 
Temple-Notre-Deigneur （Acre, 6-11 avril 1166）”, Revue de l’orient latin, 8, Paris, 1900 ; Clermont-Genneau, C., 
“Deux chartes de croisés dans des archives arabes”, Recueil d’archéologie orientale, 6, 1905, pp. 1-30（以下、Clermont- 
Genneau と略記）; Delaborde, H. （éd.）, Chartes de la Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre-Dame de 
Josaphat, Paris, 1880（以下、Delabordeと略記）; Desimoni, C., “Actes passés en 1271, 1274 et 1279 à l’Aïas （Petite 
Arménie） et à Beyrouth par devant des notaires génois”, Archives de l’orient latin, 1, Paris, 1881 ; Id. （éd.）, “Quatre 
titres des propriétés des Génois à Acre et à Tyr”, Revue de l’orient latin, 2, Paris, 1894（以下、Desimoniと略記）; 
Hiestand, R.（Hrsg.）, Papsturkunden für Templer und Johanniter, Göttingen, 1972 ; Id.（Hrsg.）, Papsturkunden für 
Templer und Johanniter, Neue Folge, Göttingen, 1984 ; Id.（Hrsg.）, Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande, 
Göttingen, 1985 ; Imperiale, C. （a cura di）, Codice diplomatico della repubblica di Genova, 3 vols., Roma, 1936, 
1938, 1942（以下、Imperialeと略記）; Kohler, C. （éd.）, “Documents inédits concernant l’orient latin et les croisades 
（XIIe-XIVe siècle） ”, Revue de l’orient latin, 7, Paris, 1899 ; Id. （éd.）, “Chartes de l’abbaye de Notre-Dame de la 

valée de Josaphat en Terre Sainte （1108-1291） ”, Revue de l’orient latin, 7, Paris, 1899（以下、Kohlerと略記）; Id. 
（éd）, “Un rituel et un bréviaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem （XIIe-XIIIe siècle）”, Revue de l’orient latin, 8, Paris, 
1900 ; Langlois, E. （éd.）, Les registres de Nicolas IV, 4 tomes, Paris, 1886-1893（以下、Langloisと略記）; Migne, 
J.-P. （ed.）, Patrologiae crusus completes, series latina, 200, Paris, 1855（以下、Migneと略記）; Le Roulx, J. （éd.）, 
“Trois chartes du XIIe siècle concernant l’ordre de St. Jean de Jerusalem”, Archives de l’orient latin,1, Paris, 1881（以下、
Troisと略記） ; Id. （éd.）, Les Archives, la bibliothéque et le trésor de l’ordre de Sainte-Jean de Jérusalem à Malte, 
Paris, 1883（以下、Archivesと略記）; Id. （éd.）, “ L’ordre de Montjoye”, Revue de l’orient latin, 1, Paris, 1893 ; Id. 
（éd.）, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, 4 tomes, Paris, 1894-1906（以下、
Cartulaireと略記）; Id. （éd.）, “Inventaire de pièces de l’ordre de l’hopital”, Revue de l’orient latin, 3, Paris, 1895（以
下、Inventaireと略記入）; Id. （éd.）, “Chartes de terre sainte”, Revue de l’orient latin, 11, Paris, 1908（以下、Terre
と略記）; de Marsy, A. （éd.）, “Fragment d’un cartulaire de l’ordre de Saint-Lazare, en Terre Sainte”, Archives de 
l’orient latin, 2, Paris, 1884（以下、Marsyと略記）; Id., “Documents concernant les seigneurs de Ham, connétabes 
de Tripoli, 1227-1228”, Archives de l’orient latin, 2（以下、Tripoliと略記）; Mas Latrie, M., Histoire de l’ile de 
Chypre sous le règne des peinces de la maison de Lusignan, 3 tomes, Paris, 1855-1861（以下、Mas Latrieと略記）; 
Mayer, H. （Hrsg.）, Marseilles Levantehandel und ein akkonensisches Fälscheratelier des 13. Jahrhunderts, Tübingen, 
1972（以下、Marseilles と略記）; Id. （bearb.）, Die Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem, 4 Bde., 
Hannover, 2010（以下、Urkundenと略記）; Müller, G. （a cura di）, Documenti sulle relazioni delle città Toscane 
coll’oriente cristiano e coi Turchi, Firenze, 1879（以下、Müller と略記）; Paoli, S.（ed.）, Codice diplomatico del 
sacro militare ordine Gerosolimitano, 2 vols., Lucca, 1733-1737（以下、Paoliと略記）; Patthast, A. （ed.）, Regesta 
pontificum romanorum, 2 vols., Berlin, 1874, rep. Graz, 1957（以下、Patthast と略記）; Rey, E., Recherches 
géographiques et historiques sur la domination des latins en orient, Paris, 1877（以下、Reyと略記）; Riant, C. （éd.）, 
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1.　ハッティーンの戦いまでの状況

1186年 3月 12日付の教皇ウルバヌス 3世の書簡に明記されている通り〔表 1-59〕、ジェ
ノヴァが第 1回十字軍に際して多くの十字軍士を派遣し、十字軍国家の建設に当たって多
大なる貢献をなしたことは周知のところであろう。その見返りとして、ジェノヴァには最
初期から土地や財産などが譲渡されていくが〔表 1-2・3・6・7・11など〕、ここで注目さ
れるべきは、ジェノヴァ側も十字軍国家の支配者たちに軍事援助の宣誓をしている、とい
うことである〔表 1-1・8〕。我々は、ここにある種の封建主従関係を確認することができ
るが、それが最も明瞭な形で現れているのが、ジェノヴァ市民のグリエルモ（1世）・エ
ンブリアコが、ジブレ領主としてトリポリ伯の封建家臣になったことである〔表 1-10〕。
エンブリアキ家についての詳細は後述するとして、このようにして十字軍国家の社会に入
り込んでいったジェノヴァとは異なり、ヴェネツィアやピサはあくまでも交易拠点の獲得
を主目的としていたように見える〔表 1-4・5・9・12〕。このことは、ジェノヴァへの譲
渡物には村落も含まれている、ということによって裏書きされるであろう。
しかし、1123年に一つの変化が生じる。周囲を十字軍国家に囲まれながら、都市ティー
ルのイスラーム勢力はフランク人からの攻撃を跳ね返し続けていた。そこに、教皇カリク
ストゥス 2世の呼びかけに応じて、ヴェネツィア人たちが十字軍士としてやって来て、
ティールの占領に大きく貢献した（15）。その返報として、当時捕囚中であったボードゥアン
2世に代わって、エルサレム総大司教グァルムンドゥスや王国のバロンたちが、ヴェネツィ
アに対してティールの 1/3の区画を含む様々な土地・特権を付与した。いわゆる、「パクトゥ
ム・グァルムンディ（Pactum Warmundi、グゥアルムンドゥスの協約）」である〔表 1-13〕。
この協定は、ボードゥアン 2世の保釈後、「ボードゥアンの特権（privilegium Balduini）」
として、国王によって追認されることとなった〔表 1-14〕。これらに共通するもので特記
すべきは、裁判権の付与および難破船規定である。これにより、領主特権の一部をヴェネ
ツィア側が手に入れたことになるのである。ただし、「協約」と「特権」の内容は、まっ
たく同じというわけではなかった。この点に関しての詳細はヤコービーやファヴロー =

“Privilèges octroyés à l’ordre teutonique”, Archives de l’orient latin, 1 ; Sociertate regia studiis rerum patriae 
pronovendis instituta （cura.）, Liber iurium reipublicae Genuensis, 1 （=Historiae patoriae monvmenta, 7）, Avgvstate 
Tavrinorum, 1854（以下、Liberと略記）; Röhricht, R. （comp.）, Regesta regni Hierosolymitani, MXCVII-MCCXCI, 
Innsbruck, 1893（以下、Regesta と略記）; Id., （comp.）, Regesta regni Hierosolymitani, MXCVII-MCCXCI. 
Additamentum, Innsbruck, 1904.（以下、Regesta Add.と略記）; Rozière, E. （éd.）, Cartulaire de chapitre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1849（以下、Rozièreと略記）; Strehlke, E. （Hrsg.）, Tabulae ordinis Theutonici, Berlin, 
1869（以下、Strehlke と略記）; Tafel, G. und Thomas, G. （Hrsg.）, Urkunden zur älteren Handels- und 
Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante vom neunten bis zum 
ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts, 3 Bde., Wien, 1857（以下、Tafel-Thomasと略記）.

（15） 詳細については、Riley-Smith, “Venetian”, pp. 337-350.を参照。
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所
有
の
承
認
、
お
よ
び
ヤ
ッ

フ
ァ
の
商
館
か
ら
の
収
益
の
一
部
（

40
0
ベ
ザ
ン
ト
）

を
「
貨
幣
封
（

fe
od

um
）」
と
し
て
譲
渡

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 1

32
 （

=M
ar

-
se

ill
es

, 
no

. 
1

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 

16
3）

18
11

40
.5

.
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

レ
ー
モ
ン

1
世

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
港
の
使
用
権
、
商
館
・
家
屋
な

ど
の
所
有
、
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
船
が
難
破
し

た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
、

お
よ
び
侯
の
ク
ー
リ
ア
に
お
い
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

法
に
基
づ
き
審
議
さ
れ
る
権
利
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 4
6 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 1

97
）

19
11

44
.5

.
ニ
コ
ラ
・
エ
ン
ブ
リ

ア
コ
の
息
子
の
ウ
ー

ゴ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
　

コ
ン
ソ
ー
レ
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
デ
ィ
・
ラ
ン
ベ
ル
ト

と
タ
ン
ク
レ
デ
ィ
・
デ
ィ
・
マ
ウ
ロ
立
ち
会
い
の
下
、

グ
リ
エ
ル
モ
・
エ
ン
ブ
リ
ア
コ
に
対
す
る
敵
対
行
為

（
ジ
ブ
レ
に
お
け
る
財
産
の
侵
害
）
を
取
ら
な
い
よ
う

に
、
そ
し
て
そ
の
親
族
と
コ
ム
ー
ネ
と
の
間
の
関
係

を
常
に
友
愛
な
る
も
の
に
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と

を
誓
約

Li
be

r,
 1

, n
o.

 8
9 （

=I
m

pe
ria

le
, 

1,
 n

o.
 1

33
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 2
24
）

20
11

44
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

レ
ー
モ
ン

1
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ボ
エ
モ
ン
ド

1
世
・
タ
ン
ク
レ
デ
ィ
・
ボ
エ
モ
ン
ド

2
世
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
特
権
・
財
産
を
承
認

Li
be

r,
 1

, n
o.

 9
5 （

=I
m

pe
ria

le
, 

1,
 n

o.
 1

40
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 2
28
）

21
11

47
.1

.
ア
ン
サ
サ
ル
ド
・
マ

ロ
ー
ネ
を
は
じ
め
と

す
る
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

コ
ン
ソ
ー
レ
た
ち

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
　

ニ
コ
ラ
・
エ
ン
ブ
リ
ア
コ
と
そ
の
息
子
や
相
続
人
た

ち
に
よ
っ
て

11
45
年
に
な
さ
れ
た
ジ
ブ
レ
の
財
産

（
11

25
年
に
グ
リ
エ
ル
モ
に
与
え
ら
れ
た
、
ラ
オ
デ
ィ

ケ
ア
や
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
所
領
）
に
関
す
る
訴
訟

に
対
し
て
、
被
告
（
グ
リ
エ
ル
モ
）
に
対
し
て

30
0

リ
ラ
の
示
談
金
を
原
告
に
支
払
う
よ
う
に
提
案

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 1
37

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
1,

 n
o.

 1
70

 ;
Re

ge
sta

, n
o.

 2
47
）

22
11

52
.9

.2
3.

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

3
世
エ
ル
サ
レ
ム

マ
ル
セ
イ
ユ

「
援
助
（

ju
va

m
en

 e
t c

on
si

liu
m
）」
の
見
返
り
と
し
て
、

エ
ル
サ
レ
ム
・
ア
ッ
コ
ン
の
区
画
、
お
よ
び
「
援
助

（
au

xi
liu

m
）」
の
見
返
り
と
し
て
ヤ
ッ
フ
ァ

=
ア
ス
カ

ロ
ン
領
内
の

R
am

ie
村
の
半
分
を

3,
00

0
ベ
ザ
ン
ト

で
貸
与

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 2

27
 （

=M
ar

-
se

ill
es

, 
no

. 
2

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 

27
6）

23
11

53
.5

.
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ル
ノ
ー
・
ド
・
シ
ャ

テ
ィ
ヨ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

こ
れ
ま
で
の
特
権
・
財
産
、
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証

さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
裁
判
権
の
所
有
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 5
5 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 2

82
）

24
11

54
.1

.
グ
リ
エ
ル
モ
・
ニ

ゲ
ッ
ロ
を
は
じ
め
と

す
る
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

コ
ン
ソ
ー
レ
た
ち

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
　

ジ
ブ
レ
領
主
グ
リ
エ
ル
モ
・

エ
ン
ブ
リ
ア
コ

コ
ム
ー
ネ
が
所
有
す
る
ジ
ブ
レ
の
町
を

29
年
間
、
年

に
27

0
リ
ラ
を
コ
ム
ー
ネ
に
、
年
に

10
0
リ
ラ
を
聖

ラ
ウ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
教
会
に
納
め
る
と
い
う
条
件
の

下
で
貸
与
す
る
こ
と
を
承
認

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 1
97

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
1,

 n
o.

 2
46

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 2

86
）
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25
11

54
.1

.
グ
リ
エ
ル
モ
・
ニ

ゲ
ッ
ロ
を
は
じ
め
と

す
る
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

コ
ン
ソ
ー
レ
た
ち

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
　

ウ
ー
ゴ
と
ニ
コ
ラ
の
エ
ン

ブ
リ
ア
コ
兄
弟

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
持
つ
す
べ
て
の

財
産
を

29
年
間
、
年
に

80
リ
ラ
を
コ
ム
ー
ネ
に
納

め
る
と
い
う
条
件
の
下
で
貸
与

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 1
96

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
1,

 n
o.

 2
48

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 2

85
）

26
11

54
.5

.1
0.

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ル
ノ
ー
・
ド
・
シ
ャ

テ
ィ
ヨ
ン

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア

ピ
サ

ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
お
よ
び
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
お
け
る

所
有
物
・
特
権
の
承
認
お
よ
び
ピ
サ
の
船
が
難
破
し

た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
（
な

お
、
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
の
港
の
所
有
者
は
グ
リ
エ
ル
モ
・

エ
ン
ブ
リ
ア
コ
）、
ピ
サ
市
民
の
間
の
係
争
に
関
す
る

裁
判
権
（
た
だ
し
、
ピ
サ
市
民
と
侯
の
家
臣
の
間
の

係
争
は
「
余
の
ク
ー
リ
ア
で
（

in
 c

ur
ia

 n
os

tra
）」
裁

判
す
る
こ
と
）
を
承
認

M
ül

le
r, 

no
. 4

 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

29
2）

27
11

55
.1

1-
12

.
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス

4
世

ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

3
世

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
領
内
に
お
い
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が

被
っ
た
損
害
や
船
の
差
し
押
さ
え
に
対
し
て
賠
償
を

な
す
よ
う
に
、
お
よ
び
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ア
ッ
コ
ン
副

伯
の
財
産
・
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
命
令

Im
pe

ri
al

e,
 1

, n
o.

 2
73

 （
=R

e -
ge

st
a,

 n
o.

 3
12
）

28
11

56
.1

1.
2.

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

3
世
ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

こ
れ
ま
で
の
争
い
の
和
お
よ
び
没
収
し
た
財
産
の
返

還
（
た
だ
し
、
国
王
と
国
王
の
家
臣
に
関
す
る
物
の

み
で
あ
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
、
カ
エ
サ
レ
ア

教
会
の
者
た
ち
、
聖
母
マ
リ
ア
・
ラ
テ
ィ
ー
ナ
修
道

院
長
に
関
す
る
物
は
除
く
）、
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
に
造

船
資
材
や
鉄
な
ど
を
売
却
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
捕

ら
え
ら
れ
た
者
た
ち
の
釈
放
、
お
よ
び
テ
ィ
ー
ル
内

に
お
け
る
殺
人
事
件
を
除
く
裁
判
権
お
よ
び
副
伯
の

配
置
（
た
だ
し
、「
遺
産
に
関
す
る
係
争
は
余
の
ク
ー

リ
ア
に
差
し
戻
し
、
余
の
ク
ー
リ
ア
に
て
余
の
公
正

さ
と
分
別
に
基
づ
い
て
裁
き
を
な
す
（

R
ev

er
so

 ta
-

m
en

 m
ea

 c
ur

ia
 q

ue
ri

m
on

ia
m

 t
ra

di
tio

ni
s 

m
or

tis
, 

qu
am

 in
 m

ea
 c

ur
ia

 iu
di

ca
re

 fa
ci

am
 s

ec
un

du
m

 iu
st

i-
tia

m
 e

t r
at

io
ne

s 
m

ea
s）
」）
の
承
認
、
お
よ
び
テ
ィ
ー

ル
内
外
の
土
地
の
譲
渡
、
お
よ
び
テ
ィ
ー
ル
港
近
く

の
家
屋
を
無
税
で
所
有
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
ピ
サ

の
船
が
運
搬
し
た
巡
礼
者
や
ピ
サ
市
民
以
外
の
者
た

ち
に
関
し
て
は
、
国
王
が
税
を
徴
収
す
る
）
の
承
認
、

お
よ
び
こ
れ
ま
で
の
特
権
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 2

42
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 5

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 3

22
）

29
11

57
.6

.2
.

ヤ
ッ
フ
ァ

=
ア
ス

カ
ロ
ン
伯
ア
モ
ー

リ
ー

ア
ス
カ
ロ
ン

ピ
サ

ヤ
ッ
フ
ァ
に
お
け
る
家
屋
な
ど
の
財
産
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 2

91
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 6

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 3

24
）

30
11

61
ア
ッ
コ
ン
司
教
ギ
レ

ル
ム
ス

ア
ッ
コ
ン

ア
マ
ル
フ
ィ

ア
ッ
コ
ン
に
居
住
す
る
ア
マ
ル
フ
ィ
市
民
に
墓
地
の

た
め
の
土
地
を
譲
渡

C
am

er
a,

 1
, p

. 2
00

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 3

72
）
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31
11

62
.6

.9
.

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ

1
世

パ
ヴ
ィ
ア

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

帝
国
領
内
外
で
「
封
（

fe
od

um
）」
と
し
て
授
与
し
た

も
の
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/2

 
（

=I
m

pe
ria

le
, 1

, n
o.

 3
08
）

32
11

63
.6

.
ト
リ
ポ
リ
伯
レ
ー
モ

ン
3
世

ア
マ
ル
フ
ィ

ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
の
土
地
や
家
屋
を

12
00
ベ
ザ
ン
ト
で

貸
与
（
た
だ
し
、
こ
の
土
地
に
関
す
る
係
争
は
伯
の

ク
ー
リ
ア
で
審
議
さ
れ
る
）

Ca
m

er
a,

 1
, p

. 2
02

 f.
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 3
80
）

33
11

63
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
司
教
ラ

ド
ル
フ
ス

エ
ル
サ
レ
ム

マ
ル
セ
イ
ユ

ア
ッ
コ
ン
領
内
の

R
om

ad
et
村
と
家
屋
を
借
金（

12
11

ベ
ザ
ン
ト
）
の
担
保
と
し
て
譲
渡

R
ey

, p
. 2

1 
f. （

=M
ar

se
ill

es
, n

o.
 

3
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 3
86
）

34
11

63
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ア
マ
ル
フ
ィ

ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
に
お
け
る
自
由
交
易
権
、
お
よ
び
半

分
の
区
画
に
お
け
る
裁
判
権
を

13
00
ベ
ザ
ン
ト
で
貸

与

C
am

er
a,

 1
, p

. 2
02

  （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 3

88
）

35
11

64
.8

.
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市

民
の
）ヴ
ィ
タ
ー
レ
・

ミ
カ
エ
ー
レ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

聖
マ
ル
コ
教
会

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

2
世
か
ら
授
け
ら
れ
た
年

30
0
マ
ル

ク
の
収
益
を
譲
渡
（
た
だ
し
そ
れ
は
フ
ル
ク
に
よ
っ

て
没
収
さ
れ
た
の
で
、
回
復
さ
れ
た
場
合
の
話
と
し

て
）

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 5
9 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 4

02
）

36
11

65
.3

.1
5.

ア
モ
ー
リ
ー

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

テ
ィ
ー
ル
港
の
土
地
と
家
屋
の
所
有
を
承
認
（
た
だ

し
、「
ピ
サ
側
の
便
宜
に
よ
っ
て
、
常
に
軍
勢
が
通
行

で
き
る
よ
う
に
す
る
限
り
に
お
い
て
（

qu
at

in
us

 
ip

os
or

um
 c

om
m

od
ia

ti 
in

 s
em

pi
te

ru
m

 e
xp

ed
itu

m
 

pa
te

at
）」
）

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 3

11
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 9

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 4

12
）

37
11

65
.5

.1
3.

教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

ブ
ー
ル
ジ
ュ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

テ
ィ
ー
ル
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
所
有
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 6
0 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 4

15
）

38
11

67
（

11
69
）.

10
.1

2.
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

ア
モ
ー
リ
ー

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が
王
国
領
内
に
持
つ
こ
れ
ま
で
の
特
権
・

所
有
物
の
回
復
を
要
請

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 2
54

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
2,

 n
o.

 2
7

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 4

38
）

39
11

67
（

11
69
）.

10
.1

3.
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
ア

マ
ル
リ
ク
ス
な
ど
の
エ
ル

サ
レ
ム
王
国
領
内
の
高
位

聖
職
者
た
ち
や
テ
ン
プ
ル

騎
士
修
道
会
総
長
ベ
ル
ト

ラ
ン
・
ド
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ

フ
ォ
ー
ル

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が
王
国
領
内
に
持
つ
こ
れ
ま
で
の
特
権
・

所
有
物
の
回
復
を
要
請

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 2
55

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
2,

 n
o.

 2
8

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 4

38
）

40
11

67
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯
国
内
に
お
け
る
関
税
の
半
分
免

除
お
よ
び
自
由
交
易
権
お
よ
び
裁
判
権
、
お
よ
び
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な

ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
を
付
与

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 6
1 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 4

34
）
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41
11

68
.3

.
ジ
ブ
レ
領
主
ウ
ー
ゴ

2
世
・
エ
ン
ブ
リ
ア

コ

ジ
ブ
レ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ジ
ブ
レ
に
お
け
る
関
税
免
除
を
承
認

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 2
56

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
2,

 n
o.

 3
0

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 4

45
）

42
11

68
.5

.1
8.

ア
モ
ー
リ
ー

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
攻
撃
に
お
け
る
「
良
き
奉
仕

（
bo

nu
m

 s
er

vi
um
）」
の
見
返
り
と
し
て
、
ア
ッ
コ
ン

の
土
地
と
教
会
の
建
造
権
、
お
よ
び
国
王
裁
判
権
に

服
す
る
と
い
う
条
件
の
下
、
殺
人
を
除
い
て
は
い
か

な
る
裁
判
権
に
も
属
さ
な
い
（
た
だ
し
、「
そ
こ
（
ピ

サ
の
区
画
）
に
る
余
の
家
臣
、
お
よ
び
王
権
の
下
に

家
屋
・
封
・
相
続
権
の
あ
る
財
産
を
持
つ
者
は
対
象

外
と
す
る
（

pr
et

er
 il

lo
s 

qu
i h

om
in

es
 m

ei
 s

un
t e

t 
m

an
si

on
es

 s
eu

 r
ed

di
tu

s 
et

 p
os

se
ss

io
ne

s 
st
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ile

s 
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o 

m
eo
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）」
）
こ
と
を
承
認
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rk

un
de

n,
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. （
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ül

le
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no
. 1

1
;
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）

43
11

68
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.
ア
モ
ー
リ
ー
（
ト
リ

ポ
リ
伯
の
バ
イ
イ
と

し
て
）

ア
ス
カ
ロ
ン

ア
マ
ル
フ
ィ

ト
リ
ポ
リ
伯
領
内
に
お
け
る
特
権
や
所
有
物
を
「
奉

仕
義
務
な
し
に
（

si
ne

 se
rv

iti
o）
」
持
つ
こ
と
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
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37
（

=
C
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, 
p.
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）

44
11
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.1
6.

ア
モ
ー
リ
ー

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

（
征
服
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
）
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る

関
税
免
除
、
お
よ
び
カ
イ
ロ
の
区
画
と
裁
判
権
、
お

よ
び
「
奉
仕
義
務
な
し
に
（

si
ne

 s
er

vi
tio
）」
カ
イ
ロ

の
商
館
の
収
益
の

1
年
分
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
・

ダ
ミ
エ
ッ
タ
・
タ
ム
ニ
ス
に
お
け
る
関
税
免
除
を
承

認

U
rk

un
de

n,
 n
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M
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le
r, 

no
. 1

2
;
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ge

st
a,
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o.
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11
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ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
お
よ
び
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
領
内
に
持

つ
財
産
・
特
権
の
承
認
、
お
よ
び
侯
の
ク
ー
リ
ア
に

お
い
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
関
す
る
審
議
を
迅
速
に
行
う

こ
と
、
さ
ら
に
「
そ
の
助
力
で
余
が
獲
得
す
る
で
あ

ろ
う
物
（
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am

 e
go

 a
dq
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si

er
o 

eo
ru

m
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ux
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」
の

譲
渡
を
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束
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ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ピ
サ

ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
（
な
お
、
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
の
港
の
所

有
者
は
ウ
ー
ゴ

2
世
・
エ
ン
ブ
リ
ア
コ
）
内
の
家
屋

お
よ
び
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
内
の
家
屋
の
所
有
、
お
よ

び
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
お
け
る
殺
人
事
件
を
除
く
裁

判
権
を
承
認
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le
r, 
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. 1
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ェ
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ス
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ニ

ヴ
ェ
ネ
ツ
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ル
コ
教
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ム
ー
ネ
が
テ
ィ
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に
保
有
す
る
土
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を
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渡

Ta
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48
11
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.4
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教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

ラ
テ
ラ
ノ

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
や

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司

教
を
は
じ
め
と
す
る
十
字

軍
国
家
の
高
位
聖
職
者
た

ち

こ
れ
ま
で
の
教
皇
庁
に
対
す
る
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
功
績

を
思
い
出
し
て
、
教
皇
特
使
と
し
て
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

大
司
教
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
命
令

Im
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, 2
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o.
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教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

ラ
テ
ラ
ノ

ジ
ブ
レ
領
主
ウ
ー
ゴ

2
世
・

エ
ン
ブ
リ
ア
コ

「
そ
の
（
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
）
教
会
か
ら
封
を
授
か
っ
て
い

る
（

ab
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um

 e
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le
si

a 
fe
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 h
ab

er
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」
者
と
し

て
の
義
務
を
怠
ら
ぬ
よ
う
に
命
令
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教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

ラ
テ
ラ
ノ

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

4
世

ア
モ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
不
当
に
没
収
さ
れ
た
、
聖
地

の
回
復
に
多
大
な
る
貢
献
を
な
し
た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

1
世
以
来
与
え
ら
れ
た
財
産
・
特
権

を
回
復
す
る
よ
う
に
命
令
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be
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教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
3
世

ラ
テ
ラ
ノ

テ
ン
プ
ル
騎
士
修
道
会
総

長
ウ
ー
ド
・
ド
・
サ
ン
タ

マ
ン

都
市
ア
ッ
コ
ン
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
所
領
内
に
、
同
騎

士
修
道
会
が
不
当
に
も
家
屋
を
建
て
た
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
た
争
い
を
、
正
義
に
基
づ
い
て
収
め
る
よ
う

に
命
令

Im
pe

ria
le

, 2
, n

o.
 1

20
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11
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ト
リ
ポ
リ
伯
レ
ー
モ

ン
3
世

ピ
サ

ト
リ
ポ
リ
内
の
家
屋
の
所
有
の
承
認
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ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

4
世
ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

「
奉
仕
義
務
な
し
に
（

si
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 s
er

vi
tio
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所
有
地
に
お

け
る
家
屋
の
建
造
権
を
持
つ
こ
と
を
承
認
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ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯
領
内
に
お
け
る
自
由
往
来
権
・

自
由
交
易
権
（
た
だ
し
市
場
に
持
ち
込
ん
だ
商
品
は

免
税
の
対
象
外
）・
安
全
保
証
、
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保

証
さ
れ
る
こ
と
を
承
認

Ta
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ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ジ
ブ
レ
領
主
ウ
ー
ゴ

3
世
・

エ
ン
ブ
リ
ア
コ

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
・
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司

教
・
ビ
ブ
ル
ス
司
教
・
ト
リ
ポ
リ
司
教
が
ウ
ー
ゴ

3
世
に
下
し
た
教
会
罰
（
破
門

?）
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
教
会
と
コ
ム
ー
ネ
に
信
仰
の
誓
い
を
な
し
た

上
で
、

1
年
分
の
収
益
を
収
め
る
よ
う
に
命
令

Li
be

r, 
1,

 n
o.
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司

教
ウ
ー
ゴ

3
世
・
エ
ン
ブ
リ
ア
コ
に
よ
る
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
・

コ
ム
ー
ネ
へ
の
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
、
教
会
罰

を
科
す
よ
う
に
命
令
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58
11
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ト
リ
ポ
リ
伯
兼
エ
ル
サ
レ

ム
国
王
の
摂
政
の
レ
ー
モ

ン
3
世

教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル

3
世
や
ル
キ
ウ
ス

3
世
に
よ
っ

て
唆
さ
れ
た
ジ
ブ
レ
領
主
ウ
ー
ゴ

3
世
・
エ
ン
ブ
リ

ア
コ
に
対
し
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
・
コ
ム
ー
ネ
に
対
す
る

忠
誠
を
な
す
よ
う
に
促
す
こ
と
を
命
令
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be

r, 
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o.
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

5
世

聖
地
の
回
復
に
多
大
な
る
貢
献
を
な
し
た
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

1
世
以
来
与
え
ら

れ
た
特
権
・
財
産
を
返
還
す
る
よ
う
に
勧
告
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be
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皇
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ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ト
リ
ポ
リ
伯
兼
エ
ル
サ
レ

ム
国
王
の
摂
政
の
レ
ー
モ

ン
3
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
の
争
い
を
迅
速
に
解
決
す
る
よ
う
に
、

す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が
正
当
に
エ
ル
サ
レ
ム
・

ヤ
ッ
フ
ァ
・
カ
エ
サ
レ
ア
・
ア
ル
ス
ー
ル
・
ア
ッ
コ

ン
に
有
す
る
財
産
・
特
権
を
返
還
す
る
よ
う
に
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請
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be
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皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教

エ
ル
サ
レ
ム
国
王
お
よ
び
ト
リ
ポ
リ
伯
に
よ
っ
て
不

当
に
奪
わ
れ
た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
財
産
・
特
権
の
返
還
、

お
よ
に
彼
ら
と
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
和
を
促
す
よ
う
に
命

令
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ナ
ザ
レ
大
司
教
・
テ
ン
プ

ル
騎
士
修
道
会
総
長
・
聖

ヨ
ハ
ネ
修
道
会
総
長

エ
ル
サ
レ
ム
国
王
に
よ
っ
て
不
当
に
奪
わ
れ
た
ジ
ェ

ノ
ヴ
ァ
の
財
産
・
特
権
の
返
還
に
つ
い
て
の
仲
裁
を

な
す
よ
う
に
命
令
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be
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 n
o.
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

聖
墳
墓
教
会
聖
堂
参
事
会

長
お
よ
び
参
事
会
員
た
ち

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
特
権
・
財
産
に
つ
い
て
記
し
た
書
が

聖
墳
墓
教
会
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
（
隠

蔽
す
る
の
で
は
な
く
）
開
示
す
る
よ
う
に
命
令
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be

r, 
1,

 n
o.
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教

上
の
こ
と
を
聖
墳
墓
教
会
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
に
遂

行
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
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教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ

ト
リ
ポ
リ
伯
レ
ー
モ
ン

3
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が
航
行
の
支
障
を
来
し
て
い
る
た
め
、

ト
リ
ポ
リ
の

1/
3
を
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還
す
る
よ
う
に
命
令
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o.
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o.

 1
61
）

66
11

86
.3

.1
3.

教
皇
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バ
ヌ
ス

3
世

ヴ
ェ
ロ
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ナ

ト
リ
ポ
リ
司
教

上
の
こ
と
を
ト
リ
ポ
リ
伯
が
遂
行
す
る
た
め
に
、
教

会
罰
を
も
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を
か
け
る
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と
を
命
令
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リーリエの分析に委ねるとして（16）、ここでは筆者にとって重要だと思われる点のみを指摘
しておきたい。それは、ティールの町が国王とヴェネツィアとの間で分割所有されること
になった、という点である。プラワーやヤコービーは、「特権」に含まれる軍事奉仕義務
の規定を、国王によるヴェネツィアの封建家臣化と見なしている（17）。ただし、ここでの軍
事奉仕義務は、あくまでもヴェネツィアが管轄する区画の防衛に過ぎない。むしろ、国王
側の意図は、裁判権を制限することによって慎重でありつつも、ティールの町およびその
周辺域を分割して共同統治体制を築くことにより、領主としてのアイデンティティーを共
有する運命共同体を構築することにあった。国王は自らの権力基盤の一部を失いつつも、
ヴェネツィア側に堅持すべき支配領域を与えることによって、その軍事力・人力を引き出
そうとしたのである。すなわち、ヴェネツィア人たちによる自身の支配領域の防衛は、彼
らの意図がそこにはなくとも、王国そのものの防衛を意味していたのである。
しかし、このような政策が一貫してその後も続いたかというと、そうではない。そもそ
も、時には結び付き、時には敵対しあう商業都市同士の関係、教皇庁や皇帝といったヨー
ロッパ勢力との関係、そして王国内においても国王によるパーソナリティーの違いなどが、
問題を複雑なものにする。フルクの統治期になると、王国と商業都市との関係において、
また幾つかの変化を見ることができる。まずは、マルセイユが明確な形でエルサレム王国
領内における財産・特権を獲得していくことである。1136年 4月 13日発給のフルク証書
に明記されているように、マルセイユは彼から貨幣封を授かることで、封建家臣として位
置付けられている〔表 1-17〕。封という用語は用いられていないものの、1152年 9月 23

日に発給されたボードゥアン 3世証書も、マルセイユと国王との間に同様の関係があった
ことを示すものであろう〔表 1-22〕。
その一方で、イタリア商業都市との関係は悪化していったようである。1134年、エル

サレム王国からヨーロッパに派遣された使節団は、当時の教皇庁の分裂（インノケンティ
ウス 2世とアナクレトゥス 2世）に巻き込まれる形で対立関係にあったジェノヴァとピサ
の間の和平交渉に尽力するものの、ピサ側からの拒否にあった（18）。そして、使節団はジェ
ノヴァを介して、この結果を早急にエルサレム国王および同総大司教に伝達するように要
請している〔表 1-16〕。この出来事が、フルクとピサとの関係に少なからぬ影響を与えた
のかもしれないが、それについては解らない。しかし、フルクの統治下において、ピサに
対する財産・特権を譲渡・確認した証書がまったく残っていない、ということは両者の関
係が良好ではなかったことを想定させる（19）。ただし、このことは、ピサのみに当てはまる

（16） Jacoby, “Venetian”, pp. 155-171 ; Favreau-Lilie, Italiener, S498-508.
（17） Prawer, Institution, p. 222 f. ; Id., “Franks”, p. 177 f. ; Jacoby, “Venetian”, p. 164.
（18） 詳細については、Tessera, M., “Orientalis Ecclesia : The Papal Schism of 1130 and the Latin Church of the Crusader 

Satates”, Kedar, Riley-Smith, Phillips, J. and Purkis, W. （eds.）, Crusades, 9, 2011, p. 8 f., を参照。
（19） フルクとの関係の深かったトリポリ伯国も同様であろう。その一方で、アンティオキア侯との関係は維持

されたことは、表 1-15･18などが示している。
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ものでもない。1164年 8月に発給されたヴィターレ・ミカエーレ証書より、我々はフル
クがヴェネツィアの持つ財産の一部を押収していたことを知ることができる。かつて拙稿
で述べたように、1138年まで、フルクは強権的な政策を展開していた（20）。ここに先に触れ
たフルクとマルセイユとの関係を重ねると、王国領内に商業都市の持つ財産・特権は、フ
ルクにとってはあくまでも没収可能な封として解釈されていたと考えられる。このような
中で、ジェノヴァも同様に国王との関係を悪化させていったのであろう。そして、1150

年代半ばまでは、ボードゥアン 3世もフルクの政策を踏襲していたものと考えられる。
ただし、1156年 11月 2日に発給されたボードゥアン 3世証書は、国王とピサとの関係

の修復を示すと同時に、両者の衝突の背景の一つにピサとエジプトとの交易があったこと
を教えてくれる〔表 1-28〕。そして、恐らくはジェノヴァと国王との対立にも同様の問題
があったのであろう〔表 1-27〕。ピサとは異なり、ジェノヴァと国王との関係はその後も
修復されることはなかったが、その違いは 1153年のアスカロン占領以降に本格的な計画
を見たエジプト遠征に対して、積極的に支援・関与したピサと〔表 1-42・40〕、消極的であっ
たジェノヴァ（およびヴェネツィア）との間の態度の違いに起因するであろう。その背景
に何があったのかは定かでないが、後者の場合はエジプトとの交易を重視したということ
があったのかもしない（21）。ともかくも、このような状況下でジェノヴァのとった方策は、
教皇や皇帝といった外部の権威に自身の権利を保護・保証してもらうことであった〔表
1-27・31〕。特に、1162年 6月 9日に発給された神聖ローマ皇帝フリードリヒ 1世証書は、
ジェノヴァの既得権益を保護するために、そのすべての財産・特権を皇帝から授封された
ものにするという方策がとられている点で興味深い。いずれにせよ、ジェノヴァによる外
部勢力への依存の中に、我々は運命共同体としての国王とジェノヴァの関係のほころびを
見い出せるであろう。
ボードゥアン 4世統治期においては、ジェノヴァは再び教皇庁を後ろ盾とした行動に出
る。教皇アレクサンデル 3世の側からすると、長らく続いた教会分裂状態が落ち着いた後
の 1179年 4月に、ジェノヴァのために動いたということになる〔表 1-48～51〕。そして、
一連の教皇書簡から、ジェノヴァは、アモーリーおよびテンプル騎士修道会との関係をか
なり悪化させていたことが解る〔表 1-50・51〕。当時のテンプル騎士修道会総長ウード・ド・
サンタマンとアモーリーとの密接な関係は拙稿で見たとおりであり（22）、両者の反ジェノ
ヴァ的行動の背後には同じものがあったと考えられる。ジェノヴァは、アモーリー統治期
における行動は控え、国王の代替わりの時期を見計らって特権・財産の再承認を狙ったの

（20） 拙稿「前期エルサレム王国における国王戴冠と司教任命」『西洋史学』206号，2002年（以下、「国王戴冠」
と略記）、71～72頁。

（21） さらに、ジェノヴァの場合、ピサとの対立がそれとの協調を躊躇させたのかもしれない。Imperiale, 2, no. 
14. ただし、1167年にジェノヴァとピサは休戦協定を締結している。Imperiale, 2, no. 26. 

（22） 拙稿「騎士修道会と curia regis ─ 前期エルサレム王国構造に関する一考察 ─」『東北学院大学論集　歴史と
文化（旧歴史学・地理学）』45号、2010年、75～89頁（以下、「騎士修道会」と略記）。
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であろうが、ボードゥアン 4世統治期にもそれは叶わなかった。しかし、ジェノヴァも諦
めなかった。ボードゥアン5世に国王が代わると、時の教皇ウルバヌス3世を動かして、ジェ
ノヴァは自身の権利を訴えたのだが、この段階においてはトリポリ伯レーモン 3世との関
係も悪くしていたことが解る〔表 1-56～66〕。この一連の教皇書簡の中において、最も注
意を引くのが 1186年 3月 13日付の聖墳墓教会聖堂参事会長および同聖堂参事会員たちに
宛てたものである〔表 1-63〕。この書簡の中で、ボードゥアン 1世から授与された特権を
刻印した「黄金碑文（aurea inscripto、表 1-7のこと）」が聖墳墓教会に保管されているは
ずである、とのジェノヴァ側の主張を教皇は記している。しかし、近年の研究が明らかに
しているように、この主張は、何としてでもエルサレム国王を議論の場に引っ張り出すた
めの、ジェノヴァ側による捏造であった（23）。しかし、それでもジェノヴァの要望が通るの
は、ハッティーンの戦いの後を待たねばならなかった。
では、この間のヴェネツィアの状況はどのようなものであったのか。史料の沈黙により、
我々はそれについて正確なところを知ることはできない。しかし、ギヨーム・ド・ティー
ルの記述が一つのヒントを与えてくれるであろう。まず、念頭に置いておかねばならない
のは、ギヨームの年代記作成はアモーリーの依頼に始まる事業であったということ、およ
びボードゥアン 4世期に国王尚書官を努めていたギヨームは、王国で発給された文書を実
際に見ることのできる機会を持っていた、ということである（24）。その彼は、年代記の一章
を割いて、「パクトゥム・グァルムンディ」の写しを載せている（25）。より縛りの強い、か
つ後に国王によって追認されたということから、本来はより実効性の高いはずである「ボー
ドゥアンの特権」ではなく、「パクトゥム・グァルムンディ」のみが掲載されたというこ
とは、アモーリーとヴェネツィアとの間の関係は決して悪いものではなかった、と考える
ことを可能にするのである。その一方で、ギヨームは、ジェノヴァ側の主張する「黄金碑
文」に関連する記述も残している（26）。ただし、ギヨームの紹介するその内容は、アッコン
港からの収益の 1/3の受領権、アッコン内の一つの教会の所有権、アッコン内にある一本
の通りの管理権（通行税徴収権）に留まる。そして、ジェノヴァ側と国王との間の合意は、
「永遠の記憶に刻み込まれるように文書化された（scripti beneficio, perpetuae memoriae man-

daverunt）」と記すのみで、その写しは掲載されていない（なお、ここにあるように、ギヨー
ムは「碑文」とは言っていない）。このように、ギヨームの記述の中におけるヴェネツィ
アとの比較からさらに際立つのは、国王とジェノヴァとの関係の悪さである。

（23） Mayer und Favreau（=Lilie）, “Das Diplom Balduinus I. für Genua und Genuas Goldene Inshrift in der Grabenskirche”, 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 55/56, 1976, S. 22-95 ; Kedar, “Golden”, pp. 
317-335.

（24） 詳細については、拙稿「国王戴冠」69～71頁、を参照されたい。
（25） Willermus Tyrensis Archiepiscopus, “Historia rerum in partibus transmarinis gestarum”, Recueil des historiens des 

croisades, occidentaux, 1-1, 1-2, Paris, 1844（以下、Willermusと略記）, Lib. 12, Cap. 25.
（26） Willermus, Lib. 10, Cap. 28.
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しかし、ここで一つの新たな疑問が生じる。ジェノヴァと国王との関係悪化にもかかわ
らず、なぜギヨームはわずかながらではあってもジェノヴァの特権についての記述を残し
たのか。ただし、これについても、ギヨームの記述の中に解答への糸口が隠されている。
それは、1183年の軍事活動に関する記述である。サラーフッディーンからの攻撃が激化
する中、同年 2月に「総会（consilium）」が開催され、緊急時に備えるために特別な税が「全
住民に（ad omnia residendi）」課されることが決定された。都市部では、資産 100ベザン
トに対して 1ベザントの税、さらに収益 100ベザントに対して 1ベザント（ただし、資産
が 100ベザント以下の者の場合は、釜戸一つに対して 1ベザント）が徴収された。また、
農村部では、釜戸一つに対して 1ベザントが徴収された。これらの税は、「言語・民族・
信仰・男女に関わらず（cujuscumque linguae, cujuscumque nationis, cujuscumque fidei, non 

habita differentia sexus）」課されたのであった（27）。必然的に、ヨーロッパの商業都市に属す
る逗留者たちにも、そして彼らの属する都市国家にも、大きな金銭的負担が強いられたで
あろう。しかも、彼らが負担したのは金銭のみではなかった。同年の 10月頃、病状の悪
化したボードゥアン 4世は、サラーフッディーンからの攻撃に備えるべく滞在していたナ
ザレで倒れた（なお、この時にギー・ド・リュジニャンが摂政となる）。そこに、サラーフッ
ディーンがナザレに向かって進軍してきた。この緊急事態に対処すべく、武器を持って戦
うことのできる「市民たちの多く（magna pars civium）」も従軍した王国軍が、ナザレを
目指した。サラーフッディーンの軍勢とのにらみ合いが続く状況においては、支援物資を
運ぶ補給部隊が王国軍の陣営に近づくこともできず、その結果、軍勢は飢餓状態に陥った。
「とりわけ、歩兵たち、その中でも特に、唐突に沿岸部から召集されたピサ人・ジェノヴァ
人・ヴェネツィア人・ロンバルディア人たちが、大いに苦しんだ（Indigebant autem max-

ime pedites, et praesertim qui ab ora martima instantissime vocati fuerunt, Pisani, Januenses, Vene-

ti, Longobaldi）」。彼らは食糧を携帯していなかったからであった（28）。この一連の記述から
判明することは、ヨーロッパの商業都市の市民たちも、自身を守るためには王国のために
戦わざるをえなかった、ということである。特権や財産を巡る、言わば外交的な駆け引き
をしつつも、彼らは王国にとっての必要欠くべからざる運命共同体の構成員として認識さ
れていたのである。

2．ハッティーンの戦いからロンバルディア戦争終結までの状況

サラーフッディーンによる攻撃からティールの町を死守したコッラードの下で、および
釈放されたギーの下で、多くの商業都市に従来以上の特権・財産が付与された〔表 2-4・
15・18〕。特にピサは、多くの財産・特権を回復、もしくは新たに手に入れていくことに

（27） Willermus, Lib. 23, Cap. 23.
（28） Willermus, Lib. 22, Cap. 26-27.
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なる〔表 2-3・5・6・7・8・11・12・22・29〕。当然のことながら、無制限に特権などが
付与されたわけではなく、王国の危機的状況の中においてもコッラードの姿勢は慎重であ
り、ヤコービーが指摘するように、彼は商業都市の特権の伸長を極力押さえ込もうとし
た（29）。しかし、ここで筆者が着目したいのは、表 2-7・8に含まれる「奉仕義務（servicium）」
からの免除特権である。このことは、前節で見たような緊急召集が、ピサ側にとって大き
な負担として受け止められていたことを示すと同時に、基本的にエルサレム王国の支配者
側は、商業都市への特権・財産の付与が封、あるいはそれに類似するものとして認識して
いたことを示す。そして、コッラードと釈放されたギーとの間における権力闘争という状
況下において、ピサはギーの側からも同じ免除特権を獲得することに成功し〔表 2-11〕、
さらには教皇庁からのお墨付きを得ておくことも忘れなかった〔表 2-30〕。そして、この
特権の獲得によって、ピサは他の商業都市よりも王国における自由度を高めることに成功
した。しかし、そのことは王国側からすると運命共同体の一員を失う可能性を高めた、と
言えるであろう。
ハッティーンの敗戦後の混乱の中で、長らく国王と敵対関係にあったジェノヴァも、特
権などを回復する機会を得ることができるようになっていった〔表 2-1・10〕。そして、ジェ
ノヴァの復権は、運搬役を買って出ることによって結び付くことになったフランス王権の
後ろ盾の下で〔表 2-13・14・16・17・19・20・26・28〕、さらに加速していくことになる。
加えて、過去の経験から学んだのであろうが、ジェノヴァは神聖ローマ皇帝からもお墨付
きを得ることを忘れなかった〔表 2-23〕。その一方で、ピサやジェノヴァとは異なり、ヴェ
ネツィアは「パクトゥム・グァルムンディ」の再承認で満足したようである〔表 2-27〕。
派手な外交政策は展開しないということがヴェネツィアの特徴であった、と言えるかもし
れない。
以上、1187年から 1192年までの混乱期について見てきたが、そこに一つだけ付け加え
ておこう。それは、在地の権力者たちが特権などの付与の際に条件・制限を加えることで
慎重な姿勢を取っていたのに対し、十字軍士として一時的に滞在する外部の権力者たちは
そうではなかった、ということである〔表 2-20・24・25〕。当然のことではあろうが、自
分たちの生活空間・基盤を死守する必要のある者と、そうではない者との間には、大きな
温度差があったのである。
確かに、多くの商業都市は混乱期において特権・財産を回復・伸長させたが、そのよう
な傾向がその後も直線的に継続したわけではない。プラワーも指摘するように、アンリ・ド・
シャンパーニュの統治下においてその反動が現れ（30）、多くの制限・条件が付加されること

（29） Jacoby, “Conrad, Marquis of Montferrat, and the Kingdom of Jerusalem （1187-1192）”, Balletto （a cura di）, Atti del 
Congresso Internazionale ‘Dei feudi monferrini e dal Piemonte ai nuovi mondi oltre gli Oceani’, Alessandria, 1993, p. 
198. 

（30） Prawer, Institutions, p. 244 f.
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周
辺
域
の
所
有
、
お

よ
び
裁
判
権
（
副
伯
も
し
く
は
コ
ン
ソ
ー
リ
の
配
備

も
承
認
、
た
だ
し
封
に
関
わ
る
事
案
や
ピ
サ
出
身
者

で
あ
っ
て
も
ピ
サ
市
民
権
を
持
た
な
い
者
お
よ
び
国

王
の
家
臣
は
除
く
）、
お
よ
び
ピ
サ
の
船
が
難
破
し
た

場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
承

認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

19
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 

23
;

R
eg

es
ta

, 
no

. 
66

5
; 

Re
ge

st
a 

Ad
d.

, n
o.

 6
65
）

4
11

87
.1

0.
（

1.
-
31

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

サ
ン
・
ジ
ル
、モ
ン
ペ
リ
エ
、

マ
ル
セ
イ
ユ
、バ
ル
セ
ロ
ー

ナ
、
ニ
ー
ム

「
余
と
と
も
に
テ
ィ
ー
ル
を
防
衛
し
た
（

m
ec

um
 T

yr
um

 
de

fe
nd

en
te

s）
」
見
返
り
に
、
テ
ィ
ー
ル
に
お
け
る
自

由
交
易
権
と
関
税
免
除
、
お
よ
び
区
画
の
所
有
と
裁

判
権
（
た
だ
し
流
血
事
件
は
除
く
）、
お
よ
び
村
落
の

所
有
、
お
よ
び
回
復
地
に
お
け
る
特
権
の
適
用
の
約

束
、
お
よ
び
そ
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み

荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

20
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 6
66
）

5
11

87
.1

0.
（

1.
-
31

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ピ
サ

「
余
と
と
も
に
テ
ィ
ー
ル
を
防
衛
し
（

m
ec

um
 T

yr
um

 
de

fe
nd

en
te

s）
」、
「
サ
ラ
セ
ン
人
か
ら
町
を
防
衛
し
た

見
返
り
に
（

pr
o 

de
fe

ns
io

ne
 c

iv
ita

tis
 c

on
tra

 S
ar

ac
e-

ni
s）
」、
ヤ
ッ
フ
ァ
に
お
け
る
裁
判
権
（
副
伯
も
し
く

は
コ
ン
ソ
ー
リ
の
配
備
も
承
認
、
た
だ
し
封
に
関
わ

る
事
案
や
ピ
サ
出
身
者
で
あ
っ
て
も
ピ
サ
市
民
権
を

持
た
な
い
者
お
よ
び
国
王
の
家
臣
は
除
く
）、
お
よ
び

農
業
生
産
物
の
一
部
の
受
け
取
り
、
お
よ
び
村
落
、

お
よ
び
製
粉
所
・
パ
ン
焼
き
釜
・
浴
場
の
所
有
を
承

認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

21
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 2

4
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
67
）
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6
11

87
.1

0.
（

1.
-
31

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ピ
サ

サ
ラ
セ
ン
人
か
ら
町
を
防
衛
し
た
見
返
り
に
（

pr
o 

de
fe

ns
io

ne
 c

iv
ita

tis
 c

on
tra

 S
ar

ac
en

is
）、
ア
ッ
コ
ン

内
の
土
地
・
家
屋
・
パ
ン
焼
き
釜
・
浴
場
、
お
よ
び

港
近
く
に
あ
る
国
王
の
浴
場
・
パ
ン
焼
き
釜
、

C
ob

or
村
と
そ
の
裁
判
権
（

ju
s）
、お
よ
び
裁
判
権
（
コ
ン
ソ
ー

リ
と
副
伯
の
配
備
も
、
た
だ
し
封
に
関
わ
る
事
案
は

除
く
）、
お
よ
び
王
国
領
内
の
自
由
往
来
権
、
お
よ
び

ピ
サ
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が

保
証
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
以
上
す
べ
て
の
こ
と
に

か
か
わ
る
税
の
免
除
、
お
よ
び
教
会
所
有
権
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

22
  （

=M
ül

le
r, 

no
. 2

5
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
68
）

7
11

88
.5

.（
1.

-
31

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ピ
サ

「
余
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
や
テ
ィ
ー
ル
を
防
衛

し
た
（

m
ec

um
･･
･i

n 
de

fe
ns

io
ne

 C
hr

is
tia

ni
ta

tis
 e

t 
Ty

ri）
」
見
返
り
と
し
て
、ア
ッ
コ
ン
内
の
家
屋
・
浴
場
・

パ
ン
焼
き
釜
、
お
よ
び
ア
ッ
コ
ン
港
や
商
館
か
ら
の

収
益
の
一
部
の
受
領
、
お
よ
び
ア
ッ
コ
ン
郊
外
の
パ

ン
焼
き
釜
、
お
よ
び
聖
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
村
（

ca
sa

le
 a

l 
B

i'n
a）
と

nu
vu

s 
R

eg
is
城
塞
の
所
有
、
お
よ
び
こ
れ

ら
す
べ
て
に
関
す
る
税
・
奉
仕
義
務
（

se
rv

ic
iu

m
）

か
ら
の
免
除
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

23
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 2

7
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
74
）

8
11

88
.5

.（
1.

-
31

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ピ
サ

「
余
と
と
も
に
テ
ィ
ー
ル
を
防
衛
し
た
（

m
ec

um
 in

 
ip

si
us

 T
yr

i d
ef

en
si

on
em
）」
見
返
り
と
し
て
、テ
ィ
ー

ル
内
の
土
地
や
パ
ン
焼
き
釜
、
お
よ
び
テ
ィ
ー
ル
領

内
の

Zo
ie
村
を
始
め
と
す
る

11
の
村
落
の
所
有
、
お

よ
び
こ
れ
ら
す
べ
て
に
関
す
る
税
・
奉
仕
義
務
（

se
r-

vi
ci

um
）
か
ら
の
免
除
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

24
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 2

8
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
75
）

9
11

89
.4

.
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

テ
ィ
ー
ル

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

 「
良
き
奉
仕
ゆ
え
に
、
こ
と
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
窮

状
に
対
し
て
全
身
全
霊
に
援
助
と
援
軍
を
差
し
伸
べ

て
く
れ
た
の
で
（

pr
op

te
r 

bo
na

 e
or

um
 s

er
vi

tia
 e

t 
pr

ec
ip

ue
 q

ui
a 

ad
 n

ec
es

si
ta

te
m

 A
nt

io
ch

ie
 su

cc
ur

su
m

 
su

um
 e

t a
ux

ili
um

 h
ila

ri 
an

im
o 

tra
ns

m
is

er
e）
」、
ア

ン
テ
ィ
オ
キ
ア
・
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
・
ズ
ィ
ベ
ル
に
お

け
る
裁
判
権
（
た
だ
し
殺
人
事
件
は
除
く
、
ま
た
ア

ン
テ
ィ
オ
キ
ア
・
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
・
ズ
ィ
ベ
ル
に
居

住
す
る
「
余
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
た
ち

（
m

ei
s 

bu
rg

en
se

s 
ia

nu
en

se
s）
」
に
つ
い
て
は
コ
ム
ー

ネ
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
許
可
し
な
い
）
と
自
由
交

易
権
を
承
認

Im
pe

ri
al

e,
 2

, n
o.

 1
84

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 6
80
）

10
11

89
.9

.（
1.

-
23

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
良
き
奉
仕
ゆ
え
に
（

pr
o 

bo
no

 s
er

vi
ci

o）
」、
テ
ィ
ー

ル
内
の
家
屋
の
所
有
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

25
 （

=S
tre

hl
ke

, 
no

. 2
4

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 6

82
）
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11
11

89
.1

1.
19

.
ギ
ー

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

ア
ッ
コ
ン
内
の
土
地
・
家
屋
・
パ
ン
焼
き
釜
・
製
粉
場
・

浴
場
、お
よ
び

C
ob

or
村
、お
よ
び
裁
判
権
（
コ
ン
ソ
ー

リ
と
副
伯
の
配
備
を
含
む
、
た
だ
し
封
に
関
す
る
事

案
は
除
く
）
の
所
有
、
お
よ
び
ピ
サ
の
船
が
難
破
し

た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
、

お
よ
び
以
上
す
べ
て
の
こ
と
に
か
か
わ
る
税
・「
奉
仕

義
務
（

se
rv

iti
a）
」
か
ら
の
免
除
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 4

76
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 3

2
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
84
）

12
11

89
.1

1.
19

.
ギ
ー

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

「
サ
ラ
セ
ン
人
か
ら
町
を
防
衛
し
た
が
ゆ
え
に
（

pr
o 

de
fe

ns
io

ne
 c

iv
ita

tis
 c

on
tra

 S
ar

ac
en

os
）」
、
テ
ィ
ー

ル
内
の
家
屋
の
所
有
お
よ
び
家
屋
の
建
造
権
、
お
よ

び
テ
ィ
ー
ル
内
の

2
つ
の
製
粉
場
と
パ
ン
焼
き
釜
、

お
よ
び

Ta
lo

bi
e
村
な
ど
の

4
つ
の
村
落
、
お
よ
び
裁

判
権
（
コ
ン
ソ
ー
リ
と
副
伯
の
配
備
を
含
む
、
た
だ

し
封
に
関
す
る
事
案
お
よ
び
ピ
サ
市
民
権
を
持
た
な

い
者
は
除
く
）
の
所
有
、
お
よ
び
テ
ィ
ー
ル
港
の
広

場
の
所
有
（
た
だ
し
、
回
廊
を
除
い
て
、
所
有
地
外

に
家
屋
を
建
て
る
こ
と
は
禁
止
）、
お
よ
び
そ
の
船
が

難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る

こ
と
、
お
よ
び
以
上
す
べ
て
の
こ
と
に
か
か
わ
る
税

の
免
除
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 4

77
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 3

1
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
83
）

13
11

90
.2

.6
.　
　
　
　
　
　
　
　

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公

ユ
ー
グ

3
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ

2
世
の
東
方
へ
の
運
搬

を
受
諾
し
、
も
し
同
王
が
ム
ス
リ
ム
の
土
地
を
占
領

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
占
領
地
内
の
区
画
を
与
え
る

こ
と
を
約
束

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/3

 
（

=
L

ib
er

, 
1

, 
n

o
. 

3
7

2
; 

Im
pe

ria
le

, 2
, n

o.
 1

91
）

14
11

90
.2

.6
.　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

上
の
こ
と
の
受
諾

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 3
73

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
2,

 n
o.

 1
92
）

15
11

90
.4

.1
0.

ギ
ー

ア
ッ
コ
ン

ア
マ
ル
フ
ィ

「
良
き
奉
仕
ゆ
え
に
（

pr
o 

bo
no

 s
er

vi
ci

o）
」、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
・
ピ
サ
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
同
様
の
、
ア
ッ
コ

ン
に
お
け
る
自
由
交
易
権
、
お
よ
び
自
由
航
行
権
、

お
よ
び
裁
判
権
（
コ
ン
ソ
ー
リ
と
副
伯
の
配
備
を
含

む
）、
お
よ
び
ク
ー
リ
ア
の
た
め
の
ア
ッ
コ
ン
内
の
家

屋
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 4

78
 （

=C
am

er
a,

 
1,

 p
. 2

01
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
90
）

16
11

90
.4

.1
1.

コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
東
方
世
界
を
解
放
し
て
く
れ
た
が
ゆ
え
に
（

pr
o 

lib
er

at
io

ne
 o

rie
nt

al
is

 re
gi

on
is
）」
、
テ
ィ
ー
ル
内
の
裁

判
権
（
殺
人
・
窃
盗
・
強
盗
事
件
を
除
く
）、
テ
ィ
ー

ル
領
内
の
聖
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
村
、
お
よ
び
家
屋
・
パ
ン

焼
き
釜
な
ど
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

26
　（

=L
ib

er
, 

1,
 n

o.
 3

74
;

Im
pe

ria
le

, 2
, n

o.
 

19
4

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 6

91
）
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17
11

90
.4

.1
4.

テ
ィ
ー
ル
大
司
教
ヨ

キ
ウ
ス

テ
ィ
ー
ル

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

テ
ィ
ー
ル
内
に
お
け
る
教
会
の
鐘
の
建
造
権
、
洗
礼

な
ど
の
宗
教
儀
礼
を
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民
に
行
う
権
利

（
た
だ
し
、
テ
ィ
ー
ル
教
会
の
教
区
内
に
い
る
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
人
は
除
く
）、
お
よ
び
殺
人
事
件
を
除
く
裁
判
権

の
行
使
を
承
認

Im
pe

ri
al

e,
 2

, n
o.

 1
95

 （
=R

e -
ge

st
a,

 n
o.

 6
92
）

18
11

90
.4

.2
4.

ギ
ー

ア
ッ
コ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ
、
モ
ン
ペ
リ

エ
、
サ
ン
・
ジ
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ピ
サ
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
同
様
の
、
ア
ッ

コ
ン
に
お
け
る
自
由
交
易
権
・
自
由
航
行
権
（
た
だ
し
、

関
税
免
除
は
含
ま
な
い
）・
裁
判
権
（
副
伯
の
配
備
を

含
む
、
た
だ
し
窃
盗
・
殺
人
事
件
は
除
く
）
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 4

79
 （

=M
ar

-
se

ill
es

, 
no

. 
5

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 

69
7）

19
11

90
.5

.4
.

ギ
ー

ア
ッ
コ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
忠
実
さ
と
奉
仕
ゆ
え
に
（

pr
o 

fid
el

ita
te

 e
t s

er
vi

-
tio
）」
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ピ
サ
と
同
様
の
、
ア
ッ
コ

ン
に
お
け
る
自
由
交
易
権
・
自
由
航
行
権
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 4

80
 （

=L
ib

er
, 1

, 
no

. 
37

5
;

Im
pe

ri
al

e,
 2

, 
no

. 
19

6
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 6
93
）

20
11

90
.（

8.
1.

-
24

.）
　
　
　
　
　

フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ィ

リ
ッ
プ

2
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ

2
世
の
命
を
受
け
て
、

ム
ス
リ
ム
の
土
地
を
占
領
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
占

領
地
内
の
区
画
を
与
え
る
こ
と
を
約
束

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/4

 
（

=L
ib

er
, 1

, n
o.

 3
84

;
Im

pe
ria

-
le

, 2
, n

o.
 1

98
）

21
11

90
.9

.1
.

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
・
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
・
ズ
ィ
ベ
ル
お

よ
び
他
の
回
復
地
に
お
け
る
自
由
交
易
権
の
承
認

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 3
79

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
2,

 n
o.

 2
00

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 6

95
）

22
11

91
.5

.4
.

コ
ッ
ラ
ー
ド

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

テ
ィ
ー
ル
内
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
特
権
・
財
産
、

お
よ
び
そ
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な

ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

29
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 3

3
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 7
03
）

23
11

91
.5

.3
0.
　
　
　
　
　
　
　

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
ハ

イ
ン
リ
ヒ

6
世

ナ
ポ
リ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

1
世
が

11
62
年
に

承
認
し
た
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
が
国
外
に
持
つ
す
べ
て
の

財
産
・
特
権
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/5

 （
=L

ib
er

, 1
, n

o.
 3

85
;

Im
pe

-
ria

le
, 3

, n
o.

 2
）

24
11

91
.5

.3
0.
　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王

リ
チ
ャ
ー
ド

1
世

ア
ッ
コ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ム
ス
リ
ム
の
地
が
征
服
さ
れ
た
場
合
の
エ
ジ
プ
ト
な

ど
に
お
け
る
特
権
、
お
よ
び
ム
ス
リ
ム
の
地
が
征
服

さ
れ
た
場
合
は
そ
の

1/
3
を
授
与
す
る
こ
と
を
約
束

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/8

, 9
 

（
=L

ib
er

, 1
, n

o.
 3

81
, 3

82
;

Im
-

pe
ri

al
e,

 3
, 

no
. 

7
;

R
eg

es
ta

, 
70

2）

25
11

91
.6

.8
.-

9.
　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王

リ
チ
ャ
ー
ド

1
世

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

エ
ル
サ
レ
ム
の
町
が
征
服
さ
れ
た
場
合
、「
船
と
人
員

の
数
量
に
応
じ
て
（

ju
xt

a 
nu

m
er

um
 e

t q
ua

nt
ita

te
m

 
na

vi
am

 v
es

tra
m

 e
t g

en
tis

 v
es

te
re
）」
、
そ
の
内
の
土

地
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
約
束

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/6

  

26
11

91
.1

0.
26

.
ギ
ー

ヤ
ッ
フ
ァ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ア
ッ
コ
ン
に
て
「
サ
ラ
セ
ン
人
た
ち
と
勇
敢
に
戦
っ

た
（

co
nt

ra
 S

ar
ra

ce
no

s 
fo

rti
te

r 
de

ce
rta

vi
t）
」
ジ
ェ

ノ
ヴ
ァ
市
民
た
ち
に
、
こ
れ
ま
で
に
持
つ
ア
ッ
コ
ン

や
テ
ィ
ー
ル
内
の
諸
権
利
や
所
有
物
の
確
認
・
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 4

85
 （

=L
ib

er
, 1

, 
no

. 
39

2
;

Im
pe

ri
al

e,
 3

, 
no

. 
8

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 7

02
）
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27
11

91
（

11
92
）.

5.
9.

コ
ッ
ラ
ー
ド

ア
ッ
コ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

パ
ク
ト
ゥ
ム
・
グ
ァ
ル
ム
ン
デ
ィ
な
ど
の
こ
れ
ま
で

の
特
権
・
所
有
物
の
確
認
・
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

30
 （

=T
af

el
-

Th
om

as
, n

o.
 7

6
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 
70

5）

28
11

92
.4

.（
6.

-
28

.）
コ
ッ
ラ
ー
ド

テ
ィ
ー
ル

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
東
方
世
界
を
解
放
し
て
く
れ
た
が
ゆ
え
に
（

pr
o 

lib
-

er
at

io
ne

 o
rie

nt
al

is
 r

eg
io

ni
s）
」、
ア
ッ
コ
ン
・
ヤ
ッ

フ
ァ
・
ア
ス
カ
ロ
ン
・
エ
ル
サ
レ
ム
内
外
に
所
有
す

る
財
産
・
特
権
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

33
 （

=L
ib

er
, 1

, 
no

. 
40

1
;

Im
pe

ri
al

e,
 3

, 
no

. 
19

;
R

eg
es

ta
, 

no
. 

70
4

;
R

e-
ge

st
a 

Ad
d.

, n
o.

 7
04
）

29
11

92
（

11
91
）.

10
.3

.　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王

リ
チ
ャ
ー
ド

1
世

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

ギ
ー
の
承
認
し
た
特
権
・
財
産
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. 

II
I/1

0 
（

=M
ül

le
r, 

no
. 

35
;

Re
ge

st
a,

 
70

6）
   

30
11

93
.4

.8
.

教
皇
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
3
世

ラ
テ
ラ
ノ

ピ
サ

ギ
ー
お
よ
び
リ
チ
ャ
ー
ド

1
世
の
承
認
し
た
特
権
・

財
産
を
承
認

M
ül

le
r, 

no
. 3

6 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

71
1）

   

31
11

93
（

11
92
）.

5.
（

1.
-
5.
）
ア
ン
リ

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

ア
ッ
コ
ン
・
テ
ィ
ー
ル
・
ヤ
ッ
フ
ァ
内
の
こ
れ
ま
で

の
特
権
・
財
産
の
承
認
、
お
よ
び
エ
ル
サ
レ
ム
回
復

時
に
は
そ
の
特
権
を
「
余
の
ク
ー
リ
ア
で
（

in
 c

ur
ia

 
m

ea
）」
承
認
す
る
こ
と
を
約
束
（
た
だ
し
、「
余
の
領

地
に
や
っ
て
来
る
ピ
サ
の
コ
ン
ソ
ー
レ
た
ち
、
す
べ

て
の
ピ
サ
市
民
お
よ
び
そ
の
子
息
た
ち
は
、
そ
こ
に

留
ま
る
限
り
、
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
余
の
生
命
・

名
誉
・
領
地
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
誓
約
す
る
（

C
on

-
su

le
s 

Pi
sa

no
ru

m
 e

t o
m

ne
s 

Pi
sa

ni
 e

t fi
lii

 P
is

an
or

um
 

qu
i i

n 
te

rr
am

 m
ea

m
 v

en
ie

nt
 iu

ra
bu

nt
, q

ua
m

di
u 

in
 

te
rr

a 
m

ea
 e

t p
os

se
 m

eo
 m

or
ab

un
tu

r, 
co

ns
er

va
tu

ro
s 

m
e 

et
 v

ita
m

 m
ea

m
 e

t 
ho

no
re

m
 m

eu
m

 e
t 

te
rr

am
 

m
ea

m
 c

on
tra

 o
m

ne
s 

ho
m

in
es
）」
と
い
う
条
件
、
お

よ
び
「
あ
る
ピ
サ
人
が
余
か
ら
ブ
ル
ガ
ー
ジ
ュ
を
授

か
っ
て
い
る
場
合
、
彼
は
余
に
ブ
ル
ガ
ー
ジ
ュ
を
返

上
し
て
他
の
ピ
サ
人
と
同
じ
よ
う
に
自
由
に
な
る
か
、

も
し
く
は
も
し
そ
の
者
が
余
の
ブ
ル
ガ
ー
ジ
ュ
を
保

持
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
他
の
余
の
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
と
同
様
に
余
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（

Si
 

pi
sa

nu
s 

al
iq

ui
s 

te
ne

at
 a

 m
e 

bu
rg

es
ia

m
 a

ud
 b

ur
ge

si
-

am
 q

ua
m

 d
e 

m
e 

te
ne

t m
ih

i r
el

iq
ua

t e
t s

it 
tu

nc
 li

be
r 

ut
 a

lii
 P

is
an

i, 
au

d 
si

 v
ul

t t
en

er
e 

m
ea

n 
bu

rg
es

ia
m

, s
i-

cu
t a

lii
 b

ur
ge

ns
es

 m
ei

 m
ih

i t
en

ea
tu

r）
」
と
い
う
条

件
の
下
で
）

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

68
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 3

7
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 7
13
）

32
11

92
.（

5.
5.

-
12

.2
4.

/
11

93
.3

.2
7.
）

ア
ン
リ

ア
ッ
コ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
援
助
と
助
言
に
対
し
て
（

pr
o 

iu
va

m
in

e 
et

 c
on

si
-

lio
）」
、
ア
ッ
コ
ン
内
外
に
持
つ
こ
れ
ま
で
の
特
権
・

財
産
の
承
認
、
お
よ
び
ヤ
ッ
フ
ァ
領
内
の

D
ol

ec
村

を
「
全
農
民
と
と
も
に
（

cu
m

 o
m

ni
bu

s 
ru

st
ic

is
）」

譲
渡

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

69
 （

=M
ar

-
se

ill
es

, n
o.

 2
9）
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33
11

92
.（

5.
5.

-
12

.2
4.

/
11

93
.3

.2
7.
）

ア
ン
リ

ア
ッ
コ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
東
方
の
王
国
の
解
放
の
た
め
に
か
ね
て
よ
り
労
力
を

費
や
し
て
く
れ
た
（

pr
o 

lib
er

at
io

ne
 o

rie
nt

al
is

 r
eg

ni
 

ab
 a

nt
iq

ui
s 

re
tro

 te
m

po
rib

us
 la

bo
ra

ve
rit
）」
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
市
民
に
対
し
て
、
コ
ッ
ラ
ー
ド
が
承
認
し
た
特

権
（
た
だ
し
テ
ィ
ー
ル
の
裁
判
権
に
関
し
て
は
「
余

が
（
裁
き
を
）
望
む
者
（

de
 q

ui
bu

s･
･･

vo
lu

m
us
）」

を
例
外
と
し
「
余
が
先
決
権
を
持
つ
（

pr
ei

ud
ic

av
im

us
 

re
um
）」
と
い
う
条
件
、
お
よ
び
免
税
特
権
に
関
し
て

は
サ
ラ
セ
ン
人
の
土
地
か
ら
の
輸
入
品
は
除
く
と
い

う
条
件
）・
財
産
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

70
 （

=L
ib

er
, 1

, 
no

. 
40

5
;

Im
pe

ri
al

e,
 3

, 
no

. 
28

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 7

07
）

34
11

94
.1

.2
2.

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

兼
ト
リ
ポ
リ
伯
ボ
エ

モ
ン
ド

3
世

ピ
サ

ト
リ
ポ
リ
に
お
け
る
自
由
交
易
権
、
お
よ
び
ト
リ
ポ

リ
港
か
ら
の
収
益
ﾉ

1/
3
を
受
け
取
る
こ
と
を
承
認（
た

だ
し
、

50
0
ベ
ザ
ン
ト
の
更
新
料
を
支
払
う
と
い
う
条

件
の
下
で
）

M
ül

le
r, 

no
. 3

9 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

71
8）

35
11

95
.9

.（
1.

-
30

.）
ア
ン
リ

ア
ッ
コ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
東
方
の
王
国
の
解
放
の
た
め
に
か
ね
て
よ
り
労
力
を

費
や
し
て
く
れ
た
（

pr
o 

lib
er

at
io

ne
 o

rie
nt

al
is

 r
eg

ni
 

ab
 a

nt
iq

ui
s 

re
tro

 te
m

po
rib

us
 la

bo
ra

ve
rit
）」
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
市
民
に
対
し
て
、
ア
ッ
コ
ン
内
の
「
自
由
裁
判

権
（

cu
ria

 li
be

ra
）」
、
殺
人
・
窃
盗
事
件
お
よ
び
「
余

が
（
裁
き
を
）
望
む
者
（

de
 q

ui
bu

s･
･･

vo
lu

m
us
）」

を
例
外
と
し
、「
余
が
先
決
権
を
持
つ（

pr
ei

ud
ic

av
im

us
 

re
um
）」
と
い
う
条
件
））
・
自
由
往
来
権
・
塔
の
建
造

権
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

78
 （

=L
ib

er
, 1

, 
no

. 
41

0
;

Im
pe

ri
al

e,
 3

, 
no

. 
40

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 7

24
）

36
11

95
（

11
96
）.

1.
 

（
1.

-
31

.）
ア
ン
リ

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

ア
ン
リ
が
没
収
し
た
ア
ッ
コ
ン
内
の
パ
ン
焼
き
釜
・

浴
場
の
返
還
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

79
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 4

0
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 7
21
）

37
11

96
.5

.
キ
プ
ロ
ス
国
王
エ
メ

リ
ー
・
ド
・
リ
ュ
ジ

ニ
ャ
ン

ト
ラ
ー
ニ

「
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
（

6
世
）
の
栄
誉
の
た
め
（

pr
o 

ho
no

re
 H

en
ric

i i
m

pe
ra

to
ris
）」
、
キ
プ
ロ
ス
王
国
内

に
お
け
る
自
由
交
易
権
を
承
認

M
as

 L
at

rie
, 2

, p
. 3

0 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 7
29
）

38
11

97
（

11
96
）.

10
.1

9.
ア
ン
リ

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

ア
ッ
コ
ン
に
お
け
る
ピ
サ
市
民
の
安
全
保
証
を
承
認

（
た
だ
し
、法
に
反
し
た
場
合
は
誰
で
あ
ろ
う
と
も
「
余

の
裁
判
権
に
よ
っ
て
裁
く
（

m
ea

 iu
ris

di
ct

io
ne

 
iu

be
o）
」
と
い
う
条
件
付
き
）

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 5

79
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 

45
;

R
eg

es
ta

, 
no

. 
73

5
; 

Re
ge

st
a 

Ad
d.

, n
o.

 7
35
）

39
11

98
.1

0.
（

1.
-
31

.）
エ
メ
リ
ー

マ
ル
セ
イ
ユ

「
援
助
と
助
言
に
対
し
て
（

pr
o 

iu
va

m
in

e 
et

 
co

ns
ili

o）
」、
フ
ル
ク
・
ア
モ
ー
リ
ー
の
承
認
し
た
特
権
・

財
産
の
承
認
、
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
島
内
の

Fl
ac

ie
村

を
28

00
ベ
ザ
ン
ト
で
貸
与

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 6

13
 

（
=M

ar
se

il
le

s,
 n

o.
 6

;
M

as
 

La
tri

e,
 2

, p
. 2

4
;

 R
eg

es
ta

, n
o.

 
74

7）

40
11

99
.4

.
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

テ
ィ
ー
ル

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
・
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
・
ズ
ィ
ベ
ル
に

お
け
る
裁
判
権
（
た
だ
し
殺
人
事
件
は
除
く
）
と
自

由
交
易
権
を
承
認

Li
be

r,
 1

, n
o.

 4
24

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 7

53
）
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41
11

99
.8

.2
6.

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

兼
ト
リ
ポ
リ
伯
ボ
エ

モ
ン
ド

3
世

ピ
サ

ピ
サ
に
対
す
る
損
害
賠
償
（
侯
に

5,
00

0
ベ
ザ
ン
ト
・

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に

4,
00

0
ベ
ザ
ン
ト
）
を

3
ヶ
月
以
内
に

な
す
よ
う
に
命
令
、
支
払
え
ば
従
来
通
り
に
ト
リ
ポ

リ
内
の
家
屋
・
裁
判
権
・
自
由
を
享
受
で
き
る
が
、

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
ら
を
失
う
こ
と
を
通
告

M
ül

le
r, 

no
. 4

9 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

75
8）

42
12

00
.3

.2
0.

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

ボ
エ
モ
ン
ド

3
世

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア

ピ
サ

「
こ
れ
ま
で
の
友
愛
に
た
め
に
（

pr
o 

in
te

gr
o 

am
or

e）
」、
妻
の
イ
ザ
ベ
ル
が
承
認
し
た
テ
ィ
ー
ル
内

の
特
権
（
自
由
交
易
権
）
を
承
認

M
ül

le
r, 

no
. 5

0 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

76
9）

43
12

00
.4

.5
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

3
世

ラ
テ
ラ
ノ

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
・

カ
エ
サ
レ
ア
大
司
教

テ
ィ
ー
ル
大
司
教
と
テ
ィ
ー
ル
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の

間
の
土
地
を
巡
る
係
争
に
つ
い
て
、
聖
マ
ル
コ
教
会

に
そ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
よ
う
に
命
令

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 8
7 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 7

70
）

44
12

00
.9

.2
3.

カ
ス
テ
ッ
ロ
の
陪
審

の
オ
ッ
ト
ー
ネ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

グ
リ
エ
ル
モ
（

2
世
）・
エ

ン
ブ
リ
ア
コ
と
そ
の
相
続

人
た
ち

ア
ッ
コ
ン
内
の
聖
ロ
レ
ン
ツ
ォ
通
り
に
面
し
た
土
地

を
年
間

15
0
ベ
ザ
ン
ト
で
貸
与

K
ed

ar
, “

G
en

oa
’ s

” ,
 a

pp
. N

o.
 2

45
12

00
.1

0.
12

.
ア
ッ
コ
ン
司
教
テ
バ

ル
ド
ゥ
ス

ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

両
者
の
和
解
、
お
よ
び
ピ
サ
の
区
画
に
あ
る
ピ
サ
所

有
の
教
会
に
お
い
て
ピ
サ
市
民
に
洗
礼
を
施
す
権
利

を
承
認
（
た
だ
し
、
コ
ン
ソ
ー
レ
た
ち
は
ア
ッ
コ
ン

教
会
に
年
間

16
ベ
ザ
ン
ト
を
納
め
る
と
い
う
条
件
付

き
）

M
ül

le
r, 

no
. 5

2 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

77
5）

46
12

01
.3

.
ア
ル
メ
ニ
ア
国
王
レ

ヴ
ォ
ン

2
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

「
友
愛
（

am
or
）」
を
求
め
た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
対
し
て
、

シ
ス
・
マ
ミ
ス
ト
ラ
・
タ
ル
ス
ス
に
お
け
る
自
由
交

易
権
、
お
よ
び
財
産
の
承
認

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 4
41

 （
=I

m
pe

ria
le

, 
3,

 n
o.

 7
5

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 7

81
）

47
12

01
.1

2.
ア
ル
メ
ニ
ア
国
王
レ

ヴ
ォ
ン

2
世

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
領
内
に
お
け
る
安
全
保
証
・
自
由

交
易
権
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 9
4 

（
=R

eg
es

ta
, n

o.
 7

86
）

48
12

02
.3

.
ボ
ト
ロ
ン
領
主
プ
レ

バ
ー
ノ

ピ
サ

ボ
ト
ロ
ン
領
内
に
お
け
る
自
由
交
易
権
（
た
だ
し
、

売
却
を
目
的
と
し
た
穀
物
を
積
ん
だ
船
の
み
、
お
よ

び
ボ
ト
ロ
ン
と
ト
リ
ポ
リ
に
居
住
す
る
ピ
サ
人
は
対

象
外
）
を
承
認

M
ül

le
r, 

no
. 5

3 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

78
8）

49
12

03
.5

.3
0.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

3
世

ラ
テ
ラ
ノ

テ
ィ
ー
ル
の
聖
マ
ル
コ
教

会
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
所
有
す
る
テ
ィ
ー
ル
の

1/
3
の
区

画
に
お
け
る
諸
権
利
の
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 1
08

 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 7
91
）

50
12

05
.7

.
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

兼
ト
リ
ポ
リ
伯
ボ
エ

モ
ン
ド

4
世

ト
リ
ポ
リ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ト
リ
ポ
リ
内
に
お
け
る
自
由
交
易
権
お
よ
び
裁
判
権

（
た
だ
し
殺
人
事
件
・
強
姦
事
件
を
除
く
）
を
、

3,
00

0
ベ
ザ
ン
ト
お
よ
び

30
0
人
を
搭
載
し
た

2
隻
の
ガ
レ
ー

船
の
「
奉
仕
（

se
rv

iti
um
）」
で
貸
与

Li
be

r,
 1

, n
o.

 4
77

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 8

07
）
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51
12

06
.5

.
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市

民
の
）ヴ
ィ
タ
ー
レ
・

フ
ァ
レ
ト
ロ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ド
ー

ジ
ェ
（
ピ
エ
ト
ロ
・
ツ
ィ

ア
ー
ニ
）

テ
ィ
ー
ル
領
内
の

M
et

es
se

le
村
（
か
つ
て
、
ド
メ
ニ

コ
・
バ
テ
ィ
ア
ウ
ー
ロ
と
そ
の
兄
弟
の
ヴ
ィ
タ
ー
レ

が
、
レ
オ
ー
ネ
・
フ
ァ
レ
ト
ロ
か
ら
「
封
（

fe
od

um
）」

と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
た
）
を
譲
渡

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 1
66

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 8
13
）

52
12

11
.2

.
ア
ッ
コ
ン
の
聖
マ
ル

コ
教
会
司
祭
ラ
ウ
レ

ン
テ
ィ
ウ
ス

ア
ッ
コ
ン

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ノ
司
教
マ

ル
ク
ス

ベ
イ
ル
ー
ト
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
収
益
を
毎
年
受
け

取
る
こ
と
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 2
27

 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 8
50
）

53
12

12
（

12
13
）.

1.
20

.
ジ
ャ
ン

ア
ッ
コ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

ア
ッ
コ
ン
内
の
聖
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
教
会
の
所
有
を
承

認
U

rk
un

de
n,

 n
o.

 6
29

 
（

=M
ar

se
ill

es
, n

o.
 7

;
Re

ge
st

a,
 

no
. 

85
5

;
Re

ge
st

a 
Ad

d.
, 

no
. 

85
5）

54
12

12
.4

.1
2.

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司

教
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ

ス
、
ア
ッ
コ
ン
司
教

ガ
ル
テ
リ
ウ
ス
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
副

伯
の
ア
ン
ド
レ
ア

ア
ッ
コ
ン（
司
教
館
）
ピ
サ
と
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

町
中
の
家
を
巡
る
争
い
の
調
停
（
副
署
人
に
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
陪
審
た
ち
）

M
ül

le
r, 

no
. 9

3 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

85
8）

55
12

14
.6

.
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

ド
ー
ジ
ェ
の
ピ
エ
ト

ロ
・
ツ
ィ
ア
ー
ニ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ピ
サ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ロ
マ
ー
ニ
ア
と
シ
リ
ア
に
お
け
る
和

M
ül

le
r, 

no
. 5

7

56
12

14
.1

2.
16

.
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
バ

イ
ロ
の
ア
ン
ド
レ

ア
・
ヴ
ィ
タ
ー
レ

ア
ッ
コ
ン（
司
教
館
）
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ド
ー

ジ
ェ
（
ピ
エ
ト
ロ
・
ツ
ィ

ア
ー
ニ
）

テ
ィ
ー
ル
大
司
教
と
の
係
争
に
つ
い
て
の
報
告
（
作

成
者

:「
皇
帝
の
権
威
の
下
の
公
証
人
（

Im
pe

ria
li 

au
ct

or
ita

te
 n

ot
ar

iu
s）
」
の
ウ
ゴ
リ
ー
ノ
の
息
子
の
ア

イ
マ
ー
ロ
）

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 2
40

 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 8
72
）

57
12

16
.2

.
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

レ
ー
モ
ン
・
ル
ベ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
お
け
る
裁
判
権
（
副
伯
の
配
備

を
含
む
、
た
だ
し
殺
人
事
件
・
窃
盗
事
件
を
除
く
）

お
よ
び
安
全
保
証
を
承
認

Li
be

r,
 1

, n
o.

 5
16

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 8

85
）

58
12

16
.4

.7
.

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
侯

レ
ー
モ
ン
・
ル
ベ
ン
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア

ピ
サ

こ
れ
ま
で
の
特
権
の
承
認

M
ül

le
r, 

no
. 5

8 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

88
6）

59
12

17
.1

1.
2.

ビ
ブ
ル
ス
領
主
ギ
ー

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
シ
リ
ア
・

バ
イ
ロ
の
テ
ィ
エ
ポ
ロ
・

ゼ
ン

争
い
の
和
解
案
と
し
て
、

10
4
ベ
ザ
ン
ト
を
支
払
え
ば

ビ
ブ
ル
ス
領
内
に
お
け
る
自
由
・
安
全
保
証
・
自
由

交
易
権
を
承
認
す
る
こ
と
を
提
案

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 2
50

 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 9
04
）

60
12

17
-
12

19
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

ド
ー
ジ
ェ
の
ピ
エ
ト

ロ
・
ツ
ィ
ア
ー
ニ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

両
者
の
間
の
和

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 2
51
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61
12

19
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ブ
リ

エ
ン
ヌ

ダ
ミ
エ
ッ
タ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
商
人
ル
チ
ー

ノ
・
コ
ル
サ
ー
リ

20
0
マ
ル
ク
の
追
加
融
資
を
要
求

Re
ge

st
a,

 n
o.

 9
27

62
12

20
.1

0.
4.

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世

カ
ス
テ
ッ
ロ
・
サ
ン
・

ピ
エ
ト
ロ
（
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
）

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

十
字
軍
国
家
に
お
け
る
所
有
物
を
「
封
（

fe
od

um
）」

と
し
て
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. 

II
I/1

2 
（

=L
ib

er
, 1

, n
o.

 5
61
） 

63
12

21
.1

1.
ベ
イ
ル
ー
ト
伯
ジ
ャ

ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン

ベ
イ
ル
ー
ト

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

不
入
権
・
裁
判
権
・
家
屋
の
所
有
権
な
ど
を
承
認

Li
be

r,
 1

, n
o.

 5
69

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 9

50
）

64
12

21
.1

2.
ベ
イ
ル
ー
ト
伯
ジ
ャ

ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン

ベ
イ
ル
ー
ト

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

自
由
交
易
権
・
裁
判
権
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 2
61

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 9
51
）

65
12

22
.6

.2
3.

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
バ

イ
ロ
の
フ
ィ
リ
ッ

ポ
・
コ
ル
ナ
リ
オ

ア
ッ
コ
ン
（
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
聖
マ
ル
コ

教
会
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
・
ピ
サ

裁
判
権
を
巡
る
三
者
の
間
の
係
争
の
終
結
宣
言

Re
ge

st
a,

 n
o.

 9
56

66
12

22
.6

.
ベ
イ
ル
ー
ト
伯
ジ
ャ

ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ベ
イ
ル
ー
ト
に
お
け
る
自
由
交
易
権
・
自
由
往
来
権
、

お
よ
び
裁
判
権
（
殺
人
事
件
を
除
く
）
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 2
62

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 9
57
）

67
12

22
.7

.1
5.

ピ
サ
の
コ
ン
ソ
ー
レ

の
ペ
ッ
キ
オ
、
ジ
ェ

ノ
ヴ
ァ
の
コ
ン
ソ
ー

レ
の
ウ
ー
ゴ

ア
ッ
コ
ン
（
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
聖
マ
ル
コ

教
会
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
・
ピ
サ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
バ
イ
ロ
の
グ
イ
ー
ド
・
ア
ッ
コ
タ

ン
ト
の
立
ち
会
い
の
下
、
三
者
の
間
の
和
解
を
確
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 9
58

68
12

22
.1

2.
16

.
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
バ

イ
ロ
の
フ
ィ
リ
ッ

ポ
・
コ
ル
ナ
リ
オ
、

ピ
サ
の
コ
ン
ソ
ー
レ

の
ウ
ー
ゴ
・
デ
・
ア
ッ

ジ
ョ
ー
ラ

ア
ッ
コ
ン
（
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
聖
マ
ル
コ

教
会
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
・
ピ
サ

両
者
が
か
つ
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
コ
ン
ソ
ー
レ
の
ペ
ッ

キ
オ
と
結
ん
だ
和
解
を
承
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 9
60

69
12

22
.1

2.
17

.
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
バ

イ
ロ
の
ジ
ッ
ロ
・
キ

リ
ー
ノ

ア
ッ
コ
ン
（
ピ
サ
の

聖
ピ
エ
ト
ロ
教
会
）
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
・
ピ
サ

三
者
の
間
の
和
解
を
確
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 9
61

70
12

23
.5

.
ベ
イ
ル
ー
ト
伯
ジ
ャ

ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

こ
れ
ま
で
の
特
権
（
た
だ
し
、
陶
器
・
ワ
イ
ン
・
油
・

穀
物
は
免
税
の
対
象
外
）
の
承
認

Li
be

r,
 1

, n
o.

 9
63

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 9

63
）

71
12

23
.9

.2
2.

ベ
イ
ル
ー
ト
伯
ジ
ャ

ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

ベ
イ
ル
ー
ト
に
お
け
る
自
由
交
易
権
、
お
よ
び
裁
判

権
（
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
配
備
を
含
む
、
殺
人
・
流
血
事

件
を
除
く
）
の
付
与

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 8

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 9

65
）

72
12

24
.3

.2
8.
　
　
　
　
　
　
　

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
兼

シ
チ
リ
ア
国
王
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世

カ
タ
ー
ニ
ア

ア
ッ
コ
ン
の
住
民
た
ち

ピ
サ
と
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
対
立
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

の
商
品
を
優
遇
す
る
よ
う
に
、
か
つ
ピ
サ
の
ア
ッ
コ

ン
の
往
来
を
妨
害
す
る
よ
う
に
命
令

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. 

II
I/1

3 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 1
02

5）
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73
12

25
.2

.2
4.

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ポ
デ

ス
タ
に
し
て
コ
ン

ソ
ー
レ
に
し
て
副
伯

の
ブ
ラ
ン
カ
レ
オ
ー

ネ
・
デ
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
（
聖
ラ

ウ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
教

会
）

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

十
字
軍
国
家
に
お
け
る
所
有
物
の
確
認

Li
be

r,
 1

, n
o.

 6
17

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 9

70
）

74
12

29
.4

.（
1.

-
20

.）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世
ア
ッ
コ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

「
余
の
家
臣
（

no
st

re
 h

om
in

es
）」
の
モ
ン
ペ
リ
エ
の

人
々
の
物
品
を
運
ぶ
マ
ル
セ
イ
ユ
に
対
し
て
、
従
来

の
規
則
に
従
っ
て
モ
ン
ペ
リ
エ
市
民
の
自
由
往
来
権

を
妨
げ
な
い
よ
う
に
命
令

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 6

65
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 1
01

4）

75
12

29
.4

.（
21

.-
30

.）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世
ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

「
余
に
忠
実
な
る（

fid
el

es
 n

os
tri
）」
ピ
サ
対
し
て
、ア
ッ

コ
ン
に
お
い
て
ピ
サ
市
民
に
関
す
る
こ
と
は
ピ
サ
の

ク
ー
リ
ア
で
審
議
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 6

69
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 6

5
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
00

5）

76
12

29
.4

.（
21

.-
30

.）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世
ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

「
余
に
忠
実
な
る（

fid
el

es
 n

os
tri
）」
ピ
サ
対
し
て
、ア
ッ

コ
ン
・
テ
ィ
ー
ル
・
ヤ
ッ
フ
ァ
に
持
つ
す
べ
て
の
裁

判
権
お
よ
び
テ
ィ
ー
ル
～
ヤ
ッ
フ
ァ
間
の
自
由
航
行

権
な
ど
の
特
権
の
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 6

70
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 6

6
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
00

6）

77
12

29
.4

.（
21

.-
30

.）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世
ア
ッ
コ
ン

ピ
サ

「
余
に
忠
実
な
る
（

fid
el

es
 n

os
tri
）」
ピ
サ
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になる〔表 2-31・33・35・36・38〕。その中で最も注目すべきは、1193年 5月に発給され
たとされる証書である〔表 2-31〕。この中において、アンリ一代限りという限定はあるも
のの、ピサの軍事奉仕義務が復活しているのである。また、ピサ市民であっても、国王か
らブルガージュを授かっている限りにおいて、その者は王国民である、という規定も設け
られている。総じて、ヨーロッパの商業都市民たちは、母国に対してより強いアイデンティ
ティーを持ってたと思われるが、このアンリの規定は王国に対するアイデンティティーを
有する住民の確保を目指したものと考えられる。このことを傍証するのが、ジェノヴァに
対してヤッファ領内のドレク村（現不明）を譲渡したことである〔表 2-32〕。ハッティー
ンの戦いとその後に続いた戦乱の中で、王国が都市民以上に農民の損失に苦しんだであろ
うことは、想像に難くない。そのような状況下において、全農民とともに一つの村落経営
を委ねることは、王国領内に足を付けて定住する者を確保したい、というアンリの方針を
示していると考えられる。
アンリによる特権抑制の政策は、より強い王権を志向したエメリーおよびジャンの時代
に、さらに加速したものと考えられる。この両者の統治下において、商業都市に特権が付
与されたことを示す証書はわずか二通のみであり、しかもいずれもマルセイユに対するも
のである〔表 2-39・53〕。イスラーム勢力との休戦協定の延長という外交政策のあり方も、
ピサ・ジェノヴァ・ヴェネツィアにさらなる特権や財産を付与する動機を失わせたのであ
ろう。むしろ、ヴェネツィアのシリア領事を務めたマルシリオ・ゾルジの『報告書』〔表
3-2〕からは、ジャンがヴェネツィアの裁判権を侵害していたことが解る。また同王は、
第 5回十字軍に際して、商業都市民たちに遠征費を半ば強制的に負担させてもいたようで
ある〔表 2-61〕。このような状況下でジェノヴァの取った方策は、やはり外部勢力による
自身の特権・財産への権威付けであった〔表 2-62〕。しかし、第 5回十字軍の失敗により、
ジャンの権威・権力は低下したようである。王国の最有力貴族の一人であるベイルート伯
ジャン・ディブランによって特権・財産の回復が図られたが〔表 2-63・64・66・70・
71〕、ジャンの強権的な政策の下で抑えられていたピサ・ジェノヴァ・ヴェネツィアは互
いに争うようになった。最終的にこの三者の間で休戦協定が締結されるのは、王位継承権
を持つ娘イザベラ 2世の婿探しのためにジャンが渡欧（1222年 10月）して以降のことで
あった〔表 2-60・65・67・68・69〕（31）。
このように、むしろジャンの王国不在期に、商業都市と王国との関係、および商業都市
間の関係は修復していく傾向にあったが、そこに大きな横槍が入ることとなった。神聖ロー
マ皇帝兼シチリア国王フリードリヒ 2世は、いまだ婚姻の儀は執り行われていないものの、
1223年 3月にジャンとの間でイザベラ 2世との婚姻についての合意を得ていた（なお、
婚姻の儀は 1225年 11月 9日）。そして、1224年 3月 28日、彼はアッコンの住民たちに

（31） 詳細については、Favreau-Lilie, “Friedenssicherung”, pp. 429-447, を参照されたい。
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向けて、ジェノヴァ人が持ち込む商品を優遇すること、およびピサ人の往来を妨害するよ
うに命ずるのである〔表 2-72〕。これまでにも随所で触れてきたように、ジェノヴァはた
びたび神聖ローマ皇帝に頼ってきたので、フリードリヒ 2世が親ジェノヴァの立場にあっ
たのはその延長線上のことであろう。しかし、恐らくはそれから間もなく、ピサはフリー
ドリヒ 2世に歩み寄ったようである。1229年、国王戴冠式を行うべくエルサレム王国へ
とやって来たフリードリヒ 2世は、「余に忠実なる（fidei nostri）」ピサに対して、その特権・
財産を承認する一連の証書を発給している〔表 2-75・76・77〕。ここで注意すべきは、エ
ルサレム王国に腰を据えるつもりのないフリードリヒ 2世による特権・財産の承認には、
何ら制限・条件が付されていないということである。なお、フリードリヒ 2世は、やはり
「余に忠実なる」モンペリエの交通の自由を認めるようマルセイユに命じているが、これ
に対してマルセイユは教皇からのお墨付きを得ることで対抗した〔表 2-74・78〕。
ロンバルディア戦争勃発後の 1233年 10月 24日、ベイルート伯ジャン・ディブランを

中心とする反皇帝派、すなわちアッコン・コミューン側は、皇帝の側に立つジェノヴァと
ピサに対して、四年間の「封（feodum）」授与を凍結することを通告した〔表 2-83〕。こ
こからは、やはり基本的に十字軍国家の支配者側は、商業都市への特権・財産の授与を「封」
と捉えていたことが明らかとなり、それは彼らが商業都市を運命共同体の構成員にしよう
と試みていたと考えることを可能にする。そして、この通告に対してジェノヴァが運命共
同体に身を投じることを選択して皇帝側から離反したことは、1233年 12月 2日に発給さ
れたアッコン・コミューン側の証書、および当初からアッコン・コミューン側に立ってい
たヴェネツィアとの和解に至ったことが示している〔表 2-84・87〕。すなわち、ロンバルディ
ア戦争によって王国内部の力源が分裂する中での「生き残るための努力」として、ヴェネ
ツィアとジェノヴァは反皇帝派との連携を選択し、ピサは皇帝との連携を重視したのであ
る。

3.　ロンバルディア戦争終結以降の状況

ロンバルディア戦争は反皇帝派側の勝利という形で終結したが、それによってホーエン
シュタウフェン家の王位が剥奪されたわけではなかった。同戦争終結後に、ヴェネツィア
がまず行ったのは、同戦争中に、あるいはそれまでに失われてしまった財産・特権の回復
を目指すために自力で調査を行うことであった。先に触れたマルシリオ・ゾルジの『報告
書』は、このようにして作成されたのだが、国王不在という状況が長く続いたこともあっ
て、その努力が実るのは約 30年を経てのこととなる〔表 3-2・68〕。
国王との戦争やその後も続く国王の不在という状況の中で、積極的に関与してきたのが
教皇インノケンティウス 4世であった。彼は、フリードリヒ 2世の破門を広く世に知らし
めた第一リヨン公会議が終わって間もなくの 1245年 7月 8日以降、ヴェネツィア・ジェ
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ノヴァ・マルセイユ・アンコーナといった商業都市が十字軍国家に所持する財産・特権を
承認する一連の書簡を発行し続けた〔表 3-5・8・9・10・13・14・18～27・29～34〕。彼が、
とりわけ都市エルサレムが再び失われてしまって以降、キリスト教徒の回心を目指して数
多くの托鉢修道会士を十字軍国家に派遣したことは拙稿で述べたとおりであるが（32）、一連
の書簡の送付は、彼なりの十字軍国家における秩序回復政策の一環として捉えられよう。
ただし、フリードリヒ 2世との結び付きを深めていたために破門されていたピサは（33）、対
象の外に置かれた。従って、ピサは自身の権益を守るための手段として、やはり皇帝に依
存せざるをえなかった〔表 3-12〕。また、ジェノヴァも 1249年頃には、ともに反皇帝派
として戦った者たちとの関係を悪化させていたようである。そのために、ジェノヴァも自
身の利益を守るためには皇帝の権威に依拠するか〔表 3-16〕、もしくは自力救済的な処置
を行なうしかなくなった〔表 3-15・29〕。1251年には、インノケンティウス 4世もジェノ
ヴァを擁護する一連の書簡を発する〔表 3-29～34〕。その背景には、彼がジェノヴァ出身
だということもあったかもしれないが、ジェノヴァが聖王ルイの十字軍に少なからぬ貢献
をしたということがあった（34）。
聖王ルイの十字軍国家滞在中（1250～1254年）は、穏やかな日々が続いたようである。

しかし、1256年、アッコンにある聖サバス教会の所有権を巡るヴェネツィアとジェノヴァ
の対立が大きな内戦へと発展する。いわゆる聖サバス戦争の勃発である。ティール =ト
ロン領主フィリップ・ド・モンフォールや聖ヨハネ修道会は、ジェノヴァの味方をした。
一方、ヴェネツィア側には、ヤッファ伯ジャン・ディブラン、テンプル騎士修道会、そし
てピサが付いた（35）。さらにそれぞれの背後には、ジェノヴァ側にはコンラーディンからシ
チリア王位を簒奪したマンフレディ〔表 3-39〕が、ヴェネツィア側には後にマンフレディ
を駆逐することとなるアンジュー伯シャルル 1世がいた〔表 3-43〕。ただし、聖サバス戦
争ではジェノヴァへの敵対心からヴェネツィア側に立ちながらも、相変わらずピサがホー
エンシュタウフェン家との関係を重視していたことは、表 3-60が示すとおりである。
このような状況に、教皇アレクサンデル 4世も対処しようとするが、結局は上手くいか
なかったようである〔表 3-45・46・48〕。在地の者たちも、バイバルスからの攻撃が激化
する中で、聖サバス戦争がいち早く収束することを望んでいた〔表 3-53〕。つまり、彼ら
にとっては商業都市間の和が、「生き残るための努力」の最優先課題になってしまったわ
けであるが、その間もジェノヴァとヴェネツィアはそれぞれのアイデンティティーを核と
した「生き残るための努力」に邁進していた。戦闘を尻目に、したたかに特権の確保に勤

（32） 拙稿「13世紀聖地周辺域における托鉢修道会士の活動 ─ ムスリムの改宗作業とキリスト教徒の回心作業を
中心に ─」『東北学院大学論集（歴史学・地理学）』39号、2005年、 33～78頁。

（33） Templar of Tyre （Crawford, P. （ed. and tra.））, The ‘Templar of Tyre’ : Part III of the ‘Deeds of the Cypriots’, 
Burlington, 2003（以下、Templar of Tyreと略記）, chap. 240.

（34） Templar of Tyre, chap. 261.
（35） Templar of Tyre, chap. 275-282.
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た
ち
を
困
惑

さ
せ
な
い
よ
う
に
命
令

C
ar

tu
la

ire
, n

o.
 2

32
2 （

=R
eg

es
-

ta
 A

dd
., 

no
. 1

12
9a
）

4
12

45
.2

.1
7.

聖
ソ
フ
ィ
ア
教
会
の

司
祭
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ノ
司
教
ペ

ト
ル
ス

ベ
イ
ル
ー
ト
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
収
益
を
毎
年
受
け

取
る
こ
と
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
06

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 1
13

2）

5
12

45
.7

.2
8.
　
　
　
　
　
　教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

ア
ン
コ
ー
ナ

ア
ッ
コ
ン
の
港
へ
の
自
由
航
行
権
、
お
よ
び
ア
ッ
コ

ン
に
お
け
る
自
由
交
易
権
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 A

pp
. I

II
/1

4 
（

=B
er

ge
r, 

2,
 n

o.
 1

40
4

;
Re

-
ge

st
a,

 n
o.

 1
02

5）
   

6
12

46
.3

.
ア
ル
メ
ニ
ア
国
王
ヘ

ト
ゥ
ム

1
世

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
領
内
に
お
け
る
自
由
交
易
権
・
自

由
往
来
権
、
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
船
が
難
破
し

た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を

承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
07

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 1
14

1）

7
12

46
.1

0.
16

.
聖
ソ
フ
ィ
ア
教
会
の

司
祭
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ノ
司
教
ペ

ト
ル
ス

ベ
イ
ル
ー
ト
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
収
益
を
毎
年
受
け

取
る
こ
と
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
08

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 1
14

6）

8
12

47
.5

.6
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

テ
ィ
ー
ル
お
よ
び
ア
ッ
コ
ン
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
特

権
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
09

 （
=P

ot
-

th
as

t, 
no

. 1
25

05
;

B
er

ge
r, 

no
. 

30
30

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 1

14
8）

9
12

47
.1

2.
7.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
王
国
内
に
お
け

る
教
会
罰
か
ら
の
保
護
を
宣
言

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 7
79

10
12

47
.1

2.
7.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

ア
ッ
コ
ン
の
聖
十
字
教
会

聖
堂
参
事
会
長

上
の
こ
と
を
遂
行
す
る
よ
う
に
命
令

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 7
82

11
12

48
.8

.6
.

教
皇
特
使
オ
ク
タ

ウ
ィ
ア
ヌ
ス

ミ
ラ
ノ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

テ
ィ
ー
ル
お
よ
び
ア
ッ
コ
ン
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
特

権
を
承
認

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
12

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 1
15

1）
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12
12

48
.3

.4
.-

12
49

.3
.3

1.
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世

の
陪
審
に
し
て
公
証

人
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・

カ
ス
チ
ー
ナ
の
息
子

ベ
ネ
ン
カ
ー
サ

ア
ッ
コ
ン
（
ピ
サ
の

聖
ピ
エ
ト
ロ
教
会
）
ピ
サ
の
ア
ッ
コ
ン
兼
全
シ

リ
ア
の
コ
ン
ソ
ー
レ
の

グ
ィ
ー
ド
・
デ
・
サ
ン
カ
ッ

シ
ア
ー
ノ

陪
審
サ
ン
ト
ー
レ
・
デ
・
ユ
ベ
ナ
ッ
ツ
ィ
オ
な
ど
の

立
ち
会
い
の
下
、
ピ
サ
が
ア
ッ
コ
ン
や
シ
リ
ア
に
保

有
す
る
特
権
・
財
産
の
確
認

M
ül

le
r, 

no
. 3

6 （
=R

eg
es

ta
, n

o.
 

11
57
）

;
M

ül
le

r, 
no

. 2
3 （

=R
e -

ge
st

a,
 n

o.
 1

15
8）

:
M

ül
le

r, 
no

. 
5 （

=
R

eg
es

ta
, 

no
. 

11
59
）

; 
M

ül
le

r, 
no

. 6
7 （

=R
eg

es
ta

, n
o.

 
11

60
）

;
M

ül
le

r, 
no

. 3
2 （

=R
e-

ge
st

a,
 n

o.
 1

16
1）

;
M

ül
le

r, 
no

. 
15

 （
=R

eg
es

ta
, 

no
. 

11
62
）

; 
M

ül
le

r, 
no

. 3
1 （

=R
eg

es
ta

, n
o.

 
11

77
）

;
M

ül
le

r, 
no

. 9
 （

=R
e-

ge
st

a,
 n

o.
 1

17
3）

13
12

48
.1

1.
18

.
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

3
世
に
承
認
さ
れ
た
特
権
・
財
産
を

承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

2

14
12

49
.3

.2
3.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
ロ

ベ
ル
ト
ゥ
ス

マ
ル
セ
イ
ユ
の
特
権
を
保
証
す
る
よ
う
に
命
令

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

3

15
12

49
.6

.2
3.

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
シ
リ

ア
の
コ
ン
ソ
ー
レ
に

し
て
副
伯
の
シ
モ

ン
・
マ
ロ
チ
ェ
ッ
リ

ア
ッ
コ
ン

ニ
ッ
コ
ロ
・
ド
ラ
ー
ジ
な
ど
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民
た

ち
の
立
ち
会
い
の
下
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
保
有
す
る
特

権
・
財
産
な
ど
の
確
認

D
es

im
on

i, 
no

. 1
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 1
18

1）
;

16
12

49
.7

.1
4.

グ
ィ
レ
ル
モ
・
デ
・

ブ
ル
ガ
ッ
ロ
と
ジ
ェ

ノ
ヴ
ァ
の
シ
リ
ア
の

コ
ン
ソ
ー
レ
に
し
て

副
伯
の
シ
モ
ン
・
マ

ロ
チ
ェ
ッ
リ

ア
ッ
コ
ン

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
カ
ス
タ
ー
ネ
な
ど
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

市
民
た
ち
の
立
ち
会
い
の
下
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
保
有

す
る
特
権
・
財
産
な
ど
の
確
認
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

2
世
の
公
証
人
カ
ス
テ
ッ
ロ
・
デ
・
パ
キ
サ
ー
ノ
が
作
成
）

D
es

im
on

i, 
no

. 2
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 1
18

2）

17
12

49
.1

0.
1.

ラ
ン
フ
ラ
ン
コ
・
ト

ル
ネ
ッ
ロ
な
ど
の

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民
た

ち

ア
ッ
コ
ン
（
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
所
有
の
家
屋
）
テ
ン
プ
ル
騎
士
修
道
会

借
金
の
返
済

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
18

3

18
12

49
.1

2.
21

.
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
助

祭
長

テ
ィ
ー
ル
お
よ
び
ア
ッ
コ
ン
の
聖
マ
ル
コ
教
会
の
特

権
を
保
証
す
る
よ
う
に
命
令

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
13

, 3
14

 
（

=P
ot

th
as

t, 
no

. 
13

89
5

;
Re

-
ge

st
a,

 n
o.

 1
18

5）

19
12

50
.3

.1
5.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

フ
ル
ク
・
ア
モ
ー
リ
ー
・
エ
メ
リ
ー
な
ど
に
承
認
さ

れ
た
特
権
・
財
産
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

4

20
12

50
.3

.1
5.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
兼

ニ
コ
シ
ア
大
司
教
ロ
ベ
ル

ト
ゥ
ス

マ
ル
セ
イ
ユ
の
特
権
を
保
証
す
る
よ
う
に
命
令

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

5
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21
12

50
.3

.1
7.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

キ
プ
ロ
ス
国
王
ア
ン
リ

1
世

マ
ル
セ
イ
ユ
の
特
権
を
保
証
す
る
よ
う
に
命
令

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

6

22
12

50
.3

.1
7.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

フ
ル
ク
に
承
認
さ
れ
た
特
権
・
財
産
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

7

23
12

50
.3

.1
8.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

3
世
に
承
認
さ
れ
た
自
由
交
易
権
、

お
よ
び
ヤ
ッ
フ
ァ

=
ア
ス
カ
ロ
ン
伯
領
内
の

R
am

ie
村
の
所
有
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

8

24
12

50
.3

.1
8.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

ジ
ャ
ン
・
ド
・
ブ
リ
エ
ン
ヌ
に
承
認
さ
れ
た
ア
ッ
コ

ン
内
の
裁
判
権
お
よ
び
家
屋
の
所
有
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 1

9

25
12

50
.3

.1
8.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
・
キ
プ
ロ
ス
王
国
内
の
自
由
往
来

権
・
不
入
権
・
財
産
の
所
有
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

0

26
12

50
.3

.1
8.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ

ギ
ー
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
ア
ッ
コ
ン
に
お
け
る
不
入

権
・
裁
判
権
（
副
伯
と
コ
ン
シ
ュ
ラ
の
配
備
を
含
む
）・

自
由
交
易
権
・
免
税
特
権
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

1

27
12

50
.3

.1
8.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

リ
ヨ
ン

マ
ル
セ
イ
ユ
、
モ
ン
ペ
リ

エ
キ
プ
ロ
ス
国
王
ア
ン
リ

1
世
に
承
認
さ
れ
た
キ
プ
ロ

ス
王
国
領
内
に
お
け
る
自
由
交
易
権
・
不
入
権
を
承

認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

2

28
12

50
.5

.3
.

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
シ
リ

ア
の
コ
ン
ソ
ー
レ
の

シ
モ
ン
・
マ
ロ

チ
ェ
ッ
リ
と
、
同
じ

く
オ
ジ
ェ
ッ
ロ
・

リ
ッ
チ

ア
ッ
コ
ン

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
特
権
・
財
産
な
ど
の
確
認

D
es

im
on

i, 
no

. 3
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 1
18

7,
 1

18
8）

  

29
12

51
.6

.1
1.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

テ
ィ
ー
ル
大
司
教

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
・
ト
リ
ポ
リ
伯
国
・
ア
ン
テ
ィ
オ

キ
ア
侯
国
に
お
け
る
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
対
す
る
妨
害

行
為
か
ら
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民
を
保
護
す
る
よ
う
に
命

令

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 7
95

30
12

51
.7

.5
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
会
総
長
ギ

ヨ
ー
ム
・
ド
・
シ
ャ
ト
ー

ヌ
フ

同
上

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 7
99

31
12

51
.7

.5
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
・
ト
リ
ポ
リ
伯
国
・
ア
ン
テ
ィ
オ

キ
ア
侯
国
に
お
け
る
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
財
産
・
特
権

を
承
認

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 8
00

32
12

51
.7

.5
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
・
ト
リ

ポ
リ
伯
国
・
ア
ン
テ
ィ
オ

キ
ア
侯
国
の
高
位
聖
職
者

た
ち

上
の
こ
と
を
通
知

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 8
01
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33
12

51
.7

.5
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
聖

サ
バ
ス
修
道
院
長

ア
ッ
コ
ン
港
近
く
の
家
屋
を
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
売
却
す

る
よ
う
に
命
令

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 8
18

34
12

51
.7

.5
.

教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス

4
世

テ
ィ
ー
ル
大
司
教

上
の
こ
と
を
遂
行
す
る
よ
う
に
命
令

Li
be

r, 
1,

 n
o.

 8
19

35
12

52
.2

.（
1.

-
29

.）
コ
ン
ラ
ー
ト

4
世

フ
ォ
ッ
ジ
ャ

メ
ッ
シ
ー
ナ

ア
ッ
コ
ン
港
に
お
い
て
ピ
サ
と
同
等
の
不
入
権
を
承

認
U

rk
un

de
n,

 n
o.

 7
04

 （
=R

eg
es

ta
 

Ad
d.

, n
o.

 1
20

2）

36
12

55
.1

0.
9.

ナ
ザ
レ
大
司
教
ヘ
ン

リ
ク
ス

ア
ッ
コ
ン
（
ナ
ザ
レ

大
司
教
館
）

ア
ッ
コ
ン
に
居
住
す
る

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民
の
マ
ッ

デ
ィ
オ
・
デ
・
マ
リ
ー
ノ

か
つ
て
ラ
ル
フ
・
ア
ン
グ
ル
が
ナ
ザ
レ
教
会
か
ら
ブ

ル
ガ
ー
ジ
ュ
と
し
て
受
け
取
っ
た

Sa
ph

or
ia
村
内
の

土
地
、
お
よ
び
ナ
ザ
レ
市
内
の
家
屋
、
お
よ
び
ナ
ザ

レ
近
郊
の
ブ
ド
ウ
畑
を
譲
渡

R
ey

, p
p.

 3
6-

38
 （

=R
eg

es
ta

, n
o.

 
12

42
）

37
12

57
.4

.2
.

教
皇
付
司
祭
ヨ
ハ
ネ

ス
・
デ
・
カ
メ
ツ
ァ
ー

ノ

ラ
テ
ラ
ノ

マ
ル
セ
イ
ユ

ヤ
ッ
フ
ァ
伯
ジ
ャ
ン

1
世
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン
に
よ
っ
て

承
認
さ
れ
た
自
由
・
不
入
権
な
ど
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

3

38
12

57
.8

.1
0.

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
の

コ
ネ
タ
ブ
ル
兼
バ
イ

イ
の
ア
ル
ス
ー
ル
領

主
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
ブ

ラ
ン

ア
ッ
コ
ン

ア
ン
コ
ー
ナ
の
「
護
法
官

（
sy

nd
ic

us
）」
兼
「
弁
護
官

（
pr

oc
ur

at
or
）」
の
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
・
デ
・
グ
イ
ー

ド
と
ビ
エ
ン
ベ
ー
ネ
・
デ
・

ヴ
ィ
ダ
ー
レ
）

テ
ィ
ー
ル
領
主
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
、

カ
エ
サ
レ
ア
領
主
ジ
ャ
ン
・
ラ
ル
マ
ン
や
「
エ
ル
サ

レ
ム
領
の
護
法
官
兼
弁
護
官
（

sy
nd

ic
us

 e
t p

ro
cu

ra
to

r 
sg

no
ria

e 
H

ie
ro

so
ly

m
ita

na
e）
」の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・

ソ
ー
ヴ
ァ
ン
な
ど
の
同
意
の
下
、
ア
ッ
コ
ン
の
ジ
ェ

ノ
ヴ
ァ
領
内
に
あ
る
教
会
・
館
・
宿
の
所
有
を
承
認
（
も

し
戦
争
が
生
じ
た
場
合
、

50
人
の
ア
ン
コ
ー
ナ
の
兵

士
を
提
供
す
る
と
い
う
条
件
の
下
で
）

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 8

06
 （

=P
ao

li,
 1

, 
no

. 1
32

;
Re

ge
st

a,
 n

o.
 1

25
9）

39
12

58
.9

.1
2.

（
12

59
.4

.3
0.
）

シ
チ
リ
ア
国
王
マ
ン

フ
レ
デ
ィ

メ
ッ
シ
ー
ナ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ポ
デ
ス
タ

（
オ
ピ
ツ
ォ
ー
ニ
・
デ
・
フ

リ
ス
コ
）

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ア
ッ
コ
ン
・
コ
ン
ソ
ー
レ
の
ジ
ャ
コ

モ
・
フ
リ
ゼ
ー
ノ
が
財
産
を
移
譲
し
た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

人
メ
ル
ー
リ
・
ス
キ
リ
ー
ニ
の
相
続
人
で
あ
る
、
メ
ッ

シ
ー
ナ
市
民
フ
グ
ッ
ツ
ィ
オ
・
ダ
レ
ツ
ィ
オ
に
、
し

か
る
べ
き
金
銭
を
譲
渡
す
る
よ
う
に
命
令
（
関
連

:
そ
の
遂
行
）

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
26

8
（
関
連

:
Re

ge
st

a,
 n

o.
 1

27
3）

40
12

59
.5

.2
5.

聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
会
総

長
ユ
ー
グ
・
ド
・
ル

ヴ
ェ
ル

ア
ッ
コ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ア
ッ
コ

ン
の
バ
イ
ロ
の
マ
ル
コ
・

ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ノ
、

お
よ
び
同
ア
ッ
コ
ン
の
コ

ン
ソ
ー
レ
の
ピ
エ
ト
ロ
・

ブ
リ
ッ
キ
オ
と
ジ
ョ
ヴ
ァ

ン
ニ
・
デ
・
モ
リ
ー
ノ

ア
ッ
コ
ン
の
港
近
く
の
家
屋
お
よ
び
倉
庫
の
貸
与
を

承
認

C
ar

tu
la

ire
, n

o.
 2

91
9 （

=R
eg

es
-

ta
 A

dd
., 

no
. 1

27
3a
）

41
12

59
.8

.2
.

テ
ィ
ベ
リ
ア
司
教
エ

ウ
ス
ト
ロ
ギ
ウ
ス
と

ア
ッ
コ
ン
に
あ
る
ド

ミ
ニ
コ
会
系
の
聖
サ

ミ
ュ
エ
ル
修
道
院
長

ヨ
ハ
ネ
ス

ア
ッ
コ
ン

テ
ィ
ー
ル
に
あ
る
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
聖
ラ
ウ
レ
ン

テ
ィ
ー
ノ
教
会
聖
堂
参
事

会
長

テ
ィ
ー
ル
に
お
け
る
聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
会
と
の
間
に
生

じ
た
、
聖
ラ
ザ
ロ
修
道
院
の
財
産
を
巡
る
争
い
の
終

結
を
命
令
し
た
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル

4
世
の
勅
書

を
提
示

Pa
ol

i, 
1,

 n
o.

 1
35

, 1
38

 （
=C

ar
-

tu
la

ir
e,

 n
o.

 2
92

5
;

Re
ge

st
a,

 
no

. 
12

75
, 

12
76

;
R

eg
es

ta
 

Ad
d.

, 1
27

5,
 1

27
6）
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42
12

59
.8

.5
.

テ
ィ
ー
ル
に
あ
る

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
聖
ラ

ウ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
教

会
聖
堂
参
事
会
長

テ
ィ
ー
ル

聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
院

係
争
中
の
聖
ラ
ザ
ロ
修
道
院
の
財
産
を
譲
渡
す
る
こ

と
を
承
認

Pa
ol

i, 
1,

 n
o.

 1
35

 （
=C

ar
tu

la
ire

, 
no

. 2
92

5
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
27

7
; 

Re
ge

st
a 

Ad
d.

, 1
27

7）

43
12

59
.1

0.
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

ド
ー
ジ
ェ
の
ラ
ニ
エ

リ
・
ゼ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
（
総

督
府
）

マ
ル
セ
イ
ユ
の
外
交
使
節

ア
ル
ノ
ー
・
エ
ソ
ル
シ
ー

ヴ

ア
ッ
コ
ン
に
お
け
る
、
カ
ピ
タ
ネ
イ
の
ラ
ウ
レ
ン

テ
ィ
ー
ノ
・
テ
ウ
プ
ー
ロ
お
よ
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

バ
イ
ロ
の
マ
ル
コ
・
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ノ
（
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
側
）
と
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
シ
ャ
ル
ル
の
外

交
使
節
に
し
て
ア
ッ
コ
ン
に
お
け
る
マ
ル
セ
イ
ユ
の

コ
ン
シ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
ギ
ヨ
ー
ム
・
コ
ム
（
マ
ル
セ

イ
ユ
側
）
と
の
間
で
結
ば
れ
た
和
を
承
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
28

3

44
12

60
.1

.7
.-

19
.

ア
ッ
コ
ン
司
教
フ
ロ

レ
ン
テ
ィ
ウ
ス

ア
ッ
コ
ン

自
分
自
身
と
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
ア
ッ
コ
ン
・
バ
イ
ロ

の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ダ
ン

ド
ー
ロ
お
よ
び
補
佐
官
の

レ
オ
ナ
ル
ド
・
マ
ウ
リ
チ
ー

ノ
と
マ
リ
ー
ノ
・
コ
ン
タ

リ
ー
ニ

ア
ッ
コ
ン
司
教
と
ア
ッ
コ
ン
の
聖
マ
ル
コ
教
会
司
祭

ヨ
ハ
ネ
ス
と
の
間
の
教
区
を
巡
る
争
い
の
和

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
43

, 3
44

 
（

=R
eg

es
ta

, n
o.

 1
28

5）

45
12

60
.6

.1
.

教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
4
世

ア
ナ
ー
ニ

教
皇
特
使
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム

司
教
ト
マ
ス

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ピ
サ
と
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
間
の
係
争

を
終
結
さ
せ
る
よ
う
に
命
令
、
お
よ
び
こ
の
書
状
が

到
着
し
て
か
ら

8
日
以
内
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ピ
サ
・

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
対
し
て
聖
地
の
塔
や
城
壁
要
塞
の
引

き
渡
し
を
命
ず
る
よ
う
に
指
示

Re
ge

st
a 

Ad
d.

, n
o.

 1
29

3a

46
12

60
.1

2.
10

.
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
シ
リ

ア
の
コ
ン
ソ
ー
リ
に

し
て
副
伯
の
ジ
ャ
コ

モ
・
ス
ピ
ノ
ー
ラ
と

グ
ィ
レ
ル
モ
・
デ
・

サ
ヴ
ィ
ニ
ャ
ー
ノ
な

ど
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市

民
た
ち

テ
ィ
ー
ル
（
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
コ
ム
ー
ネ
の

館
）

ピ
サ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

教
皇
特
使
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
司
教
ト
マ
ス
が
提
示
し
た
、

ピ
サ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
対
し
て
聖
地
の
塔
や
城
壁

要
塞
を
ト
マ
ス
に
引
き
渡
す
よ
う
に
と
の
教
皇
ア
レ

ク
サ
ン
デ
ル

4
世
か
ら
の
命
令
を
公
開

Ta
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
46

 （
=R

e-
ge

st
a,

 n
o.

 1
29

4）

47
12

60
頃

テ
ィ
ー
ル
領
主
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ド
・
モ
ン

フ
ォ
ー
ル

マ
ル
セ
イ
ユ

テ
ィ
ー
ル
大
司
教
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
お
よ
び
聖
ヨ
ハ
ネ

修
道
会
大
管
区
長
ユ
ー
グ
・
ド
・
ル
ヴ
ェ
ル
の
立
ち

会
い
の
下
、
裁
判
権
を
承
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
29

7
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48
12

61
.1

.1
1.

-
17

.
教
皇
特
使
の
ベ
ツ
レ

ヘ
ム
司
教
ト
マ
ス

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
バ
イ
ロ

の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ダ
ン

ド
ー
ロ
、
ピ
サ
の
ア
ッ
コ

ン
の
コ
ン
ソ
ー
レ
の
ゴ
フ

レ
ー
ド
・
ド
ラ
ペ
ッ
リ

ニ
コ
シ
ア
大
司
教
を
は
じ
め
と
す
る
高
位
聖
職
者
・

修
道
院
長
た
ち
、
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
の
マ
レ
シ
ャ

ル
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ド
・
セ
ル
ジ
ー
ヌ
立
ち
会
い
の
下
、

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
法
務
官
兼
弁
護
官
の
フ
レ
ゾ
ー
ノ
・

マ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
と
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
デ
・
ロ
ヴ
ィ
ー

ニ
ョ
が
や
っ
て
来
て
、
上
記
の
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
4
世
の
書
簡
を
提
示
。
そ
の
後
に
、
テ
ン
プ
ル
騎

士
修
道
会
の
マ
レ
シ
ャ
ル
、
聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
会
の
管

区
長
、
ヤ
ッ
フ
ァ
伯
、
カ
イ
フ
ァ
領
主
、
エ
ル
サ
レ

ム
王
国
マ
レ
シ
ャ
ル
の
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ジ
ル
ベ
ー
ル
、

ア
ッ
コ
ン
教
会
兼
テ
ィ
ベ
リ
ア
教
会
の
助
祭
長
、
フ
ァ

マ
グ
ス
タ
教
会
の
聖
歌
隊
長
の
ジ
ャ
ン
・
パ
ス
カ
師

を
加
え
て
、
再
協
議
。
最
終
的
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

と
ピ
サ
は
、
教
皇
の
命
令
を
拒
絶
す
る
旨
も
記
載
。

Te
fe

l-
Th

om
as

, n
o.

 3
46

 
（

=
M

ül
le

r,
 p

p.
 4

55
-
45

7
;

 
Re

ge
st

a,
 n

o.
 1

29
8）

49
12

61
.9

.
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

ド
ー
ジ
ェ
の
ラ
ニ
エ

ロ
・
ゼ
ン

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

ア
ッ
コ
ン
司
教
と
ア
ッ
コ
ン
の
聖
マ
ル
コ
教
会
司
祭

ヨ
ハ
ネ
ス
と
の
間
の
教
区
を
巡
る
争
い
の
和

Po
zz

a,
 “

Ve
ne

zi
a”

, a
pp

. N
o.

 3

50
12

61
.1

1.
ア
ル
メ
ニ
ア
国
王
ヘ

ト
ゥ
ム

1
世

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

特
権
の
承
認

Po
zz

a,
 “

Ve
ne

zi
a”

, a
pp

. N
o.

 4

51
12

64
.5

.5
.

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
評
議
会
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

テ
ィ
ー
ル
領
主
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル

と
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ポ
デ
ス
タ
の
グ
リ
エ
ル
モ
・
ス
カ

ラ
ン
ポ
と
の
間
の
取
り
決
め
（
テ
ィ
ー
ル
領
内
に
お

け
る
自
由
交
易
権
（
た
だ
し
、
テ
ィ
ー
ル
の
城
門
を

通
過
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
品
に
は
、

2.
5
パ
ー
セ
ン
ト
の

関
税
が
か
か
る
が
、
売
れ
残
り
の
物
品
を
再
び
運
ぶ

際
に
は
そ
れ
以
上
の
税
は
か
か
ら
な
い
、
と
い
う
条

件
の
下
で
）・
安
全
保
証
・
裁
判
権
、
お
よ
び
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積
み
荷
な
ど
が

保
証
さ
れ
る
こ
と
）
の
確
認

D
es

im
on

i, 
no

. 4
 （

=R
eg

es
ta

, 
no

. 1
33
）

52
12

64
.1

0.
14

.
（
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民

の
）ラ
ン
フ
ラ
ン
キ
・

ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
未

亡
人
の
ペ
ト
ロ
ー

ニ
ャ

（
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
で
）
ア
ッ

コ
ン
市
民
の
ラ
ウ
レ
ン

テ
ィ
ー
ノ
・
グ
ィ
レ
ル
モ

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
居
住
区
に
あ
る

倉
庫
を
占
拠
す
る
よ
う
に
命
令

Re
ge

st
a 

Ad
d.

, n
o.

 1
33

5b

53
12

65
.1

1.
23

.
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
ア

エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス

パ
リ

ト
リ
ポ
リ
教
会
の
聖
歌
隊

長
リ
カ
ル
ド
ゥ
ス
師

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
ピ
サ
の
間
に
和
が

生
じ
れ
ば
、
聖
地
へ
の
助
力
が
う
ま
く
い
く
で
あ
ろ

う
と
の
旨
の
書
簡

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
34

1

54
12

66
.2

.1
3.

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
民

マ
ッ
テ
オ
・
マ
ル

メ
ッ
ラ

（
ア
ッ
コ
ン
）

聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
会

ア
ッ
コ
ン
の
バ
イ
ロ
の
ミ
カ
エ
ー
レ
・
ダ
ウ
ロ
ー
ネ

の
立
ち
会
い
の
下
、
ア
ッ
コ
ン
内
の
家
屋
を
売
却

C
ar

tu
la

ire
, n

o.
 8

20
7 （

=R
eg

es
-

ta
 A

dd
., 

no
. 1

34
2b
）
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55
12

67
.3

.1
0.

ア
マ
ル
フ
ィ
大
司
教

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

（
ア
マ
ル
フ
ィ
）

ア
マ
ル
フ
ィ
市
民
マ
リ
ー

ノ
の
息
子
の
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・

デ
・
ユ
デ
ィ
ー
チ
ェ

来
る

9
月

1
日
か
ら
の

4
年
間
、
ア
マ
ル
フ
ィ
教
会

が
ト
リ
ポ
リ
に
所
有
す
る
市
場
の
収
益
権
や
、
ア
ッ

コ
ン
に
あ
る
教
会
の
収
益
権
な
ど
を
承
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
34

6

56
12

67
.6

.6
.

教
皇
ク
レ
メ
ン
ス

6
世

ヴ
ィ
テ
ル
ボ

マ
ル
セ
イ
ユ

ギ
ー
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
ア
ッ
コ
ン
に
お
け
る
自
由

交
易
権
・
免
税
特
権
・
裁
判
権
（
副
伯
や
コ
ン
シ
ュ

ラ
の
配
備
を
含
む
）、
お
よ
び
す
べ
て
に
お
け
る
税
か

ら
の
免
除
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

4

57
12

67
.6

.8
.

教
皇
ク
レ
メ
ン
ス

6
世

ヴ
ィ
テ
ル
ボ

マ
ル
セ
イ
ユ

ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン

3
世
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ

ム
王
国
領
内
に
お
け
る
自
由
交
易
権
、
お
よ
び
ヤ
ッ

フ
ァ

=
ア
ス
カ
ロ
ン
伯
領
内
の

R
am

ie
村
の
所
有
を

承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

5

58
12

67
.6

.9
.

教
皇
ク
レ
メ
ン
ス

6
世

ヴ
ィ
テ
ル
ボ

マ
ル
セ
イ
ユ

フ
ル
ク
、
ア
モ
ー
リ
ー
、
エ
メ
リ
ー
に
よ
り
承
認
さ

れ
た
特
権
・
財
産
の
所
有
を
承
認

M
ar

se
ill

es
, n

o.
 2

6

59
12

67
.7

.8
.

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ポ
デ

ス
タ
の
グ
イ
ー
ド
・

デ
・
ロ
ド
ビ
オ

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

（
シ
リ
ア
方
面
の
）
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
法
務
官
ベ
レ
ン
ガ

リ
オ

テ
ィ
ー
ル
に
て

2
月

10
日
に
テ
ン
プ
ル
騎
士
修
道
会

総
長
ト
マ
・
ベ
ラ
ー
ル
と
の
間
に
締
結
し
た
和
平
の

承
認

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
35

3

60
12

68
.7

.7
.

コ
ン
ラ
ー
デ
ィ
ン

シ
エ
ナ

ピ
サ
・
シ
エ
ナ

「
余
に
忠
実
な
る
（

fid
el

es
 n

os
tri
）」
ピ
サ
・
シ
エ
ナ

対
し
て
、
ア
ッ
コ
ン
港
の
使
用
権
・
交
易
権
、
お
よ

び
ピ
サ
・
シ
エ
ナ
の
船
が
難
破
し
た
場
合
に
そ
の
積

み
荷
な
ど
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
承
認

U
rk

un
de

n,
 n

o.
 7

10
 （

=M
ül

le
r, 

no
. 7

0
;

Re
ge

st
a,

 n
o.

 1
36

0）

61
12

68
.1

0.
22

.
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
評
議

会
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

テ
ィ
ー
ル
領
主
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル

の
家
臣
の
ダ
マ
ス
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しんでいたマルセイユの姿も、商業都市が各々のアイデンティティーを強く維持していた
ことをまた別の角度から示すであろう〔表 3-47・56～58〕。
さて、1267年 7月 8日の証書が示すように、この年に対立構造に大きな変化が生じた〔表

3-59〕。この証書が示すジェノヴァとテンプル騎士修道会との間の和平の背後には、前年
におけるサフェドの陥落があったであろう。いずれにせよ、この和平は、ジェノヴァと
ティール =トロン領主との間の関係を壊してしまった。1268年 10月 22日に出された証
書は、ジェノヴァによるティール領主への報復の結果だと考えられるからである〔表
3-62〕。なお、この証書は、現地人の商人たちの姿を垣間見させてくれる点で非常に興味
深い。このように、十字軍国家における商業活動は、ヨーロッパの商業都市のみによって
成り立っていたわけではなく、実に多種多様な民族・人種・信仰を持つ者たちによっても
支えられていたのである。このようなことを示す史料がほとんど見あたらないのは、基本
的には穏便な形で商取引が行われ続けていたからであろう。従って、このような証書が発
給されたということは、在地の商取引上のルールが、ジェノヴァによって壊されてしまっ
たということを意味するのである。
悪化の一途を辿る戦況に対して、ジェノヴァ・ヴェネツィア・ピサの本国は、和平を模
索した〔表 3-62〕。しかし、戦場の現場ではないところでの和平交渉は、意味をなさなかっ
た。その後もジェノヴァとヴェネツィアは断続的に争い続けたのであるが、1277年 7月 1

日付の証書が示すように、最終的にはヴェネツィア側の勝利に終わった〔表 3-66、およ
び表 3-65もそれに相当するであろう〕。先にも触れたように、これによってようやくマル
シリオ・ゾルジの苦労が報われたのだが、ヴェネツィアの権利奪還が、都市内に混乱をも
たらしたことも見逃してはならない〔表 3-67・68〕。

10年以上も続いた聖サバス戦争がようやく終結を迎えた背後には、時期的に見て、シ
チリア国王シャルル 1世・ダンジューが 1277年 1月 5日に、エルサレム国王位を購入し
たことがあったと考えられる。シチリア王位を巡る争いの際に、ホーエンシュタウフェン
家の側に立っていたジェノヴァやピサにとっては（36）、決して良い報告ではなかっただろ
う（37）。一方で、ギリシア地域においてシャルルとの結び付きを強めていたヴェネツィアに
とっては、果報であったと思われる。しかし、1278年、シャルルの代理人としてエルサ
レム王国に到来したルッジェロ・ディ・サンセヴェリーノは、ヴェネツィアも含めて商業
都市の特権を一切承認しなかった（38）。彼にとっての最優先事項は、むしろこれまでに失わ

（36） Templar of Tyre, chap. 358. なお、コンラーディンの処刑に際して、アッコンでは大祝賀会が開催された。
Templar of Tyre, chap. 363.

（37） ただし、ジェノヴァは聖王ルイの二回目の十字軍にも、聖サバス戦争を優位に進めることを目論んで、大
艦隊を提供していた。Templar of Tyre, chap. 372.

（38） Templar of Tyre, chap. 398. なお、同様の状況はギリシア地域の国家でも生じた。Dunbabin, J., Chatles I of 
Anjou : Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe, London/New York, 1998, p. 93.
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れてしまった国王の特権・財産の回復だったからである（39）。シャルルの統治下で商業都市
に認められた特権は、「シチリアの晩祷」の際の助力への見返りとして、「余のマルセイユ
（nostra Massilia）」（40）に与えられたわずか一件のみである〔表 3-70・71〕。1285年にシャル
ルが死去すると、キプロス国王ユーグ 3世が復位するが、彼もまた 1年後に死去する。そ
の後を、キプロス国王アンリ 2世が継ぐが、その商業都市との関係は、彼がジェノヴァと
争ったということ以外、何も分からない（41）。
これまでエルサレム王国を中心として商業都市に関連する証書から全体的な商業都市と
の関係について見てきたが、最後に一言だけ付け加えておきたい。それは、聖サバス戦争
の期間中に、公証人制度が急速に根付いていき、法務官などの役割が重用視されていった、
ということである（42）。権利などを保証すべき力源が存在しない中で、商業都市民たちは自
力救済しか手段がなくなってしまったのである。そして、それは十字軍国家に居住するブ
ルジョワたちも同様であった。このような中で、十字軍国家において公証人制度などが広
く定着していった、と考えられるのである。
次節においては、十字軍国家と商業都市との関係についての理解をさらに深めるために、
十字軍国家において「封建家臣」となった商業都市民たちについて見ていきたい。十字軍
国家に定住せざるをえなかった「封建家臣」に目を向けることは、特権を希求する一時的
滞在者であった商人たちとは異なった角度からの検討を可能にするからである。また、国
家同士の関係のみではなく、個人という角度から商業都市と十字軍国家との関係を照射す
ることで、我々がより豊かなイメージを持つことが期待できるからでもある。

4.　「封建家臣」となった者たち

（1）　パンタレオーネ家とコンタリーニ家 : ヴェネツィアの事例

ヴェネツィア人で十字軍国家に封を保有した者たちについては、我々はマルシリオ・ゾ
ルジの『報告書』から知ることができる。それによると、13世紀前半の段階において、ヴェ
ネツィア支配下のティール領内には、コムーネから封を授かった二つの家系があった（43）。
まず一つは、パンタレオーネ家である。いつの段階かは分からないが、ヴェターレ・パ

（39） 詳細については、Pozza, “Acri e Negroponte : un capitol delle relazione fra Venezia e Carlo d’Angiò ‘（1277-1282）”, 
Archivio storico per le provinvie napoletane, 3a ser., 21, 1981, pp. 27-74 ; Id., “Venezia”, pp. 351-399, を参照され
たい。 

（40） なお、シャルルは 1262年にマルセイユを制圧していた。Templar of Tyre, chap. 317.
（41） Templar of Tyre, chap. 432.
（42） Balletto, “notarii”, pp. 175-279 ; Müller, no. 71 A-H （=Regesta, no. 1392, 1452, 1453, 1454, 1455, 1462, 1474）, な

ど。
（43） なお、1206年の段階では、他にファレトロ家がコムーネから封を授かっていたが、最終的にはドージェに

返還したようである〔表 2-51〕。
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ンタレオーネは、「山岳部に（in montana）」あるデイラム村（44）、「山頂に（in vertica）」ある
ガイフィア村、そしてマハロナ村（casale）とそれに付属するベルダモン村（gastina）を
始めとする 14の村落の 1/3（残り 2/3は王領）、二つの庭、小麦の作付けされた「窪地（Una 

Fossa）」と呼ばれる土地、そしてベレメド村（gastina）をコムーネから下封された。彼に
は男子の相続人がいなかったらしく、マルシリオが『報告書』を作成した段階では、「グ
グリエルモ・ツォルツァーニが、その妻（ヴィターレの娘）のためにヴェネツィアからの
封として保持して（habet in feudum a Venecia Guillielmus Iordanus pro uxore sua）」いた（45）。
加えて、ググリエルモ夫婦には、ティール市内の聖マルコ教会の地所にある釜戸付きの家
屋も下封されており、年に油 1ロトゥラを同教会に納めなければならなかった。なお、こ
の家屋には、もう一つの封建家臣の家系に属するローランド 1世・コンタリーニがかつて
居住していた（46）。
一方のコンタリーニ家は、『報告書』作成時において、ローランド 2世・コンタリーニ

が家長としてコムーネから封を授かっていた。彼が所有したのは、ソフィム村とハノシエ
村、そしてフェニオム村とトリフィフ村の 1/3、小麦の作付けされる「神の泉（Fontem 

Dei）」と呼ばれる土地であった。加えて、「窪地（Fossa）」と呼ばれる狭い土地も有して
いたが、それはコムーネの同意の下に売却された。そして、やはり彼にも家屋が与えられ
たが、それはティール市内のコムーネ直轄区域にあった（47）。
しかし、本来コムーネが所有する財産はこれだけではなく、多くの村落や土地が、とり
わけ国王によって奪われていた。その過程については、「公殿（ドージェ）およびヴェネツィ
アのコムーネが、ティール占領に際して、グラデニーゴ家出身のグイーダ・コンタリーナ
様の夫であったローランド（1世）・コンタリーニ殿に、3人の騎士（の奉仕）と引き替え
に封として授けたもので、我々によって確認された村落や財産について（De casalibus et 

possessionis, quas dedit in feudum dominus dux et commune Venecie tempore captionibus Tyri 

domino Rolando Contareno pro tribus miliciis, qui fuit vir dame Guida Contarene, que fuit de na-

tione Gradonici, que nobis detinentur）」という項目の中に見ることができる。ここに記された、
ローランド 1世とグイーダは、ローランド 2世の両親であり、彼らが封を授かったのは
1124年の段階であった。そして、「ボードゥアンの特権」が発給される以前から、自力救
済のためであろう、3人の騎士を配備していた。この段階では、封は一括してローランド
1世に与えられていたが、それはラトル村を始めとする 12の村落、ハイフェ村を始めと
する 5つの村落の 1/3、そして現在はベイルート領主の所有物となっているティール市内

（44） 以下、ティール領内の村落の詳細については、拙稿「マルシリオ・ゾルジの『報告書』に見るフランク人
の現地人支配」『史潮』74号、2013年、4～22頁を参照されたい。

（45） Berggötz, S. 150, 153, 155-158.
（46） Berggötz, S. 144, 159.
（47） Berggötz, S. 147, 150, 155, 159-161.
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の家屋であった。ローランド 1世が死去すると、当時のバイロは相続人なしと判断して、
すべてをコムーネの所有に戻すが、妻のグイーダはそれに強く抵抗した。最終的に彼女の
取った行動は、「国王（恐らくは、アンリ・ド・シャンパーニュ）の保護下（in priotectio-

ne regis）」に入ることであった。そして自身の死に際して、すべての財産の相続人として
国王を指名したのであった（48）。
母親グイーダと息子のローランド 2世との関係はどのようなものであったのか、ローラ

ンド 2世とコムーネとの関係はどのようなものであったのか、1277年のティール領主と
の和解によって『報告書』の訴えは認められることにはなるが、その前後の状況はどのよ
うなものであったのか、不明な点は多々ある。しかし、ヴェネツィアのコムーネが自領の
一部をヴェネツィア人に下封することでその支配を強化しようとする方策をとっていたこ
と、しかしその一方で、在地に定住した者はコムーネよりも現地に対してのアイデンティ
ティーを強くしたこと、などを読み取ることはできるであろう。

（2）　ボトロン領主プレバーノ : ピサの事例

1179年 8月 9日、トリポリ伯レーモン 3世がピサに対して都市トリポリ内の家屋の所
有を承認した証書〔表 1-52〕の副署人リストの中に、サイースやジャン・ド・ラ・モネー
タといった都市トリポリの有力ブルジョワに続いて、ピサ側の代表としてアッコンのコン
ソーレのピピンドーとプレバーノの名前が見られる。その後の 1181年 5月、同伯が聖ヨ
ハネ修道会の土地所有を承認した証書の副署人リストの中に、ビブルス領主ユーグとその
息子ユーグ、トリポリのコネタブルのレーモン・ド・ビブルスに続いて、ボトロン領主プ
レバーノの名前を確認することができる（49）。すなわち、1179年から 1181年の間に、ピサ
市民プレバーノはトリポリ伯の封建家臣となったわけだが、その経緯について『エラクル
年代記』は次のように伝えている。

彼（トリポリ伯レーモン 3世）は、彼女（ボトロン領主セシル）を、件のジェラール
（・ド・リドフォール）よりも、プレバーノに与えることを望んだ。というのも、件
のプレバーノは、結婚のために莫大な金銭をトリポリ伯につぎ込んだからである。伯
は、彼女と金とを天秤にかけた、と言われている（50）。

ここにジェラール・ド・リドフォールがセシルの婿候補として登場することから、この

（48） Berggötz, S. 169 f.
（49） Paoli, 1, no. 70 （=Cartulaire, no. 596 ; Regesta, no. 602 ; Regesta Add., no. 602）.
（50） Langlois, A. （éd.）, “L’estoire de Eracles empereur et la conquest de la terre d’outremer”, Recueil des historiens des 

croisades occidentaux, 2, Paris, 1859, liv. 23, chap, 34. 《il la dona plus colentiers a Plivain que au devant dit Gerart, 
por ce que li devant dit Plivain dona au conte de Triple grant avoir por celui mariage. L’en dit que il fist metre la 
damoisele en balance et l’or de l’autre part,･･･.》
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出来事は、少なくとも彼がテンプル騎士修道会に入会する前、すなわち 1179年の 11月
24日までに起こったはずである（51）。従って、セシルとの結婚は、プレバーノがレーモン 3

世に出会ってほぼ直後に決定されたと考えられる。
表 1が示すように、エルサレム王国での状況とは異なり、トリポリ伯国やアンティオキ

ア侯国においてはピサと伯や侯との関係は、1150年代より特権に制限が加えられていく
傾向が見られるものの、決して悪いものではなかった〔表 1-9・26・46・52・54〕。また、
1182年 8月 25日、ボードゥアン 4世はピサに対して「奉仕義務なしに（sine servitio）」
所有地における家屋の建造権を持つことを承認する証書を発給するが〔表 1-53〕、その副
署人リストはトリポリ伯レーモン 3世、ヤッファ =アスカロン伯ギー（・ド・リュジニャ
ン）、（エデッサ伯）ジョスラン 3世、ルノー（・ド・シャティヨン）侯、コネタブルのエ
メリー（・ド・リュジニャン）、ティベリア領主ユーグ、そして最後のプレバーノで構成
される。レーモン 3世の威光の下、プレバーノがピサとの交渉の席で重要な役割を果たし
たのは明らかである。伯とプレバーノの良好な関係は、1185年 12月にレーモン 3世がト
リポリ伯兼エルサレム国王の「後見人（procurator）」として聖ラザロ修道院の財産を承認
する証書（恐らくはアッコンで発給）にも垣間見ることができる（52）。ただし、その後に両
者の間には溝が生じたようである。というのも、1186年 3月 7日、エルサレム国王ギー
がエルサレムにて発給したドイツ騎士修道会に関連する証書の副署人欄には、エルサレム
総大司教エラクリウス、ルノー・ド・シャティヨン、そして因縁のテンプル騎士修道会総
長ジェラール・ド・リドフォールといった、ギーの「国王サークル」の中心メンバーが揃
う中に、ボトロン領主プレバーノの名前も見ることができる一方で（53）、1187年 8月にレー
モン 3世が発給した、ピサの特権を承認する証書に〔表 2-2〕プレバーノの名前は確認さ
れないからである。その後に彼がトリポリ伯発給証書に姿を現すのは、1194年を待たね
ばならない。
トリポリ伯を兼任することになったアンティオキア侯ボエモンド 3世は、1194年 1月

22日に発給した証書の中で、トリポリ伯領内に限定されるものの、ピサの特権承認に言
わば更新料制度を導入する〔表 2-34〕。この証書の副署人リストの筆頭として、ボトロン
領主プレバーノが復活していることは、彼がピサ側ではなく封建君主の側に優利に事が進
むために活躍していたことを窺わせる。実際、その後しばらくの間は、ボエモンド三世発
給証書において、彼は副署人欄の筆頭もしくは第二番目に登場することとなる（54）。

（51） 当時、ジェラールがエルサレム国王ボードゥアン 4世のマレシャルであったことについては、拙稿「騎士
修道会」75～89頁を参照。

（52） Marsy, no. 30 （=Regesta, no. 645）.
（53） Urkunden, no. 472 （=Strehlke, no. 20 ; Regesta, no. 650）. なお、ここには、後に出てくるジェノヴァ出身家系の

ジブレ領主ウーゴ・エンブリアコの名前も確認できる。
（54） Regesta, no. 731 ; Paoli, 1, no. 211 （=Cartulaire, no. 1031 ; Regesta, no. 742 ; Regesta Add., no. 742）; Regesta, no. 

754. なお、Paoli, 1, no. 211 （=Cartulaire, no. 1031 ; Regesta, no. 742 ; Regesta Add., no. 742）には、プレバーノ
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更新料制度を押しつけられる形になったピサ側が、それまでの特権を享受しながらも、
更新料の支払いを拒み続けていたことは、1199年 8月 26日に発給された証書が端的に物
語っている〔表 2-41〕。一見すると、1200年 3月 20日付の証書は、両者の和解を示すか
のようにも見えるが、この証書はボエモンド 3世がトリポリ伯としてではなく、アンティ
オキア侯のみの立場で発給され、加えてティール領内の問題を扱ったものであり、トリポ
リ伯領内における関係は中々に改善されなかった〔表 2-42〕。恐らく、トリポリ伯国への
ピサ人の渡航が全面的に禁止されたであろうことは、1202年 3月にプレバーノが発給し
た証書から窺い知ることができる。かなりの制限を加えながらも、ピサに交易の道筋を与
えたことは、プレバーノのできる最大限の救済措置だったと想定できるからである。同時
に、そこに我々はピサ人とフランク人という二つのアイデンティティーの狭間で苦しむプ
レバーノの姿を見ることができる。しかし、この措置が彼の地位を再び低下させたことは、
1203年から 1206年にかけてのボエモンド 4世発給証書の副署人欄において、概ね彼が領
主層の末尾にしか現れないことが物語っている（55）。なお、アンティオキア侯領も含めて、
その後にピサの特権が承認・確認されるのは、レーモン・ルベンとボエモンド 5世のそれ
ぞれの代替わりの時のみとなる〔表 2-58・80・81〕。
プレバーノが再び副署人欄の上位に現れるのは、1209年 9月 4日に発給されたボエモ

ンド 4世証書においてである（56）。これが、史料上における彼の最後の痕跡となるが、その
背後には、ボトロン領主としてのプレバーノの唯一の相続人である娘と、ボエモンド 4世
の弟で同名のボエモンドとの婚姻が決まったことがあったと思われる（57）。ここに一代限り
のピサ人領主が消えてしまうことになった。先に見たように、恐らく彼はフランク人とし
てのアイデンティティーを強く持ったことであろう。それが可能であったのは、ピサのコ
ムーネがそれほどまでに彼に対してピサ市民としてのアイデンティティーを強要しなかっ
たことによるのかもしれない。しかし、14世紀初頭に作成された『海の向こうの系譜
（Lignages d’outremer）』は、プレバーノを「ピサ人（Pizan）」として刻むのであった（58）。

（3）　エンブリアキ家 : ジェノヴァの事例

すでに触れたように、ジェノヴァは第 1回十字軍に多くの人員・物資を投入し、十字軍
国家の成立に多大なる貢献をなしていた。中でも、グリエルモとプリモのエンブリアコ兄
弟は、十字軍士たちを様々な角度から支援したばかりでなく、彼ら自身も大量の戦利品を

の甥のピサ市民エンリコの名前も確認できる。ただし、あくまでも彼は一時滞在者であったようである。 
（55） Regesta, no. 792 ; Paoli, 1, no. 98 （=Regesta, no. 799）; Liber, 1, no. 477 （=Regesta, no. 807〔表 3-13-50〕）; Paoli, 

1, no. 175 （=Cartulaire, no. 1231 ; Regesta, no. 816 ; Regesta Add., no. 816a）. 
（56） Strehlke, no. 44 （=Regesta, no. 839）.
（57） Rudt de Collenberg, W., “Struktur und Connubium der Feudalgesellschaft der Kreuzzugstaaten”, 12. Internationaler 

Kongress für genealogische und heraldische wissenschaften, Munich 1974, Kongressbericht, S. 416.
（58） Nielen, M.-A. （éd.）, Lignages d’outremer, Paris, 2003（以下、Lignagesと略記）, p. 119.
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獲得した。1099年のクリスマス・イヴの日にジェノヴァに凱旋したエンブリアコ兄弟で
あったが、1102年には兄のグリエルモがコンソーレの一人に選出されることとなった（59）。
ジェノヴァの助力に対する返報として、1101年にアンティオキア侯の摂政を務めてい

たタンクレディは、ジブレ獲得の暁にはそれをジェノヴァに譲渡することを約束し〔表
1-3〕、その約束は 1109年にトリポリ伯国が建国された際に実行され、グリエルモ・エン
ブリアコ（恐らくは、第 1回十字軍に参加したグリエルモの息子）を始めとするジェノヴァ
のコンソーレたちに、ジブレの統治権が委ねられた〔表 1-10〕。そこで、ジェノヴァの評
議会は、グリエルモの長男のウーゴ（1世）にジブレの統治を委ねた（60）。ピサについては
先ほど見たとおりであるが、イスラーム勢力からの攻撃を受けやすい北方諸侯領では、ジェ
ノヴァやヴェネツィアに対しても、エルサレム王国よりは比較的に好条件で特権や財産が
付与される傾向にあった〔表 1-15・18・20・23など〕。

1127年から 1135年の間にウーゴ 1世が死去すると、ジブレの統治権は、彼が現地で娶っ
た妻アデライドとの間に生まれたグリエルモ（1世）に相続された（61）。その後、グリエル
モはさらなる社会的地位を獲得していったようであり、1139年 12月に発給されたトリポ
リ伯レーモン 2世証書の中では、「国王のバロンたち（regis barones）」の一人として数え
られることとなる（62）。
しかし、ジブレの統治権を狙う人物がいた。それはウーゴ 1世の弟ニコラとその長男の

ウーゴであった。恐らくはウーゴ 1世の死期が近いという報告を受けたのであろう、ニコ
ラは 1127年に東方を訪れ、アンティオキア侯ボエモンド 2世の証書に副署している〔表
1-15〕。しかし、現地の社会に着実に根を下ろし、その地位を固めていく甥のグリエルモ
1世（ウーゴ 1世の息子）に対抗するのは難しかったのであろう。我々が、ニコラ親子の
活動を知ることができるのは、1144年 5月に下されたジェノヴァ・コムーネの判断から
である〔表 1-19〕。そこからは、東方において自分たちの権利を主張し続けていたニコラ
親子の姿が浮かび上がる。これに対して、翌 1145年、ニコラとその長男ウーゴは、ジェ
ノヴァに残っていた次男のオベルトを通じて訴訟を起こしていたが、さらにその 2年後の
1147年 1月にジェノヴァのコムーネが下した判決は、グリエルモ 1世に対する示談金の
支払いと和解の提示であった〔表 1-21〕。しかし、グリエルモは示談金を支払わなかった
ようである。最終的には 1154年 1月、ジェノヴァの評議会は、エンブリアキ家内部で争
いの原因となっている所領をコムーネの直轄下に置き、それを 29年間の期限付きでエン
ブリアキ家に貸与する（ジブレ領についてはグリエルモの勝利）、という決定を下すに至っ

（59） Caffaro, p. 57, 116 f., 120.
（60） Rey （éd.）, Les familles d'outrmer de du Cange, Paris, 1869（以下、famillesと略記）, p. 319. cf. Lignages, p. 114.
（61） Rozière, no. 96 （=Bresc-Bautier, no. 84 ; Regesta, no. 161）. Rey, familles, p. 319 ; Id., “Les seigneurs de Giblet”, 

Revue de l’orient latin, 3, Paris, 1895（以下、“Giblet”と略記）, p. 400.
（62） Paoli, 1, no. 18 （=Cartulaire, 2, no. 7 ; Regesta, no. 191 ; Regesta Add., no. 191）
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たのである〔表 1-24・25〕。
このようなエンブリアキ家の内紛、およびその結果としてエンブリアキ家の所領がコ
ムーネの直轄下に置かれたことが、北方諸侯との関係に影響を与えたかというと、そうで
はなかったようである。恐らくは 1157年頃にジブレ領をグリエルモから継いだの長男の
ウーゴ 2世は、少なくとも 1168年 3月の段階では、ジェノヴァ・コムーネとの良好な関
係を維持していた〔表 1-41〕。また、1169年 10月に発給された証書は、アンティオキア
侯ボエモンド 3世が、裁判権の付与は控えつつも、ジェノヴァを優遇する姿勢であったこ
とを示している〔表 1-45〕。ただし、その後もジェノヴァとの関係を維持し続けたのは、
アンティオキア侯のみであった。

1164年から 1174年の間、レーモン 3世が捕虜となっていたため、トリポリの行政はア
モーリーに委ねられた。また、釈放後のレーモン 3世は、エルサレム国王位を巡る権力闘
争の渦中に置かれる。このような状況の中で、エルサレム王国と同様に、トリポリ伯国で
も反ジェノヴァ政策が展開され、トリポリ伯の封建家臣でもあるジブレ領主もそれに倣わ
ざるをえなかった。そして、ジェノヴァ政府の怒りの矛先は、本来はコムーネの財産を管
理しなければならないジブレ領主に向けられることとなった。1179年 4月 25日の段階で
は、ジブレ領主ウーゴ 2世に対する教皇からの戒告ですんでいた〔表 1-49〕。しかし、
1186年 3月以降においては、教皇はウーゴ 3世（ウーゴ 2世の息子で 1184年頃に代替わ
りしていた（63））に、そしてトリポリ伯にまで、破門の脅威でもって強く警告するに至るの
である〔表 1-56・57・58・61・65・66〕。ここに我々は、ボトロン領主プレバーノ以上に、
ジブレ領主としての立場とジェノヴァ市民としての立場との間で苦しんでいた、ウーゴ 3

世の姿を想像することができる。というのも、プレバーノの場合、彼はピサ人から見れば
フランク人であり、フランク人から見ればピサ人であったが、エンブリアキ家の場合、ジェ
ノヴァ・コムーネにとってもあくまでもジェノヴァ市民であったからである。
さて、全体的な傾向として、ハッティーンの戦いとその後の混乱が、ジェノヴァと十字
軍国家との関係をもう一度振り出しに戻したことは、先に見たとおりである。また、それ
までもアンティオキア侯とジェノヴァとの関係は悪化することはなかったのだが、その関
係が維持されたことは、表 2-9・21に確認することができる。ただし、1205年 7月に発
給された証書〔表 2-50〕には、留意せねばならない。嗣子のなかったトリポリ伯レーモ
ン 3世はアンティオキア侯ボエモンド 3世の長男レーモン（四世）を後継者として指名し
たが、その後にボエモンド 3世の意向によってトリポリ伯位はレーモン 4世の弟のボエモ
ンドに移譲された。1201年にボエモンド 3世が死去し、それ以前にレーモン 4世が死去
していたため、ボエモンド 4世がアンティオキア侯とトリポリ伯を兼任することとなった。
彼は、前ジブレ領主ウーゴ 3世（1196年に死去し、後を長男のグイード 1世が継ぐ）の

（63） Rey, familles, p. 319 ; Id., “Giblet”, p. 402.
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娘プレザンスと結婚することで、トリポリ伯国における支配権を固めようとした。さらに
はジェノヴァのコムーネそのものをトリポリ伯としての封建家臣にしようと試みたこと
を、表 2-50の証書が端的に物語っている。しかし、この試みは、ジェノヴァ側の強い抵
抗を引き起こしたようである。というのも、その後にジェノヴァは、ボエモンド 4世とア
ンティオキア侯位を巡って争ったレーモン・ルベン（アルメニア国王ルベン 3世の娘アリ
クスとトリポリ伯レーモン 4世の間の子）の統治期を例外として〔表 2-57・58〕、トリポ
リ伯領のみならず、アンティオキア侯領内においても、特権などの承認を受けられなくなっ
たからである。
このことを裏書きするのが、いわゆる『ティールのテンプル騎士修道会士（の叙述）』
の記述である。聖サバス戦争の勃発した 1258年、当時のアンティオキア侯兼トリポリ伯
ボエモンド 6世は、ジェノヴァに対して強い敵意を抱いていた。そのような感情は、父（ボ
エモンド 5世）や祖父（ボエモンド 4世）はジェノヴァが本来トリポリにおいて持つべき
権利を抑えていたのであり、従って戦争にジェノヴァが勝利すると、その権利が再びジェ
ノヴァの手中に戻ってしまう、という危機感から生じたものであった（64）。当然のことなが
ら、このような状況の中で、エンブリアキ家も難しい立場に置かれることとなった。同じ、
『ティールのテンプル騎士修道会士』の記述に従って、事の経緯を追ってみよう。
当時のジブレ領主であったエンリコ・エンブリアコは、ジェノヴァを支援するために、
ジブレの山岳部から 200人の（東方）キリスト教徒の「農民（vylains）」の弓兵を伴って、
アッコンに向かった。同じエンブリアキ家の者でも、ウーゴ（ジブレ領主グリエルモ 1世
の三男ベルトランド 1世の息子（65））の息子ベルトランド 2世・エンブリアコは、アンティ
オキア侯ボエモンド 6世と行動を共にしていた。侯は、ベルトランドに対ジェノヴァ攻撃
軍を率いるように命じるも、ベルトランドは「自身も彼らと同じ国の出身であるために（por 

se qu’il estoit strait d’iaus）」容赦を願い出た。侯はそれを聞き入れずに、ベルトランドを無
理矢理に出陣させたが、彼は槍を鞍の後ろに置いて敵意のないことを示した上で、「我こ
そはジブレのベルトランドなり（Je suy Bertran de Giblet）」と叫ぶことで戦闘を回避した
のであった。この一件を耳にした侯は立腹した（66）。戦闘は一時休止したが、ボエモンド 6

世は、エンリコおよびベルトランドとその親族に対して、嫌悪感を露わにした。これに危
機感を抱いたエンブリアキ家は、アッコンにいるジェノヴァ軍に援助を求めつつ、ベルト
ランドを中心として侯に対する反乱を起こした。聖サバス戦争の中でジェノヴァを支援し
ていた聖ヨハネ修道会も反乱軍に加わり、侯が領有する村落を荒らし回った。反乱軍はボ
エモンド 6世自身に怪我を負わせるなどして侯を追い込んだが、トリポリ市内に逃げ込ん
だ侯は、ある計略を立てた。それは、「農民（vilains）」を使ってベルトランドを殺害しよ

（64） Templar of Tyre, chap. 273.
（65） Rey, “Giblet”, p. 410 f.
（66） Templar of Tyre, chap. 271-273.
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うというものであった。ベルトランドは、自身の領有する村落を視察している際に、10～
12人の農民に弓矢で襲撃されて首を刎ねられた。農民たちは、その首を侯に差し出した。
この出来事により、反乱軍は気合いを削がれて、ジブレで包囲されていたエンリコ以外の
者たちは、侯との和解を求めた。その結果、ベルトランドの父ウーゴは、息子の残した子
供たちを連れてアッコンへと向かい、喪に服す生活を送った。一方で、侯に投降したジョ
ヴァンニ・エンブリアコはエルサレム王国のマレシャルに選出され（67）、また、ボトロン領
主のギヨーム・ダンティオシュはエルサレム王国のコネタブルに選出される（68）などの社
会的上昇を遂げたのであった（69）。係争と和解を経て人的結合がさらに強力になる、という
封建主従関係によく見られる作用が、反乱の中心をなしたエンブリアキ家の一部の者たち
を救った、と言えるであろう（70）。
以上は、1258～1259年の出来事である。その後、叙述史料の中に再びエンブリアキ家
が登場するのは、1276年のこととなる。ここでの主人公は、エンリコとベイルート領主
バリアン・ディブランの妹イザベルとの間に生まれ、1271年に父の後を継いでジブレ領
主となっていたグイード 2世である（71）。1275年に父の後を継いでアンティオキア侯兼トリ
ポリ伯に即位したボエモンド 7世はいまだ幼少であり、実権は母親のシリル（アルメニア
女王ザベルの娘）、およびトルトサ司教バルトロマエウスが握っていた。そのような時に、
有力諸侯の一人であるユーグ・サラモンの娘の結婚相手を巡って、自身の弟ジョヴァンニ
を推すグイード 2世と、自身の甥を推すバルトロマエウスとの間で競争が起こり、グイー
ドはボエモンド 7世の判断を待たずして自身の意向を反映する形での挙式を行なった。こ
の暴挙に侯と司教は激怒し、それを恐れたグイード兄弟はジブレに逃げ帰った。さらに、
グイードはアッコンに逃れ、そこでテンプル騎士修道会に入会した。侯からの攻撃に備え
て、強力な後ろ盾を確保しておくためであった。その後、グイードが結婚を通じて獲得さ
れた弟の所領も強奪するに及んで、侯はグイードを攻撃するための軍勢を召集し、グイー
ドもそれに対抗するためにテンプル騎士修道会士たちを呼び寄せた。戦闘が勃発し、トリ
ポリの町はテンプル騎士修道会によって攻撃・破壊された。その一方で、侯の軍勢はグイー

（67） 彼は、ジブレ領主グリエルモ一世の次男レイモンドの家系の者である。Rey, “Giblet”, p. 409. ただし、彼の
マレシャルとしての活動が確認されるのは、1262年 12月 19日に発給されたエルサレム国王のセネシャル
兼バイイのジョフロワ・ド・セルジーヌ証書の副署人欄においてのみである。Urkunden, no. 816 （=Paoli, 1, 
no. 142 ; Strehlke, no. 123 ; Cartulaire, no. 3045 ; Regesta, no. 1322 ; Regesta Add., no. 1322）.

（68） ボトロン領主プレバーノの孫に当たり、長男のジャンをベルトランド 2世の娘ルチアと結婚させていた。
Rey, familles, p. 257. 彼の場合、コネタブルとしての活動の痕跡は証書史料には見られない。

（69） Templar of Tyre, chap. 291-296.
（70） なお、その後にエンリコも和解したようである。思い起こさねばならないのが、ボエモンド 4世の妻がエ

ンブリアキ家のプレザンスであり、ボエモンド 6世にもエンブリアキ家の血が流れていた、ということで
ある。

（71） なお、彼が父方の姓のエンブリアコではなく、母方の姓のイブランを好んで用いた。Irwin, R., “The Mamluk 
Conquest of the County of Tripoli”, Edbury, P. （ed.）, Crusade and Settlement, Cardiff, 1985, pp. 246-249.
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ドをジブレで包囲した。しかし、その戦いの中で侯の軍勢は手痛い損害を負うことになり、
その結果、侯とグイードとの間で 1年間の休戦協定が結ばれた（72）。
それから 6年後の一二八二年、グイード 2世は体勢を立て直していた。彼の軍勢は、主
としてジェノヴァの傭兵隊から成ったが、「というのも、彼自身も彼ら（ジェノヴァ人）
の内の一人であり、彼らに大きな信頼を寄せていたから（pour ce que il estoit de yaus, si s’en 

fioit plus）」であった。トリポリに侵攻したグイードを始めとするジブレの者たちに対して、
侯は激怒した。「なぜならば、彼らは家臣（のはず）だから（pour ce que il estoient ses 

homes）」であった。戦いは侯側の優勢で展開し、最終的にはグイード軍は堀に追い込ま
れて包囲され、そのまま餓死した。これに関する情報がアッコンにもたらされると、アッ
コン在中のピサ人たちは歓喜して、大祝賀会を催した。その中では、ある者が侯を演じ、
ある者が命乞いをするグイードを演じるような演劇も上演された。それを見ていた、トマー
ゾ・スピノーラを始めとするジェノヴァ人たちは、ピサに対する報復を心に誓うのであっ
た（73）。さらに 4年後の 1286年、コルシカ島を巡ってジェノヴァとピサは激しく戦ったが、
それはアッコンにも飛び火した。ジェノヴァのコムーネは、トマーゾ・スピノーラとオル
ランド・アスケッリを頭とする艦隊をアッコンに派遣し、オルランドの艦隊はピサ船を焼
き払った上で、アッコン港を封鎖した。この状況に、アッコン政府は港からの立ち去りを
求める使節として、二人のフランチェスコ会士を派遣した。それに対してオルランドは、
もしすべてのアッコンの領主たちが立ち去ってほしいとの「証書（une cahrte）」を発給す
るのであれば、すぐに退去すると答えた。そこで、エルサレム王国のバイイ（キプロス王
国のコネタブルのバリアン・ディブラン）、テンプル騎士修道会総長および聖ヨハネ修道
会総長たちは、自分たちの印璽を付した「証書」を発給し、それを受けたオルランドは約
束通りに立ち去ったのであった（74）。もしかすると、この証書が、ジェノヴァにとっての十
字軍国家で発給された最後の証書であったのかもしれない。
では、最後のエピソードに入ろう。1287年、ボエモンド 7世が跡継ぎなくして死去す

ると、アンティオキア侯兼トリポリ伯位は、姉妹のリュシーに移った。彼女の夫は、シャ
ルル 1世・ダンジューおよびその後継者であるシャルル 2世・ダンジューの下で、アプー
リアのアミラートゥス（海軍艦隊長）を努めていたナルジョ・ド・トゥシーであった。シャ
ルル 1世の強権的な姿勢を経験から知っていた侯国および伯国の騎士たちは、自衛のため
に兄弟団（コミューン）を結成し、加えてジェノヴァに打診してその力を背後に得ること
となった（75）。リュシーとコミューンとの交渉の最中、コミューンの代表者の一人であるバ
ルトロメオ・エンブリアコがある計略を実行していた。彼は、上に出てきた、「農民」によっ

（72） Templar of Tyre, chap. 390-393.
（73） Templar of Tyre, chap. 409-413.
（74） Templar of Tyre, chap. 440-460.
（75） このコミューンについての詳細は、Prawer, Institutions, pp. 76-79, を参照されたい。
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て殺害されたベルトランド 2世の子であった（76）。彼には、ジブレ領主権を獲得したいとい
う思いがあった（恐らくは、上述のグイード 2世の死によって、ジブレの領主権がエンブ
リアキ家の手から離れてしまったのであろう）。しかし、その一方で、コミューンと提携
するジェノヴァ勢力が、トリポリを支配することも嫌っていた。そこで彼の取った方策は、
マムルーク朝のスルタン、カラーウーンとの提携であった。バルトロメオの計略に乗った
カラーウーンはトリポリに進軍し、1289年 3月に包囲を開始した。そして、1ヶ月後にト
リポリの町は陥落した。多くの者たちは逃げることに成功したが、命を落とした「かわい
そうな者たち（povre gent）」の中には、バルトロメオも含まれていたのである（77）。
以上に見てきたエンブリアキ家の歴史は、トリポリ伯の封建家臣としてのアイデンティ
ティーと、ジェノヴァ人としてのアイデンティティーとの板挟みの歴史であったと言える
が、後者のほうがより強く作用していたところに、我々はジェノヴァの特徴と呼べるもの
を見いだせるのかもしれない。最終的に、エンブリアキ家は、両者からの解放を選択する
のであるが、それはトリポリ伯国の命運と引き替えにしてのことであった。

5.　括　　　　　語

公権力、とりわけエルサレム国王が健在である限り、十字軍国家に少なからぬ人力や経
済力をもたらすヨーロッパの商業都市は、その統制下に置かれた。あくまでもフランク人
たちは、商業都市に与えた特権や財産を封とみなしており、その姿勢はフルク統治期から
顕著になった。それは、商業都市の勢力を抑制するためのみならず、それらを国家の防衛
という運命共同体の構成員にするための方策でもあった。そして、そのような方策は、少
なくともロンバルディア戦争期までは機能していた。
しかし、商業都市側は付与された特権などを、封としてではなく、あくまでも自国の財
産とみなしていた。1150年代以降、その財産が奪われたとき、都市国家は皇帝や教皇といっ
た遠方の力源に解決策を求めていくようになった。このことが、商業都市の市民たちに、
十字軍国家とアイデンティティーを完全に共有する機会を与えなかったのであろう。ヴェ
ネツィア、ピサ、ジェノヴァ、それぞれに方向性や程度の違いはあるが、これらの都市民
で十字軍国家において封建家臣となった者たちに共通して見られるのは、母国と十字軍国
家のそれぞれのアイデンティティーの間で葛藤する姿である。圧力にも似た母国の強力な
アイデンティティーが、彼らを完全にフランク人に同化することを妨げていたのである。
そして、国王不在となったエルサレム王国においては、各都市国家の持つ強力なアイデン
ティティーが前面に押し出されることとなった。
聖サバス戦争がもたらしたのは、戦乱およびそれによる疲弊、といった物理的なものの

（76） Rey, “Giblet”, p. 411 f.
（77） Templar of Tyre, chap. 464-477.
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みではなかった。エルサレム王国そのものがアッコン政府とティール政府とに完全に分断
されてしまったように、そして各騎士修道会もそれぞれの形で巻き込まれたことにより、
運命共同体としての十字軍国家に内包されていたアイデンティティーも、それぞれの商業
都市のアイデンティティーを核としたより小さな運命共同体に裁断されてしまったのであ
る。

（本稿は、科学研究費補助金・基盤研究（B）「中近世地中海史の発展的研究 ─ グロー
バルな時代環境での広域的交流と全体構造 ─」（代表・学習院大学文学部教授・亀長洋子）
の研究成果の一部である。）
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「郷土食」が生まれる契機としての災害復興
─東日本大震災と食文化のセーフガード─

加　藤　幸　治

は　じ　め　に

二〇一一年三月一一日に発生した、三陸沖を震源とするマグニチュード九・〇の東北地
方太平洋沖地震は、地震の揺れや津波のみならず、原発事故や交通遮断による物資流通の
機能停止、ライフラインの断絶等によって多くの人的被害をもたらした。この地震によっ
て発生した津波は、三陸沿岸部で最大四〇メートル以上、仙台平野では海岸から最大六キ
ロメートルあまりが浸水した。その津波で家屋が流されたり、原発事故で退避を余儀なく
されたり、地震の揺れによる家屋が損壊したりして、震災から六年八か月を経過してもな
お、七万九三一〇人が避難生活を送っているのが現状である（1）。宮城県の三陸地域は、地
震と津波の被害によって地域の生活や産業に甚大な被害を受け、農業や水産業などの第一
次産業や、地域の資源をいかしたモノづくり、特産品や観光面では、地域格差をはらみな
がら復興にむけた努力が続けられている。
こうした状況において、とりわけ地元住民や地元企業等からのボトムアップの動きとし
て特筆すべきなのが、食文化をめぐる動きである。復興商店街の名物づくりや企業や諸団
体とタイアップした商品化を基本とした被災地の食の愉しみは、確実に観光客を動員して
いる。震災後、文化財レスキュー活動をきっかけに、筆者は八・八メートルの津波で繁華
街や港湾の水産・観光施設が壊滅的な被害をうけた牡鹿半島の石巻市鮎川をフィールドと
して、実践的な調査研究を進めてきた（2）。その過程で、その時期の動揺する状況のなかで
人々が食に目を向けてゆき、草の根の活動や企業、復興商店街などの地域住民の主体によ
る創意工夫によって、さまざまなものを「郷土食」化させていくという過程を目の当たり
にしてきた。
郷土食という言葉は、その土地の風土と文化から生み出され、連綿と受け継がれてきた
といったロマンを人々の胸中に抱かせる魅惑的な印象を持っている。しかし、歴史をひも
といてみれば、「郷土食」は大正から昭和初期の国内観光ブームや（3）、食糧対策や戦前から

 （1） 「全国の避難者等の数」復興庁調べ、二〇一七年一一月一三日現在（復興庁ウェブサイトより）
 （2） その実践の経緯については、拙著『復興キュレーション : 語りのオーナーシップで作り伝える “くじらまち”』
（社会評論社、二〇一七年）を参照いただきたい。 

（3） 例えば、関戸明子『近代ツーリズムと温泉』（ナカニシヤ出版、二〇〇七）鈴木勇一郎『おみやげと鉄道　
─ 名物で語る日本近代史 ─』（講談社、二〇一三年）などが、戦前の国内観光ブームにおける「名物」生
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戦後にいたる生活改善運動の展開（4）、戦後の国内観光ブームやディスカバージャパンに代
表される地域文化の見直し、食のグローバル化の合わせ鏡としてのローカルな食の価値づ
け、文化財や世界遺産、いわゆるおまつり法などの動きに対応した地域文化の観光資源
化（5）など、さまざまな契機で「郷土食」のアイデアが勃興し、多くは消え去り、一部のも
のが「郷土食」化して残ってきたのである（6）。ある食材や調理法が、地域のくらしの歴史
と不可分のものととらえられ、それが別の経済的目的（復興や観光、地域活性化、雇用創
出など）を達するために活用される状況を、食の文化資源化と呼ぶならば、東日本大震災
からの復興はまさにその最前線である。
本稿では、そうした過程の一部を紹介しつつ、現代の「郷土食」化の動向について考察
してみたい（7）。

1　牡鹿半島における復興と食の文化資源化

牡鹿半島は、宮城県石巻市の東部に位置し、リアス式海岸の続く三陸の南端に突き出た
半島である。仙台湾に西面した南側を表浜、反対側の北側を裏浜と現在でも通称する。古
くから霊場 : 金華山の玄関口として知られ、漁浦はそれぞれの地形を生かしながら半農半
漁のくらしを立ててきた。そうした素朴な漁村にすぎなかった牡鹿半島は、近代の水産業
と捕鯨の最前線として活況を呈す。「石巻・三陸金華山沖」は黒潮（暖流の日本海流）と
親潮（寒流の千島海流）がぶつかり合う世界屈指の好漁場で、北大西洋、イギリス・ノル
ウェー近海とともに “世界三大漁場”に数えられる。日本の水産業における最重要度の漁
港と位置付けられる特定第三種漁港（いわゆる特三）が、塩竈・石巻・気仙沼と三つも集
中しており、これらの復興は日本の水産業全体にとっても大きな課題である。
東日本大震災では、表浜も裏浜もともにほぼすべての集落が甚大な被害を受け、集落解
散を決めた地区もある。平坦地が少ないことから仮設住宅を建設する場所に乏しい半島部
からは、石巻市街や仙台圏に避難・移住する人の割合が高い。人口流出はそのまま基幹産
業の養殖業や水産業の復興の遅れへとつながっており、また鉄道の路線から大きく外れた

成の過程を扱っている。
 （4） 例えば、矢野敬一『「家庭の味」の戦後民俗誌 ─ 主婦と団欒の時代』（青弓社、二〇〇七）、田中宣一編著『暮
らしの革命 ─ 戦後農村の生活改善事業と新生活運動 ─』（農山漁村文化協会、二〇一一）などが、戦前か
ら戦後の「郷土食」へのまなざしや実践について扱っている。

 （5） 岩本通弥編著『ふるさと資源化と民俗学』（吉川弘文館、二〇〇七）もこの問題を扱っている。
 （6） 本稿で郷土食を括弧でくくるのは郷土食を伝統的なものとして自明化しないところから、新たな問題発見
につながると考えるからである。

 （7） 本稿は、「東北地方の郷土食が生まれる契機としての災害復興 ─ 東日本大震災と食の文化資源化 ─」
『二〇一四年度和食文化の保護・継承に貢献する研究支援事業報告書 ─ 中間報告 ─』　公益財団法人味の素
食の文化センター、二〇一五を、大幅に加筆修正した内容で構成している。もとの論文においては、南三
陸町の事例を中心に紹介しているので参照いただきたい。
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半島部は震災前に増して過疎化、高齢化が加速している。とはいえ、震災から六年が経過
し、港湾部の嵩上げと建設が進んだことから、養殖業、水産業、捕鯨ともに復興の兆しが
見え始めているが、産業面でも生活面でも、暗中模索の状態で停滞しつづけているという
のが、震災七年目の印象である。

2　水産業の復興とブランド化

牡鹿半島の水産業は、表浜と裏浜、そして鮎川、網地島や田代島の島嶼部ごとに特色が
ある。このうち表浜は、石巻や塩竈、仙台へと海を介して開けており、海産物を出荷する
イサバ（五十集）が発達し、ノリやカキの養殖も盛んに行われてきた。一方裏浜は、女川
や気仙沼に向いており、寄磯浜等では気仙沼のカツオ一本釣り漁船に餌として供給するた
めの漁業も営まれてきた。金華山の玄関口にあたる鮎川浜は、近代捕鯨基地として知られ
る。寒流と暖流の潮目には大謀網と呼ばれる数キロにもわたる超大型の定置網が掛けられ
るほか、水深二七メートル以下の場所に営まれる小型定置網も各所にみられる。また、岩
場と砂地の境界にそってコヒキ（底曳網）を曳くナマコ漁、縄に何十もの餌入りのハモド
（筌）を延縄のように吊り提げて漬けて引き上げるアナゴ漁（この地域ではオオアナゴを

写真 1　昭和二五年の鮎川の風景（当時の絵葉書より）

写真 2　現在の鮎川の風景
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ハモと呼ぶ）、潮の穏やかな入り組んだ湾で営まれるワカメ・カキの養殖、新潟県の佐渡
から八戸経由で伝来した天秤式のイカ釣り漁、地先の磯根で営む採集漁業などが古くから
営まれてきた。また、火光利用敷網漁業は、コオナゴやイカナゴ漁のために水中に網を張
り、その上に集魚灯をつけて魚群を集めて引き揚げるもので、ランプ網と呼ばれる。こう
した漁業で成功した者は、流通業や民宿などの観光業に転じ、失敗した者はまた磯での零
細な漁から再出発した。
『昭和三二年度農林水産基本調査結果表』によると、敷網が小渕浜（二七戸）、新山浜（一八
戸）、泊浜（三六戸）、その他の裏浜（三五戸）ほか、小型船底曳網は小渕浜（三戸）ほか、
採貝採藻は裏浜に多く泊浜（二七戸）、鮫浦浜（一〇戸）、前網・寄磯浜（五九個）ほか、
カキ養殖は給分浜（一六戸）、小網倉浜（三六戸）ほか、ノリ養殖は小渕浜（八戸）ほか
となっている。
牡鹿半島では、豊富な海産資源から少なくとも磯根漁業と農業の兼業でひとまず生計維
持ができるという。聞書きでは「事業に失敗したら磯根からやり直せばいい」という言葉
を聞いたが（新山浜、五〇代）、震災後の地域の人々の地道な復旧作業にはこうした海の
資源への依存の感覚に裏付けられているようにも感じる。対象はアワビ、ウニのほか、ネ
ウ（アイナメ）・カレイ・スエ・アイ・ボッケなどのいわゆる根魚、カニ、フノリ、ヒジキ、
ワカメ、テングサなどである。とりわけアワビは近代における牡鹿半島の特産品であった。
牡鹿半島でとれるのはエゾアワビで、磯根漁業の主力のひとつである。牡鹿半島では北海
道のようにタモ網を使うのではなく、船の上から箱眼鏡でのぞきながらアワビカギでとる。
アワビカギは箱眼鏡同様、基本的には岩手から南下して伝播した道具であるが、それぞれ
の地形の違いから形状の地域性が顕著である。灰鮑は干してカビ付けし、一番カビが発生
した後に表面のアオカビを払い落とし二番かびを付け、カビを繁殖させる加工食品であっ
た。表面に粉をまぶしたような色になることから灰鮑という名がついた。戦前は牡鹿半島
の主力商品のひとつでもあった。
また、大きな資本による事業としての漁業に、大謀網の誘致がある。この大規模な定置

写真 3　明治期三六年　第五回内国勧業博覧会の賞状「灰鮑」（文化財レスキュー資料のうち）
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網は岩手県から特殊技能を持ったナンブシュウ（南部衆）と呼ぶ四〇人ほどの集団を招き、
テンヤと呼ぶ寄宿舎に寝泊まりしてもらいながら漁業を営むものである。集落側で招致す
る家はダナドノといい、ナンブシュウの世話をするかわり利益を分配された。ナンブシュ
ウは、ダイボウ（大謀）の指揮のもと、現場監督であるトモス（艪を扱う人の意味）、労
働者であるアミト（網人）で構成している。水揚げの際は、イオミヤグラ（魚見櫓）で魚
の入り具合を確認したうえで、旗と吹き流しで陸に伝え、シドに魚を追い込みながら網を
寄せて（起こすという）水揚げするタカブネ、網の底を上げるドエ（胴合）、網の口を閉
じて逃げないようにするオキノメ（沖目）の役によって水揚げし、漁獲物はそのまま運搬
船で石巻や女川に運んだという。この大謀網は多くの雇用を作り出し、半島部を潤した。
一方、資本をもとにノリやカキの養殖業に転じる者も多く、戦後は栽培漁業に従事する
者が増えた。養殖業は基本的にイエごとに経営され、そこに繁忙期は雇い人を入れた。ノ
リの養殖は昭和三〇年代は盛んに行われたが、より利益を上げられるカキ養殖が主流と
なっていった。
そもそも牡鹿半島のカキ養殖は、近代に沖縄出身でカナダで水産事業を起こした宮城新
昌が、大正期に垂下式蠣養殖法を牡鹿半島に導入し、種ガキの北米への輸出を軌道に乗せ
たところから始まるとされる。その後、牡鹿郡簡易水産学校（現在の宮城県水産高等学校）
で教育を受けた漁民がこの地域の養殖業を発展させていった。この時期、養殖業に転じる
ものと同時に、養蚕業やタバコ等の工芸作物栽培を始める者も多かった。昭和初期の牡鹿
半島は、海も山も “養”という栽培の思考に基づく生業の空間に転換していったと見るこ
とができる（8）。
牡鹿半島では、「石巻・三陸金華山沖」の豊富な水産資源とリアス式海岸の入り組んだ
地形の恩恵を受け、定置網、磯根漁業、養殖業が発展してきた。一方でこの地域は、多く
の地震・津波の被害を乗り越えてきた地域でもある。近代以降だけを見ても、明治二二年

 （8） 小谷竜介「養蚕から養殖へ ─ 戸倉半島一集落の生業サイクルの変遷を通して ─」『東北民俗』四二、
二〇〇八はこの問題を扱っている。

写真 4　ハモド（アナゴ漁用筌、文化財レスキュー資料のうち）
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の明治三陸津波、昭和八年の昭和三陸津波、昭和三五年のチリ地震津波、そして平成二三
年の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災の四回の津波があり、およそ七〇年に一度
は町や漁浦、港湾部が壊滅的な被害を受ける。震災後メディアでは、こうしたリスクにも
かかわらずなぜ人は住み続けるのかといったことが議論されることもあったが、食文化と
生業からみると三陸沿岸には常に働き口があり、むしろ人々は積極的にこの地域に集まっ
てきた。上記の定置網、磯根漁業、養殖業、近代捕鯨のどれもがハイリスク・ハイリター
ンな産業で、莫大な利益を上げる可能性を孕む生業である。そして良質な海産物は、この
地域の大きな魅力であった。
東日本大震災後、農林水産省や経済産業省、復興庁、政策金融公庫等のさまざまな復興
関連補助金による支援が行われてきた。それは、おのずと政府の農林水産行政の今後の方
向性に基本的には沿ったかたちで復興が進められる。食に関して言えば、農林漁業者によ
る加工・販売への進出（六次産業化）と地域の農林水産物の利用促進（地産地消）が大き
な方向性であり、これに向けた取り組みを含めたかたちで支援がなされた。被災地の復興
は、地震の直前を目標に復旧するのではなく、基本的に持続的発展が可能なモデルへと産
業構造を作りかえることが意図されているのである。
ここで基本的な路線となるのが、いわゆる六次産業化・地産地消法（「地域資源を活用
した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、
平成二二年一二月三日公布）である。その基本は、① 生産者と消費者との結びつきの強化、
② 地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、③ 消費者の豊かな食生活の
実現、④ 食育との一体的な推進、⑤ 都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、⑥
食料自給率の向上への寄与、⑦ 環境への負荷の低減への寄与、⑧ 社会的気運の醸成及び
地域における主体的な取組を促進することとされている。
復興政策としては当然のことではあるが、東日本大震災後の牡鹿半島の水産業の復興は、
商品力の高いもの、すなわち六次産業化の可能性を含むものへ集中的に支援が行われてい
る。こうしたものが、名物として全国に流通していき、三陸沿岸の特産品として受入れら
れていくとすれば、被災地域のブランド食材は政策的にコーディネートされたものと言え
よう。
ただ、地元の漁協や漁師の方々と話をしていると、こうした政策や方向性が話題にのぼ
る。被災地の漁業者は、“絵に描いた餅”のような政策のコンセプトを、どのようにすれ
ば地域の漁業として営めるか、そのかたちを模索しながら努力を続けている。そのとき重
要になるのが、歴史的に半島部で営まれてきた多様な漁法だという。牡鹿漁業協同組合の
渡辺玲参事は、震災後文化財レスキューされて保存処理を施された半世紀前の漁具をみて
「昔の人たちがやってきたことは、今も道具はプラスチックやナイロンに代わりながら、
動作は全く変わってないものも多いね。アナゴなんかは今でも現役だけど、仕事としてや
らなくなったような漁業も、いくらかはいま漁師さんたちの余技というか、海で遊ぶみた
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いな部分として一部は残っているんだよね。海の状態をよく知ってないとできないからお
もしろいんだ。これからの漁業は、いくらか面白いという部分がないと、漁業者も特に若
い子はシンドイよね。」と語ってくれた。
牡鹿半島には、地先の磯根漁業、近海でのアナゴ筌漁、ナマコ底曳網漁、佐渡由来のイ
カ釣り漁、カツオ等の釣漁、大型・小型の定置網、ワカメ・カキ等の養殖業、集魚灯を用
いたコオナゴ漁など、実に多様な漁法が存在し、そのほとんどが震災前まで連綿と営まれ
てきた。震災の復興期が落ち着いたあと、こうした六次産業化に乗らない漁業がどのよう
に営まれるか、そして食材がどのようなローカルな価値を獲得していくか、継続的に追跡
していく必要があろう。

3　鯨肉食文化の現在

これまで牡鹿半島の漁業について見てきたが、この地域の水産業のもうひとつの核が捕
鯨である。牡鹿半島の突端に位置する鮎川の捕鯨は、明治三九年に山口を本拠地とする東
洋捕鯨が進出したことにより、本格的に花開いていった。高知や和歌山をはじめ、全国各
地の有力な捕鯨会社が事業所を設け、素朴な漁村にすぎなかった鮎川は、捕鯨基地の町と
して活況を呈するに至った。大正末期になると、外部資本に依存していた大型鯨類の捕鯨
に対し、地元有力者たちによって鮎川捕鯨が設立され、マッコウクジラを取って肥料を製
造するなど捕鯨が地場産業として定着していった。また、それまでゴンドウクジラをとっ
ていた勇幸丸を和歌山の太地から持ち込んだ長谷川熊蔵によって、金華山沖で捕鯨会社に
許可されていなかったミンククジラを狙う小型沿岸捕鯨が、鮎川に基盤を置いた捕鯨とし
て発展していったのである。大型鯨類の捕鯨船に対し、こうしたいわば家業として行う捕
鯨の船を特に “ミンク船”と呼ぶことには、鮎川の地元の産業としての親しみが込められ
ているようである。戦後、食料難への対策もあって、南氷洋（南極海周辺）での捕鯨が再
開され、鮎川の人々は小型沿岸捕鯨と大型鯨類の遠洋捕鯨にも深くかかわっていった。鮎
川の捕鯨産業は、国際規制による商業捕鯨の全面停止をうけて衰退を余儀なくされ、鮎川
で盛んだったミンククジラ漁も禁止された。現在の鮎川では、調査捕鯨の副産物としての
クジラのほか、政府から許可を受けたツチクジラの小型沿岸捕鯨が続けられている（9）。
鯨肉食は、現在も鮎川の人々の食卓に欠かせないものである。かつては小型沿岸捕鯨コ
ミュニティ内で、年中行事に対応するかたちで鯨肉の贈与が行われ、文化としての鯨肉食
が定着していたことが研究で明らかとなっている（10）。地域の一般住民は、鯨肉は購入する

 （9） 鮎川での捕鯨の文化資源化については、拙稿「東北学院大学における被災文化財の支援活動」日高真吾編『記
憶をつなぐ ─ 津波災害と文化遺産 ─』（千里文化財団、二〇一二）でも紹介した。

（10） ミルトン・フリーマン、高橋順一訳『くじらの文化人類学 ─ 日本の小型沿岸捕鯨 ─』（海鳴社、一九八九）
に詳しい。
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ものであったのだが、昭和中期には鯨肉の地域内での流通を町役場が担っていた部分もあ
るそうである。また前述のように、戦前から外来産業としての大型捕鯨に対し、地元漁民
によるいわば家業としての捕鯨がミンククジラの小型沿岸捕鯨であったため、商業捕鯨が
禁止となった現在でも地元の人々のミンククジラへのこだわりは強い。政府の許可を得て
営まれる現在の主力の鯨種であるツチクジラは、ミンククジラに比べるとかなり血の気が
多く、調理に一定の工夫が求められる。多くは乾燥してジャーキー状にして保存するか、
タレとよぶ赤味の干し肉（ツチクジラをもっぱら捕ってきた千葉県和田の名産）、旨煮や
大和煮、竜田揚げにして食されるが、昭和後期には公民館活動の一環で女性たちがツチク
ジラのレシピを考えるサークルもあったという。現在の地元の鯨肉食はこのツチクジラと、
宮城県石巻市鮎川港を中心とした半径五〇マイル以内の海域で行われるミンククジラの調
査捕鯨の副産物が流通している。ミンククジラは、刺身で食されるばかりでなく、盆など
の人が集まる際のごちそうとして、ミンククジラの煮凝りが各家庭で作られている。こう
した鯨肉食の行事食は、手間もかかることから全体としては衰退傾向にはあるものの、震
災を契機に地元を離れた人に食べさせたいとか、年に一度の帰省の楽しみに応えたいと
いった理由から、以前にもまして意味ある食品となっているようである。
鯨肉食は現在、日本人の日常の食卓から消えつつあり、縁遠いものとなっているが、逆
に “珍しい食材”として関心を持たれる状況になってきている。石巻市鮎川では、戦前か
ら鯨供養の法要に合わせて事業所ごとに祭りがおこなわれてきたが、昭和二八年から戦後
復興も兼ねて行政、捕鯨会社、商工会などが協力して、地元消防団などの若者が活躍して
開催するおしか鯨祭りが営まれてきた。当初の祭りは、各地区の婦人会が仮装行列を行い、
各社の砲手による捕鯨砲で鯨の的を撃つ「実砲実演」など華やかなもので（砲手は憧れの
職業であった）、その賑わいは鮎川ロケで撮影された高倉健主演の映画『鯨と斗う男たち』
（東映）にも描かれた。昭和四〇年代以降は、地元団体や七十七銀行、捕鯨会社などによ
る踊りとパレード、歌謡ショーなどが行われ、震災前は大規模な花火大会がメインイベン
トの祭りであった。
東日本大震災により、人々は生活の困難や人口の流出によって祭りは中断した。しかし、
復興商店街も軌道に乗った二〇一三年一〇月一三日、「おしか鯨祭り復活祭」が開かれ、
筆者も学生とともにお手伝いに駆けつけた。
当日は、クジラ供養と東日本大震災犠牲者の合同供養のための法要が、鮎川の観音寺で
営まれ、僧侶による読経のあと約二〇人の祭り関係者が焼香をした。そして午前一〇時か
ら、被災した牡鹿公民館跡地の更地でオープニング・セレモニーが行われ、石巻市牡鹿稲
井商工会の齋藤富嗣会長は「まだまだ震災前と同じようにとはいかないが、鮎川港の修復
が完了すればまた以前と同じようにお祭りを開催できる」と復活を宣言した。ここからは、
ステージで地元の小中学生によるソーラン節や太鼓の披露、金華山龍踊り、鮎川七福神舞
などの芸能が披露された。このとき、会場付近の更地では外房捕鯨株式会社から提供され
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たツチクジラの鯨肉を、役場職員らが炭火焼にしていた。これは一一時三〇分から開かれ
るツチクジラ炭火焼の無料配布のためである。焼きあがった肉は商工会女性部が一人分ず
つに切り分け、東北学院大学の学生たちが来場者に配布、合計一〇〇〇皿を配り終えて約
四〇分で完売した。炙りたてのツチクジラの赤肉は、その血の気の多さがヒレステーキの
ような触感につながり、幅広い世代に喜ばれた。
翌年一〇月五日、震災後第二回のおしか鯨祭りが開催された。会場は同じ更地であった
が、来場者は前年比より少し上回る盛況ぶりであった。鯨肉のなかでも、ツチクジラの炭
火焼というものは、仙台市内はもちろん牡鹿半島でも提供する店はほとんどないので、珍
しさから、仙台圏や石巻市内などから多くの観光客らが訪れた。鯨肉食は毎日食卓に上る
ものではなくなったが、仙台における芋煮会のようなイベント食として定着しつつある。
ツチクジラの炭火焼は、しょう油をつけて炭火で焼いただけのシンプルなものであるが、
鮎川の人々にとっては炭火で鯨肉を焼いて食べるという行為自体が懐かしいものであると
いう。鯨肉については、戦後の給食で冷めた竜田揚げを食べたという世代にとっては抵抗
があるという意見が多い。また、貧しさを連想させるものでもある。ただ鮎川在住の人々
は、炙りたての軟らかい鯨肉の美味しさを経験的に知っており、年配の女性が「最近は家
で七輪を熾すこともなく、炭火焼を食べなくなったからおしか鯨まつりが楽しみだ」と語っ
ていたことが印象的であった。
現在、石巻市鮎川では鯨肉を食べさせる店はわずかであるが、クジラを名物として売り
出しているのが復興商店街の黄金鮨である。大将の古内勝治さんは、もともと港に近い鮎
川の中心部に店を構えていたが、震災で店を流されて現在は仮設住宅から仮設商店街で営
業を続けている。この店の看板商品は、ミンククジラを使ったクジラの握りとクジラ海鮮
丼、クジラユッケ丼等で、多くのボランティアや観光客がそれを目当てに連日訪れている。
また鮎川には震災後に仕出し屋が少ないことから、法事や会議などさまざまな機会に黄金
鮨に注文が入る。クジラ鮨は赤味と皮の握り、サエズリ（舌）、クジラベーコンの握りな
どがあり、鮎川の復興のシンボルとしてメディアにとり上げられることも多い。

写真 5　おしかクジラ祭り 2017の様子 写真 6　学生による鯨肉の無料配布
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このほか食肉となる部位は、頬肉にあたる霜降りのスノコ、ヒレの下部にあたる腹のあ
たりのウネス、尾の付け根の霜降り肉のオノミ、尾そのもののオバイケ、塩漬けにした本
皮などがある。また脂差しの良いカノコは、味噌漬けが好まれる。こうした食材は、復興
商店街の商店で購入できるが、長年の経験から選別良い商品を扱い、地元での信頼も篤い。
鮨や海鮮丼は、捕鯨基地の町で育まれた高級レシピであるが、竜田揚げと同じぐらい庶
民的なレシピとして作られてきたのが大和煮である。大和煮は調理法的には甘露煮と同じ
で、しょう油と砂糖、生姜等で濃い目の味で甘辛く煮たものである。鮎川では前述のよう
に戦前からミンククジラが好んで食されてきた。ミンククジラは生肉でも臭味が少なく、
家庭でも刺身で食されてきた。一方、戦前からこの地域ではマッコウクジラもよく捕獲さ
れた。金華山沖をマッコウ城と呼ぶほど、マッコウクジラが多かったのである。そのマッ
コウクジラはツチクジラ同様に血の気が多く臭味が強い。これを家庭で食するときには
もっぱら大和煮にして臭味を隠したのである。鯨の大和煮は戦前から缶詰として商品化さ
れてきた。現在、大和煮に加工される鯨種は、ヒゲクジラ類はナガスクジラ・イワシクジ
ラ・ミンククジラ・ニタリクジラで、歯クジラ類ではツチクジラ・ゴンドウクジラがある
が、複数の鯨種を混ぜている商品が大半である。そうしたなか、近年鮎川の捕鯨会社のひ

写真 9　ミンククジラの煮凝り

写真 7　クジラ紅白寿司とサエズリ寿司（黄金鮨にて） 写真 8　ミンククジラの刺身用赤身肉
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とつ鮎川捕鯨ではクジラの種類別の大和煮を販売している。単にクジラの大和煮というだ
けでなく、捕鯨や鯨種についてより知ってもらいたいという意図が反映されており、復興
商店街でも意外と人気なのだそうである。味付けはあまり変わらないものの、脂の乗り方
がミンククジラは少ないなど触感の違いを愉しむことができる。
この大和煮を用いた新たなレシピが「おしかモビー DON」である。これは震災後考案

されたもので、温かいクジラの大和煮と温泉卵をのせた丼物である。これは、東日本大震
災で被災した岩手、宮城、福島三県の各所の仮設商店街が、地域特産の食材を使った創作
料理で競う「復興グルメ F-1大会」のためにおしかのれん街が考案したものである。これ
は、認定 NPO法人アムダ（AMDA）が東日本復興支援事業の一環として行っている「被
災地間交流事業」のひとつで、震災の翌年三月から平成二六年度までに過去九回開催され
てきた。おしかのれん街の石森政成会長は、「こういう交流はいいね。こちらから乗り込
んでいくのも楽しいし、大変だったけど他の復興商店街の皆さんに来ていただいたのも良
かった。牡鹿はクジラの特徴を出したいし、大和煮を買って家庭で食べてもらいたい」と
語る。
東北太平洋側の三県の被災地で、互いの特産物を意識しながら、クジラの魅力再発見の
ための取り組みは、こうした交流が続いていけばさらに活性化されるであろう。こうした
新たなレシピづくりの取り組みについて、河北新報では特集「復興めし」として連載する
など（二〇一五年九月一〇日から一九日まで『河北新報』にて連載）、注目を集めてきた。
そこで取り上げられた内容は、① 「キラキラ丼（宮城県南三陸町）」　② 「釜石バーガー

（岩手県釜石市）」　③「サバだしラーメン（宮城県石巻市）」　④ 「りゅうぐう蛸焼（福島
県南相馬市）」　⑤ 「ふかひれ丼（宮城県気仙沼市）」　⑥ 「がんバーグ（岩手県陸前高田市）」　
⑦ 「女川カレー（宮城県女川町）」　⑧ 「フィッシュ &チップス（岩手県大船渡市）」　
⑨ 「ホッキコロッケ（宮城県山元町）」　⑩ 「復興チャレンジグルメ」（福島県相馬市）」と
いう内容である。伝統的な「郷土食」にとらわれない、被災地の今に着目した構成となっ
ているところに、この連載の特徴がある。現代の「郷土食」は、実際に交流のある他地域

写真 10　復興グルメ F-1大会（2016年）のようす
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との対比のなかで自己認識を高め、交流のためのツールとして育まれている。

4　無形文化遺産と文化観の転換

こうした食文化の動向を考えるとき、「和食 : 日本人の伝統的な食文化」がユネスコ（国
際連合教育科学文化機関）の世界遺産活動のひとつである無形文化遺産に登録されたこと
を踏まえることが重要である。無形文化遺産とは、ユネスコが定めた「無形文化遺産の保
護に関する条約」（二〇〇三年採択、いわゆる無形文化遺産保護条約）に基づき、（a）口
承による伝統及び表現　（b）芸能　（c）社会的慣習，儀式及び祭礼行事　（d）自然及び万
物に関する知識及び慣習　（e）伝統工芸技術を対象とし、「人類の無形文化遺産の代表的
な一覧表」（代表一覧表）に記載されたものをいう。世界遺産との決定的な違いは、真正
性を求めないという点にあり、古い文化を凍結保存するような保護の仕方は、無形文化遺
産の継承活動とは相容れないとされている。無形文化遺産は、古い文化が世代を超えて受
け継がれていくことをまずは認めたうえで、現代社会のさまざまな人々の生活様式や価値
観にその文化が新たな存在意義をもって受け入れられ、それまでの時代とは異なったかた
ちに変化しながら再活性化されていくことが期待されている。
ユネスコの無形文化遺産における「保護」の概念は、プロテクションあるいはプリザー
ベーションの意味ではなく、それらも内包したセーフガーディングであると言われている。
ユネスコ独特の概念であるセーフガーディングとは「認定・記録作成・研究・保存・保護・
促進・拡張・伝承（特に正規の又は正規でない教育を通じたもの）・再活性化」というプ
ロセスが想定されている。そのステップのうち、前半に並んでいる認定・記録作成・研究・
保存・保護の五つは、日本の文化財保護の手法とよく似ていて馴染み深いものであるが、
これに対し、後半に並んでいる促進・拡張・伝承・再活性化の四つは普及啓発にとどまら
ず、新たな文化の創造や、新しいメディアや材料の積極的な利用までもが想定されている。
過度な商業化を避けつつ、現代社会のニーズに適ったものに位置付けたり、新しいかたち
を提案したり、地域社会のなかでこれまでになかった存在意義を見出したり、福祉や教育、
国際交流といったものと結びつけたりといったことにおいて、文化を成長させていくこと
が重要視されているのである（11）。
こうした無形文化遺産のうち、食文化の継承活動においては、家庭の味、地域ならでは
の調理法や食習慣に加え、それを調査研究することから新たな食文化を生み出す草の根の
グループによる活動の活性化が求められている。例えば牡鹿半島では、いくつかの団体が
豊かな海産資源を生かして復興まちづくりや観光開発に生かすための、食文化創造の活動
を行っている。一例をあげると、筆者と大学生らは被災地での文化創造活動のなかで、

（11） この点については、七海ゆみ子『無形文化遺産とは何か ─ ユネスコの無形文化遺産を新たな視点で解説す
る本 ─』　彩流社　二〇一二年に詳しい。
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二〇一七年四月二六日に行われた創作料理の試食会に立ち会うことになった。地域の宿泊
施設の若旦那・若女将や、観光関係の団体、まちづくりの NPO法人等の団体などが、仙
台市内の西洋料理店のシェフと連携して新レシピを考案するという内容で、「クジラの味
噌カツサンド」や「山椒風味のクジラ・シラスおにぎり」、「タコめしのお稲荷さんゆず風
味」など、野外で販売でき、金華山観光に携帯できるなど、アイデアを凝らした料理が作
られた。こうしたものを、どういう機会にどのような形態で、いくらで売るかなど、学生
も意見を出しながら議論が行われた。
牡鹿の食材の魅力を探るこうしたワークショップ的な取り組みは、食文化の促進・拡張
の展開のための準備といえ、これをもとに活動が展開していくことで地域の食材に対する
認識が広がることが期待される。こうしたことが、この地域の食文化の再活性化や文化と
して広く定着していくことに直接つながるわけではないが、人々が地域資源を見出してい
くきっかけとはなっている。問題は、この地域の生活の歴史的な展開と、現代的な文化資
源へのまなざしを、どのようなかたちで接合していくか、あるいはその乖離を認識すると
ころから、何を見出していくべきかなど、解決策よりも問いを共有していくことにあると、
筆者は考える。こうしたとき、単なる民俗調査によって食文化を記録することだけでなく、
また新たなレシピをイベント的に考案してただ盛り上がるだけではなく、価値そのものを
浮き彫りにし、それを相対化したうえで、地域のありようを見つめていくような実践的で
対話的な調査研究が求められている。筆者が取り組む「復興キュレーション」、すなわち
文化財調査や文化資源の掘り起しを地域住民との協働で行い、それを展示というメディア
を使って広く共有し、それへのリアクションから次の活動の手がかりを得ていく博物館活
動はその試みのひとつであるが、こうした活動がいくつも地域で展開していくことが促進
されなければ、現代的な食文化の再活性化には繋がらないであろう。

写真 11　新レシピのワークショップで作られた “弁当”の試作品
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ま　　と　　め

本稿では、東日本大震災の被災地における食の文化資源化とその実践について紹介して
きた。牡鹿半島の食文化における基本的なポテンシャルとして、世界三大漁場に数えられ
る「石巻・三陸金華山沖」における豊かで高質な海産物がある。その資源を最大限に利用
するため、この地域は水産業の近代化の最前線であったし、地域住民もその恩恵を求めて
さまざまな研究や試行錯誤を行ってきた。津波の被災地である漁村や港湾都市が、そうし
た生業の積み重ねの上に成り立つ生活を前提としてきたのである。そうしたなか、水産業
の震災復興に置いては、国の政策、とりわけ六次産業化と地産地消に適うこと、水産物を
使って都市住民と地域住民、あるいは消費者と生産者が結びつく仕組みや、加工・流通業
までをふまえたかたちの漁業経営を作り上げることが重視され、漁民の側にはイエごとに
独立したかたちでなくグループ化や企業等とのタイアップが求められた。そうした過程で
商品価値が高く、ブランド化が強力に進められる金華さば・金華かつお・銀鮭・カキといっ
たものに集約的に支援が行われ、被災地域のブランド食材は復興政策と不可分なかたちで
作り出されてきた。
一方で、震災以前まで育まれてきた、磯根漁業や地先での網漁なども並行して行われた
り、いわば遊びのなかで存続したりしており、地域生活においてはこうしたおかず取り的
な仕事の営みも、労働とおなじぐらい価値を持っており、こうしたものが「郷土食」との
関連のなかで今後どのような意味を持って行くのかにも注意したい。
鯨肉食が日常生活のなかに育まれた捕鯨基地の町においては、震災後おしかクジラ祭り
での炭火焼のふるまいのようにイベント食としての性格を強くしてきているが、こうした
復活したイベントが地域のくらしの歴史を再認識する契機ともなっていることは鯨肉食の
継承において意味のあることである。加えて、クジラ寿司やクジラ海鮮丼のような昭和後
期に花開いたクジラ観光によって生み出されたレシピや、商業捕鯨モラトリアムによるミ
ンククジラにかわって主力となったツチクジラの新レシピや新商品の開発、復興商店街同
士の交流のなかで考案された大和煮を使った新レシピの考案など、家庭での食し方と異な
る食文化が考案され続けてきたことも重要である。
今後、どういうものが残っていくのかはともかく、食の実践からはその時期ごとの地域
における課題に対応してきた人々の営みが見てとれる。実際には復興の遅れは顕著であり、
第一次産業の復興のみならずその持続的発展は容易な課題ではない。“頑張っている人”

の “成功している取り組み”はメディアをはじめ外部からの高評価を受けやすいが、こう
した取り組みもさまざまな葛藤を孕みながら営まれているという想像力が必要である。地
域のミクロな動向や人々の行動の意味を探るフィールドワークは継続的に行われるべきで
あろう。
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タイトル

第 20回文学部歴史学科公開講座　開催報告 
「聖人・君主の身体保存と聖遺物崇拝の諸相」

第 1回 6/10（土）
「古代エジプトの死生観とミイラ作り」
辻村純代氏（国士舘大学イラク古代文化研究
所共同研究員）

第 2回 6/14（水）
「玉衣から尸解仙ヘ : あるいは肉体の永遠性
に対する中国人の異常な執着をめぐって」
下倉　渉（本学文学部教授）

第 3回 6/21（水）
「聖遺物と移葬 : 古代 ·中世キリスト教世界に
おける聖人崇拝の諸相」
櫻井康人（本学文学部教授）

第 4回 6/28（水）
「考古学からみた仏教東漸と舎利信仰の諸相」
佐川正敏（本学文学部教授）

第 5回 7/5（水）
「平泉における中尊寺金色堂の位置づけと仏
教文化の展開」
七海雅人（本学文学部教授）

第 6回 7/12（水）
「日本の即身仏をめぐる民俗学的課題」
政岡伸洋（本学文学部教授）

　人類は偶然にも古今東西において身体（肉体）と精神（魂）の永遠性を希求し、とくに身体を
保存するための様々な方法を考案してきました。また、聖人 ·君主の崇高なる精神を象徴する遺
体やその一部である遺骨、毛髪、あるいは着衣などをしばしば崇拝の対象としてきました。今回
はその歴史と文化について、日本における古代エジプトミイラ研究の第一人者である辻村純代氏
の講義を皮切りに、以下年代順に本学歴史学科の歴史学・考古学・民俗学分野の教員が、「中国
漢代の死生観と玉衣」、「古代・中世のキリスト教世界における聖遺物崇拝」、「古代東アジアにお
ける仏教文化と舎利信仰」、「平泉の浄土思想と奥州藤原氏三代の身体保存」、「出羽三山に代表さ
れる即身仏」をテーマとしてお話しいたします。
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6/10土 ＿ 7/12水2017年

文学部歴史学科　第20回公開講座

　人類は偶然にも古今東西において身体

（肉体）と精神（魂）の永遠性を希求し、とくに

身体を保存するための様々な方法を考案し

てきました。また、聖人·君主の崇高なる精神を

象徴する遺体やその一部である遺骨、毛髪、

あるいは着衣などをしばしば崇拝の対象とし

てきました。今回はその歴史と文化について、

日本における古代エジプトミイラ研究の第一人

者である辻村純代氏の講義を皮切りに、以

下年代順に本学歴史学科の歴史学・考古

学・民俗学分野の教員が、「中国漢代の死生

観と玉衣」、「古代・中世のキリスト教世界にお

ける聖遺物崇拝」、「古代東アジアにおける仏

教文化と舎利信仰」、「平泉の浄土思想と奥

州藤原氏三代の身体保存」、「出羽三山に

代表される即身仏」をテーマとしてお話しいた

します。

主催 お問合せ東北学院大学 文学部歴史学科 東北学院大学 研究機関事務課 〒980-8511　仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL：022ー264ー6401　FAX：022ー264ー6530

※第1回は、6月10日（土） 14：30～16：10になります。第2回～第6回とは時間帯が異なりますので、ご注意ください。

古代エジプトの死生観と
ミイラ作り
辻村純代氏（国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究員）

第1回 6/10（土）14：30～16：10
会場：土樋キャンパス ホーイ記念館ホール

玉衣から尸解仙ヘ
ーあるいは肉体の永遠性に対する

中国人の異常な執着をめぐってー

下倉　渉（本学文学部教授）

第2回 6/14（水）18：00～19：30
会場：土樋キャンパス8号館5階押川記念ホール

聖遺物と移葬
ー古代·中世キリスト教世界における

聖人崇拝の諸相ー

櫻井康人（本学文学部教授）

第3回 6/21（水）18：00～19：30
会場：土樋キャンパス8号館5階押川記念ホール

考古学からみた仏教東漸と
舎利信仰の諸相
佐川正敏（本学文学部教授）

第4回 6/28（水）18：00～19：30
会場：土樋キャンパス8号館5階押川記念ホール

平泉における中尊寺金色堂の
位置づけと仏教文化の展開
七海雅人（本学文学部教授）

第5回 7/5（水）18：00～19：30
会場：土樋キャンパス8号館5階押川記念ホール

日本の即身仏をめぐる
民俗学的課題
政岡伸洋（本学文学部教授）

第6回 7/12（水）18：00～19：30
会場：土樋キャンパス8号館5階押川記念ホール

申込不要

定員200名

受講無料

全6回

中尊寺提供



東北学院大学論集　歴史と文化　第 57号

1（　 ）

「
任
那
復
興
」
策
と
「
任
那
の
調
」

熊　

谷　

公　

男

は
じ
め
に

古
代
日
朝
関
係
史
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
見
直
し
が
進
み
、
一
九
八
〇

年
代
末
ご
ろ
ま
で
に
面
目
を
一
新
す
る
。
か
つ
て
通
説
と
さ
れ
て
い
た
、
ヤ

マ
ト
朝
廷
は
四
世
紀
半
ば
か
ら
二
百
年
の
間
、朝
鮮
半
島
南
部
の「
任
那
」（
加

耶
諸
国
）
を
直
接
支
配
し
、
百
済
・
新
羅
両
国
を
も
従
属
さ
せ
て
い
た
と
す

る
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
は
、現
在
で
は
完
全
に
過
去
の
も
の
に
な
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に
関
し
て
筆
者
も
異
論
は
な
い
。

〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
が
崩
壊
し
て
す
で
に
三
〇
年
ほ
ど
経
過
し

た
が
、
で
は
律
令
制
以
前
の
倭
国
の
対
外
関
係
史
は
ど
の
よ
う
に
塗
り
か
え

ら
れ
た
か
と
い
う
と
、い
ま
だ
混
沌
と
し
た
研
究
状
況
で
あ
り
、率
直
に
い
っ

て
停
滞
と
硬
直
化
が
目
に
つ
く
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、〝
任
那

問
題
〞
の
規
避
と
、
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を
す
べ
て
対
等
な
関
係
と
し

て
捉
え
よ
う
と
す
る
志
向
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
に
し
て
も
、
そ
れ
と
不
可
分
の
「
任
那
日

本
府
」
説
に
し
て
も
、
確
か
に
『
日
本
書
紀
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
に
即
し
た
分
析
、
考
察
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
学
説
と
は
い
い
が

た
い
。〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
は
「
任
那
」
を
「
官
家
（
ミ
ヤ
ケ
）」

と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
が
、
本
来
「
官

家
」
と
は
、
倭
国
に
調
（
ミ
ツ
キ
）
を
貢
納
す
る
国
家
ま
た
は
地
域
の
こ
と

で
あ
り
、
倭
国
が
直
接
現
地
を
支
配
す
る
直
轄
領
の
意
で
は
な
い
。
ま
た
、

四
世
紀
か
ら
六
世
紀
ま
で
「
任
那
」
を
統
治
す
る
機
関
と
し
て
存
続
し
た
と

さ
れ
た
「
任
那
日
本
府
」
は
、
史
料
的
に
い
う
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
日

本
書
紀
』
の
欽
明
紀
の
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
期
間
（
欽
明
二
〜
六
年
）
に
だ
け

集
中
的
に
現
わ
れ
て
お
り
（
年
表
1
参
照
）、
筆
者
は
、
そ
の
性
格
・
機
能

も
こ
の
時
期
の
国
際
関
係
に
即
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る）
1
（

。た
だ
も
う
一
方
で
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
の
記

述
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ミ
ヤ

ケ
に
関
し
て
い
え
ば
、
百
済
・
新
羅
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
高
句
麗
ま
で
「
内

官
家
」
と
よ
ぶ
（『
日
本
書
紀
』
神
功
摂
政
前
紀
仲
哀
九
年
十
月
辛
丑
条
）

な
ど
、ミ
ヤ
ケ
概
念
に
甚
だ
し
い
誇
張
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
、

も
う
一
方
で
欽
明
紀
の
百
済
系
史
料
に
も
と
づ
く
記
事
に
海
外
の
ミ
ヤ
ケ
を

「
弥
移
居
」
と
、
百
済
系
と
み
ら
れ
る
借
音
字
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
も

注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
、
こ
の
語
句
が
律
令
制
以
前
か
ら
倭
国
と
特
定
の
結

び
つ
き
の
あ
る
半
島
の
国
あ
る
い
は
地
域
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定

し
が
た
い
の
で
あ
る）

2
（

。
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
の
政
治
的
な
潤
色
に
は
十

分
に
注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
記
載
を
無
視

17086179_06熊谷.indd   1 2018/03/14   9:57:46
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し
た
り
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
造
作
・
誇
張
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
記
述
の
中
核
に
か
く
さ
れ
た
史
実
が
な
い
か
探
索
す
る
努
力
を
す
べ
き

時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
「
任
那
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
「
任
那
」
に
広
狭
両
義

が
あ
り
、
広
義
に
は
加
耶
諸
国
全
体
を
指
す
が
、
狭
義
に
は
金
官
国
を
意
味

す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
朝
鮮
史
料
で
は
、「
任
那
」
の
用
例

じ
た
い
が
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
金
官
国
の
別
称
と
み

て
さ
し
つ
か
え
な
い）

3
（

。
す
な
わ
ち
、
広
義
の
「
任
那
」
は
『
日
本
書
紀
』
な

い
し
倭
国
特
有
の
用
法
と
み
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
は
朝
廷
の
ミ
ヤ
ケ
と
い

う
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方

で
狭
義
の
「
任
那
」
は
朝
鮮
史
料
の
用
法
に
通
じ
る
の
で
、
半
島
か
ら
伝
来

し
た
呼
称
と
み
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
場
合
も
、
広
義
の
「
任
那
」
は
列

島
で
肥
大
化
し
た
「
任
那
」
概
念
で
あ
る
が
、
狭
義
の
「
任
那
」
は
半
島
に

起
源
す
る
歴
史
的
地
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
核
に
は
倭
国
と
「
任
那
」（
金

官
国
）
と
の
特
殊
な
歴
史
的
関
係
が
伏
在
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
決
し
て

不
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
が

完
全
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
、〝
任
那
問
題
〞
は
あ
ら

た
な
視
点
か
ら
研
究
課
題
と
し
て
取
り
組
む
余
地
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
状
で
は
「
任
那
」
研
究
は
低
調
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
、
研
究
者
の
間
に
〝
任
那
問
題
〞
を
規
避
す
る
意
識
が
つ
よ
い
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
任
那
」
を
重
視
し
た
り
、
特
別
視
し
た
り
す

る
こ
と
自
体
が
、〝
任
那
史
観
〞
と
し
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
る

こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
日
本
書
紀
』
が
「
任
那
」
を
特

別
視
し
て
い
る
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
『
日
本
書
紀
』
の

編
纂
過
程
の
問
題
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
任
那

復
興
」
策
や
「
任
那
の
調
」
を
想
起
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、〝
任
那
問
題
〞

の
解
決
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を
原
則
す
べ
て
対
等
の
関
係
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
も
し
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞

説
が
植
民
地
史
観
と
し
て
批
判
を
浴
び
た
こ
と
で
、
対
外
関
係
を
優
位
―
従

属
の
関
係
で
み
る
こ
と
自
体
を
誤
り
と
考
え
る
意
識
が
つ
よ
ま
っ
た
結
果
だ

と
す
れ
ば
、そ
れ
は
、筆
者
自
身
も
含
め
て
で
あ
る
が
、い
さ
さ
か
安
易
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
広
開
土
王
碑
」
を
素
材
と
し
た
武
田
幸
男
氏
の

詳
密
・
周
到
な
研
究）

4
（

で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
開
土
王
代
の
高
句

麗
が
武
力
に
よ
っ
て
領
域
を
拡
大
し
、
新
羅
や
百
済
を
軍
事
的
に
従
属
さ
せ

た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ご
う
方
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
小
規
模
で
不
安

定
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
高
句
麗
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
が

併
存
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
広
開
土
王
碑
」
の
な

か
で
、
と
き
と
し
て
「
百
残
」・
新
羅
を
勢
力
下
に
お
き
、
高
句
麗
と
対
立

す
る
強
大
な
勢
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
倭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
広
開

土
王
の
功
績
を
際
だ
た
せ
る
意
図
か
ら
誇
張
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
し

が
た
い
に
せ
よ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
「
単
純
に
、
虚
偽
な
ど
と
し
て

否
定
し
去
る
こ
と
は
安
易
に
す
ぎ
る）

5
（

」
の
で
あ
っ
て
、
倭
国
が
百
済
や
加
耶

南
部
諸
国
（
金
官
・
安
羅
な
ど
）
と
軍
事
的
に
提
携
し
な
が
ら
反
高
句
麗
勢

力
の
盟
主
的
存
在
と
し
て
高
句
麗
と
対
抗
し
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
と
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
な
か
で
倭
国
だ
け
が
ひ
た
す
ら
対
等
の
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外
交
政
策
を
志
向
し
つ
づ
け
た
と
み
る
の
は
、
か
え
っ
て
非
歴
史
的
な
見
方

に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
広
開
土
王
代
に
新
羅
を
従
属
さ
せ
た
高
句
麗

に
対
し
て
、倭
国
は
百
済
か
ら
軍
事
援
助
と
引
き
替
え
に
「
質
」（
ム
ハ
カ
リ
）

を
出
さ
せ
て
い
る
し
、「
任
那
加
羅
」（
金
官
＝
狭
義
の
「
任
那
」）
か
ら
も

軍
事
援
助
と
引
き
替
え
に
「
調
」
を
貢
納
さ
せ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

さ
ら
に
高
句
麗
に
軍
事
的
に
従
属
し
て
出
質
し
て
い
た
新
羅
は
、
一
時
期
、

倭
兵
の
侵
攻
停
止
と
引
き
替
え
に
倭
国
に
も
「
質
」
を
入
れ
て
い
る
。〝
南

朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
の
崩
壊
後
、「
質
」
を
対
等
の
関
係
を
前
提
と
し

た
外
交
使
節
と
み
な
す
説
が
有
力
化
す
る
が
、
そ
れ
は
成
り
立
ち
が
た
い
。

「
質
」
は
外
交
交
渉
の
結
果

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
保
証
と
し
て
送
ら
れ
る
王
の
身
代
わ
り

の
王
族
な
の
で
、
外
交
使
節
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
帰
国
の
自
由

が
な
い
う
え
、
送
受
関
係
が
双
方
向
で
は
な
く
一
方
通
行
で
あ
っ
た
の
で
、

受
け
入
れ
国
側
が
優
位
に
立
つ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
百
済
・
新
羅
両
国
か
ら
倭
国
へ
の
「
質
」
は
、『
日
本
書
紀
』
だ
け
で

な
く
『
三
国
史
記
』『
三
国
遺
事
』
に
も
記
載
が
あ
り
、
歴
史
的
事
実
と
し

て
否
定
し
が
た
い
点
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
国
は
、
す
で
に
広
開

土
王
代
（
三
九
一
〜
四
一
三
年
）
に
、
軍
事
援
助
を
外
交
的
武
器
と
し
て
自

国
優
位
を
志
向
す
る

0

0

0

0

外
交
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
つ
ぎ
の
倭
の
五
王
の
時
代
に
も
同
様
の
外
交
政
策
が
と
ら
れ
た

こ
と
は
、
倭
王
武
の
上
表
文
や
倭
王
が
宋
朝
に
求
め
た
官
爵
を
想
起
す
れ
ば

多
言
を
要
す
ま
い）

6
（

。

近
年
、
廣
瀬
憲
雄
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
国
家
は
、
本
来
的

に
帝
国
へ
の
志
向
（
＝
帝
国
性
）
を
有
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で）

7
（

、
国
際
状

況
次
第
で
は
そ
の
志
向
が
顕
在
化
し
、
周
辺
国
と
の
間
に
従
属
的
な
外
交
関

係
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
、
ど
の
地
域
で
も
起
こ
り
う
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、

歴
史
上
、「
華
夷
秩
序
」
は
複
数
存
在
し
た
の
で
あ
り）

8
（

、
そ
の
よ
う
な
認
識

を
も
つ
こ
と
が
、
廣
瀬
氏
も
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
王
権
・
国
家
を
独
立
し

た
外
交
主
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る）

9
（

。

つ
と
に
石
上
英
一
氏
は
、
日
本
の
「
調
」（
ツ
キ
）
が
、
新
羅
国
内
の
服

属
儀
礼
に
お
け
る
貢
進
物
に
起
源
が
あ
る
こ
と
、
新
羅
や
「
任
那
」
の
倭
国

へ
の
朝
貢
儀
礼
に
お
け
る
貢
進
物
の
「
調
」
も
ま
た
こ
の
系
統
に
属
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る）

10
（

。
廣
瀬
氏
は
こ
の
石
上
説
を
発
展
的
に
継
承
し
、「
任

那
の
調
」
な
ど
の
調
（
ミ
ツ
キ
）
は
、「
倭
王
へ
の
服
属
の
証
」
で
あ
っ
て
、

「
半
島
の
諸
勢
力
を
「
服
属
」
さ
せ
る
「
帝
国
」
と
し
て
の
倭
国
に
は
不
可

欠
の
要
素
で
あ
」
り
、「
ミ
ツ
キ
の
貢
納
は
「
帝
国
」
の
一
要
件
」
で
も
あ
っ

た
と
す
る）

11
（

。
廣
瀬
氏
に
よ
れ
ば
多
く
の
国
家
は
、
本
来
的
に
帝
国
へ
の
志
向

を
も
っ
て
い
て
、
調
の
貢
納
を
倭
国
あ
る
い
は
日
本
的
「
帝
国
」
の
一
要
件

と
み
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
立
場
を
推
し
進
め
る
と
、
倭
国
は
四
・
五

世
紀
の
国
家
形
成
期
の
初
期
段
階
か
ら
「
帝
国
」
を
志
向
し
、
周
辺
諸
国
に

調
の
貢
納
を
求
め
る
外
交
政
策
を
展
開
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

こ
よ
う
。
こ
れ
は
、
近
年
主
流
と
な
っ
て
い
る
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を

す
べ
て
対
等
な
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
と
は
ま
さ
に
対
極
に
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
筆
者
は
こ
の
廣
瀬
氏
の
立
場
に
賛
同
す
る
。

た
だ
こ
こ
で
念
を
押
し
て
お
き
た
い
の
は
、
倭
国
の
自
国
優
位
を
志
向
す

る
外
交
（
＝
「
小
帝
国
」
的
外
交
）
と
は
、
基
本
的
に
外
交
理
念
、
な
い
し

外
交
政
策
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
周
辺
諸
国
を
従
属
さ
せ
て
い
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る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
相
手
国
を
直
接
支
配
し
て
い
た
と
い
う
わ

け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
に
よ
っ
て
は
、
結
果
的

に
対
等
と
い
っ
て
よ
い
外
交
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
倭
国
の
外
交
は
基
本
的
に
「
小
帝
国
」
を

志
向
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
「
国
際
意
識）

12
（

」
に

よ
っ
て
倭
国
の
外
交
政
策
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
状
況
が
許
せ
ば
「
質
」
を

出
さ
せ
た
り
、「
調
」
を
貢
納
さ
せ
た
り
し
て
、「
小
帝
国
」
的
外
交
関
係
を

実
現
さ
せ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。別

稿
で
、
五
〜
七
世
紀
の
倭
国
の
外
交
を
概
観
し
た
と
き
に
具
体
的
に
論

じ
た
よ
う
に
、
倭
国
は
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
世
界
の
「
絶
域
」

に
位
置
し
て
い
た
こ
と
で
、
中
国
王
朝
の
規
制
を
つ
よ
く
受
け
る
こ
と
が
な

く
、
朝
鮮
半
島
の
戦
乱
か
ら
も
意
識
的
に
距
離
を
お
く
こ
と
が
で
き
て
、
軍

事
、
外
交
の
う
え
で
相
対
的
に
自
律
性
、
主
体
性
を
も
ち
や
す
く
、
東
ア
ジ

ア
世
界
で
も
独
自
の
外
交
政
策
を
展
開
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る）
13
（

。
実
際
に
も
、
多
く
の
場
合
に
「
小
帝
国
」
的
外
交
政
策
を
展
開
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、「
質
」
と
「
調
」
と
「
任
那
」
を
ぬ

き
に
倭
国
の
外
交
政
策
は
語
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
目
的
は
、
五
三
二
年
に
金
官
国
（
＝
狭
義
の
「
任
那
」）
が
最
終

的
に
滅
亡
す
る
前
後
か
ら
六
世
紀
半
ば
の
大
化
改
新
期
に
か
け
て
倭
国
の
最

重
要
の
外
交
課
題
の
一
つ
と
な
る
「
任
那
復
興
」（
＝
金
官
国
の
独
立
回
復
）

策
の
流
れ
を
た
ど
り
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
敏
達
朝
以
降
に
重
要
な

外
交
課
題
と
し
て
登
場
し
て
く
る
「
任
那
の
調
」
の
歴
史
的
意
義
を
再
検
討

し
、
倭
国
に
と
っ
て
「
任
那
」
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
か
を
問

い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
の
崩
壊
後
は
、「
任
那
」

に
関
わ
る
研
究
動
向
は
一
変
す
る
。
近
年
の
「
任
那
日
本
府
」（
以
下
、「
日

本
府
」
と
略
称
す
る
）
の
研
究
で
は
、
こ
れ
を
四
・
五
世
紀
以
来
、
現
地
に

居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
倭
人
の
組
織
と
み
て
、
倭
王
権
と
の
統
属
関
係
を

否
定
す
る
見
解
が
主
流
を
占
め
る
が
、
こ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
「
日
本
府
」

と
倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
を
完
全
に
切
り
離
そ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、

筆
者
に
は
〝
任
那
問
題
〞
を
規
避
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
「
任
那
の
調
」
の
研
究
に
お
い
て
も
、〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞

説
の
崩
壊
後
は
、倭
国
側
の
「
調
」
要
求
の
動
機
よ
り
も
、新
羅
が
な
ぜ
「
調
」

を
納
入
し
た
か
と
い
う
点
に
議
論
の
重
点
が
移
り
、
鈴
木
英
夫
氏
は
百
済
の

対
倭
外
交
に
対
抗
し
、
倭
国
の
軍
事
援
助
を
阻
止
す
る
た
め
と
し）

14
（

、
西
本
昌

弘
氏
は
倭
国
に
急
接
近
し
て
き
た
高
句
麗
と
の
連
携
を
は
ば
む
た
め
と
す

る）
15
（

。
確
か
に
、
新
羅
側
の
主
体
的
要
因
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て

も
倭
国
が
金
官
四
邑
の
「
調
」
を
要
求
し
つ
づ
け
、
な
お
か
つ
そ
れ
に
な
に

が
し
か
の
正
当
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
新
羅
が
貢
進
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
は
ず
で
、
ま
ず
究
明
さ
れ
る
べ
き
は
倭
国
側
の
主
体
的
動
機
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
も
「
任
那
復
興
」
策
か
ら
き
り
は
な
し
て
議
論

は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
崩
壊
後
の
「
日
本
府
」
や
「
任

那
の
調
」
の
研
究
は
、
そ
れ
ら
を
「
任
那
復
興
」
策
か
ら
切
り
離
し
て
考
察

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
外
交
記
事
に

多
く
の
造
作
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、「
任
那
復

興
」
策
に
関
わ
る
記
事
群
に
つ
い
て
、
そ
の
根
幹
部
分
を
『
日
本
書
紀
』
編
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者
の
造
作
に
帰
す
る
こ
と
は
、
本
文
で
も
論
じ
る
よ
う
に
、
困
難
で
あ
ろ
う
。

継
体
紀
の
近
江
毛
野
関
係
の
記
事
や
欽
明
紀
の
「
日
本
府
」
の
記
事
は
、
部

分
的
か
全
体
的
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
百
済
系
史
料
で
あ
る
『
百

済
本
記
』
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、一
定
の
史
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
任
那
の
調
」
関
係
の
記
事
は
そ
れ
ら
と
は
様
相
が
異
な
り
、
基
本
的

に
国
内
系
史
料
に
よ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
倭
国
本
意
の
明
ら
か
な
誇
張
、

造
作
が
含
ま
れ
て
い
て
、
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

固
有
名
詞
の
表
記
法
や
外
交
儀
礼
の
具
体
的
な
記
事
内
容
な
ど
か
ら
み
て
実

録
的
な
原
史
料
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
本
論
で
は
金
官
国
の
滅
亡
前
後
か
ら
は
じ
ま
る
「
任
那

復
興
」
策
の
な
か
に
敏
達
朝
以
降
の
「
任
那
の
調
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
意

義
を
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
国
に
と
っ
て
の
「
任
那
」
の
意
義
を

改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
．「
任
那
復
興
」
策
の
諸
段
階

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
任
那
復
興
」
策
と
は
、
五
二
〇
年
代
半
ば
に
新
羅

が
加
耶
南
部
の
金
官
国
方
面
へ
の
軍
事
進
出
を
は
じ
め
る
と
ま
も
な
く
、
そ

の
動
き
に
対
抗
し
て
安
羅
（
現
咸
安
）
な
ど
の
加
耶
諸
国
、
倭
国
、
百
済
な

ど
が
提
携
し
な
が
ら
お
こ
な
い
は
じ
め
た
金
官
（
現
金
海
）、
お
よ
び
そ
れ

に
つ
い
で
新
羅
に
併
合
さ
れ
た

己
呑
（
金
官
の
西
隣
か
）・
卓
淳
（
現
昌

原）
16
（

）
の
独
立
回
復
策
の
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
加
耶
諸
国
滅
亡
後
は
、
も
っ

ぱ
ら
金
官
国
の
み
の「
復
興
」を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
後
文
参
照
）。『
日

本
書
紀
』
に
は
継
体
紀
・
欽
明
紀
を
中
心
に
「
復
二
興
任
那
一
」「
復
二
建
任
那
一
」、

あ
る
い
は
「
興
二
建
任
那
一
」「
立
二
任
那
一
」「
建
二
任
那
一
」「
建
二
成
任
那
一
」「
封

二
建
任
那
一
」
な
ど
と
い
う
い
い
方
で
頻
出
す
る
。
さ
ら
に
は
「
任
那
」
を

よ
り
具
体
的
に
「
更
建
二
南
加
羅
（
＝
金
官
）・

己
呑
一
」（『
日
本
書
紀
』

継
体
二
十
三
年
（
五
二
九
）
三
月
条
。
以
下
、『
日
本
書
紀
』
の
史
料
に
関

し
て
は
書
名
を
省
略
す
る
）
と
記
し
た
例
も
あ
る
。

こ
の
「
任
那
復
興
」
策
は
、
五
六
二
年
に
新
羅
が
加
耶
北
部
の
有
力
国
で

あ
っ
た
大
加
耶
（
現
高
霊
）
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
あ
と
も
、
倭
国
だ
け
は
重
要

な
外
交
政
策
と
し
て
掲
げ
続
け
、
狭
義
の
「
任
那
」（
＝
金
官
）
を
支
配
す

る
よ
う
に
な
っ
た
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
や

が
て「
任
那
」を
支
配
す
る
新
羅
に
対
し
て
軍
事
的
圧
力
を
か
け
な
が
ら
、「
任

那
の
調
」（
＝
旧
金
官
四
邑
の
調
）
の
貢
進
を
執
拗
に
要
求
し
、
そ
の
結
果
、

新
羅
が
「
任
那
の
調
」
を
倭
国
に
貢
納
し
た
こ
と
も
何
度
か
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
六
四
二
年
に
百
済
が
新
羅
に
侵
攻
し
て
旧
加
耶
地
域
の
四
〇
余
城
を

下
す
と
、
倭
国
は
百
済
に
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
を
要
求
し
、
大
化
元
年

（
六
四
五
）
に
は
百
済
が
貢
納
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
化
二
年
、
新
羅
に
遣

使
し
て
「
任
那
の
調
」
の
停
廃
を
通
告
す
る
こ
と
で
「
任
那
の
調
」
は
廃
止

さ
れ
、「
任
那
復
興
」
策
も
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
任
那
復
興
」
策
の
推
移
の
大
要
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、

当
初
は
倭
国
ば
か
り
で
な
く
、
安
羅
を
は
じ
め
と
す
る
加
耶
諸
国
、「
日
本

府
」、
そ
れ
に
百
済
が
「
任
那
復
興）

17
（

」
を
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
外
交

活
動
を
お
こ
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
羅
の
金
官

国
へ
の
武
力
進
出
が
は
じ
ま
る
五
二
〇
年
代
半
ば
以
降
、
朝
鮮
三
国
間
の
武

力
衝
突
が
本
格
化
し
て
く
る
五
四
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
ほ
ぼ
二
〇
年
間
で
あ

る
。
こ
の
時
期
は
さ
ら
に
百
済
・
新
羅
間
に
講
和
が
成
立
す
る
五
四
一
年
を
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「任那復興」策と「任那の調」
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年表 1　近江毛野と「任那日本府」関係年表

年　　　月 事　　　　　項

I　
　
　
　
　
　
　

期

524（法興王 11）.─ 法興王、勢力拡大のため南境を巡幸し、加耶国王、来会する（羅紀）
527（継体 21）.6 近江毛野、南加羅（金官）・ 己

こ

呑
とん

復興のため軍 6万を率いて任那に向かう。
　　　〃 筑紫磐井、新羅と通じて叛し、火（肥）・豊国に拠って毛野の軍をはばむ。
528（継体 22）.11 大将軍物部麁鹿火、筑紫において磐井と戦い、斬殺する。
　　　〃　　 .12 磐井の子筑紫葛子、死罪を免れるために糟屋屯倉を献上。
529（継体 23）.3 南加羅・ 己呑復興のため、近江毛野を勅使として安羅に遣わし、百済・新羅の高官を

招集する。安羅、毛野のために高堂を造り、毛野と安羅の国主が堂に昇って協議するが、
百済の使節は参加を許されず、これを怨む。

529（継体 23）.4 任那王の己
こ

能
の

末
ま

多
た

干岐、来朝。新羅の来侵を訴えて救援を求める。近江毛野に任那と新
羅の和解をはからせるが、毛野、体面にこだわり宣勅せず。新羅、上臣に軍衆 3,000人
を率いさせて派遣。毛野、それをみて籠城して宣勅を拒み続ける。3ヶ月後、上臣、金
官等 4村を侵掠して帰国。

　　　〃

530（継体 24）.9 近江毛野臣、久斯牟羅に居宅をたてて 2年余り留まり、政治に倦んで、韓子の裁判に誓
湯を好んで用い、多くの死者を出すなどの悪行を働く。天皇、毛野を召喚しようとする
がしたがわず。阿利斯等（安羅の首長ヵ）、新羅・百済に兵を請い毛野臣を討つが、毛
野臣は背

へ

評
こほり

に拠り頑強に抵抗する。
530（継体 24）.─ この年、近江毛野、ついに召喚に応じるが、帰国の途中、対馬において病死。
531（継体 25）.3 百済軍、安羅に進駐し、乞

こっ と く

城を造営。（継体 25.12.5条）
532（法興王 19）. 金官国主金仇亥、王妃・王子らと共に新羅に降る。（羅紀）
536（宣化 1）.5 筑紫国那津に官家を造り、諸国の屯倉の穀を集積する。
537（宣化 2）.10 新羅が任那を攻撃したので、大伴金村の子磐・狭手彦を遣わす。磐は筑紫に留まって三

韓に備え、狭手彦は渡海して任那・百済にいく。

II　
　
　
　
　
　
　

期

541（真興王 2）.3 新羅、百済の要請を受け入れて講和する。（羅紀）
541（欽明 2）.4 百済の聖明王、天皇の詔書を聴くためと称して任那諸国の旱岐・任那日本府の吉備臣ら

を招集し、任那復建について協議する。旱岐らは、新羅と再三議したが答がないことを
訴える。聖明王は速古王・貴首王代以来の任那諸国との友好関係を強調し、 己呑・南
加羅・卓淳の三国は内応によって滅びたので、一致団結しようと呼びかける（第 1回任
那復興会議）。

541（欽明 2）.7 百済、安羅に遣使し、新羅に通じたとされる日本府の河内直・阿賢移那斯・佐魯麻都等
を強く責める。また新羅に行った任那の執事らに、再度、百済と一致団結して新羅に併
合された三国の独立を回復しようと呼びかける。聖明王はまた任那日本府に、新羅は日
本の朝廷を欺いて取り入り、偽って任那と講和しているだけだから新羅の甘言を信じて
はいけないと説く。

541（欽明 2）. このころ百済、下韓（南韓）に郡令・城主を設置する。
542ヵ（欽明 3）.7 百済、倭国に遣使して下韓・任那の政を報告する。
543（欽明 4）.11 津守連（己麻奴跪）を百済に遣わし、任那の下韓にいる百済の郡令・城主を日本府に附

けること、また任那復興を早期に実現すれば、河内直らは自然に退去するであろうとす
る詔書を伝える。

　　　〃 百済の聖明王、詔を佐平らに諮る。佐平ら、下韓の郡令・城主は日本府に差し出さない
ように、任那の再建は詔勅に従うようにと答える。

　　　〃 津守連と同時に、印奇（印歌）臣を新羅に遣わす。（欽明 5.2条）
543.12～

544（欽明 5）.1
百済、再三、任那に遣使し、任那復興を協議するために任那諸国と日本府の執事を召す
が、下級の者を遣わしてきたために協議できず。

544（欽明 5）.2 百済、任那に遣使し、日本府・任那諸国が百済王の召還に応じなかったことを非難する
とともに、河内直・移那斯・麻都の行動を強く非難し、天皇に「本処」への送還を要請
することを伝える。

　　　〃 日本府、任那の執事が召喚に応じなかったのは引き留めていたからで、それは朝廷に派
遣した使者が「新羅に印歌臣を遣わし、百済に津守連を遣わすので、そのまま勅を待て」
と勅命を受けたからである。新羅に行く途中の印歌臣に勅を確認すると、「日本府臣と
任那の執事は新羅に行って勅を聞け」といわれ、日本府に立ち寄った津守連からは、「自
分が百済に使わされたのは、百済が下韓に置いた郡令・城主を追い出すためだ」と聞い
た。百済に行って勅を聞けとは命じられていないので、招集に応じなかったのだ、と答
えた。

とく
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年　　　月 事　　　　　項

II　
　
　
　
　
　
　

期

544（欽明 5）.3 百済、倭国に遣使して、日本府の阿賢移那斯・佐魯麻都の専横を訴え、「本処」への送
還と、新羅と通じている的臣の追放を要請。天皇は、「任那」を復建できれば移那斯・
麻都は自然に退却するであろうし、的臣が新羅に行ったおかげで安羅が耕種できるよう
になったとして、百済の要請を突っぱねる。

544（欽明 5）.10 百済使帰国し、河内直・移那斯・麻都らの処遇については報勅なしと報告。
544（欽明 5）.11 百済聖明王、日本府臣・任那諸国の執事を召喚して任那復建のための三策を提示する。

第一策、新羅と安羅との境に六城を造り、天皇軍三千を各城に配備して久礼山の新羅の
五城を降服させること。第二策、南韓に郡令・城主を置くことは高句麗・新羅と対抗す
るためにぜひとも必要なことなので、それを天皇に承認してもらうこと。第三策、日本
府の吉備臣・河内直・移那斯・麻都の四人を本国に帰還させること。（第 2回任那復興
会議）

　　　〃 吉備臣・任那諸国の執事は、帰って日本府の大臣・安羅王・加羅王に諮り、使を遣して
天皇に奏上したいと返答して、回答を保留する。

545（欽明 6）.5 百済遣使、上表する。
545（欽明 6）.9 百済、任那に遣使し、日本府及び任那諸国の王に呉（南朝梁）の財物を贈る。
546（欽明 7）.1 前年来朝の百済使、帰国。良馬 70匹・船 10隻を賜う。

III　
　
　
　
　
　
　

期

547（欽明 8）.4 百済、遣使して救援軍の派遣を要請し、質東城子言を送り、汶休麻那と交代。
548（欽明 9）.1 高句麗、百済を攻め、馬津城を包囲する。（欽明 9.4条）
548（法興王 26）.1 高句麗、濊と共謀して百済の独山城を攻撃。百済、新羅に救援を求める。新羅、高句麗

軍を撃破する。（済紀）
548（欽明 9）.4 百済遣使し、安羅・日本府と高句麗の通謀を疑い、救援軍の派遣延期を要請。
549（欽明 10）.6 百済使の帰国に際して、高句麗との通謀の真偽究明と救援軍の派遣延期を約す。
550（真興王 11）.3 新羅、百済・高句麗両国の戦いに乗じて 2城を奪取する。（羅紀）
551（真興王 12）.3 新羅、百済と連合して高句麗を攻撃し、10郡を奪う。（羅紀・居柒夫伝）
551（欽明 12）. 百済王、新羅・任那の軍と連合して高句麗と戦い、平壌を攻撃し、百済の旧都漢城と旧

百済領 6郡を復す。
552（欽明 13）.5 百済・加羅・安羅、使者を遣わし、高句麗と新羅が手を結んで百済と任那を滅ぼそうと

していると訴え、救援を請う。
552（欽明 13）.10 百済の聖明王、金銅の釈迦像・幡蓋・経論を献ず。（仏教公伝）
552（欽明 13）. この年、百済、漢城・平壌の地を放棄。新羅、漢城に入る。
553（欽明 14）.1 百済遣使し、救援軍の派遣を要請。
553（欽明 14）.6 百済に内

うちの

臣
おみ

を遣わし、馬・船・弓・箭を贈り救援軍の派遣を約す。また医博士・易博士・
暦博士らの交代要員の派遣と、卜書・暦本・薬物を要請する。

553（真興王 14）.7 新羅、百済の東北部（漢城周辺）を奪取し、新州を置く。（羅紀）
553（欽明 14）.8 百済遣使して、高句麗・新羅が共謀して百済を攻撃しようとしているとして、再び軍兵

の派遣と弓馬の支給を要請する。
554（欽明 15）.1 百済使筑紫に到り、内臣の救援軍を至急派遣するよう懇願する。それに対して、救援軍

1,000人・馬 100匹・船 40隻の派遣を約する。
554（欽明 15）.2 百済遣使して、重ねて救援軍の派遣を要請し、質を東城子莫古に代え、五経博士・僧・

易博士・暦博士・医博士・採薬師・楽人の交代要員を送る。
554（欽明 15）.5 内臣、援軍を率いて渡海し、6月に百済に到る。
554（欽明 15）.7 百済聖王、新羅の管山城を攻めるが、伏兵にあい戦死する。（羅紀・済紀）
554（欽明 15）.12 百済・「在安羅諸倭臣」・任那諸国の旱岐ら援軍の派遣を謝す。また新羅との戦況を報告

し、筑紫の軍士の増派を要請する。
555（欽明 16）.2 百済の王子余昌、弟の恵を遣わして、聖明王の戦死を報告する。
556（欽明 17）.1 余恵、帰国。武器を与え、阿倍臣らの率いる筑紫の水軍に護送させる。また筑紫火君に

兵士 1,000人を率いて渡海させ、航路の要害を守らせる。
562（欽明 23）. 新羅、任那の官家を滅ぼす。
562（真興王 23）.9 新羅、加耶を攻め滅ぼす。（羅紀）

出典： 表記なし＝『日本書紀』、羅紀＝『三国史記』新羅本紀、済紀＝同書百済本紀、居柒夫伝＝『三国史記』
居柒夫伝。

下線＝倭王権と「日本府」との統属関係を示す記事、下線＝倭王権と新羅の通交を示す記事。
ゴシック＝倭軍の軍事行動、または倭国への救援要請。
付記 :煩雑になるのを避けて「任那」の「 」を省いた。
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境
に
前
後
の
二
時
期
に
分
け
ら
れ
る
（
年
表
1
の
I
・
II
期
）。

『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
に
よ
れ
ば
、
法
興
王
一
九
年
（
五
三
二
）、
金
官

国
主
金
仇
亥
が
妃
お
よ
び
三
子
（
長
男
奴
宗
、
次
男
武
徳
、
三
男
武
力
）
と

と
も
に
財
宝
を
携
え
て
新
羅
に
投
降
し
、
金
官
国
が
滅
亡
し
た
と
い
う
。
一

方
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
継
体
二
十
一
年
（
五
二
七
）
六
月
甲
午
条
に
「
近

江
毛
野
臣
率
二
衆
六
万
一
欲
下
往
二
任
那
一
、
為
二
復
興
建
新
羅
所
レ
破
南
加
羅
・

己
呑
一
、合
中
任
那
上
」
と
あ
っ
て
、近
江
毛
野
を
派
遣
し
て
「
南
加
羅
」（
＝

金
官
国
）
と

己
呑
（
金
官
の
西
隣
か
）
の
二
国
を
「
復
興
建
」
し
よ
う
と

し
た
と
あ
り
、
両
国
が
す
で
に
新
羅
の
勢
力
下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
前
提
と

し
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
こ
の
と
き
新
羅
か
ら

賄
賂
を
受
け
た
筑
紫
磐
井
が
毛
野
軍
の
渡
航
を
は
ば
む
た
め
に
乱
を
起
こ
し

た
と
い
う
磐
井
の
乱
の
話
が
続
く
。
そ
し
て
乱
平
定
後
の
継
体
二
十
三
年

（
五
二
九
）
三
月
に
改
め
て
金
官
・

己
呑
復
興
の
た
め
に
近
江
毛
野
を
勅

使
と
し
て
安
羅
に
遣
わ
し
、
新
羅
・「
任
那
」
両
国
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
す

る
が
、
毛
野
が
体
面
に
こ
だ
わ
っ
て
宣
勅
し
な
か
っ
た
た
め
に
う
ま
く
い
か

ず
、
怒
っ
た
新
羅
の
上
臣
伊
叱
夫
礼
智
干
岐
は
金
官
・
背
伐
・
安
多
・
委
陀

の
四
村
を
抄
掠
し
、
そ
の
人
び
と
を
引
き
連
れ
て
帰
国
し
た
と
い
う
。
こ
の

四
村
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
金
官
四
邑
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
新
羅
が
金
官

国
を
攻
撃
し
、
略
奪
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
話
は
、磐
井
の
乱
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
事
実
と
し
て
理
解
し
て
よ
い

か
は
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
羅
の
上
臣
「
伊
叱
夫
礼
智

干
岐
」
と
は
朝
鮮
系
の
借
音
字
の
表
記
で
あ
り
、『
三
国
史
記
』
に
み
え
る

伊

異
斯
夫
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、『
百
済
本
記
』
に
も
と
づ
く
記
事
群
と

み
て
よ
く
、
大
筋
と
し
て
は
歴
史
的
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
田

中
俊
明
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
新
羅
の
侵
攻
に
何
段
階
か
あ
っ
て
、

五
二
九
年
の
上
臣
に
よ
る
金
官
四
邑
抄
掠
を
へ
て
、
五
三
二
年
に
最
終
的
に

金
官
国
主
の
投
降
に
至
っ
た）

18
（

と
考
え
れ
ば
、整
合
的
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
。

新
羅
の
金
官
国
へ
の
侵
攻
の
は
じ
ま
り
を
伝
え
る
の
が
、
田
中
氏
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
法
興
王
十
一
年
（
五
二
四
）

九
月
条
に
「
王
出
巡0

二
南
境

0

0

一
拓0

レ
地0

。
加
耶
国
王
来
会
」
と
い
う
記
事
と
み

ら
れ
る
。
倭
国
は
そ
の
三
年
後
に
は
近
江
毛
野
に
軍
を
率
い
さ
せ）

19
（

、
加
耶
に

向
か
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
四
七
五
年
に
百
済
の
都
漢
城
が
陥
落

し
た
と
き
と
く
ら
べ
て
も
、
は
る
か
に
迅
速
で
、
積
極
的
な
対
応
で
あ
る
。

こ
の
第
I
期
は
、
加
耶
南
部
の
安
羅
を
拠
点
に
倭
国
・
百
済
、
そ
し
て
お

そ
ら
く
は
ほ
か
の
加
耶
諸
国
も
加
わ
っ
て
「
任
那
復
興
」
策
が
進
め
ら
れ
た
。

安
羅
は
金
官
国
に
ほ
ど
近
い
、
加
耶
南
部
諸
国
中
の
有
力
国
で
あ
る
が
、
倭

国
と
は
金
官
国
と
な
ら
ん
で
古
く
か
ら
友
好
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
も
新
羅

の
南
方
進
出
は
、
金
官
国
を
軍
事
制
圧
下
に
置
い
た
段
階
に
は
、
す
で
に
安

羅
の
す
ぐ
東
に
ま
で
せ
ま
っ
て
き
て
お
り
、
直
接
そ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
安
羅
を
は
じ
め
と
す
る
加
耶
諸
国
に
と
っ
て
、
自
国
の

独
立
を
守
る
た
め
に
「
任
那
復
興
」
が
緊
要
な
外
交
課
題
と
な
っ
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
が
つ
く
。

安
羅
は
、
新
羅
の
金
官
国
へ
の
武
力
進
出
が
は
じ
ま
る
と
ま
も
な
く
、
倭

国
と
百
済
に
救
援
を
要
請
し
た
よ
う
で
あ
る
。
継
体
二
十
三
年
（
五
二
九
）

三
月
是
月
条
に
よ
れ
ば
、
安
羅
は
新
た
に
高
堂
を
建
て
、
そ
こ
に
安
羅
国
主

が
倭
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
近
江
毛
野
と
と
も
に
の
ぼ
り
「
任
那
復
興
」
に
つ

い
て
謀
る
こ
と
、
数
ヶ
月
の
間
に
再
三
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
、
百
済
の
使
者
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と
将
軍
は
堂
の
下
に
と
ど
め
置
か
れ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
う
ら
ん
だ
と
い

う
。
説
話
的
な
内
容
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
安
羅
が
当
初
は
主
に
倭

国
と
提
携
し
、
そ
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
「
任
那
復
興
」
を
進
め
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
毛
野
の
体
面
に
こ
だ
わ
っ
た
高
飛

車
な
態
度
に
新
羅
が
反
発
し
、
和
解
ど
こ
ろ
か
逆
に
上
臣
に
よ
る
金
官
四
村

の
抄
掠
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
毛
野
は
そ
の
後
も
二
年
に
わ
た
っ

て
現
地
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
間
も
韓
子
の
裁
判
に
ク
ガ
タ
チ
を
用
い
て
多
く

の
死
者
を
出
す
な
ど
の
失
策
を
重
ね
る
（
年
表
1
参
照
）。

そ
の
報
告
を
聞
い
た
継
体
天
皇
は
毛
野
を
召
還
す
る
が
、
毛
野
が
な
か
な

か
応
じ
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
阿
利
斯
等
（
首
長
の
称
号
、
こ
こ
は
安
羅
の

首
長
か
）
が
新
羅
・
百
済
両
国
に
救
援
を
要
請
し
て
し
ま
う
。
毛
野
は
背
評

で
両
国
軍
を
迎
え
討
ち
、
籠
城
し
て
戦
う
こ
と
一
ヶ
月
に
お
よ
び
、
両
国
軍

は
久
礼
牟
羅
城
を
築
い
て
撤
退
し
た
と
い
う
（
継
体
二
十
四
年
九
月
条
）
こ

の
あ
た
り
の
記
述
は
『
百
済
本
記
』
に
拠
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
大
筋
で
事

実
と
み
て
よ
い）

20
（

。
た
だ
し
阿
利
斯
等
が
百
済
の
み
な
ら
ず
、
敵
対
し
て
い
た

は
ず
の
新
羅
に
も
救
援
要
請
を
す
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
何
ら
か

の
錯
誤
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
毛
野
は
召
喚
命
令

に
す
ぐ
に
し
た
が
わ
ず
に
安
羅
周
辺
に
と
ど
ま
り
、
安
羅
が
救
援
を
要
請
し

た
軍
隊
と
戦
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
毛
野
は
再
度
の
召
喚
を
受
け
て
帰

国
の
途
に
つ
く
が
、
対
馬
で
病
没
す
る
（
継
体
二
十
四
年
是
歳
条
）。
そ
し

て
そ
の
二
年
後
の
五
三
二
年
に
国
主
の
金
仇
亥
が
新
羅
に
投
降
し
て
、
金
官

国
は
完
全
に
滅
び
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
新
羅
の
金
官
国
侵
攻
に
対
抗
し
て
安
羅
・
倭
国
が
共
同
で
お
こ

な
っ
た
近
江
毛
野
の
派
遣
で
あ
る
。
近
江
毛
野
の
半
島
派
遣
を
伝
え
る
継
体

二
十
三
年
（
五
二
九
）
三
月
是
月
条
に
は
、「
遣
二
近
江
毛
野
臣
一
、
使
二
于

安
羅
一
、
勅
勧0

二
新
羅

0

0

一
、
更
建
二
南
加
羅
・

己
呑
一
」
と
あ
り
、
す
で
に
新

羅
の
軍
事
制
圧
下
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
た
金
官
と

己
呑
の
独
立
回
復
を

「
新
羅
に
勧
め
」
て
、
す
な
わ
ち
外
交
折
衝
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
方
で
毛
野
は
一
定
数
の
兵
力
を
携
え

て
半
島
に
渡
っ
て
お
り
、
実
際
に
も
新
羅
軍
な
ど
と
戦
っ
て
い
る
の
で
、
武

力
を
背
景
に
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
せ
ま
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
の

点
で
は
近
江
毛
野
の
派
遣
は
、
安
羅
の
要
請
を
受
け
て
の
行
動
と
は
い
え
、

武
力
介
入
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
を
め
ざ
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

毛
野
の
行
動
に
反
発
し
、
失
望
し
た
安
羅
は
、
こ
ん
ど
は
百
済
に
軍
事
援

助
を
要
請
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
百
済
軍
が
安
羅
に
駐
留
す
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
百
済
は
南
下
政
策
を
さ
か
ん
に
進
め
て
い
た
。

五
一
二
年
に
は
い
わ
ゆ
る
「
任
那
四
県
割
譲
事
件
」
が
お
こ
り
、
新
た
に
領

有
し
た
栄
山
江
流
域
の
支
配
を
倭
国
が
承
認
し
、
さ
ら
に
五
一
〇
年
代
か
ら

二
〇
年
代
に
か
け
て
は
蟾
津
江
流
域
の
己
汶
・
帯
沙
に
ま
で
支
配
領
域
を
広

げ
、
そ
れ
も
倭
国
の
承
認
を
取
り
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
百
済
は
倭
国
と

提
携
を
深
め
な
が
ら
加
耶
西
部
に
ま
で
支
配
領
域
を
広
げ
つ
つ
あ
っ
た
が
、

同
じ
こ
ろ
新
羅
も
加
耶
東
部
方
面
へ
進
出
し
は
じ
め
た
の
で
利
害
が
対
立
す

る
よ
う
に
な
り
、
新
羅
の
こ
れ
以
上
の
加
耶
進
出
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
「
任
那
復
興
」
策
は
百
済
の
国
益
に
も
か

な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
安
羅
か
ら
救
援
要
請
が
あ
っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
と

き
で
、百
済
は
渡
り
に
船
と
五
三
一
年
に
安
羅
に
百
済
軍
を
進
駐
さ
せ
た（
継

体
二
十
五
年
十
二
月
庚
子
条
所
引
『
百
済
本
記
』）。

こ
の
百
済
軍
の
安
羅
進
駐
は
、「
任
那
復
興
」
策
の
あ
り
方
を
大
き
く
変

17086179_06熊谷.indd   9 2018/03/14   9:57:40



「任那復興」策と「任那の調」

10（　 ）

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、
安
羅
は
倭
国
の
軍
事
力
を
頼
っ
て
倭
国
に
救

援
要
請
を
し
た
が
、
派
遣
さ
れ
て
き
た
近
江
毛
野
に
失
望
し
、
毛
野
の
召
還

を
倭
王
（
継
体
天
皇
）
に
要
請
し
て
倭
軍
を
安
羅
か
ら
引
き
上
げ
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
百
済
に
要
請
し
て
百
済
軍
が
進
駐
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
降
は
、
安
羅
に
倭
軍
が
駐
留
す
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
な
く
な
り
、
軍
事
的
に
は
百
済
軍
中
心
に
「
任
那
復
興
」
策
が
進
め
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
日
本
府
」
は
兵
力
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
み

る
の
が
現
在
の
通
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
近
江
毛
野
派
遣
の
失
敗
に
よ
っ
て

倭
国
軍
が
安
羅
か
ら
撤
退
し
た
あ
と
に
新
た
に
生
ま
れ
た
状
況
な
の
で
あ

る
。安

羅
の
外
交
政
策
の
転
換
は
、
こ
れ
ま
で
の
倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
に

大
幅
な
変
更
を
せ
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
表
れ
が
、
宣
化
元
年

（
五
三
六
）
に
い
わ
ゆ
る
「
那
津
の
官
家
」
を
修
造
し
た
こ
と
で
あ
る
。
倭

国
は
こ
こ
に
穀
を
備
蓄
し
て
兵
站
基
地
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
の
ち
に
百

済
が
倭
国
に
救
援
軍
の
派
遣
を
要
請
し
た
と
き
に
「
伏
願
速
遣
二
竹
斯
嶋
上

諸
軍
士
一
、
来
二
助
臣
国
一
」（
欽
明
十
五
年
（
五
五
四
）
十
二
月
条
）
と
い
っ

て
い
る
よ
う
に
、
那
津
周
辺
に
兵
力
を
集
結
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
列
島
の

「
那
津
の
官
家
」
の
修
造
と
半
島
の
「
在
安
羅
諸
倭
臣
」（
＝
「
日
本
府
」）

は
「
一
対
の
政
策
」
で
あ
る
と
い
う
山
尾
幸
久
氏
の
指
摘）

21
（

は
ま
さ
に
至
言
で

あ
ろ
う
。
軍
隊
を
安
羅
に
駐
留
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
対
応
策
が
「
那

津
の
官
家
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
那
津
の
官
家
」
修
造
後
の
半
島
政
策
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、

大
伴
狭
手
彦
の
「
任
那
」
派
遣
で
あ
る
（
宣
化
二
年
（
五
三
七
）
十
月
壬
辰

朔
条
）。『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
お
そ
ら
く
大
伴
氏
の
家
記
に
よ
っ
た
と
思

わ
れ
、
そ
の
点
で
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
狭

手
彦
は
外
交
使
節
と
し
て
半
島
に
遣
わ
さ
れ
て
安
羅
、百
済
方
面
に
向
か
い
、

「
任
那
復
興
」
に
つ
い
て
安
羅
な
ど
の
加
耶
諸
国
や
百
済
と
協
議
し
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
の
間
、
兄
弟
の
磐
は
「
那
津
の
官
家
」
の
設
置
さ
れ
た
筑
紫
に

と
ど
ま
っ
て
非
常
に
備
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
那
津
の
官
家
」
が
置
か

れ
た
翌
年
か
ら
、
外
交
使
節
の
半
島
派
遣
と
軍
事
指
揮
官
・
軍
隊
の
筑
紫
駐

留
と
い
う
新
し
い
方
式
が
と
ら
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

五
四
一
年
（
欽
明
二
）
に
百
済
と
新
羅
の
間
に
講
和
が
成
立
し
（『
三
国

史
記
』
新
羅
本
紀
）、
五
四
七
年
ご
ろ
ま
で
朝
鮮
半
島
で
は
平
穏
な
時
期
が

つ
づ
く
。
そ
の
間
、
百
済
・
新
羅
・
加
耶
諸
国
、
そ
れ
に
倭
国
は
、
そ
れ
ぞ

れ
国
益
を
実
現
す
る
た
め
に
活
発
な
外
交
活
動
を
繰
り
広
げ
る
。「
任
那
復

興
」
策
も
ま
た
、
そ
の
な
か
で
外
交
活
動
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
第
II
期
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、「
日
本
府
」
が
『
日
本
書
紀
』
に
集
中
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、

こ
の
第
II
期
の
う
ち
で
も
わ
ず
か
五
年
ほ
ど
に
限
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
（
年
表
1
参
照
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
日
本
府
」
の
成
立
、
性
格
、
機
能

な
ど
は
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
比
較
的
み
じ
か
い
期
間
の
特
異
な
国
際
情
勢
と

の
関
連
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
府
」
に
つ
い
て
の
学
説
は
、〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
が
主
流

で
あ
っ
た
こ
ろ
は
四
世
紀
以
来
の
「
任
那
」
の
統
治
機
関
と
み
る
説
が
通
説

で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
倭
王
権
と
の
関
係
を
否
定
し
て
、
四
・
五
世
紀

以
来
の
現
地
の
倭
人
の
組
織
と
み
る
か
、
存
続
期
間
（
欽
明
朝
の
み
）
と
機

能
（「
任
那
復
興
」
の
た
め
の
外
交
活
動
）
は
限
定
的
に
み
る
が
、
倭
王
の

臣
僚
集
団
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
説
と
に
両
極
分
解
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
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な
か
で
も
前
者
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
後
者
の
立
場
を
と
る）

22
（

。

近
年
主
流
と
な
っ
て
い
る
倭
王
権
と
「
日
本
府
」
と
の
間
の
統
属
関
係
を

否
定
す
る
説
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
欽
明
紀
の
「
日
本
府
」

関
係
の
記
事
で
倭
国
と
「
日
本
府
」
と
の
関
係
を
示
す
記
述
が
あ
ま
り
多
く

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
百
済
系

の
史
料
で
あ
る
『
百
済
本
記
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
当

然
で
あ
っ
て
、『
百
済
本
記
』
に
は
も
と
も
と
百
済
が
知
り
得
て
、
な
お
か

つ
百
済
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
も
関
係
記
事
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
百
済
が
「
日
本
府
」
官
人
の

追
放
を
何
度
か
倭
王
に
要
求
し
て
い
る
し
（
年
表
1
参
照
）、「
日
本
府
」
が

倭
王
の
指
示
を
受
け
た
り
（
欽
明
五
年
二
月
条
）、「
日
本
府
」
官
人
が
百
済

王
に
対
し
て
天
皇
に
報
告
す
る
と
い
っ
て
い
る
例
（
欽
明
五
年
十
一
月
条
）

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
「
日
本
府
」
が
倭
王
権
の
統
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
前

提
と
し
な
け
れ
ば
説
明
し
が
た
い
。
ま
た
倭
国
が
百
済
に
対
し
て
、下
韓（
南

韓
）
に
百
済
が
置
い
た
郡
令
・
城
主）

23
（

を
「
日
本
府
」
に
附
け
る
（
管
轄
下
に

置
く
）
よ
う
要
請
し
て
い
る
例
（
欽
明
四
年
十
一
月
甲
午
条
）
も
「
日
本
府
」

が
倭
王
権
の
統
轄
下
に
な
け
れ
ば
無
意
味
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ

り
も
「
在
安
羅
諸
倭
臣
」（
欽
明
十
五
年
十
二
月
条
）
が
、
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
「
日
本
府
」
の
原
表
記
だ
と
す
る
と
、百
済
が
「
日
本
府
」

官
人
を
倭
王
の
臣
下
と
認
識
し
て
い
た
明
確
な
証
拠
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
府
」
が
倭
王
権
の
統
轄
下
に
あ
っ
た
根
拠
が
少
な
か

ら
ず
み
い
だ
せ
る
の
で
、
筆
者
は
「
日
本
府
」
が
倭
王
の
臣
下
か
ら
構
成
さ

れ
る
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
考
え
る）

24
（

。
こ
の
点
の
認
識
は

「
日
本
府
」
の
成
立
時
期
や
性
格
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
「
日
本
府
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
す
べ

て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
日
本
府
」
に
関
し
て
は
、
解
釈
の
む
ず
か
し
い
問
題
が
ほ
か
に
も
い
く

つ
か
あ
る
。
こ
こ
で
は
略
述
に
と
ど
め
る
が
、
ま
ず
「
日
本
府
」
の
官
人
に

は
許
勢
臣
・
的
臣
・
吉
備
臣
・
河
内
直
な
ど
倭
国
の
有
力
氏
族
の
姓
を
有
し

て
い
る
人
物
が
複
数
確
認
で
き
る
が
、
倭
王
が
彼
ら
を
任
命
し
た
と
い
う
記

事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
も
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
記
事

の
も
と
に
な
っ
て
い
る
『
百
済
本
記
』
の
史
料
的
性
格
を
想
起
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
欽
明
十
四
年
（
五
五
三
）
八
月
丁
酉
条
に
、
百
済
が

倭
国
に
遣
使
し
て
「
的
臣
敬
受
二
天
勅
一
来
撫
二
臣
蕃
一
」
と
、的
臣
が
「
天
勅
」

を
受
け
て
半
島
に
赴
任
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
的
臣
が
亡
く

な
っ
た
の
で
、「
伏
願
天
慈
速
遣
二
其
代
一
、
以
鎮
二
任
那
一
」
と
、
そ
の
後
任

を
は
や
く
派
遣
す
る
よ
う
倭
王
に
願
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
幹
部
官
人
は
倭
王
が
任
命
し
て
倭
国
か
ら
派
遣
し
て
い
た

と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
河
内
直
・
阿
賢
移
那
斯
・
佐
魯
麻
都

ら
の
、
現
地
採
用
と
み
ら
れ
る
「
日
本
府
」
の
下
級
官
人
は
、
加
耶
諸
国
在

住
の
い
わ
ゆ
る
「
韓
子
」（
倭
人
と
加
耶
人
の
混
血
）
と
考
え
ら
れ
る
。

「
日
本
府
」
と
倭
国
の
関
係
は
か
な
り
複
雑
で
、
単
純
に
「
日
本
府
」
を

倭
王
権
の
半
島
諸
国
に
対
す
る
外
交
機
関
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い

う
の
は
倭
国
と
百
済
・
新
羅
と
の
交
渉
は
、「
日
本
府
」
を
通
さ
ず
に
直
接

お
こ
な
う
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

25
（

。
一
方
、「
任
那
復
興
」
問
題

に
お
い
て
「
日
本
府
」
は
加
耶
諸
国
と
一
体
の
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
加
耶
諸
国
の
執
事
に
、
百
済
の
招
集
に
は
応
じ
な
い
よ
う
に
と

い
っ
た
指
示
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
欽
明
五
年
（
五
四
四
）
二
月
条
）。
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こ
れ
は
「
日
本
府
」
が
加
耶
諸
国
へ
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
る
が
、
そ
れ
は
比
較
的
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た

「
日
本
府
」
は
非
公
式
に
新
羅
と
の
結
び
つ
き
を
つ
よ
め
る
な
ど
、
複
雑
な

動
き
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
百
済
の
領
土
的
野
心
に
気
づ
い
て
そ
れ
を
牽

制
す
る
た
め
と
み
ら
れ
、「
日
本
府
」
だ
け
の
独
断
の
動
き
で
は
な
く
、
安

羅
も
、
そ
し
て
倭
国
す
ら
も
同
様
に
、
こ
の
時
期
に
も
う
一
方
で
新
羅
に
接

近
す
る
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
年
表
1
参
照
）。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
み
て
「
日
本
府
」
の
活
動
は
、
基
本
的
に
倭
国
の
外
交
政
策

の
枠
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
て
よ
く
、
近
江
毛
野
軍
の
撤
退
後
に
倭
国
の

「
任
那
復
興
」
策
を
推
し
進
め
る
た
め
に
安
羅
に
置
か
れ
た
、
加
耶
諸
国
に

対
す
る
倭
王
権
の
窓
口
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
百
済
は
、聖
明
王（
聖
王
）の
呼
び
か
け
で
、欽
明
二
年（
五
四
一
）・

同
五
年
（
五
四
四
）
と
二
度
に
わ
た
っ
て
百
済
の
王
都
に
加
耶
諸
国
の
旱
岐
・

執
事
や
「
日
本
府
」
官
人
を
招
集
し
て
い
わ
ゆ
る
「
任
那
復
興
会
議
」
を
開

催
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
の
「
任
那
復
興
」
策
を
主
導
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
が
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の

も
、『
百
済
本
記
』
の
史
料
的
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、そ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
関
係
史
料
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
一
回
の
「
任
那
復
興
会
議
」
は
倭
王
の
「
詔
書
」
を
聴
く
た
め
と
称
し
て

任
那
諸
国
の
旱
岐
・
任
那
日
本
府
の
吉
備
臣
ら
を
招
集
し
て
、「
任
那
復
興
」

に
つ
い
て
協
議
す
る
が
、
速
古
王
・
貴
首
王
代
の
昔
か
ら
百
済
と
加
耶
諸
国

は
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
参
加
者
に
説
き
、
団
結
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
、

何
ら
具
体
策
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
第
二
回
の
「
任
那
復
興
会
議
」
も

「
は
や
く
任
那
復
興
を
お
こ
な
う
よ
う
に
」
と
い
う
倭
王
の
指
示
を
受
け
て

開
催
し
た
と
さ
れ
、
こ
の
と
き
百
済
が
提
案
し
た
第
一
策
は
新
羅
と
安
羅
の

境
に
築
城
し
て
倭
軍
を
配
備
す
る
こ
と
、
第
二
策
は
倭
王
が
反
対
し
て
い
る

下
韓
の
郡
令
・
城
主
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
、
第
三
策
は
百
済
に
と
っ
て
の
懸

案
事
項
で
あ
る
「
日
本
府
」
の
吉
備
臣
・
河
内
直
・
移
那
斯
・
麻
都
四
人
を

安
羅
か
ら
追
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は「
任
那
復
興
」に
と
っ

て
も
っ
と
も
重
要
な
は
ず
の
第
一
策
が
倭
国
の
兵
力
頼
み
な
の
に
、
第
二
・

三
策
は
ま
っ
た
く
百
済
の
国
益
に
そ
っ
た
主
張
で
、
倭
国
は
も
ち
ろ
ん
加
耶

諸
国
や
「
日
本
府
」
の
同
意
を
得
る
こ
と
も
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

も
こ
の
と
き
は
「
任
那
復
興
会
議
」
の
開
催
に
こ
ぎ
着
け
る
ま
で
に
、
百
済

は
三
度
に
わ
た
っ
て
加
耶
諸
国
の
旱
岐
・
執
事
や
「
日
本
府
」
の
官
人
を
招

集
し
た
が
、
い
ず
れ
も
集
ま
ら
ず
に
開
催
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

で
に
加
耶
諸
国
や
「
日
本
府
」
は
、
下
韓
に
郡
令
・
城
主
を
置
き
、
支
配
領

域
を
加
耶
に
ま
で
拡
大
し
て
き
た
百
済
に
つ
よ
い
不
信
感
を
抱
い
て
お
り
、

両
者
の
ミ
ゾ
は
容
易
に
埋
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
が
二
回
開
催
さ
れ
た
「
任
那
復
興
会
議
」
の
内
情
で
あ
る
が
、
百
済

に
と
っ
て
「
任
那
復
興
」
策
は
、
も
は
や
自
国
が
進
め
る
加
耶
方
面
へ
の
進

出
策
の
単
な
る
名
目
と
化
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
外

交
活
動
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
策
は
、
こ
の
第
二
回
「
任
那
復
興
会
議
」
を

最
後
に
終
わ
る
べ
く
し
て
終
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
II
期
に
お
け
る
倭
国
と
「
任
那
復
興
」
策
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
倭
国

は
こ
の
時
期
、
百
済
や
新
羅
と
は
直
接
の
外
交
ル
ー
ト
を
使
っ
て
「
任
那
復

興
」
に
関
わ
る
問
題
の
折
衝
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
安
羅
を
は
じ
め
と
す
る

加
耶
諸
国
と
は
「
日
本
府
」
を
通
し
て
接
触
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
時
期
の
倭
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
は
、『
百
済
本
記
』
の
史
料
的
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特
性
か
ら
情
報
量
が
限
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
限
ら

れ
た
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
百
済
と
は
下
韓
の
郡
令
・
城

主
撤
廃
問
題
や
「
日
本
府
」
の
河
内
直
・
移
那
斯
・
麻
都
ら
の
追
放
問
題
で

利
害
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
倭
国
は
も
う
一
方
で
新
羅
と
も
通
交
し
て

い
た
。
欽
明
二
年
（
五
四
一
）
七
月
条
に
は
、
聖
明
王
の
「
日
本
府
」
へ
の

言
葉
と
し
て「
誘
二
事
朝
庭
一
、偽
和
二
任
那
一
。
如
斯
感
二
激
任
那
日
本
府
一
者
、

以
下
未
レ
禽
二
任
那
一
之
間
、
偽
示
中
伏
従
之
状
上
」
と
、
新
羅
が
倭
国
の
朝
廷

に
取
り
入
り
、「
任
那
」（
こ
こ
は
安
羅
の
意
か
）
と
講
和
し
て
「
日
本
府
」

を
「
感
激
」
さ
せ
て
い
る
の
は
「
任
那
」
を
侵
略
す
る
た
め
に
偽
っ
て
伏
従

し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
警
告
し
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
さ
ら
に
欽
明
五
年

（
五
四
四
）
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
印
歌
臣
を
新
羅
に
遣
わ
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
国
は
、
百
済
に
「
任
那
復
興
」
を
再
三
要
請
す
る
一

方
で
、
新
羅
に
も
使
者
を
派
遣
し
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
「
任
那
復
興
」
を

実
現
す
る
た
め
の
外
交
政
策
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
第
II
期
は
、
百
済
と
新
羅
の
講
和
を
前
提
と
し
て
、
倭
国
・

百
済
・
新
羅
・
加
耶
諸
国
・「
日
本
府
」
の
間
で
「
任
那
復
興
」
を
め
ぐ
っ

て
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
外
交
活
動
が
活
発
に
く
り
広
げ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
五
四
七
年
（
欽
明
八
）
ご
ろ
か
ら
高
句
麗
が
百
済
に
対
し

て
軍
事
攻
勢
を
つ
よ
め
る
よ
う
に
な
り
、
外
交
折
衝
の
時
代
は
終
わ
っ
て
戦

乱
の
時
代
へ
と
移
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
第
III
期
で
あ
る
。

こ
の
第
III
期
は
、
七
世
紀
半
ば
ま
で
で
唯
一
、「
任
那
復
興
」
策
が
中
断

す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
第
III
期
は
朝
鮮
半
島
の
戦
乱
が
ピ
ー
ク
を
む

か
え
る
時
期
で
、
そ
の
た
め
外
交
折
衝
を
主
体
と
す
る
「
任
那
復
興
」
策
は

中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
時
期
は
、一
時
的
に
連
合
が
な
っ

た
百
済
・
新
羅
軍
に
よ
る
百
済
の
旧
都
漢
城
周
辺
の
高
句
麗
か
ら
の
奪
取
と

百
済
に
よ
る
領
有
（
五
五
一
年
）、
さ
ら
に
新
羅
に
よ
る
漢
城
周
辺
の
奪
取

と
新
州
の
設
置
（
五
五
三
年
）、
百
済
聖
王
（
聖
明
王
）
の
対
新
羅
戦
で
の

戦
死
（
五
五
四
年
）、
新
羅
に
よ
る
大
加
耶
の
攻
撃
と
加
耶
諸
国
の
滅
亡

（
五
六
二
年
）
と
、
大
規
模
な
武
力
衝
突
が
相
つ
い
で
起
こ
り
、
め
ま
ぐ
る

し
く
状
況
が
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
新
羅
が
漢
城
周
辺
を
獲
得
し
て

西
海
岸
ま
で
支
配
領
域
を
拡
大
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
加
耶
地
域
の
大
半
も

新
羅
領
に
加
え
る
な
ど
、
大
幅
に
領
域
を
拡
大
し
た
。

こ
の
時
期
、
倭
国
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
当
初
百
済
は
新
羅
と

連
合
し
て
高
句
麗
と
戦
い
、
漢
城
周
辺
を
奪
取
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
支
配
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
新
羅
に
奪
わ
れ
た
あ
と

は
新
羅
と
の
対
立
が
激
化
し
、
五
五
四
年
に
は
つ
い
に
聖
王
が
新
羅
と
の
戦

闘
で
戦
死
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
立
ち
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時

期
に
百
済
は
高
句
麗
・
新
羅
と
激
し
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
同
盟

相
手
の
選
択
枝
は
も
は
や
倭
国
の
み
と
な
り
、
盛
ん
に
倭
国
に
救
援
要
請
を

し
て
く
る
よ
う
に
な
る
（
年
表
1
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
箇
所
）。

と
こ
ろ
が
救
援
軍
派
遣
の
要
請
を
受
け
た
倭
国
は
、
国
家
的
危
機
に
直
面

し
た
百
済
の
た
び
重
な
る
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
救
援
軍
を
派
遣

す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
諸
博
士
・
僧
・
楽
人
や
卜
書
・
暦
本
・
薬
物
な
ど
の

先
進
文
物
の
貢
上
を
要
求
し
、
百
済
が
そ
れ
に
応
じ
た
あ
と
に
よ
う
や
く
救

援
軍
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
も
送
っ
た
兵
力
は
、
欽
明
十
五
年
（
五
五
四
）

五
月
と
同
十
七
年
（
五
五
六
）
正
月
に
千
人
ず
つ
、
合
わ
せ
て
二
千
人
に
留

ま
る
。
こ
の
時
期
の
百
済
の
兵
力
は
、『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
に
よ
れ
ば
、

五
二
九
年
に
三
万
、 
五
五
〇
年
に
一
万
（
い
ず
れ
も
高
句
麗
戦
）
で
あ
る
。
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ま
た
六
六
〇
年
代
の
百
済
復
興
軍
の
兵
力
は
三
万
二
千
で
あ
っ
た
こ
と
を
想

起
す
れ
ば
、
千
人
二
度
の
派
兵
は
い
か
に
も
少
な
い
。
倭
国
と
し
て
は
、
直

前
ま
で
「
任
那
復
興
」
策
で
対
立
し
て
い
た
百
済
に
対
し
て
、
軍
事
同
盟
を

結
成
し
て
本
格
的
に
軍
事
援
助
す
る
つ
も
り
な
ど
な
く
、
軍
事
援
助
は
あ
く

ま
で
も
百
済
か
ら
先
進
文
物
の
供
与
を
引
き
出
す
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
読

み
取
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
倭
国
は
、
半
島
の
戦
乱
か
ら
意
識

的
に
距
離
を
お
き
、
軍
事
援
助
を
先
進
文
物
の
獲
得
の
た
め
の
外
交
カ
ー
ド

と
し
て
用
い
、
自
ら
の
国
益
実
現
の
た
め
に
主
体
的
に
利
用
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倭
国
の
外
交
方
針
は
、
基
本
的
に
は
七
世
紀
に
も
受
け

継
が
れ
る）

26
（

。

こ
の
時
期
は
半
島
の
動
乱
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
任
那
復
興
」
策
の
半

島
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
安
羅
を
含
む
加
耶
諸
国
が
新
羅
に
併
呑
さ
れ
、
百

済
も
「
任
那
復
興
」
を
旗
印
に
掲
げ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
倭
国
の
「
任
那

復
興
」策
に
協
力
す
る
国
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
倭
国
は
、

加
耶
諸
国
滅
亡
後
も
「
任
那
復
興
」
を
あ
き
ら
め
ず
単
独
で
推
し
進
め
て
い

く
の
で
あ
る
。こ
れ
以
降
、「
任
那
の
調
」が
廃
止
さ
れ
る
大
化
二
年（
六
四
六
）

ま
で
を
第
IV
期
と
す
る
（
年
表
2
参
照
）。

欽
明
天
皇
は
新
羅
討
伐
と
「
任
那
復
興
」
を
遺
言
し
て
亡
く
な
る
（
欽
明

三
十
二
年
（
五
七
一
）
四
月
壬
辰
条
）。
そ
れ
を
受
け
る
形
で
敏
達
四
年

（
五
七
五
）
に
新
羅
・「
任
那
」
へ
使
者
を
遣
わ
す
と
、
ま
も
な
く
新
羅
の
調

と
と
も
に
多
々
羅
・
須
奈
羅
・
和
陀
・
発
鬼
の
旧
金
官
四
邑
の
調
（
の
ち
の

「
任
那
の
調
」）
が
貢
納
さ
れ
る
（
同
年
六
月
条
）。
敏
達
天
皇
も
ま
た
「
任

那
復
興
」
を
用
明
天
皇
に
遺
言
し
、
さ
ら
に
崇
峻
天
皇
が
そ
れ
を
引
き
継
い

で
「
任
那
復
興
」
を
実
現
す
る
た
め
に
紀
男
麻
呂
ら
に
筑
紫
ま
で
出
兵
さ
せ
、

新
羅
と
「
任
那
」
に
遣
使
し
て
「
任
那
事
」
を
問
わ
せ
た
が
、
成
果
は
あ
げ

ら
れ
な
か
っ
た
（
崇
峻
四
年
（
五
九
一
）
十
一
月
壬
午
条
）。
そ
し
て
『
日

本
書
紀
』に
よ
れ
ば
、推
古
朝
に
は
八
年（
六
〇
〇
）、十
年（
六
〇
二
）、三
十
一

年
（
六
二
三
）
と
軍
事
行
動
を
起
こ
し
、
八
年
、
十
八
年
（
六
一
〇
）、
十
九

年
、
三
十
一
年
と
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
来
朝
す
る
。

そ
の
後
、
舒
明
十
年
（
六
三
八
）
に
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
朝
貢
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
六
四
二
年
に
百
済
が
新
羅
領
を
攻
撃
し
、
旧
加

耶
地
域
を
奪
取
し
た
後
は
、大
化
元
年
（
六
四
五
）
に
百
済
使
が
「
任
那
使
」

を
兼
領
し
て
「
任
那
の
調
」
を
進
上
し
、
大
化
二
年
（
六
四
六
）
に
も
百
済

使
と
と
も
に
「
任
那
使
」
の
来
倭
記
事
が
あ
る
。
同
年
、
高
向
黒
麻
呂
を
新

羅
に
派
遣
し
、「
質
」
の
貢
進
と
引
き
替
え
に
「
任
那
の
調
」
の
廃
止
を
通

告
し
た
こ
と
で
「
任
那
復
興
」
策
も
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
IV
期
に
お
け
る
「
任
那
の
調
」
を
め
ぐ
る
「
任
那
復
興
」
策
の

推
移
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
敏
達
四

年
（
五
七
五
）
に
新
羅
が
旧
金
官
四
邑
の
調
を
進
上
し
た
あ
と
、『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
二
五
年
に
わ
た
っ
て
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
が
確
認
で
き
ず
、
し

か
も
そ
の
間
倭
国
は
、
敏
達
九
年
（
五
八
〇
）
に
は
新
羅
の
調
を
返
却
し
、

崇
峻
朝
と
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
に
「
任
那
」
問
題
を
め
ぐ
っ
て
新
羅
に
対

し
て
軍
事
行
動
を
起
こ
す
な
ど
、
新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
推
古
八
年
の
出
兵
後
、「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」

の
進
上
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
年
、
河
内
春
人
氏
は
、

こ
の
間
の
変
化
を
重
視
し
て
、
調
進
上
の
「
原
理
的
転
換
」
が
あ
っ
た
と
し

て
い
る）

27
（

。「
原
理
的
転
換
」
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
検
討
す

る
よ
う
に
、
河
内
氏
の
見
解
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
時
期
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年表 2　「任那の調」関係年表

年　　月 事　　　　　項
571（欽明 32）.4 欽明天皇、皇太子に新羅討伐と任那復興を命じ、まもなく亡くなる。
574（敏達 3）.11 新羅、遣使して調を進上する。
575（敏達 4）.2 百済、遣使して調を進上する。その額、例年より多数。天皇、皇子・大臣に任那復興に努めるよう命じ

る。
575（敏達 4）.4 吉士金子を新羅に、吉士木

い

蓮
た

子
び

を任那に、吉士訳語彦を百済に遣わす。
575（敏達 4）.6 新羅、遣使して調を進上する。その額、常例を上回る。同時に多々羅・須奈羅・和陀・発鬼、4邑の調

も進上する。
580（敏達 9）.6 新羅、安刀奈末・失消奈末を遣わし調を進上するが、受け取らず。
582（敏達 11）.10 新羅、安刀奈末・失消奈末を遣わし調を進上するが、受け取らず。（重出カ）
583（敏達 12）.7 任那復興を謀るため、百済に遣使して、火葦北国造刑部靫部阿利斯登の子日羅を召喚する。
583（敏達 12）.－ この年、再び百済に遣使して日羅を召喚する。日羅、百済官人等とともに来倭、百済の筑紫奪取の謀略

を告げたため、百済使人徳爾によって暗殺される。
584（敏達 13）.2 難波吉士木蓮子を新羅に使わす。木蓮子、さらに任那まで行く。
585（敏達 14）.3 天皇、任那復興のため、坂田耳子王を派遣しようとするが、物部守屋とともに瘡にかかり中止。橘豊日

皇子（用明）に、任那復興を怠らないよう命じる。
591（崇峻 4）.8 天皇、群臣に任那復興を諮る。群臣、任那官家を再建すべしと回答。
591（崇峻 4）.11 紀男麻呂・巨勢猿・大伴囓・葛城烏奈良らを大将軍とし、2万余の軍勢を率いて筑紫に出兵させる。吉

士金を新羅に、吉士木蓮子を任那に遣わし、任那のことを問わせる。
595（推古 3）.7 大将軍ら、筑紫から帰還する。
600（推古 8）.2 新羅と任那が相戦う。この年、境部臣を大将軍、穂積臣を副将軍とし、万余の兵を率いて任那救援のた

めに新羅を討ち、新羅王降服を申し出る。そこで難波吉師神
みわ

を新羅に、難波吉士木蓮子を任那に使わし
て実状を検分させる。新羅・任那、遣使して調を貢上し、以後、毎年の朝貢を誓う。将軍らの帰還後、
新羅は再び任那を侵略する。

601（推古 9）.3 大伴囓を高句麗に、坂本糠手を百済に派遣し、任那救援を要請。
601（推古 9）.11 新羅攻撃について協議する。
602（推古 10）.2 来目皇子（厩戸皇子同母弟）を撃新羅将軍に任じ、神部および国造・伴造等の軍勢 25,000を授ける。
602（推古 10）.4 将軍来目皇子、筑紫に至り、嶋郡に駐屯する。
602（推古 10）.6 大伴囓・坂本糠手、百済より帰国。将軍来目皇子、病により征討を中止する。
603（推古 11）.2 来目皇子、筑紫に没す。
603（推古 11）.4 当摩皇子を征新羅将軍に任じる。
603（推古 11）.7 当摩皇子、難波を出発し播磨に到ったとき、妻舎人姫王、赤石に没す。当摩皇子、新羅征討を中止する。
610（推古 18）.7 新羅使奈末竹世士、任那使大舎首智買と共に筑紫に到着する。
610（推古 18）.10 新羅・任那使、入京し、朝庭で外交儀礼を執り行う。両使は導者に率いられて朝庭に入り、庭中に立ち

使の旨を奏す。大伴咋ら 4大夫がそれを大臣蘇我馬子に伝え、その後、使者に禄を賜う。
611（推古 19）.8 新羅使奈末北叱智・任那使大舎親智周智、朝貢す。
623（推古 31）.7 新羅使奈末智洗爾・任那使達率奈末智、来朝する。学問僧恵斉・恵光、医師恵日・福因ら、両使の船に

便乗して帰国。
623（推古 31）.－ この年、新羅、任那を討って併合する。天皇、新羅征討の可否を群臣に問う。田中臣は実情の把握が優

先と主張するが、中臣国は新羅を討って任那を百済に附属させることを主張。そこで吉士磐金を新羅に、
吉士倉

くら

下
じ

を任那に派遣して任那のことを尋問する。新羅王、奈末智洗遅を吉士磐金に副え、任那人達率
奈末遅を吉士倉下に副えて調を貢納しようとする。ところが境部雄摩侶・中臣国を大将軍として数万の
軍勢を新羅に派遣したので、調使らは津からもどってしまう。

623（推古 31）.11 遣新羅・任那使の吉士磐金・倉下らが帰国する。当初、新羅王は両国の調を貢上しようとしたが、軍船
をみて朝貢使が帰ってしまったことを報告。大臣馬子、征討軍を早く送りすぎたことを悔やむ。

638（舒明 10）.－ この年、百済・新羅・任那、朝貢する。
642（皇極 1）.2 高句麗・百済使を難波郡に饗す。また津守大海を高句麗に、国勝水鶏を百済に、草壁真跡を新羅に、坂

本長兄を任那に使わす。
642（義慈王 2）.7 百済義慈王、新羅に親征して旧加耶地域の 40余城を下す。（済紀）
642（善徳王 11）.8 百済、新羅の大耶城を攻め落とす。また高句麗と共謀して新羅党項城を攻めおとす。新羅、唐に急を告

げる。（羅紀）
643（皇極 2）.6 百済の進調使大使達率自斯・副使恩率軍善ら、難波津に到る。
643（皇極 2）.7 諸大夫を難波郡に派遣して百済の調と献物を勘検する。大夫、調使に調が前例よりも少なく、大臣や諸

卿への贈り物も不備であることを問いただす。大使ら、すぐに整えることを約束する。
645（大化元）.7 高麗・百済・新羅、並びに遣使して調を進上する。百済使、任那使を兼領して、任那の調を進る。ただ

し百済大使佐平緑福は、病で津の館に留って入京せず。
646（大化 2）.2 高句麗・百済・任那・新羅、遣使し、調を献上する。
646（大化 2）.9 高向黒麻呂らを新羅に派遣し、質を貢進させ、任那の調の廃止を通告する。

出典 :表記なし＝『日本書紀』、羅紀＝『三国史記』新羅本紀、済紀＝同書百済本紀
付記 :『日本書紀』の記載で史実として疑わしいものもとりあえず掲げた。
　　　また煩雑になるのを避けて「任那」の「　」を省いた。
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を
境
に
新
羅
使
に
よ
る
「
金
官
四
邑
の
調
」
の
貢
進
か
ら
、「
任
那
使
」
に

よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
と
い
う
形
式

0

0

に
変
化
し
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
「
任
那
復
興
」
策
の
第
IV
期
は
、「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任

那
の
調
」
の
進
上
の
形
式
が
定
着
す
る
推
古
朝
以
降
と
そ
れ
以
前
に
二
分
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

「
任
那
復
興
」
策
の
第
IV
期
は
、
倭
国
は
新
羅
に
「
任
那
使
」
を
仕
立
て

さ
せ
、「
任
那
の
調
」
を
貢
進
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
石

母
田
正
氏
が
「
実
体
の
な
い
任
那
を
独
立
の
「
国
」
と
み
な
し
、「
天
皇
ノ

附
庸
」
国
と
み
な
す
た
め
の
擬
制
で
あ
り
、
形
式
で
あ
っ
た）

28
（

」
と
述
べ
た
と

お
り
で
あ
っ
て
、す
で
に
消
滅
し
た
「
任
那
」（
金
官
国
）
を
倭
国
の
官
家
（
＝

調
の
貢
納
国
）
と
し
て
「
復
興
」
し
た
か
の
よ
う
に
擬
制
す
る
こ
と
で
、
儀

礼
的
に
「
任
那
復
興
」
が
実
現
し
た
よ
う
に
み
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
形
式
が
定
ま
っ
た
段
階
で

の
「
任
那
の
調
」
は
、「
任
那
」
や
「
調
」
を
単
な
る
名
目
、
あ
る
い
は
『
日

本
書
紀
』
編
者
の
潤
色
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
、当
時
の
倭
王
権
内
部
で
、

少
な
く
と
も
儀
礼
的
に
は「
任
那
」（
＝
金
官
四
邑
）の
貢
進
す
る
ミ
ツ
キ（
調
）

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
貢
進
も
と
で
あ
る
新
羅

に
も
「
任
那
使
」
を
擬
立
さ
せ
る
な
ど
、
一
定
の
形
式
を
ふ
ま
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
年
の
「
任
那
の
調
」
研
究
で
は
こ
の
点
の
認
識
が

十
分
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
各
節
に
お
い
て
、こ
の
点
を
中
心
に「
任

那
の
調
」
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
お
こ
な
っ
て
み
た
い
。

二
．
推
古
紀
の
「
任
那
の
調
」
関
係
記
事
の
検
討

「
任
那
の
調
」
関
係
の
記
事
は
、
継
体
・
欽
明
紀
の
「
任
那
復
興
」
策
に

関
わ
る
記
事
群
と
は
様
相
が
異
な
り
、
基
本
的
に
国
内
系
史
料
に
よ
っ
て
い

る
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
慎
重
な
史
料
批
判
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
推
古
紀
の
記
事
で
は
、
倭
軍
が
新
羅
に
攻
め
込
む
と
、
新
羅
王
が
白
旗
を

挙
げ
て
す
ぐ
さ
ま
降
服
の
意
志
を
示
し
た
と
か
（
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
是

歳
条
）、
倭
軍
が
多
数
襲
来
し
た
と
聞
い
て
新
羅
王
は
恐
れ
て
戦
わ
ず
し
て

降
服
を
申
し
出
た
（
同
三
十
一
年
（
六
二
三
）
是
歳
条
）
と
い
う
よ
う
な
、

倭
軍
が
一
方
的
に
勝
利
し
た
と
す
る
露
骨
な
自
国
本
意
の
記
述
が
見
受
け
ら

れ
、
事
実
の
客
観
的
な
記
録
と
は
い
い
が
た
い
。
た
だ
し
も
う
一
方
で
、
多

多
羅
・
素
奈
羅
・
弗
知
鬼
・
委
陀
・
南
迦
羅
・
阿
羅
羅
と
い
っ
た
加
耶
の
地

名
や
（
同
八
年
二
月
条
）、
推
古
十
八
年
（
六
一
〇
）
条
の
一
連
の
記
事
の

よ
う
に
、「
新
羅
使
人
沙

部
奈
末
竹
世
士
」
や
「
任
那
使
人

部
大
舎
首

智
買
」
な
ど
と
使
人
の
所
属
部
名
・
官
位
・
人
名
な
ど
を
具
体
的
に
記
し
た

り
、
来
倭
し
た
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
参
列
し
て
朝
庭
で
執
り
お
こ
な
わ

れ
た
外
交
儀
礼
を
詳
細
に
記
録
し
た
記
事
も
あ
る
の
で
、
事
実
に
も
と
づ
い

た
記
述
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
。
お
そ
ら
く
朝
廷
の
何
ら
か

の
外
交
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
推
古
八
年
条
と
三
十
一
年
条
の
両
記
事
群
は
、
い
ず
れ
も
新
羅

と
「
任
那
」
の
戦
闘
に
端
を
発
し
、「
任
那
」
救
援
の
た
め
に
新
羅
ま
で
出

兵
し
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
倭
軍
が
新
羅
に
攻
め
込
む
と
簡
単
に
新
羅
王
が

降
服
を
申
し
入
れ
た
と
す
る
な
ど
の
類
似
点
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
年
の
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記
事
を
と
も
に
造
作
と
み
る
説
や
同
事
重
複
と
み
る
説
が
以
前
か
ら
唱
え
ら

れ
て
い
る）

29
（

。
い
ま
、
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
筆
者
は
多

く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
倭
軍
が
半
島
に
ま
で
出
征
し
新
羅
王

を
降
服
さ
せ
た
と
い
う
点
は
、
自
国
本
意
の
造
作
で
あ
っ
て
、
事
実
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
最
近
、「
任
那
の
調
」
の
関
係
記
事

を
詳
細
に
検
討
し
た
河
内
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
記
事
に
は
見
逃

せ
な
い
相
違
点
が
あ
り
、
簡
単
に
造
作
と
断
じ
る
こ
と
が
困
難
な
記
述
も
あ

る
の
で
、
筆
者
は
全
面
造
作
説
や
同
事
重
複
説
に
は
与
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
崇
峻
朝
の
一
度
に
加
え
て
、
推
古
朝
に
は
三
度
（
八
年
・
十
年
・

三
十
一
年
）、
筑
紫
ま
で
の
出
兵
が
あ
り
、
新
羅
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
た

う
え
で
、
遣
新
羅
使
・
遣
「
任
那
」
使
を
派
遣
し
て
「
任
那
の
調
」
の
貢
上

を
せ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
史
実
と
し
て
み
と
め
る
の
が
穏
当
と
考
え
る
。

こ
の
筑
紫
へ
の
外
征
軍
の
集
結
と
半
島
へ
の
外
交
使
節
の
派
遣
と
い
う
組
み

合
わ
せ
は
、
前
節
で
述
べ
た
宣
化
元
年
（
五
三
六
）
の
「
那
津
の
官
家
」
修

造
以
降
に
新
た
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
方
式
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の

点
で
も
整
合
性
が
あ
る
。

ま
た
河
内
氏
は
、
推
古
八
年
条
の
新
羅
と
「
任
那
」
が
相
戦
っ
た
と
い
う

記
事
を
事
実
と
認
め
、
こ
の
「
任
那
」
は
、
金
官
国
滅
亡
後
、
そ
の
旧
王
家

の
た
め
に
本
国
に
置
か
れ
た
食
邑
を
基
盤
と
す
る
「
旧
金
官
王
権
」
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
五
三
二
年
に
金
官
国
主
金
仇

亥
が
妃
お
よ
び
三
子
と
新
羅
に
帰
降
す
る
と
、金
仇
亥
に
上
等
（
＝
上
大
等
）

を
授
け
て
王
京
に
住
ま
わ
せ
、
本
国
を
食
邑
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
（『
三
国

史
記
』
新
羅
本
紀
法
興
王
十
九
年
条
）、
さ
ら
に
『
三
国
遺
事
』
巻
二
「
駕

洛
国
記
」
に
仇
衡
王
（
＝
金
仇
亥
）
が
新
羅
に
降
る
と
き
に
「
同
気
」（
仇

衡
王
の
兄
弟
か）

30
（

）
の
脱
知
尓
叱
今
を
国
に
留
め
た
と
あ
る
の
で
、河
内
氏
は
、

こ
の
脱
知
尓
叱
今
が
本
国
の
食
邑
の
経
営
に
携
わ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
見
解
は
こ
れ
ま
で
も
あ
り）

31
（

、
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
河
内
氏
は
こ
こ
か
ら
論
を
進
め
て
、「「
任
那
之
調
」
た
る
「
四
邑

之
調
」
の
実
質
的
な
管
理
も
脱
知
爾
叱
今
が
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
」
と
し
、「「
任
那
使
」
の
派
遣
主
体
は
金
仇
亥
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
で

あ
る
旧
金
官
王
権
そ
の
も
の
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
河
内
氏
は
、「
新
羅
の
中
に
も
う
一
国
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
」
と
ま
で
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
旧
金
官
国
の
食
邑
お
よ
び
旧
金

官
王
家
の
独
立
性
を
大
き
く
評
価
す
る
の
は
明
ら
か
に
根
拠
不
足
で
あ
り
、

過
大
評
価
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
金
仇
亥
の
子
孫
、
と
く
に
三
男
の
武
力

や
そ
の
孫
の
庾
信
は
新
羅
王
権
の
な
か
で
高
い
地
位
を
得
て
お
り
、
旧
金
官

王
族
は
王
京
の
貴
族
と
な
り
、
新
羅
王
権
に
取
り
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
も
し
新
羅
王
権
か
ら
独
立
し
た
「
旧
金

官
王
権
」
が
「
任
那
使
」
の
派
遣
主
体
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
任
那
使
」

が
単
独
で
来
倭
し
て
く
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
一
つ
も
確
認

で
き
な
い
。「
任
那
使
」
が
つ
ね
に
新
羅
使
に
と
も
な
わ
れ
て
来
倭
し
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、通
説
ど
お
り
新
羅
が
「
任
那
使
」
の
派
遣
主
体
で
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
任
那
の
調
」
を
旧
金
官
国
の
産

物
に
限
定
し
て
考
え
る
根
拠
も
な
く
な
る
。

と
は
い
え
、
河
内
氏
が
着
目
し
た
よ
う
に
、
推
古
八
年
二
月
条
と
三
十
一

年
是
歳
条
に
、
す
で
に
滅
亡
し
た
「
任
那
」
が
新
羅
と
戦
っ
た
と
あ
る
記
述

を
造
作
と
み
る
に
は
、『
日
本
書
紀
』
編
者
が
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な

不
自
然
な
造
作
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
が
困
難
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
新
羅
国
内
の
旧
金
官
地
域
に
有
勢
な

豪
族
が
存
在
し
て
い
て
、
中
央
政
府
に
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
い

う
想
定
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。そ
の
場
合
、や
は
り
本
国
に
残
っ

て
食
邑
の
管
理
を
し
て
い
た
脱
知
尓
叱
今
の
一
族
を
中
心
と
し
た
勢
力
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。『
三
国
遺
事
考
証　

中）
32
（

』
は
、
脱
知
一
族
が
初
期

の
地
方
豪
族
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。以
上
要
す
る
に
、

旧
金
官
国
は
旧
金
官
王
族
の
食
邑
と
さ
れ
、
現
地
で
そ
の
経
営
に
あ
た
っ
た

脱
知
一
族
が
、
中
央
政
府
に
取
り
込
ま
れ
た
旧
金
官
王
族
か
ら
自
立
し
て
勢

力
を
増
大
さ
せ
、
と
き
と
し
て
中
央
政
府
に
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
た

と
推
測
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
『
日
本
書
紀
』
に
「
新
羅
与
二

任
那
一
相
攻
」（
推
古
八
年
二
月
条
）
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
も
、「
新
羅
伐
二
任
那
一
。
任
那
附
二
新
羅
一
」（
推
古
三
十
一
年
是
歳
条
）

と
も
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
結
局
、
新
羅
に
鎮
圧
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
古
朝
は
、
旧
金
官
地
域
を
拠
点
と
す
る
脱
知
一
族
の
自
立

的
活
動
が
つ
よ
ま
っ
た
時
期
と
み
ら
れ
、
そ
れ
が
倭
王
権
を
活
気
づ
け
、「
任

那
復
興
」
策
を
積
極
的
に
進
め
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
。

以
上
、
本
節
で
は
簡
単
に
推
古
紀
の
「
任
那
の
調
」
関
係
記
事
の
検
討
を

お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
推
古
紀
に
二
度
に
わ
た
っ
て
新
羅
に
ま
で
外
征

軍
を
派
遣
し
て
新
羅
王
を
降
服
さ
せ
た
と
あ
る
の
は
事
実
と
は
考
え
が
た
い

が
、
筑
紫
ま
で
外
征
軍
を
派
遣
し
て
新
羅
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
た
こ
と
が

少
な
く
と
も
三
度
あ
り
、
そ
の
過
程
で
新
羅
が
仕
立
て
た
「
任
那
使
」
に
よ

る
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
と
い
う
形
式
が
よ
う
や
く
定
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た

推
古
紀
に
二
度
み
え
る
新
羅
と
「
任
那
」
の
戦
闘
記
事
を
造
作
と
み
な
す
に

は
そ
の
合
理
的
説
明
が
困
難
な
の
で
、
こ
の
「
任
那
」
は
旧
金
官
に
置
か
れ

た
旧
王
家
の
食
邑
を
管
理
し
て
い
た
脱
知
一
族
を
中
心
と
し
た
在
地
勢
力
と

み
る
べ
き
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
．「
任
那
復
興
」
策
と
し
て
の
「
任
那
の
調
」

前
節
ま
で
の
考
察
を
受
け
、
本
節
で
は
改
め
て
「
任
那
の
調
」
の
「
任
那

復
興
」
策
と
し
て
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。「
任
那
復
興
」
策
と
は
、本
来
、

新
羅
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
狭
義
の
「
任
那
」（
た
だ
し
当
初
は
金
官
国
に

加
え
て
、
相
つ
い
で
新
羅
に
制
圧
さ
れ
た

己
呑
・
卓
淳
を
も
含
む
）
の
独

立
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
欽
明
天
皇
の
遺
言
に
も
「
須
下
打
二
新
羅
一

封
中
建
任
那
上
」
と
あ
る
（
欽
明
三
十
二
年
（
五
七
一
）
四
月
壬
辰
条
）。
し

か
し
な
が
ら
継
体
朝
以
来
の
「
任
那
復
興
」
策
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、

倭
国
が
ど
こ
ま
で
文
字
通
り
に
金
官
国
を
「
復
興
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た

か
、
疑
問
に
思
え
て
く
る
。
倭
王
権
の
最
初
の
対
応
で
あ
る
近
江
毛
野
の
派

遣
は
、軍
勢
を
率
い
て
渡
海
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、直
接
新
羅
と
戦
っ

て
金
官
国
な
ど
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
に

も
「
勅
勧0

二
新
羅

0

0

一
、
更
建
二
南
加
羅
・
喙
己
呑
一
」（
継
体
二
十
三
年
三
月
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
武
力
を
背
景
と
し
つ
つ
も
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
金
官
国
を

再
建
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
II
期
に
お
い
て
も
、
既
述

の
よ
う
に
、
安
羅
や
「
日
本
府
」
ば
か
り
で
な
く
倭
国
も
新
羅
と
通
交
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、新
羅
と
の
直
接
交
渉
に
よ
る
「
任
那
復
興
」

策
を
も
模
索
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
第
IV
期
の
最
初
に
、
欽
明
天

皇
か
ら「
須
下
打
二
新
羅
一
封
中
建
任
那
上
」と
い
う
遺
言
を
受
け
た
敏
達
天
皇
も
、
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「
以0

二
新
羅
未

0

0

0

一
レ
建0

二
任
那

0

0

一
、
詔
三
皇
子
与
二
大
臣
一
曰
、
莫
レ
懶
二
懈
於
任
那

之
事
一
」
と
、
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
（
敏

達
四
年
（
五
七
五
）
二
月
乙
丑
条
）、
そ
の
直
後
に
新
羅
・「
任
那
」・
百
済

へ
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
（
同
年
四
月
庚
寅
条
）、
こ
こ
で
も
倭
国

が
め
ざ
し
て
い
た
の
は
新
羅
と
の
外
交
交
渉
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
で
あ
っ

た
。こ

の
よ
う
に
金
官
国
滅
亡
後
、
倭
国
は
「
任
那
復
興
」
を
最
重
要
の
外
交

課
題
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
実
は
、
当
初
か
ら
武
力
行
使
の
み
に
よ
っ

て
金
官
国
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
外
交

折
衝
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
策
を
志
向
し
て
い
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
新
羅
が

独
力
で
併
合
し
た
金
官
国
を
外
交
折
衝
の
み
で
完
全
に
独
立
さ
せ
る
こ
と
が

無
理
な
こ
と
は
、
当
時
の
倭
国
も
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、

倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
と
は
、
一
貫
し
て
何
ら
か
の
政
治
的
妥
協
に
よ
っ

て
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

敏
達
四
年
（
五
七
五
）
四
月
の
新
羅
へ
の
遣
使
の
成
果
は
早
速
あ
ら
わ
れ

た
。
同
年
六
月
に
「
新
羅
遣
レ
使
進
レ
調
。
多
益
二
常
例
一
。
并0

進
二
多
々
羅
・

須
奈
羅
・
和
陀
・
発
鬼
、
四
邑
之
調
一
」
と
あ
り
、
新
羅
の
調
が
増
額
さ
れ

た
う
え
、
そ
れ
と
は
別
に
金
官
四
邑
の
調
も
進
上
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
倭
王

権
側
か
ら
み
れ
ば
、
大
き
な
外
交
的
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
河

内
氏
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
は
「
任
那
使
」
が
み
え
ず
、「
并

せ
て
」
と
あ
る
の
で
新
羅
使
が
金
官
四
邑
の
調
も
貢
上
し
た
と
み
て
よ
い
。

そ
れ
は
こ
の
段
階
に
は
、
ま
だ
倭
国
の
側
で
「
任
那
」（
＝
旧
金
官
国
）
の

調
を
新
羅
に
ど
の
よ
う
な
形
式
で
貢
進
さ
せ
る
か
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
新

羅
が
金
官
四
邑
の
調
を
肩
代
わ
り
し
て
貢
進
し
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
収
納

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
新
羅
に
金
官
四
邑
の
調
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
は
、
思
い
の

ほ
か
容
易
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
倭
王
権
内
で
そ
れ
だ
け
で

は
「
任
那
復
興
」
を
示
す
「
任
那
の
調
」
の
形
式
と
し
て
は
不
十
分
と
さ
れ
、

改
め
て
新
羅
に
新
た
な
方
式
で
「
任
那
の
調
」
を
貢
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
あ
と
新

羅
が
貢
進
し
て
き
た
調
を
返
却
し
た
り
、
崇
峻
朝
に
は
外
征
軍
を
筑
紫
ま
で

派
兵
し
た
う
え
で
新
羅
に
遣
使
し
て
「
任
那
事
」
を
問
い
た
だ
し
た
り
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
の
方
針

が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
ま
た
い
っ
た
ん
は
「
金
官

四
邑
」
の
調
を
納
入
し
た
新
羅
が
、
そ
の
後
、
軍
事
的
圧
力
を
使
っ
た
倭
国

の
要
求
を
受
け
て
も
、
な
か
な
か
そ
れ
に
し
た
が
わ
な
く
な
る
の
も
、
そ
の

倭
国
の
新
た
な
要
求
が
容
易
に
承
服
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
最
近
、
河
内
氏
が
、
こ
の
間
の
変
化
を
調
進
上
の
「
原

理
的
転
換
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
河
内
氏
の
場
合
は
、
金
官
国
滅
亡
後
も
旧

金
官
王
家
が
そ
の
食
邑
を
基
盤
に
新
羅
国
内
で
独
立
勢
力
を
築
い
て
い
た
と

解
し
て
、そ
れ
を
「
旧
金
官
王
権
」
と
よ
び
、こ
の
「
旧
金
官
王
権
」
が
「
任

那
使
」
を
編
成
し
、「
任
那
の
調
」
も
貢
進
す
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
旧
金
官
王
家
勢
力
の

過
大
評
価
で
あ
り
、
成
り
立
ち
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
の
「
原
理
的

転
換
」
の
意
義
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
原
理
的
転
換
」
と
は
、
は
じ
め
は
新
羅
が
金
官
四
邑
の
調
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を
合
わ
せ
て
貢
進
し
た
の
を
、新
羅
使
と
別
に
「
任
那
使
」
を
仕
立
て
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
新
羅
の
調
と
「
任
那
の
調
」
を
進
上
す
る
と
い
う
形
式
に
転
換

す
る
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
が
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
に
金
官
四
邑
の
調
を
貢

進
し
て
か
ら
こ
の
方
式
に
転
換
す
る
ま
で
を
改
め
て
た
ど
っ
て
み
る
と
、
敏

達
九
年
（
五
八
〇
）
に
新
羅
使
が
来
倭
し
て
調
を
進
上
す
る
が
、
倭
国
は
こ

れ
を
受
け
取
ら
ず
に
返
却
し
て
い
る
（
同
年
六
月
条
。
同
十
一
年
十
月
条
に

も
同
事
重
出
記
事
あ
り
。）。
こ
れ
は
、
倭
国
側
の
新
た
な
方
針
に
か
な
っ
た

貢
調
形
式
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
敏
達
十
二
年（
五
八
三
）

に
は
「
任
那
復
興
」
を
謀
る
た
め
、
百
済
か
ら
倭
系
百
済
官
僚
で
あ
る
日
羅

を
召
喚
し
て
お
り
、
翌
十
三
年
、
難
波
吉
士
木
蓮
子
を
新
羅
と
「
任
那
」
に

派
遣
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
十
四
年
、敏
達
天
皇
は
「
任
那
復
興
」
の
た
め
、

坂
田
耳
子
王
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る
が
、
天
皇
が
に
わ
か
に
瘡
に
か
か
っ
た

た
め
に
中
止
す
る
。
そ
の
と
き
に
橘
豊
日
皇
子（
の
ち
の
用
明
天
皇
）に「
任

那
復
興
」に
努
め
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。そ
し
て
さ
ら
に
崇
峻
四
年（
五
九
一
）

に
な
っ
て
、紀
男
麻
呂
ら
を
大
将
軍
と
し
て
筑
紫
ま
で
出
兵
さ
せ
た
う
え
で
、

新
羅
と
「
任
那
」
に
遣
使
し
て
「
任
那
事
」
を
問
い
た
だ
す
の
で
あ
る
。「
任

那
復
興
」
策
に
関
わ
っ
て
兵
力
を
動
員
す
る
の
は
敏
達
朝
以
来
初
め
て
の
こ

と
な
の
で
、
新
羅
の
強
硬
姿
勢
に
業
を
煮
や
し
て
圧
力
を
つ
よ
め
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
男
麻
呂
ら
は
推
古
三
年
（
五
九
五
）
に
筑
紫
か
ら
帰
還
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
新
羅
と
の
折
衝
は
不
調
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

新
方
式
が
は
じ
め
て
実
現
す
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
事
か
ら
み
る

か
ぎ
り
、
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
の
こ
と
で
、
難
波
吉
師
神
を
新
羅
に
、
難

波
吉
士
木
蓮
子
を
任
那
に
派
遣
し
た
の
に
対
し
て
、「
新
羅
・
任
那
二
国
、

遣
レ
使
貢
レ
調
」
と
あ
る
（
同
年
是
歳
条
）。
た
だ
し
こ
の
記
事
に
は
、
境
部

臣
を
大
将
軍
と
し
て
新
羅
を
討
伐
し
て
五
城
を
攻
め
落
と
す
と
、
新
羅
王
は

白
旗
を
挙
げ
て
降
服
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
と
は
考
え
が
た
い
記
述
が
含

ま
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
貢
調
を
事
実
と
み
な
し
て
よ
い
か
は
判
断
が
む

ず
か
し
い
。倭
王
権
は
こ
の
と
き
以
降
も
新
羅
へ
の
強
硬
姿
勢
を
と
り
続
け
、

来
目
皇
子
・
当
摩
皇
子
を
筑
紫
ま
で
出
征
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、

新
羅
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
一
時
的
な
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
推
古
十
八
年
（
六
一
〇
）
に
い

た
っ
て
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
来
倭
し
、
小
墾
田
宮
の
朝
庭
で
外
交
儀
礼

を
執
り
お
こ
な
っ
た
よ
う
す
が
『
日
本
書
紀
』
に
詳
細
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
以
降
は
、
新
羅
使
が
「
任
那
使
」
を
同
行
し
、
新
羅
の
調
と
別
に
「
任

那
の
調
」
を
貢
上
す
る
こ
と
が
何
度
か
確
認
さ
れ
る
の
で
（
年
表
2
参
照
）、

こ
の
新
た
な
形
式
が
し
だ
い
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、「
任
那
の
調
」を
め
ぐ
る
倭
国
と
新
羅
の
関
係
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、

新
羅
使
に
同
行
し
た
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
と
い
う
形

式
が
定
着
す
る
ま
で
か
な
り
の
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
倭
国
が
新
た
に
提
示
し
た
新
羅
に
「
任
那
使
」
を
仕
立

て
さ
せ
、
そ
の
「
任
那
使
」
に
「
任
那
の
調
」
を
貢
上
さ
せ
る
と
い
う
形
式

に
新
羅
が
つ
よ
く
反
発
し
、
そ
の
た
め
倭
国
は
く
り
返
し
外
征
軍
を
筑
紫
ま

で
出
兵
し
て
圧
力
を
か
け
つ
つ
、
新
羅
・「
任
那
」
に
遣
使
し
て
新
た
な
形

式
の
貢
調
使
の
派
遣
を
要
求
し
つ
つ
け
た
が
、
そ
れ
で
も
新
羅
は
な
か
な
か

そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
み
る
と
、
こ
の
間
の
経
緯
が
よ
く
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
は
、
も
っ
ぱ
ら
倭
国
と
新
羅
と
の
関
係
か
ら
「
任
那
の
調
」

貢
上
ま
で
の
経
緯
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
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い
る
よ
う
に
、
新
羅
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
に
は
、
倭
国
と
の
関
係

だ
け
で
は
な
く
百
済
や
高
句
麗
と
の
関
係
も
影
響
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る）
33
（

。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
新
羅
が
は
じ
め
て
金
官
四
邑
の
調

を
貢
進
す
る
直
前
に
、
新
羅
・「
任
那
」
だ
け
で
な
く
百
済
に
も
遣
使
し
て

い
る
こ
と
で
（
敏
達
四
年
四
月
庚
寅
条
）、
こ
れ
は
百
済
に
も
新
羅
に
何
ら

か
の
影
響
力
を
行
使
す
る
よ
う
要
請
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
後
、
敏
達
十
二
年
（
五
八
三
）
に
「
任
那
復
興
」
を
謀
る
た
め
に
百
済
か

ら
日
羅
を
召
喚
し
て
い
る
し
、
新
羅
と
「
任
那
」
が
戦
い
、
倭
国
が
何
ら
か

の
介
入
を
お
こ
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
推
古
八
年
の
翌
年（
六
〇
一
）に
も
、「
急

救
二
任
那
一
」
こ
と
を
要
請
す
る
た
め
に
高
句
麗
と
百
済
に
遣
使
し
た
と
い

う
（
推
古
九
年
三
月
戊
子
条
）。
こ
れ
ら
は
、百
済
や
高
句
麗
の
動
き
が
「
任

那
復
興
」
の
実
現
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

朝
鮮
半
島
で
は
五
九
八
年
の
隋
の
文
帝
に
よ
る
高
句
麗
征
討
が
契
機
と

な
っ
て
に
わ
か
に
半
島
情
勢
が
緊
迫
し
、
三
国
相
互
の
軍
事
衝
突
も
増
え
て

い
く
。
と
く
に
六
一
一
年
に
煬
帝
が
高
句
麗
征
討
の
詔
を
出
す
と
、
新
羅
・

百
済
は
す
ぐ
さ
ま
隋
に
高
句
麗
征
討
を
願
い
出
て
い
る
し
、
百
済
が
新
羅
に

侵
攻
し
椴
岑
城
を
攻
め
落
と
す
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。「
任
那
使
」

に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
が
定
着
す
る
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
で
あ

り
、
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
と
い
う
こ
と
が
新
羅
に
、
そ
れ
ま
で
拒
み
続
け
た

倭
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
半
島
情
勢
は
、
あ
く
ま
で
も
副
次
的
要
因
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
倭
国
が
「
任
那
復
興
」
に
固
執
し
つ
づ
け

な
け
れ
ば
、「
任
那
の
調
」
の
貢
上
問
題
が
重
要
な
外
交
問
題
に
な
る
こ
と

も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
解
明
さ
れ
る
べ
き
は
、
倭
国
が
数
十

年
に
わ
た
っ
て
新
羅
に
「
任
那
の
調
」
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ

り
つ
づ
け
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

四
．「
任
那
の
調
」
の
貢
納
形
式
と
そ
の
意
義

「
は
じ
め
に
」
で
、
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を
す
べ
て
対
等
の
関
係
と

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
近
年
の
傾
向
を
批
判
し
た
が
、そ
れ
は
「
任
那
の
調
」

に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
調
」
は
ツ
キ
、
ミ
ツ
キ
と

訓
み
、
ミ
ツ
ギ
モ
ノ
、
す
な
わ
ち
上
下
関
係
を
前
提
と
し
た
貢
進
物
の
意
味

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
れ
が
当
時
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
倭
国
側
に
は

0

0

0

0

0

「
調
」
の
貢
進
国
は
倭
国
に
服
属
す
る
ミ
ヤ
ケ
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
の

崩
壊
後
は
、も
ち
ろ
ん
一
般
的
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』に
は「
調
」と
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
の
潤
色
で
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は

「
信
物
」「
方
物
」
な
ど
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
服
属
関
係
を
意
味
し
な
い
呼

称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
考
え
の
一
例
と
し
て
、
最
新
の
研
究
で
あ
る
河
内
春
人

氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

河
内
氏
に
よ
れ
ば
、「「
任
那
之
調
」
と
は
、金
官
国
と
の
三
世
紀
か
ら
〔
五

世
紀
に
か
け
て 

│ 

引
用
者
補
、
以
下
同
じ
〕
の
交
易
的
関
係
に
お
い
て
生

じ
た
鉄
〔
な
ど
〕
…
…
の
入
手
既
得
権
益
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
「
貢

納
的
関
係
」
で
は
な
く
「
交
易
的
関
係
」
で
あ
る
と
す
る
。
交
易
だ
か
ら
対
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価
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
は
「
軍
事
力
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

五
六
二
年
の
加
耶
諸
国
滅
亡
後
、「
倭
国
は
金
官
の
既
得
権
益
を
回
復
さ
せ

る
た
め
の
政
策
に
本
格
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
」
り
、「
倭
国
は
新
羅
に

対
し
て
既
得
権
益
保
証
を
要
求
し
、
新
羅
も
高
句
麗
や
百
済
か
ら
の
圧
力
に

対
抗
す
る
た
め
に
倭
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
の
が
、
五
七
五
年
の
新
羅
に

よ
る
金
官
四
邑
権
益
の
提
供
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
さ
ら
に
「
推
古
八
年
の

新
羅
と
「
任
那
」
の
戦
争
」
が
は
じ
ま
る
と
、「
旧
金
官
権
益
の
回
復
を
目

指
す
倭
国
は
調
停
に
乗
り
出
し
、
軍
事
力
を
筑
紫
に
進
ま
せ
る
示
威
的
行
動

を
取
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
新
羅
と
旧
金
官
領
は
そ
れ
ぞ
れ
使
節
を
派
遣
し
」

た
と
し
、
そ
れ
が
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
進
上
に
な
っ
た
と

考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

右
の
河
内
氏
の
見
解
に
は
、
筆
者
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
何

点
か
あ
る
。
ま
ず
、三
〜
五
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
倭
国
の
金
官
に
対
す
る「
既

得
権
益
」
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
は
「
貢
納
的
関
係
」
で
は
な
く
「
交

易
的
関
係
」
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
倭
国
は
そ
の
対
価
と
し
て
軍
事
力

を
供
与
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
加
耶
諸
国
滅
亡
後
、「
倭
国
は
新

羅
に
対
し
て
既
得
権
益
保
証
を
要
求
」
す
る
と
、
新
羅
も
倭
国
に
「
金
官
四

邑
権
益
」
を
提
供
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
「
金
官
四
邑

権
益
」
な
る
も
の
は
「
交
易
的
関
係
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
権
益
を
倭
国
は
な
ぜ
「
対
価
」
な
し
に
要
求
、
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
が
、
筆
者
に
は
理
解
し
が
た
い
。
ま
た
一
方
で
、
河
内

氏
は
「
六
世
紀
か
ら
列
島
に
お
け
る
鉄
生
産
が
実
現
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
加
耶
か
ら
の
鉄
獲
得
の
緊
急
性
が
低
下
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、

こ
の
「
旧
金
官
権
益
」
な
る
も
の
が
鉄
な
ど
の
「
入
手
既
得
権
益
」
だ
っ
た

と
す
る
と
、六
世
紀
に
そ
の
必
要
性
は
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

な
ぜ
倭
国
は
七
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
「
任
那
の
調
」
の
獲
得
に
こ
だ
わ
り

つ
づ
け
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
が
、
こ
の
点
も
と
く
に
説
明
は

な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
河
内
説
に
は
重
要
な
点
で
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
基
本
的
な
問
題

と
し
て
、
筆
者
は
「
任
那
の
調
」
を
交
易
関
係
に
と
も
な
う
物
品
と
み
な
す

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、第
一
に
交
易
で
あ
れ
ば
、

相
互
に
対
等
な
関
係
を
前
提
と
し
た
経
済
行
為
で
あ
る
か
ら
、
軍
事
的
圧
力

を
か
け
て
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
第
二
に

交
易
に
は
対
価
が
必
要
で
あ
る
が
、「
任
那
の
調
」
の
貢
納
に
と
も
な
っ
て

倭
国
が
、
軍
事
力
の
供
与
も
含
め
て
、
何
ら
か
の
対
価
を
払
っ
た
こ
と
を
示

す
徴
証
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
羅
の
調
も
含
め
て
、
新
羅

か
ら
（
の
ち
に
は
百
済
か
ら
）
の
一
方
的
な
貢
進
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第

三
と
し
て
、「
任
那
の
調
」
の
貢
上
に
は
、
新
羅
に
よ
る
「
任
那
使
」
と
「
任

那
の
調
」
の
肩
代
わ
り
を
は
じ
め
、
天
皇
の
御
覧
に
供
す
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
た
め
に
調
と
し
て
の
貢
進
国
と
品
目
の
表
示
、
朝
庭
で
の
外
交
儀
礼
の
挙

行
、
な
ど
一
定
の
形
式
が
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
「
任
那
の
調
」
の

性
格
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
が
、
通
常
の
交
易

に
は
不
必
要
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
任
那
の
調
」
を
交
易

関
係
に
と
も
な
う
物
品
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
本
質
を
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

右
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
任
那
の
調
」
の
貢
進
に
は
一
定
の
形
式
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
倭
国
側
が
新
羅
に
要
求
し
て
実
現
し
た
も
の
で
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あ
る
が
、
そ
の
形
式
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
「
任
那
の
調
」
の
性
格

を
解
明
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
「
任
那
の
調
」
の
実
体
が
金
官
四
邑
の
調
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

つ
と
に
末
松
保
和
氏
が
指
摘
し
て
い
る）

34
（

。そ
の
根
拠
は
、敏
達
四
年（
五
七
五
）

六
月
に
新
羅
使
が
新
羅
の
調
と
と
も
に
「
多
々
羅
・
須
奈
羅
・
和
陀
・
発
鬼

四
邑
之
調
」
を
献
上
す
る
が
、
こ
の
四
邑
が
旧
金
官
国
を
構
成
す
る
四
邑
に

相
当
し
、
そ
の
調
が
「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
任
那
の
調
」
の
「
任
那
」
は
狭
義
の
任
那
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
任
那
の
調
」
は
、
実
際
に
は
新
羅
が
貢
進
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
い
く
つ
か
の
証
拠
が
あ
る
。
ま
ず
既
述
の
よ
う
に
、
敏
達
四
年
六

月
条
に
は
、
新
羅
使
が
新
羅
の
調
の
ほ
か
に
「
并
せ
て
」
四
邑
の
調
を
進
上

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
新
羅
使
が
金
官
四
邑
の
調
を
進
上
し
た
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
後
、
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
以
降
に
新
羅
使
と
と

も
に
「
任
那
使
」
が
来
倭
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
「
任
那
使
」
の
官
位

が
分
か
る
四
例
中
三
例
が
新
羅
の
官
位
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち

二
例
は
「

0

部0

大
舎
首
智
買
」（
推
古
十
八
年
七
月
条
）、「
習
部

0

0

大
舎
親
智

周
智
」（
推
古
十
九
年
秋
八
月
条
）
と
あ
っ
て
、
王
京
の
六
区
分
で
あ
る
新

羅
六
部
を
冠
し
て
い
る
の
で
、
新
羅
王
京
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る）
35
（

。
た
だ
し
「
達
率
奈
末
智
（
奈
末
遅
）」（
推
古
三
十
一
年
七
月
条
お
よ
び

同
年
是
歳
条
）
の
み
は
「
達
率
」
と
い
う
百
済
の
官
位
を
有
し
て
い
る
。
こ

の
解
釈
は
む
ず
か
し
い
が
、
推
古
三
十
一
年
是
歳
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ

新
羅
と
「
任
那
」
が
戦
っ
て
お
り
、「
任
那
」
が
新
羅
国
内
の
自
立
的
勢
力

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
と
き
の
「
任
那
使
」
も
新
羅
使
に
同
行
し
て
来
て
い
る
の
で
（
同

年
七
月
条
）、
新
羅
が
派
遣
主
体
で
あ
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
要

す
る
に
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
「
任
那
使
」
が
実
際
に
は
新

羅
の
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る）

36
（

。
さ
ら
に
確
認
で

き
る
舒
明
朝
ま
で
の
「
任
那
使
」
が
す
べ
て
新
羅
使
に
同
行
し
て
来
倭
し
て

い
る
こ
と
も
、
こ
の
考
え
の
裏
づ
け
と
な
ろ
う
。

倭
国
が
新
羅
に
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
に
関
わ
っ
て
遣
使
す
る
と
き
に
は
、

遣
新
羅
使
と
と
も
に
遣
「
任
那
」
使
を
派
遣
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ

の
初
見
は
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
四
月
で
あ
る
。
推
古
三
十
一
年
（
六
二
三
）

十
一
月
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
吉
士
磐
金
を
新
羅
に
、
吉
士
倉
下
を
「
任

那
」
に
派
遣
し
た
と
き
に
、
新
羅
の
迎
船
が
一
艘
だ
け
だ
っ
た
こ
と
に
磐
金

ら
が
抗
議
し
、
以
後
、「
任
那
」
の
迎
船
を
加
え
て
二
艘
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
ま
た
、
新
羅
が
「
任
那
使
」「
任
那
の
調
」
を
肩
代
わ
り

し
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
と
同
時
に
「
任
那
の
調
」

の
納
入
に
あ
た
っ
て
、
倭
国
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
整
え
る
た
め
に

新
羅
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
も
興
味
深

い
。六

四
二
年
に
百
済
義
慈
王
が
新
羅
西
部
を
攻
撃
し
て
四
十
余
城
を
降
し
、

旧
加
耶
地
域
を
奪
取
す
る
と
半
島
情
勢
は
い
っ
き
に
流
動
化
す
る
。
そ
の
な

か
で
百
済
は
、皇
極
元
・
二
年
（
六
四
二
・
三
）
と
、王
子
翹
岐
（
＝
余
豊
璋）

37
（

）・

大
佐
平
沙
宅
智
積
な
ど
の
要
人
や
高
官
を
大
使
・
副
使
・
参
官
に
任
じ
た
進

調
使
な
ど
を
派
遣
し
て
空
前
の
外
交
攻
勢
を
か
け
て
く
る
。
た
だ
し
皇
極
紀

の
高
句
麗
・
百
済
関
係
記
事
に
は
年
紀
の
混
乱
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

多
く
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
て）

38
（

、
筆
者
も
関
説
し
た
こ
と
が
あ

る）
39
（

。
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
重
要
な
の
は
、
百
済
の
旧
加
耶
地
域
領
有
に
と
も
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な
っ
て
、
倭
国
は
百
済
に
「
任
那
の
調
」
を
要
求
し
、
百
済
も
そ
の
要
求
に

し
た
が
っ
て
百
済
使
が
任
那
使
を
兼
領
す
る
と
い
う
形
で
「
任
那
の
調
」
を

進
上
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
大
化
元
年
七
月
丙
子
条
）。
そ
の
間
の
事
実

関
係
は
、
皇
極
紀
の
年
紀
の
混
乱
に
加
え
て
、
大
化
元
年
七
月
丙
子
条
の
解

釈
の
問
題
も
あ
っ
て
、
複
数
の
説
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
詳
論
す
る
余

裕
は
な
い
が
、
百
済
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
進
上
の
理
解
に
重
要
な
史
料

で
あ
る 

⒜ 

皇
極
二
年
七
月
辛
亥
条
と 

⒝ 

大
化
元
年
七
月
丙
子
条
に
つ
い

て
と
り
あ
げ
、
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
い
。

⒜　

皇
極
二
年
（
六
四
三
）
七
月
辛
亥
条

遣
二
数
大
夫
於
難
波
郡
一
、
検
三
百
済
国
調
与
二
献
物
一
。
於
是
、
大
夫
問
二

調
使
一
曰
、
所
レ
進
国
調
、
欠
二
少
前
例
一
、
送
二
大
臣
一
物
、
不
レ
改
二
去

年
所
レ
還
之
色
一
、
送
二
群
卿
一
物
、
亦
全
不
二
将
来
一
、
皆
違
二
前
例
一
。

其
状
何
也
。
大
使
達
率
自
斯
・
副
使
恩
率
軍
善
、
倶
答
諮
曰
、
即
今

可
レ
備
。
…
…

⒝　

大
化
元
年
（
六
四
五
）
七
月
丙
子
条

高
麗
・
百
済
・
新
羅
、
並
遣
レ
使
進
レ
調
。
百
済
調
使
、
兼
二
領
任
那
使
一
、

進
二
任
那
調
一
。
唯
百
済
大
使
佐
平
縁
福
、
遇
病
留
二
津
館
一
、
而
不
レ
入
二

於
京
一
。
…
…
詔
二
於
百
済
使
一
曰
、「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
、
⑴

始
我
遠
皇
祖
之
世
、
以
二
百
済
国
一
、
為
二
内
官
家
一
、
譬
如
二
三
絞
之

綱
一
。
⑵
中
間
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
。
⑶
後
遣
二
三
輪
栗
隈
君

東
人
一
、
観
二
察
任
那
国
堺
一
。
是
故
、
百
済
王
随
レ
勅
、
悉
示
二
其
堺
一
。

⑷
而
調
有
レ
闕
。
由
レ
是
、
却
二
還
其
調
一
。
任
那
所
出
物
者
、
天
皇
之

所
二
明
覧
一
。
夫
自
レ
今
以
後
、可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
。
汝
佐
平
等
、

不
易
面
来
。
早
須
明
報
。
今
重
遣
二
三
輪
君
東
人
・
馬
飼
造
一〈
闕
レ
名
〉」。

通
説
的
理
解
で
は
、
⒝ 

の 

⑵ 

が
六
四
三
年
の
百
済
に
よ
る
旧
加
耶
地
域

の
新
羅
か
ら
の
奪
取
を
さ
し
、
⑶ 

は
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
二
月
戊
申
条

に
遣
高
句
麗
使
・
遣
新
羅
使
の
ほ
か
、
国
勝
吉
士
水
鶏
を
遣
百
済
使
に
、
坂

本
吉
士
長
兄
を
遣
「
任
那
」
使
に
任
じ
た
と
い
う
記
事
に
相
当
す
る
と
み
る
。

こ
の
遣
使
を
百
済
に
よ
る
加
耶
地
域
奪
取
の
実
状
調
査
と
み
て
、
こ
の
と
き

三
輪
栗
隈
君
東
人
も
同
行
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
年
紀
は
、
百
済

が
旧
加
耶
地
域
を
新
羅
か
ら
奪
取
し
た
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
七
月
以
降
に

修
正
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て 

⑷ 

を
、
⒜ 

の
皇
極
二
年
七
月
に
百
済
使

が
調
を
返
却
さ
れ
た
と
き
に
あ
て
て
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
廣
瀬
憲
雄
氏

は
、こ
の
よ
う
な
従
来
の
理
解
に
は
「
誤
り
が
存
在
す
る
」
と
し
、⑷ 

の
「
而

調
有
レ
闕
。
由
レ
是
、
却
二
還
其
調
一
」
と
い
う
の
は 

⒝ 

の
大
化
元
年
時
点
の

こ
と
と
「
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
⒜ 

で

百
済
が
進
上
し
た
調
は
、
明
ら
か
に
百
済
の
国
調
の
こ
と
で
「
任
那
の
調
」

で
は
な
い
こ
と
か
ら
こ
こ
に
あ
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
「
自
レ

今
以
後
、
可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
」
と
い
う
指
示
は
再
提
出
時
の
と
き

の
こ
と
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
廣
瀬
氏
の
新
説
は
い
さ
さ
か
武
断
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
⒜ 

に
み
え
る
調
は
確
か
に
百
済
の
国
調
で
あ
る
が
、
廣
瀬
氏
の

解
釈
に
は 

⒜ 

の
記
事
は
こ
の
と
き
の
事
実
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
完
全
に

伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
自

明
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
疑
問
を
感
じ
る
。

そ
れ
か
ら
「
自
レ
今
以
後
、
可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
」
と
い
う
指
示
も
、

通
説
の
よ
う
に
倭
国
に
と
っ
て
不
備
で
は
あ
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
受
納
し

た
う
え
で
の
指
示
と
も
十
分
に
解
し
う
る
。
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筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
廣
瀬
氏
の
新
解
釈
は
絶
対
で
は
な
い
と
考
え

る
が
、
さ
ら
に
廣
瀬
氏
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
新
た
な
不
都
合
が
生
じ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
⒜ 

の
地
の
文
に
「
百
済
調
使
、
兼
二

領
任
那
使
一
、進0

二
任
那
調

0

0

0

一
」
と
、百
済
使
が
「
任
那
使
」
を
兼
領
し
て
「
任

那
の
調
」
を
進
上
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
簡
単
に

は
無
視
で
き
な
い
記
述
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
廣
瀬
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
調
の
貢
進
は
、
ま
ず
難
波
な
ど
で
調
の
点
検
・
収
納
が
お
こ
な
わ

れ
、
不
備
が
な
け
れ
ば
入
京
が
許
さ
れ
て
朝
庭
で
使
旨
の
奏
上
・
賜
禄
・
賜

饗
等
の
一
連
の
外
交
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た）

40
（

。
⒜ 

で
「
所
レ

進
国
調
、
欠
二
少
前
例
一
」
な
ど
と
不
備
を
指
摘
し
、
返
却
し
て
い
る
の
も

難
波
の
客
館
で
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が 
⒝ 

で
は
、
百
済
使
は
入
京
を

許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
こ
の
と
き
「
任
那
の
調
」
を
返
却
し
た
と
す

る
と
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
広
瀬
氏
の
新
説
に
し
た

が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
筆
者
も
、
通
説
に
は
疑
問
の
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
⒝ 

の 

⑵ 

の

「
中
間
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
を
、
六
四
三
年
に
百
済
が
旧
加
耶
地

域
を
新
羅
か
ら
奪
取
し
た
こ
と
を
さ
す
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、

こ
れ
が
百
済
に
よ
る
加
耶
の
奪
取
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

し
て
も
、
事
件
そ
の
も
の
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。「
以
二
任
那

国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
と
は
、
い
っ
け
ん
荒
唐
無
稽
な
記
述
の
よ
う
に
思
え

る
が
、実
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
類
似
の
表
現
が
ほ
か
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

百
済
に
「
賜
二
任
那
四
県
一
」（
継
体
六
年
（
五
一
二
）
十
二
月
条
）
と
い
う

記
述
や
、「
以
二
己
汶
・
滞
沙
一
、
賜
二
百
済
国
一
」（
継
体
七
年
（
五
一
三
）

十
一
月
乙
卯
条
）
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
前
者
は
有
名
な
「
任
那
四
県
割
譲

事
件
」
の
記
事
で
、
百
済
が
独
自
に
勢
力
下
に
置
い
た
「
任
那
四
県
」（
栄

山
江
流
域
）
を
倭
国
が
外
交
的
に
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
後
者

は
百
済
が
新
た
に
領
有
し
た
己
汶
・
帯
沙
（
蟾
津
江
流
域
）
に
関
し
て
、
倭

国
が
朝
庭
に
百
済
・
斯
羅
（
新
羅
）・
安
羅
・
伴
跛
（
＝
大
加
耶）

41
（

）
の
使
節

を
招
集
し
て
、
百
済
の
領
有
を
承
認
す
る
と
宣
勅
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る）
42
（

。
し
た
が
っ
て
「
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
も
、
百
済
が
新
た
に

加
耶
諸
国
を
領
有
し
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
実
を
倭

国
が
承
認
し
た
こ
と
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
直
前
の 

⑴ 

で
、「
我

遠
皇
祖
之
世
」
か
ら
百
済
は
「
任
那
」
と
と
も
に
倭
国
の
「
内
官
家
」
で
あ
っ

た
と
、
倭
国
の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
立
場
を
観
念
的
に
表
明
し
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
百
済
の
加
耶
諸
国
領
有
を
承
認
す
る
こ
と

は
「
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
う
す
る
と
、
⑵ 

の
事
実
比
定
も
変
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。

筆
者
は
そ
れ
を
国
勝
吉
士
水
鶏
を
百
済
に
、
坂
本
吉
士
長
兄
を
任
那
に
派
遣

し
た
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
二
月
戊
申
条
（
実
際
に
は
皇
極
元
年
七
月
以
降
）

の
遣
使
に
関
わ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
こ
れ
を 

⑶ 

の
三
輪
栗
隈
東
人
の

派
遣
に
対
応
さ
せ
て
き
た
が
、
そ
の
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
や
は
り

遣
「
任
那
」
使
の
責
任
者
と
思
わ
れ
る
坂
本
吉
士
長
兄
が 

⑶ 

に
み
え
な
い

の
は
不
審
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、⑶ 

の
三
輪
栗
隈
東
人
は
、『
日
本
書
紀
』

に
は
記
事
が
も
れ
て
い
る
が
、「
後
」
と
あ
る
よ
う
に
坂
本
吉
士
長
兄
派
遣

の
あ
と
、
改
め
て
派
遣
さ
れ
て
「
任
那
国
堺
」
を
検
分
し
、
そ
れ
を
も
と
に

「
任
那
の
調
」
の
納
入
を
百
済
に
要
求
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と

こ
ろ
が
そ
の
後
、
皇
極
二
年
（
六
四
三
）
七
月
に
来
倭
し
た
百
済
調
使
の
貢

進
し
た
国
調
に
欠
少
が
あ
り
（
⒜
）、「
任
那
の
調
」
も
欠
失
し
て
い
た
（
⑷
）
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の
で
返
却
し
た
、
と
い
う
の
が 

⒝ 

の
百
済
使
へ
の
「
詔
」
で
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
の
筆
者
な
り
の
理
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
百
済
は
、
形
式
的
に
不
十
分
な

が
ら
、
大
化
元
年
七
月
に
は
じ
め
て
「
任
那
の
調
」
を
貢
進
し
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
後
は
、
翌
大
化
二
年
二
月
戊
申
条
に
「
高
麗
・
百
済
・
任
那
・
新

羅
、
並
遣
レ
使
、
貢
二
献
調
賦
一
」
と
あ
る
。
簡
略
な
記
事
で
あ
り
、
朝
鮮
三

国
と
「
任
那
」
が
す
べ
て
並
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
造
作
の
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
任
那
使
」
の
最
後
の
例
で
あ
り
、

同
年
九
月
に
は
高
向
黒
麻
呂
（
玄
理
）
を
新
羅
に
遣
わ
し
て
、「
質
」
の
貢

上
と
引
き
替
え
に
「
任
那
の
調
」
の
廃
止
を
通
告
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
、
百
済
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

こ
こ
か
ら
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
形
式
に
つ
い
て
、
新
た
な
事
実
を
付
け
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は 

⒝ 

で
「
任
那
所
出
物
者
、
天
皇
之
所
二
明

覧
一
。
夫
自
レ
今
以
後
、
可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
」
と
い
っ
て
い
る
こ

と
で
、「
任
那
の
調
」
は
天
皇
の
御
覧
に
供
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に

貢
進
国
名
と
調
の
品
目
を
標
題
と
し
て
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

⒝ 

の
百
済
に
よ
る
初
の
「
任
那
の
調
」
の
納
入
記
事
に
は
、
ほ
か
に
も

注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
と
き
百
済
使
が
任
那
使
を
兼
領

す
る
と
い
う
、倭
王
権
か
ら
み
れ
ば
重
大
な
不
備
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
任
那
の
調
」
を
受
納
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
倭
王

権
が
新
羅
に
課
し
て
い
た
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
形
式
と
く
ら
べ
る
と
見
逃

せ
な
い
相
違
で
あ
り
、
倭
王
権
に
と
っ
て
は
大
き
な
妥
協
で
あ
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
倭
王
権
は
こ
の
と
き
そ
の
よ
う
な
妥
協
を
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
百
済
使
は
難
波
津
で
国
調
と
「
任
那
の
調
」

の
点
検
・
収
納
を
受
け
た
が
、そ
の
な
か
で
「
任
那
の
調
」
に
関
し
て
は
、「
任

那
使
」
が
別
立
て
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
問
題
に
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
「
詔
」
で
そ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、

き
わ
め
て
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
倭
国
と
百
済
使
の
間
で
何
ら
か
の

妥
協
が
成
立
し
て
、「
任
那
使
」
が
不
備
な
こ
と
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
す

こ
と
な
っ
た
と
考
え
る
と
説
明
が
つ
く
。
そ
の
妥
協
と
は
、
百
済
使
に
「
任

那
使
」
を
兼
領
さ
せ
る
形
を
と
ら
せ
て
「
任
那
の
調
」
は
受
領
す
る
が
、
そ

の
代
わ
り
今
後
は
貢
進
国
・
品
目
を
記
し
た
「
任
那
の
調
」
と
し
て
の
題
書

を
備
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、「「
任

那
の
調
」
の
題
書
は
「
任
那
使
」
の
別
立
て
の
代
替
措
置
と
し
て
、
こ
の
と

き
は
じ
め
て
倭
国
側
か
ら
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

独
立
し
た
「
任
那
使
」
が
不
在
で
、「
任
那
の
調
」
に
そ
れ
を
示
す
題
書

も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
と
き
百
済
使
が
貢
進
し
た
「
任

那
の
調
」
は
、
そ
れ
と
わ
か
る
形
式
を
い
っ
さ
い
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
憶
測
に
わ
た
る
が
、
大
使
縁
福
が
た
ま
た
ま
病
で

入
京
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
病
を
口
実
に
「
任
那
使
」
の

兼
領
と
い
う
形
で
朝
庭
の
外
交
儀
礼
に
出
る
こ
と
を
避
け
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

筆
者
が
こ
の
よ
う
に
「
任
那
使
」
の
有
無
や
題
書
の
意
義
を
重
視
す
る
の

は
、
両
者
と
も
「
任
那
の
調
」
と
し
て
の
客
観
的
な
形
式
を
整
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
倭
国
内
で
「
任
那
の
調
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
、
貢
進
国
側
へ
も
調
と
し
て
の
形
式
を
備
え
さ
せ

る
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
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な
形
式
を
要
求
さ
れ
た
側
は
、
当
然
、
容
易
に
は
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
任
那
の
調
」
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
改
め
て
そ
の
よ
う
な
目
で
百
済
に
よ
る
「
任
那
の

調
」
の
貢
進
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
倭
国
は 

⒝ 

の 

⑶ 

の
三
輪
栗
隈
東
人

に
よ
る
「
任
那
」
の
国
堺
の
検
分
に
も
と
づ
い
て
百
済
に
「
任
那
の
調
」
の

貢
進
を
要
求
し
た
が
、
⒝ 
の 

⑷ 

に
あ
る
よ
う
に
、
欠
失
が
あ
っ
て
返
却
さ

れ
た
。
そ
こ
で
大
化
元
年
に
再
度
進
上
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
は
欠
失
は
指

摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
任
那
使
」
等
の
客
観
的
形
式
を
欠
い
た
著
し

く
不
備
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
再
提
出
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
百
済

側
は
倭
国
の
要
求
内
容
を
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
あ
え
て
そ
れ
に
抵
抗

し
て
不
備
な
形
の
ま
ま
進
上
し
た
と
み
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

倭
国
は
、
そ
の
よ
う
な
百
済
側
の
つ
よ
い
反
発
を
知
っ
て
、
妥
協
策
と
し
て

「
任
那
使
」
は
百
済
使
が
兼
領
し
て
い
る
こ
と
に
し
て
「
任
那
の
調
」
を
受

領
す
る
代
わ
り
に
、
今
後
は
貢
進
国
名
と
品
目
を
記
し
た
題
書
を
備
え
る
よ

う
指
示
を
し
た
と
み
れ
ば
、
不
自
然
な
点
も
整
合
的
に
理
解
で
き
る
と
思
わ

れ
る
。

前
節
で
、
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
に
倭
国
か
ら
の
要
求
を
受
け
て
い
っ
た

ん
は
金
官
四
邑
の
調
を
貢
進
し
た
新
羅
が
、そ
の
後
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任

那
の
調
」
の
貢
上
と
い
う
形
式
を
受
け
入
れ
る
ま
で
二
五
年
以
上
の
年
月
を

要
し
、
そ
の
間
、
倭
国
が
再
三
軍
事
的
圧
力
を
か
け
な
が
ら
外
交
折
衝
を
く

り
返
し
た
の
は
、
新
羅
使
と
別
に
「
任
那
使
」
を
仕
立
て
る
と
い
う
形
式
に

つ
よ
く
反
発
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
任
那
の
調
」
の

貢
進
に
関
し
て
新
羅
側
が
客
観
的
な
形
式
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
独

立
し
た
国
家
と
し
て
容
易
に
受
け
入
れ
が
た
い
要
求
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で

あ
ろ
う
。た
だ
新
羅
の
場
合
は
、最
終
的
に
は
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
変
化
も
あ
っ

て
、
倭
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
の
二
本
立
て
の
形

式
を
と
る
よ
う
に
な
る
が
、
百
済
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
形
を
は
っ
き
り
と

る
ま
え
に
「
任
那
の
調
」
自
体
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
倭
国
が
「
任
那
復
興
」
の
重
要
な
指
標
と
し
た
「
任
那
の
調
」

の
貢
進
問
題
で
は
、「
任
那
使
」
の
編
成
を
め
ぐ
っ
て
倭
国
と
貢
進
国
（
新

羅
ま
た
は
百
済
）
と
の
間
に
激
し
い
攻
防
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

で
は
倭
国
は
な
ぜ
こ
の
問
題
に
そ
こ
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
外
国
使
節
に
よ
る
調
の
納
入
が
単
な
る
物

品
の
献
上
で
は
な
く
、
一
連
の
儀
礼
が
と
も
な
っ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

推
古
十
八
年
紀
に
新
羅
使
・「
任
那
使
」
の
来
倭
か
ら
帰
国
ま
で
を
実
録

風
に
記
し
た
一
連
の
史
料
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
小
墾
田
宮
の
朝
庭
に
お

い
て
、
参
列
す
る
王
臣
た
ち
の
ま
え
で
両
国
使
に
対
し
て
執
り
お
こ
な
わ
れ

た
外
交
儀
礼
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
難
波
な
ど
で
調
の
収
納
・

点
検
が
お
こ
な
わ
れ
た
あ
と
、
入
京
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
は
、
十
月
八

日
に
額
田
部
比
羅
夫
が
迎
新
羅
客
荘
馬
長
、
膳
大
伴
が
迎
「
任
那
」
客
荘
馬

長
と
な
っ
て
新
羅
使
・「
任
那
使
」
を
迎
え
て
阿
斗
河
辺
館
（
奈
良
県
田
原

本
町
）
に
安
置
し
、
翌
日
、
小
墾
田
宮
の
朝
庭
で
朝
拝
の
儀
が
執
り
お
こ
な

わ
れ
た
。
そ
の
儀
は
、
秦
河
勝
・
土
部
菟
が
新
羅
使
の
導
者
と
な
り
、
間
人

塩
蓋
・
阿
閉
大
籠
が
「
任
那
」
使
の
導
者
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
新
羅
使
と

「
任
那
使
」
と
を
引
率
し
て
南
門
か
ら
朝
庭
に
入
り
、
そ
こ
に
立
っ
て
使
旨

を
奏
上
す
る
と
、
蘇
我
蝦
夷
ら
の
四
大
夫
が
そ
れ
を
大
臣
蘇
我
馬
子
に
伝
え
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る
。
馬
子
は
そ
れ
を
位
か
ら
立
っ
て
聴
い
た
と
い
う
。
終
わ
る
と
使
人
に
禄

が
支
給
さ
れ
た
。
つ
い
で
十
七
日
に
両
使
を
小
墾
田
宮
に
招
い
て
饗
宴
が
開

か
れ
た
。
こ
の
と
き
は
、
河
内
漢
贄
を
新
羅
使
の
共
食
者
と
し
、
錦
織
久
僧

を
「
任
那
使
」
の
共
食
者
と
し
て
も
て
な
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
儀
礼
が
す

べ
て
終
わ
っ
て
同
月
二
十
三
日
に
新
羅
使
・「
任
那
使
」
は
帰
途
に
つ
い
た
。

こ
の
一
連
の
外
交
儀
礼
で
目
に
つ
く
こ
と
は
、「
任
那
使
」
が
終
始
一
貫

し
て
独
立
し
た
外
交
使
節
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
任
那

使
」
は
最
後
ま
で
新
羅
使
に
同
行
し
て
い
る
の
で
、参
列
し
た
王
臣
た
ち
は
、

当
然
、「
任
那
使
」
が
新
羅
に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
、
儀
礼
的
に
独
立
し
た
「
任
那
使
」
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
形
を

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
国
の
長
年
に
わ
た
る
外
交
に
よ
っ
て
「
任
那
」
が

倭
国
に
調
を
貢
献
す
る
官
家
と
し
て
「
復
興
」
し
た
こ
と
を
視
覚
的
に
感
得

し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
が
、
倭
国
が
長
年
に
わ
た
っ
て
「
任
那
使
」
に

よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
と
い
う
形
式
の
実
現
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
理

由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
儀
礼

的
次
元
に
お
い
て
さ
え
も
「
任
那
復
興
」
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
外
交
儀
礼
も
含
め
た
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
の
意
義
は
、
ま

ず
第
一
に
、
調
（
＝
ミ
ツ
キ
）
を
貢
進
し
た
「
任
那
使
」
が
朝
庭
で
外
交
儀

礼
を
執
り
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
倭
王
権
内
部
で
は
調
を
貢
進

す
る
「
内
官
家
」
と
し
て
の
「
任
那
」
が
「
復
興
」
し
た
形
を
可
視
的
に
実

現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
『
日
本
書
紀
』
編
者
の
潤
色
、
造
作
に
帰

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
主

と
し
て
儀
礼
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
次
元
の
話
で
あ
る
。

で
は
事
実
の
次
元
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、意
義
の
第
二
と
し
て
、

新
羅
が
仕
立
て
た
「
任
那
使
」
を
新
羅
使
に
同
行
さ
せ
て
、難
波
で
「
任
那
」

（
＝
金
官
四
邑
）
の
調
を
検
収
し
た
あ
と
、
王
宮
で
朝
拝
を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の
外
交
儀
礼
に
新
羅
使
と
と
も
に
「
任
那
使
」
が
参
列
し
た
こ
と
な
ど

は
事
実
と
み
て
よ
い
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
新
羅
に
「
任
那
使
」
を
仕
立

て
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
新
羅
使
の
も
た
ら
し
た
物
品
を
倭
王
権
内

部
で
「
任
那
の
調
」
と
読
み
替
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
ち
が
い
、
新

羅
に
も
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
に
み
あ
っ
た
一
定
の
形
式
を
と
ら
せ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
新
羅
は
倭
国
の
要
請
に
反
発
し
、
そ
の

た
び
重
な
る
軍
事
的
圧
力
に
も
屈
せ
ず
、
容
易
に
要
請
を
受
け
入
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
に
新
羅
に
よ
る
国
調
、
お
よ
び
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
で
改
め
て
確
認
し
た
よ
う

に
、
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
倭
国
に
貢
進
し
て
い
た
の
は
単
な
る
交
易
品

で
は
な
く
調
（
＝
ミ
ツ
キ
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
調
を
倭
国
に
貢
上
し
て

い
た
新
羅
を
倭
国
の
従
属
国
と
み
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
簡
単
に
そ
う

で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
と
い
う
の
は
、
王
宮
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
る

外
交
儀
礼
な
ど
を
通
し
て
、こ
の
時
期
の
倭
王
権
内
で
は

0

0

0

0

0

0

新
羅
・「
任
那
」（
百

済
・
高
句
麗
も
お
そ
ら
く
同
様
）
を
調
を
貢
納
す
る
「
内
官
家
」
と
す
る
認

識
が
ひ
ろ
く
定
着
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
新
羅
側
も
同
様

の
認
識
を
共
有
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
新
羅
が
お
こ

な
っ
た
の
は
外
交
使
節
と
し
て
の
新
羅
使
・「
任
那
使
」
の
派
遣
と
物
品
の

贈
与
で
あ
る
。「
任
那
使
」
が
新
羅
国
内
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ら
の
使
節
と
物
品
を
新
羅
側

17086179_06熊谷.indd   28 2018/03/14   9:57:28



東北学院大学論集　歴史と文化　第 57号

29（　 ）

が
正
式
に
貢
調
使
、あ
る
い
は
調
と
認
め
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
新
羅
が
倭
国
に
対
し
て
外
交
的
に
従
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

も
認
め
が
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、倭
国
は
六
世
紀
前
半
の
金
官
国
の
滅
亡
に
相
前
後
し
て「
任

那
復
興
」
策
を
重
要
な
外
交
課
題
と
し
て
掲
げ
る
が
、
そ
れ
は
、
結
局
、
金

官
国
を
領
有
し
た
新
羅
に
対
し
て
「
任
那
使
」
の
編
成
と
「
任
那
の
調
」
の

肩
代
わ
り
を
要
求
す
る
と
い
う
形
に
な
り
、
推
古
朝
に
い
た
っ
て
そ
れ
が
よ

う
や
く
実
現
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
調
を
貢
納
す
る
「
内
官
家
」

と
し
て
の
「
任
那
」
の
「
復
興
」
を
儀
礼
の
う
え
で
実
現
し
て
み
せ
た
に
と

ど
ま
る
。
し
か
も
そ
の
実
現
に
さ
え
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
新
羅
の
強
い
反

発
・
抵
抗
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
形
で
実
現
し
た
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
に
よ
る

「
任
那
復
興
」
の
実
現
の
も
つ
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

そ
れ
は
何
よ
り
も
、
倭
国
が
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
新

羅
に
執
拗
に
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
を
要
求
し
つ
つ
け

た
こ
と
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
倭
王
権
に
と
っ
て
、
新
羅
が
仕
立
て
た

「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
と
い
う
形
式
の
実
現
は
、
そ
れ

だ
け
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、こ
の
時
期
に
倭
王
権
が
推
し
進
め
た
「
任
那
復
興
」
策
は
、

「
内
官
家
」
と
し
て
の
「
任
那
」
の
復
興
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
小

帝
国
」
的
な
外
交
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
当
時
の
倭
国
内

の
王
臣
た
ち
の
「
国
際
意
識
」
は
「
小
帝
国
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、

倭
国
の
外
交
政
策
は
そ
の
よ
う
な
王
臣
た
ち
の
「
国
際
意
識
」
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
倭
国
の
軍
事
力

は
新
羅
を
武
力
攻
撃
し
て
、
金
官
国
を
独
立
回
復
さ
せ
る
ほ
ど
強
力
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
新
羅
に
「
任
那
使
」
の
編
成
と
「
任
那
の
調
」
の
肩
代
わ
り

を
さ
せ
る
と
い
う
形
で
満
足
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
倭
王
は
列

島
ば
か
り
で
な
く
朝
鮮
三
国
に
「
任
那
」
ま
で
を
し
た
が
え
る
「
小
帝
国
」

の
君
主
で
あ
る
と
い
う
「
国
際
意
識
」
を
、
ミ
ツ
キ
の
貢
納
儀
礼
を
通
し
て

再
生
産
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
小
帝
国
」
を
志
向
す
る
「
国
際
意
識
」
は
倭
国
特
有
の
も

の
で
は
な
く
、
周
辺
諸
国
も
そ
れ
ぞ
れ
保
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
倭
国

の
場
合
そ
れ
は
、
通
常
は
理
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
反
映

し
た
儀
礼
や
法
制
な
ど
を
規
定
し
た
が
、
状
況
次
第
で
は
白
村
江
戦
や
藤
原

仲
麻
呂
の
新
羅
征
討
計
画
の
よ
う
な
形
で
外
交
政
策
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
近
江
毛
野
の
安
羅
派
遣
や
、
推
古
朝
に
お
け
る
外
征
軍
の
筑
紫

集
結
な
ど
の
軍
事
行
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
「
任
那
復
興
」
策
も
、
そ
の
よ

う
な
「
小
帝
国
」
的
「
国
際
意
識
」
が
基
礎
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、儀
礼
的
擬
制
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
「
任
那
の
調
」

も
、
王
臣
た
ち
の
「
小
帝
国
」
的
「
国
際
意
識
」
の
維
持
に
重
要
な
役
割
を

は
た
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
倭
国
の
重
要
な
外
交
政
策
で
あ
っ

た
「
任
那
復
興
」
策
と
そ
の
外
交
的
成
果
と
い
え
る
「
任
那
の
調
」
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
論
じ
残
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
、
む
す
び
に

か
え
た
い
。

17086179_06熊谷.indd   29 2018/03/14   9:57:27



「任那復興」策と「任那の調」

30（　 ）

こ
の
問
題
で
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
な
ぜ
倭
国
は
そ
れ
ほ
ど

「
任
那
復
興
」
と
「
任
那
の
調
」
の
納
入
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
、こ
の
よ
う
な
問
題
は
、「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
〝
任

那
問
題
〞
の
規
避
傾
向
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
六
、七
世
紀

の
倭
国
が
「
任
那
」
を
特
別
視
し
、
そ
の
「
復
興
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た

の
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
「
任
那
の
調
」
は
つ
ね
に
新
羅
（
あ

る
い
は
百
済
）
の
調
と
と
も
に
貢
進
さ
れ
、
外
交
儀
礼
も
い
っ
し
ょ
に
挙
行

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
小
帝
国
」
構
造
の
儀
礼
的
な
実
現
と
い

う
こ
と
だ
け
で
い
え
ば
、「
任
那
」
が
「
復
興
」
し
な
く
て
も
十
分
に
可
能

で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
倭
王
権
内
の
人
び
と
に
と
っ
て
、「
任
那
」
は

百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
の
三
国
と
は
異
な
る
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、こ
の
場
合
の「
任

那
」
と
は
決
し
て
広
義
の
「
任
那
」（
＝
加
耶
諸
国
）
で
は
な
く
、狭
義
の
「
任

那
」（
＝
金
官
国
）
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
任
那
復
興
」
策
で

は
終
始
一
貫
し
て
お
り
、決
し
て
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。し
た
が
っ

て
当
時
の
倭
王
権
内
部
で
は
、
狭
義
の
「
任
那
」
と
広
義
の
「
任
那
」
は
峻

別
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、「
復
興
」さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

あ
く
ま
で
も
狭
義
の
「
任
那
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
倭
国
の
支
配
層
の
「
国

際
意
識
」
で
は
、
広
義
の
「
任
那
」
は
実
体
の
な
い
観
念
上
の
存
在
に
す
ぎ

ず
、
狭
義
の
「
任
那
」
だ
け
が
現
実
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
。

本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
任
那
復
興
」
策
で
最
大
の
外
交
課
題
と
さ
れ

た
「
任
那
の
調
」
が
単
な
る
交
易
品
な
ど
で
は
な
く
て
調
（
ミ
ツ
キ
）
そ
の

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
貢
進
国
に
擬
制
さ
れ
た
の
が
狭
義
の
「
任
那
」

だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
任
那
」（
＝
金
官
国
）
滅
亡
以
前
に
現
実
に

金
官
国
が
倭
国
に
貢
調
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
経
緯

に
よ
っ
て
倭
国
の
支
配
層
に
、
狭
義
の
「
任
那
」
が
倭
王
権
の
存
立
に
と
っ

て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
朝
貢
国
で
あ
る
と
い
う
「
国
際
意
識
」
が
、
長
い
年
月

を
か
け
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
合
理
的
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
崇
神
六
十
五
年
七
月
条
に
「
任
那
国
遣
二
蘇
那
曷
叱
知
一
、

令
二
朝
貢
一
也
。
任
那
者
去
二
筑
紫
国
一
、二
千
餘
里
。
北
阻
レ
海
以
在
二
雞
林
之

西
南
一
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
別
稿）

43
（

で
取
り
上

げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
述
べ
る
と
、
本
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
最
初

の
対
外
関
係
記
事
で
あ
っ
て
、「
雞
林
（
＝
新
羅
）
之
西
南
」
と
い
う
い
い

方
か
ら
こ
こ
の「
任
那
」が
狭
義
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た「
蘇

那
曷
叱
知
」
は
朝
鮮
系
の
借
音
字
な
の
で
何
ら
か
の
朝
鮮
系
の
史
料
が
も
と

に
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
が
、
年
代
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
『
日
本
書
紀
』
の
対
外
関
係
の
記
事
が
、
狭
義
の
「
任
那
」
の
朝
貢

記
事
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』

の
編
者
と
そ
の
読
者
層
に
と
っ
て
、
そ
の
朝
貢
は
倭
国
の
対
外
関
係
の
は
じ

ま
り
を
象
徴
し
う
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

一
方
、「
広
開
土
王
碑
」
に
倭
国
の
新
羅
へ
の
侵
攻
の
拠
点
に
な
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
「
任
那
加
羅
」
が
み
え
て
お
り
、
こ
れ
は
金
官
国
の
旧
名

0

0

で）
44
（

、

狭
義
の
「
任
那
」
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
が
、
当
時
「
任
那
加
羅
」
は
倭
国
と
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軍
事
的
に
提
携
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
進
文
物
の
供
与
の
見
返
り
と

し
て
の
軍
事
援
助
と
い
う
説
明
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
別
稿）

45
（

で
論
じ
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
く
、
通
常
、
軍
事
力
を
提
供
す
る
側
が
外
交
的
に

優
位
に
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
「
任
那
加
羅
」
は
加
羅
（
＝
加
耶
）

中
の
一
国
で
、朝
鮮
三
国
な
ど
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
小
国
で
あ
る
か
ら
、

倭
国
の
軍
事
援
助
は
国
の
死
命
を
制
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
の
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
両
国
の
関
係
は
初
期
の
段
階
か
ら
倭
国
優

位
で
、「
任
那
加
羅
」
は
、
崇
神
紀
に
も
あ
る
よ
う
に
「
調
」
を
貢
納
し
て

い
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
倭
国
に
と
っ
て
半

島
の
窓
口
で
あ
っ
た
金
官
国
は
、「
任
那
（
加
羅
）」
と
よ
ば
れ
た
五
世
紀
初

頭
以
前
か
ら
倭
国
に
調
を
貢
納
す
る
朝
貢
国
で
あ
っ
た
。
当
時
「
任
那
」
は
、

倭
国
に
先
進
文
物
や
鉄
を
供
与
し
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、倭
国
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
も
つ
朝
貢
国
と
い
う「
国

際
意
識
」
が
倭
王
権
の
王
臣
た
ち
の
間
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。「
金
官
国
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
も
、
朝
貢
関

係
が
は
じ
ま
っ
た
こ
ろ
の
「
任
那
」
と
い
う
旧
名
を
使
い
つ
づ
け
、
さ
ら
に

は
加
耶
諸
国
全
体
を
も
「
任
那
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、倭
国
に
と
っ

て
「
任
那
」
が
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
よ

う
。な

お
、
本
稿
で
は
大
化
二
年
（
六
四
六
）
の
「
任
那
の
調
」
廃
止
の
歴
史

的
意
義
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

拙
稿
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」（『
百
済
と
倭
国
』
高
志
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）、お
よ
び「
国
家
形
成
期
の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」（『
日
本
史
研
究
』

六
五
四
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
2
） 

木
下
礼
二
「
日
本
書
紀
に
み
え
る
「
百
済
史
料
」
の
史
的
価
値
に
つ
い
て
」（『
日
本

書
紀
と
古
代
朝
鮮
』吉
川
弘
文
館
、一
九
九
三
年
、初
出
一
九
六
一
年
）、彌
永
貞
三「「
彌

移
居
」
と
「
官
家
」」（『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、

初
出
一
九
六
四
年
）

（
3
） 

三
品
彰
英
『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
證
』
上
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）

六
〜
一
一
頁
、
田
中
俊
明
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」 

│ 

加
耶
琴
だ
け
が
残
っ

た 

│
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
三
一
〜
四
〇
頁

（
4
） 

武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア 

│ 「
広
開
土
王
碑
」
研
究
序
説 

│
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
）

（
5
） 

武
田
幸
男
「
辛
卯
年
条
記
事
の
再
吟
味
」（
前
掲
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』、
初
出

一
九
七
八
年
）

（
6
） 

拙
稿
「〝
東
夷
の
小
帝
国
〞
論
と
「
任
那
」
問
題 

│ 

倭
国
の
対
外
関
係
史
の
再
検

討 

│
」（
小
口
雅
史
編
『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
同
成
社
、
二
〇
一
八
年
刊
行
予
定
）

（
7
） 

廣
瀬
憲
雄
『
古
代
日
本
外
交
史 

│ 

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
視
点
か
ら
読
み
直
す 

│
』（
講

談
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
七
九
頁
以
下

（
8
） 

酒
寄
雅
志
「
華
夷
思
想
の
諸
相
」（『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』
校
倉
書
房
、二
〇
〇
一
年
、

初
出
一
九
九
二
年
）

（
9
） 
近
年
、
中
野
高
行
氏
も
、
主
に
亡
命
王
族
の
冊
立
の
問
題
か
ら
「
帝
国
性
」
を
論
じ

て
い
る
（
同
氏
『
古
代
国
家
成
立
と
国
際
的
契
機
』（
同
成
社
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
10
） 

石
上
英
一
「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」（『
歴
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主

主
義 
│ 
一
九
七
三
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告 

│
』
青
木
書
店
、
一
九
七
三
年
）

（
11
） 

廣
瀬
氏
、
前
掲
『
古
代
日
本
外
交
史
』
一
八
二
頁
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（
12
） 

石
母
田
正「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
際
意
識
に
つ
い
て 

│ 

古
代
貴
族
の
場
合 

│
」（『
石

母
田
正
著
作
集
』
第
四
巻
、岩
波
書
店
、一
九
八
九
年
。
初
出
は
一
九
六
二
年
）
参
照
。

（
13
） 
拙
稿
、
前
掲
「
国
家
形
成
期
の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」（『
日
本
史
研
究
』

六
五
四
、二
〇
一
七
年
）

（
14
） 

鈴
木
英
夫
「『
任
那
の
調
』
の
起
源
と
性
格
」（『
古
代
の
倭
国
と
朝
鮮
諸
国
』
青
木
書
店
、

一
九
九
六
年
、
初
出
は
一
九
八
三
年
）

（
15
） 

西
本
昌
弘
「
倭
王
権
と
任
那
の
調
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
九
、一
九
九
〇
年
）。
た

だ
し
西
本
氏
は
「
任
那
復
興
」
も
重
要
な
外
交
課
題
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

（
16
） 

己
呑
と
卓
淳
の
現
地
比
定
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』

に
よ
る
。

（
17
） 

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
と
づ
く
呼
称
で
、
当
時
は
国
際
的
に
は
別
の
い
い
方
が

さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、何
と
よ
ば
れ
た
か
不
明
な
の
で
、こ
こ
で
は
か
り
に
「
任

那
復
興
」
と
よ
ぶ
。

（
18
） 

田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』
二
二
三
〜
二
二
九
頁
。

（
19
） 

『
日
本
書
紀
』
に
は
兵
六
万
と
あ
る
の
は
、
傍
例
に
徴
し
て
か
な
り
の
誇
張
が
含
ま
れ

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
多
く
見
積
も
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
数
千
程
度
で
あ
ろ
う
。

（
20
） 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

（
21
） 

山
尾
幸
久
「
倭
王
権
と
加
羅
諸
国
と
の
歴
史
的
関
係
」（『
青
丘
学
術
論
集
』

一
五
、一
九
九
九
年
）

（
22
） 

な
お
、
以
下
の
第
II
期
に
関
す
る
欽
明
紀
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大

加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』、
お
よ
び 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る

国
際
関
係
」
を
参
照
。

（
23
） 

百
済
の
下
韓
へ
の
郡
令
・
城
主
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連

盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』
二
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
24
） 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」、
お
よ
び
前
掲
「
国
家
形
成
期

の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」

（
25
） 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

（
26
） 

拙
稿
、
前
掲
「
国
家
形
成
期
の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」

（
27
） 

河
内
春
人
「
七
世
紀
に
お
け
る
「
任
那
之
調
」」（『
日
本
古
代
の
地
域
と
交
流
』
臨
川

書
店
、
二
〇
一
六
年
）。
以
下
、
河
内
氏
の
説
と
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
論
文
に

よ
る
。

（
28
） 

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（『
石
母
田
正
著
作
集
』
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九

年
、
初
出
一
九
七
一
年
）
五
三
頁

（
29
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」、
西
本
氏
、
前
掲
「
倭
王
権
と
任

那
の
調
」、
河
内
氏
、
前
掲
「
七
世
紀
に
お
け
る
「
任
那
之
調
」」
な
ど
参
照
。

（
30
） 

こ
の
「
気
」「
同
気
」
の
理
解
に
は
、
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、

一
九
六
七
年
）
三
五
頁
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

（
31
） 

井
上
秀
雄
「
新
羅
王
畿
の
構
成
」（『
新
羅
史
基
礎
研
究
』
東
出
版
、
一
九
七
四
年
、

初
出
一
九
六
八
年
）

（
32
） 

『
三
国
遺
事
考
証 

中
』（
塙
書
房
、
一
九
七
九
年
）
三
七
五
頁

（
33
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」、
西
本
氏
、
前
掲
「
倭
王
権
と
任

那
の
調
」

（
34
） 

末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』（『
古
代
の
日
本
と
朝
鮮
』〈
末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集

4
〉
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
初
出
は
一
九
四
九
年
）
一
三
一
頁

（
35
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」

（
36
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
二
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
、
五
六
三
頁
）

は
「
任
那
の
使
者
と
し
て
新
羅
王
京
の
六
部
の
中
心
と
も
い
う
べ
き

部
の
人
間
が

採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
任
那
は
新
羅
の
領
域
で
あ
る

こ
と
を
使
者
の
所
属
そ
の
も
の
が
宣
言
し
て
い
る
」
と
注
し
て
い
る
。

（
37
） 

西
本
昌
弘
「
豊
璋
と
翹
岐
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
七
、一
九
八
五
年
）

（
38
） 

鈴
木
靖
民
「
皇
極
紀
朝
鮮
関
係
記
事
の
基
礎
的
研
究
」（『
日
本
の
古
代
国
家
形
成
と

東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
一
年
。
初
出
一
九
七
〇
・
七
一
年
）、山
尾
幸
久
「
大

化
改
新
直
前
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
（
上
）」（『
日
本
史
論
叢
』
一
、一
九
七
二
年
）、

同
氏
「
六
四
○
年
代
の
東
ア
ジ
ア
と
ヤ
マ
ト
国
家
」（『
青
丘
学
術
論
集
』
二
、

一
九
九
二
年
）、
西
本
氏
、
前
掲
「
豊
璋
と
翹
岐
」）、
鈴
木
英
夫
「
大
化
改
新
直
前
の

倭
国
と
百
済 
│ 
百
済
王
子
翹
岐
と
大
佐
平
智
積
の
来
倭
を
め
ぐ
っ
て 

│
」（『
古
代
の
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倭
国
と
朝
鮮
諸
国
』
青
木
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）、
渡
辺
康
一
「
百

済
王
子
豊
璋
の
来
朝
目
的
」（『
国
史
学
研
究
』
一
九
、一
九
九
三
年
）、
廣
瀬
憲
雄
「
皇

極
紀
百
済
関
係
記
事
の
再
検
討
」（『
日
本
歴
史
』
七
八
六
、二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
39
） 
拙
稿「
日
本
百
済
大
寺
の
造
営
と
東
ア
ジ
ア
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集　

歴
史
と
文
化
』

四
〇
、二
〇
〇
六
年
）

（
40
） 

廣
瀬
憲
雄
「
古
代
倭
国
・
日
本
の
外
交
儀
礼
と
服
属
思
想
」（『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩

序
と
古
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
41
） 

伴
跛
が
大
伽
耶
の
固
有
名
で
あ
る
こ
と
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡

と
「
任
那
」』
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
42
） 

拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
「
任
那
四
県
割
譲
」
の
再
検
討
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集 

歴
史
学
・

地
理
学
』
三
九
、二
〇
〇
五
年
）

（
43
） 

拙
稿
、
前
掲
「〝
東
夷
の
小
帝
国
〞
論
と
「
任
那
」
問
題
」

（
44
） 

「
任
那
加
羅
」
あ
る
い
は
「
任
那
」
が
五
世
紀
初
頭
以
前
の
金
官
国
の
旧
名

0

0

と
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
田
中
俊
明
「
高
句
麗
の
「
任
那
加
羅
」
侵
攻
を
め
ぐ
る
問
題
」（『
古

代
武
器
研
究
』
二
、二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
45
） 

拙
稿
、
前
掲
「〝
東
夷
の
小
帝
国
〞
論
と
「
任
那
」
問
題
」
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